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初めてのＢＡＳＥＢＡＬＬ Ｒｕｌｅ 

 

プレイヤーの交代 

ルールブック、三・〇三の規則本文（注１）の冒頭に「プレイヤーの交代は、試合中ボールデッド

のときなら、いつでも許される」と書いてある。野球というゲームは、プレイヤーを随時交代させら

れるゲームだということが常識になっている今日では、あたり前のことが書いてあるとしか思えな

いような条文である。しかし、これにも深い意味があるのだ。 

まず「いつでも許される」という規定がそれである。今日のルールにつながる系統だったルール

は、一八四五年、ニューヨーク・ニッカーボッカーズ・クラブのアレキサンダー・ジョーイ・カートライト

という二五歳の青年がつくった。次の十三項目からそのルールは成り立っていた。 

 

（１）各ベース(Base)は、本塁(Home)から二塁(Second)、一塁(First)から三塁(Third)までの距離を

等しく四二ペース(Paces)取って設定する(ペースは三フィート、本塁と二塁の距離は一二六

フィートになる。現在の一二七フィート三インチ3/8と大差はない。ダイアモンドも長方形でなく四

角形だった)。 

（２）チームが守備サイドのときの人数は九人である。投手、捕手、一塁手、二塁手、三塁手のほ

か、二塁と三塁の中間に遊撃手(Short-Stop)を置き、外野は左翼手、中堅手、右翼手の3人と

する。 

（３）試合は一方が二一エース(Aces)を越えたときに終了する。ただし、同数のハンズ(Hands)を行

なわなければならない(エースは得点、ハンズはアウト)。 

（４）ボールはバットにピッチ(Pitch)されなければならない。バットにスロー(Throw)することは許され

ない(ピッチは下からつきあげること、アンダーハンドで投げるという意味である)。 

（５）一塁あるいは三塁の線外に打たれたボールはファウルである。 

（６）ボールを三つ打ったが当たらず、三つ目を捕えられたときは、ハンド・アウトである。捕えられ

なかったときはフェアとみなされ、ストライカー(Striker)は走り出してよい(ストライカーは打者)。 

（７）打たれたボールあるいはチップしたボールが、フライとして捕えられるか、最初のバウンドで

捕えられたときは、ハンド・アウトである。 

（８）各塁を走るプレイヤーは、その塁に触れるよりも前に、“敵”がボールを持って塁に立つか、

ボールをその体に触れればアウトである。ボールをランナーに投げつげてもアウトにならない

(それ以前の野球ではアウトになっていた)。 

（９）各塁を走るプレイヤーは、その塁に触れるよりも前に、ボールを捕えようとしているか、拾おう

としている“敵”を妨害したときは、ハンド・アウトである。 

（１０）試合前に公表された正規の打順にしたがって打者は打ち、三つのハンド・アウトで攻撃は終

了する。 

（１１）ファウルが打たれたときは、エース(得点)もベース(進塁)も許されない。 

（１２）しかし、打たれたボールがフィールドの外にバウンドして出たときは、ワン・ベースが許され

る(境界線を越えること)。 

（１３）ゲームの裁定はアンパイヤーに一任され、その裁定には異議を申し立てることはできない。 
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 この原始的でしかも現代のそれに近いルールが作られてから八年後の一八五七年に、試合は

九イニング（途中打ち切りのときは五イニング）で成立することになり、十八年後の一八六三年に

ボールとストライクがコール（宣告）されるようになり、二七年後の一八七二年になって投手は、腰

から下の投球だけでなく、スナップ・スローも許されるようになり、三二年後の一八七七年に初め

て「四回以前に限って」プレイヤーの交代が許されることになった。それからさらに一四年たってか

ら、プレイヤーの交代は「試合中いつでも」行えるようになったのである。 

現在のルールの条文に「いつでも」とあるのは、こういう歴史的変遷があったからである。それ

に「試合中」という言葉にも重要な意味が含まれている。試合中ということは、試合が始まってから

ということになるからだ。 

 

規則書には記載されていない改正ルールの変遷についてお伝えします。ルールそのもの、ある

いはルール適用上の解釈を理解するには、それらがどういう過程を経てどういう理由で生まれた

かを知るのが一番近道だからです。日本野球規則委員会が規則改正の解説を開始した１９９３年

からの内容を取りまとめました。規則書とともに確認しながらルールの基本（精神）を修得してくだ

さい。また、審判活動の基礎については全日本の資料を参考に自己研鑽に努めてください。 
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改正ルールの変遷 目次 

 

１９９３  １９９４  １９９５  １９９６  １９９７  １９９８  １９９９  ２０００  ２００１ 

 

２００２  ２００３  ２００４  ２００５  ２００６  ２００７  ２００８  ２００９  ２０１０ 

 

２０１１  ２０１２  ２０１３  ２０１４  ２０１５  ２０１６  ２０１７  ２０１８  ２０１９   

 

２０２０  ２０２１  ２０２２  ２０２３  ２０２４  ２０２５  ２０２６  ２０２７  ２０２８  

 

改正項目一覧表（2016 年に規則項目が再編成されています） 
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【１９９３年】 

 

去る2月5日、日本野球規則委員会は、本年度の改正規則三項目を下記の通り発表しました。 

 

（１）規則2.44(a)〔注〕を次のように改める。 

〔注〕右〔原注〕はプレイが介在した後に妨害が発生した場合には適用しない。 

（２）規則6.06(c)〔注二〕の「ただし」以下を次のように改める。 

〔注二〕なお、捕手の送球によってランダウンプレイが始まろうとしたら、審判員はただちに“タイ

ム”を宣告して打者を妨害によるアウトにし、走者を元の塁に戻す。 

（３）規則5.09(b)〔注二〕を次のように改める。 

〔注二〕捕手の送球によってランダウンプレイが始まろうとしたら、審判員はただちに、“タイム”

を宣告して走者を元の塁に戻す。 

 

以上の三項目の改正は、いずれもわが国の規則委員会が作成している注釈文に当たる文章です。

この発表文だけでは、あまりに簡単すぎてわかりにくい点もあろうかと思いますので、改正に携

わった委員の一人として、冒頭の符号順序に従って説明を加えておきます。審判員の方々は、ど

うかしっかりと理解して正しく適用するようにして下さい。また、プレイヤーの方々も十分に理解を

深め、不利となるプレイを行わないようにお願いします。 

 

2.44(a)(注)改正のポイント 

打者走者が一塁到達前の妨害で、その前に他の塁で別なプレイが介在した場合の帰塁基準の

変更である。 

規則2.44は、妨害行為の定義が記されている項目です。この項には、(a)攻撃側、(b)守備側、(c)

審判員、(d)観衆、というそれぞれ立場の違った人たちが犯した四種の妨害行為の概念が定めら

れております。 

今回の改正部分は、その中の(a)項、つまり「攻撃側の妨害」に記されている〔原注〕の規則適用

の解釈を改めたものです。それが〔注〕の文章の改訂となったわけです。 

したがって、新(‘93年、以下同)旧(’92年、以下同)の規則書の〔注〕の文章を比較すれば、改正

点は一目瞭然と思われますが、なお一層の理解を深めるために、この規則改正に関する最も基

本的な一つのプレイを例題として取り上げ、説明を試みることとします。 

〔例題①〕 

一死走者三塁、スクイズプレイが行われ、その打球が投手前方に転がった。これをつかんだ投

手は本塁へ送球、本塁塁上でタッチプレイが行われたが、三塁走者の足が一瞬早く間一髪でセー

フとなった。捕手はその後もプレイを続け、打者走者を刺そうと一塁へ送球を試みたが、その送球

がスリーフット・ラインの外側を走っていた打者走者に当たり、打者走者は、規則6.05(k)を適用さ

れてアウトの宣告を受けた。 

この〔例題①〕に、新旧の規則を適用してみます。 

①、旧規則を適用した場合三塁走者の得点を認めず、二死走者三塁でプレイを再開させる。 

②、新規則を適用した場合三塁走者の得点を認め、二死無走者でプレイを再開させる。 

適用結果①と②を比較すればすぐ理解できることと思いますが、この改正は、打者走者が一塁

へ到達しないうちに妨害が発生したときに、それ以前に他の場所で他の別のプレイが介在してい

た場合、そのプレイの処置をどうするのか、つまり、介在プレイを有効として認めるのか否かという

ことに関する規則適用の変更であるわけです。もっと厳密に言えば、当事者(妨害を行ってアウト
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の宣告を受けた走者)以外の他の走者の帰塁基準規則の適用変更ということになります。 

旧規則ですと、このようなプレイの下で介在プレイを有効として認めるのは、そのプレイで「アウ

トが成立したとき」だけで、他のプレイはすべて無効として、走者を「投手の投球当時の占有塁」に

戻していました。つまり、介在プレイでセーフとなった走者、および他の塁の走者の進塁は一切認

めず、これらの走者に対しては、〔原注〕に定められた規則を厳格に適用していたわけです。 

しかし本年からは、プレイが介在した場合は、〔原注〕に定められている帰塁の基準、つまり「投

球当時の占有塁」へ帰すという規則を適用しないで、本文に記されている走者の帰塁基準の大原

則の定めに従って、すべての走者を「妨害発生時の占有塁」に帰すという解釈に改めたのです。 

したがって、例外プレイ①における本塁を陥れた走者に対する処置方法が、まったく逆の結果と

なってしまったわけです。 

ここで、改正のポイントをもうー度箇条書きで整理しておきます。 

①、攻撃側の妨害が発生したときに、塁上の走者の帰塁基準は「妨害発生当時」と「投球当時」の

二つに分けられる。 

②、その妨害行為のうち、打者走者が一塁へ到達しないうちに妨害が発生したときは、走者の帰

塁基準は原則として(ダイレクトプレイの場合に限って)、「投球当時」(原注の適用)となる。 

③、しかし、②のプレイで、妨害発生以前に、他の塁で別のプレイが介在した場合は〔原注〕を適

用せず、本文に定められている基準(妨害発生時の占有塁)を適用して走者を帰塁させる。 

以上の説明でこの項に関する〔原注〕の新しい適用法は十分に理解されたことと思いますが、

一つ注意してほしい点は、妨害発生前にプレイが介在せず、〔原注〕を適用しなければならなく

なった場合には、改正前も改正後も、その結果がまったく変わらないということです。そのプレイの

例と適用結果を、次に〔例題②〕として記しておきます。確認をしてください。 

〔例題②〕 

例題プレイ①において、投手が最初から本塁への送球をあきらめ、打者走者を刺そうと直接一

塁へ送球し、その送球がスリーフット・ライン外を走っていた打者走者に当たってしまった。 

(適用結果) 

妨害プレイの前に、他の塁で別のプレイが何も介在していないので、あくまで〔原注〕を適用して、

打者走者にアウトを宣告、走者を三塁へ帰塁させ、二死走者三塁でプレイを再開させる。新、旧

規則ともに、まったく変わらない適用結果となる。 

実は、この2.44の〔原注〕文が日本の規則書に登場したのが1972年です。言うまでもなくその理

由は、アメリカの原文(オフィシャル・ルールブック)にこの文章が追加挿入されたことによるもので

すが、それ以来20年余にわたり、日本野球規則委員会はこの〔原注〕の適用解釈を巡って大いな

る論争を重ねてきました。それは、日本の委員会が、この原文の適用解釈をアメリカの規則委員

会が考えているような単純解釈をして採用するわけにはいかない、という見解を終始一貫してとっ

てきたからなのです。 

そのことは、アメリカの原文1）が一字一句まったく変わりなく今日まで掲載されているにもかかわ

らず、日本の規則書は’72年に新〔原注〕2）を挿入して以来、二転三転(’73年原注一部改正・新注3）

挿入、’74年原注改正4）・注削除、’87年新原注5）・新注6）挿入、’88年注7）一部改正、’93年新注8）挿

入)の目まぐるしき改正を行っている経緯を見ても明らかです。 

それでは、何故日本の規則委員会はこの原文に頭を悩ませたのでしょうか。次の例題プレイ③

に対するメジャーリーグの適用解釈を見れば容易に理解できることと思います。 
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〔例題③〕 

無死満塁で投ゴロ、投→捕→一塁と転送される併殺プレイで、本塁でフォースアウトが成立した

後、打者走者が一塁手への送球を妨害した。 

(メジャーリーグの適用解釈) 

本塁でのアウトを取り消し、あくまで走者を「投球当時の占有塁」、つまり、三塁へ戻し、一死満

塁でプレイを再開させる。 

この適用法は、昨年も筆者個人が数名の現役大リーグ審判員に文書で回答を求めて、返信を

受けているので間違いはありません。英文に興味のある方は、巻末に記されているその代表的な

返信の一つ、ハリー・ウエンデルスデット9）氏の回答文11）と筆者の質問文10）を見ていただければさら

に明確になることと思います。 

しかし、このような適用法は、どう考えても我々日本人には納得のいかないものであることは事

実です。それは、せっかく二つのアウトを取れる確率の高い機会が生じている守備則が、攻撃側

の不正行為によって一つのアウトを減らされてしまうからです。もし、日本でこのような解釈を採用

すれば、攻撃側は必ず故意に併殺を妨げてチャンスを残し、攻撃を有利に展開させるアンフェ

アーなプレイを考え出してしまうでしょう。これでは、ルールの基本的な大原則である「競技者に対

等の条件を保証する機能」には成り得ません。 

そこで日本の規則委員会が苦悩に苦悩を重ねた揚げ句に考え出した新しい解釈が、本年度の

改正文であるわけです。 

この新規則は、実は、アメリカのナショナル・アソシエーション(マイナーリーグ)の内規として用い

られているものと同じものなのです。今回の改正はこれをまねたものではまったくなく、たまたま委

員会の検討結果の結論がこれと一致しただけなのですが、筆者の入手した資料の中に、その適

用解釈の一文が発見されましたので、その原文12）を巻末に記しておきました。興味のある方は、

ぜひ参照されて、2.44〔原注〕の解釈の難しさと多様性の一端を少しでも理解していただければ幸

いです。 

 

6.06(c)〔注二〕改正のポイント 

捕手の第一投で走者をアウトにできなければすべてボールデッド 

規則6.06は、打者が反則行為でアウトの宣告を受けるときの規定が四項目に分けられて記され

ているところです。今回の改正部分は、その中の三番目の（ｃ）項の〔注二〕後段に記されている

「ランダウンプレイになったとき」の適用解釈を改めたものです。 

この（ｃ）項には、打者が捕手の守備や送球などを妨害したとき、打者をアウトにする規定が記さ

れています。しかしその中に、打者に妨害行為があっても、捕手がプレイをして走者を現実にアウ

トにすることができたときには、打者をそのままにして、その走者のアウトを認めてプレイを続行さ

せるという、いわゆるフットボールなどで用いている一種のアドバンテージ・ルールが採用されてい

ます。 

つまり、妨害が生じたときに直ちにボールデッドにするのではなく、その後プレイが継続された

場合、そのプレイの成り行きを見守って、守備側に不利益が生じない(走者がアウトになった)とき

は、そのプレイを認めようとする規則です。 

日本の規則委員会は、そのようなときのプレイをさらにきめ細かに想定して、当項〔注二〕に、二

つのプレイに対する適用解釈を明記しております。 

その二つのプレイとは、①「守備側にアウトの機会はあっても、野手の失策で走者を生かした場

合」と、②「捕手からの送球によってランダウンプレイが始まった場合」です。 

そして、それぞれのプレイに対する規則の適用法を、①の場合「打者の妨害を認めアウトを宣
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告、走者を妨害発生時の占有塁に戻す」、②の場合「ランダウンプレイ中に守備の不手ぎわから

走者を生かした場合にかぎって、妨害を認めずプレイを続行させる」という解釈をとってきました。    

しかし、’86年ごろより一部の委員から「②に関する適用解釈はおかしい。アメリカでは、このよ

うになったときには直ちにボールデッドとして、プレイを止めて、あくまで打者をアウトにしている」と

いう問題提起がありました。また、この問題を検討する中で、他の見解の一つとして「同じようなプ

レイの結果(①②共に結果としては守備側のミス)に対して、異なった二つの適用解釈(①は打者の

妨害を認めるが、②は認めずプレイ続行)をしているのではないか」という矛盾性を指摘する声も

あったことは事実です。 

そこで委員会としては種々検討を重ねた末に、’88年度よりこの部分の改正に踏み切り、本年

度の新改正文と解釈がまったく変わらないほぼ同文の新文章13）を規則書に挿入したのです。とこ

ろが’90年になって、この部分を’72年より’87年まで続いた旧文章に戻してしまったのです。その

理由として、ルール適用の際の競技者に与える平等性が疑問視されたことと、委員会自体にアメ

リカの適用法をしっかり調査確認していないずさんさがあった、などという事柄が挙げられます。 

この目まぐるしい改正は、今振り返ってみますと委員会としてはまったくの恥さらしで、プレイに

携わるすべての人々に大変なご迷惑をおかけしてしまい、委員の一人としても、深くお詫び申し上

げなければならないと反省しているところです。また、何故もっと綿密な検討と調査を重ねられな

かったのかと悔いを残している次第です。 

さて、そのような責任感からも、委員会としては’90年の再改正以後も、このプレイに関しては引

き続きさまざまな協議を重ねてまいりました。そして’92年の末に、アメリカ球界ではメジャーリーグ

を筆頭に、マイナーリーグを含む大小すべてのリーグで「ランダウンになったときは直ちにボール

デッドで打者アウト、走者を妨害発生時に戻す」という規則を採用している確認を得たのです(巻末

参考文、筆者の質問文14）に対するウエンデルステット氏の回答文15）参照のこと)。そこでまた恥を

忍んで本年度より再改正を行い、’88年度より二年間にわたって採用していた規則に戻すことにし

たわけです。 

この改正の決め手となった理由は、アメリカにおける規則適用の基準が誠に明解であり、予測

されるさまざまなプレイに対して一貫性を持って対応できる明確さを持っていたからです。 

それは「捕手の最初の送球(第一投)によるプレイで走者をアウトにできないときには、すべて

ボールデッドとして、打者アウト、走者を妨害発生時の占有塁に戻す」という基準です。 

筆者が調査したメジャーリーグの内規集の中に、この基準を適用した格好の例題プレイが掲載

されていましたので、その中の二例を以下に翻訳してご紹介します。この具体的なプレイを参考に

して、改正の趣旨(ランダウンプレイになったらプレイを止めて妨害を適用)の理解を深めて下さい。 

〔例題①〕 

(プレイの設定)……一死走者一塁。一塁走者は二塁ヘスタート。捕手は送球動作を打者に妨害さ

れながらも二塁へ送球、その送球が悪送球となって中堅方向へ転がった。それを見た走者はさら

に三塁を狙ったが、外野手からの好返球で三塁寸前でアウトになった。 

(規則の適用)……打者をアウトにして三塁へ走ってアウトになった走者を一塁へ戻し、二死走者

一塁でプレイを再開。 

(処置理由)……走者が三塁でアウトになった送球は外野手からの第二番目の送球で、捕手の最

初の送球(第一投)ではない。 

〔例題②〕 

(プレイの設定)……一死走者一、三塁。一塁走者は二塁ヘスタート。捕手は送球動作を打者に妨

害されながらも二塁へ送球した。そのとき三塁走者が本塁ヘスタートを起こしたので、遊撃手が二

塁ベース前方へ出て捕手からの送球をカット、直ちに本塁へ送球した。三塁走者はその送球で本
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塁寸前でアウトになった。 

(規則の適用)……打者をアウトにして走者を一、三塁へ戻し、二死一、三塁でプレイを再開。 

(処置理由)……走者が本塁でアウトになったときの送球は、遊撃手からの第二番目の送球で、捕

手の最初の送球(第一投)ではない。 

 

5.09(b)〔注二〕改正のポイント 

6.06（ｃ）〔注二〕改正に伴う必然的な改正である 

規則5.09は、さまざまなプレイがボールデッドになったとき、塁上の走者の占有する基準塁をど

こにするのかという規定を(a)～(h)の八項目に分けて記してあるところです。今回の改正部分はそ

の中の二番目の(b)項「球審が捕手の送球動作を妨害した場合」の〔注二〕の文章を新しく書き換

えたものです。 

新改正文を読んでいただければすぐ気づかれることと思いますが、この項の改正は、本年度の

(2)の改正に伴った必然的な改正なのです。 

つまり、妨害した当事者〈前項の(2)は打者、当項は球審〉が異なっても、その後のプレイがまっ

たく同じような展開になった場合には、規則適用の解釈を同一にしておくことの当然の必要性から

生じた改正です。 

したがって、前項(2)6.06（ｃ）項の改正をしっかりと理解すれば、当項はなんら問題はないはずで

す。新、旧規則書のそれぞれの同一年度における(2)と(3)に関する〔注〕文章を比較して、その関

連性を確認しておいて下さい。 

いずれにしても、(2)および(3)に関する新規則は、前年度の旧規則と比べて、その適用結果が

まったく逆の相反する規則適用(旧規則一妨害を認めずプレイ続行、新規則一妨害を認め打者ア

ウト)に改正されたことを十分理解しておいてほしいと思います。 

 

以上、本年度改正規則に関するポイントを解説しました。規則を定めるということは、人間社会

のあらゆる場で採用されている必然的な必須の条件ですが、どのような種類の規則であっても、

それを定めることと守ることがいかに難しいものであるかは、人類の生きざまの歴史を見ても明ら

かです。 

人間が作った規則は、すべて「生きているもの、育っているもの」です。また、その時々で「人々

が守らなければならない最低のモラル」でもあるわけです。野球規則も然りであると思います。どう

かこれらのことを十分ご理解の上、本年も正しいプレイと正しい適用を行うよう努力して下さい。 
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【１９９４年】 

 

日本野球規則委員会が発表した本年度の改正規則は、以下に記す五項目です。 

 

(1)規則1.17【注三】の④を次のように改める。 

【注三】④手袋およびリストバンドに商標などを表示する場合は、一個所に限定し、その大きさ

は、七平方㌢以下でなければならない。 

(2)規則7.08(d)を次のように改める。 

(d)フェア飛球、ファウル飛球が正規に捕らえられた後、走者が帰塁するまでに、野手に身体ま

たはその塁に触球された場合。ただし、投手が打者へ次の一球を投じてしまうか、または、たとえ

投球しなくてもその前にプレイをしたりプレイを企ててしまえば、帰塁をしていないという理由によっ

て走者がアウトにされることはない。この場合は、アピールプレイである。 

(3)規則7.10(a)【原注】の初めの二行を次のように改める。 

【原注】ここでいう“リタッチ”とは捕球後、塁に触れた状態から次塁ヘスタートすることをいう。 

(4)規則7.10(d)【注二】の二行目からを次のように改める。 

【注二】アマチュア野球では試合終了の場合に限って、両チームが本塁に整列したとき。アピー

ル権は消滅することとする。 

(5)規則8.05に次の【原注】を加える。 

【原注】ボークルールの日的は、投手が走者を意図的にだまそうとするのを防ぐためであること

を、審判員は心に銘記しなければならない。 

もし、審判員の判断で投手の“意図”に疑いを抱いたら、審判員は厳重に規則を適用すべきで

ある。 

 

以上の五項目の改正のうち、プレイに直接影響を及ぼすルールの変更は、(4)の7.10(d)に関す

る改正文だけで、その他の項目はいずれも、プレイヤーがプレイを行うために従来と異なった規則

の適用解釈をしなければならないという改正ではありません。 

すなわち、(1)は、わが国規則委員会が特別に取り決めている製造・販売業者の商標企画基準

の変更であり、(2)および(3)は原文読解研究の成果で生じたアピールプレイに対する本文改正、ま

た(5)は、従来からアメリカのルールブック(以下原文と記す)に掲載されていたボークルール適用

の際の審判員への注意事項の新規挿入掲載、といった内容のものです。 

したがって、競技に携わる監督やプレイヤーの皆さんは、本年度は、(4)についての一項目のみ

理解をすれば十分事足りると考えてしまうかも知れませんが、自分自身が愛好するスポーツ競技

の奥義を究めるには、どのような項目であっても、そこに定められている規則である以上、しっか

りと理解を深めることは当然の義務であろうと思います。 

特に、今回の(2)、(3)に関する本文の改正は、長い年月をかけて委員会が一丸となって原文講

読研究に取り組んだ成果として高く評価できる、「アピールプレイ」を新しく定義づける大変重要な

改正文です。 

どうか以下の項目別の説明を熟読され、本年度の改正規則をしっかり理解してくださるようお願

いいたします。 
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1.17【注三】の④ 

プレイと直接関わりないルールも規則書には記されている 

規則1.17は、製造業者や販売業者が、競技用具に付着あるいは記入する商標などの大きさや

内容などを規制している条文が記されている項目です。 

しかし、この項の原文および本文では、その大きさや内容の規制については、何ら具体的な数

値が示されておらず、ただ単に「不適当かつ過度な商業的宣伝が含まれず、妥当とされる範囲内

のもの」という非常に抽象的な表現での定義しか掲載されておりません。 

そこで、日本野球規則委員会では、様々な角度から商業宣伝に対する検討を行い、商標など

の大きさや内容についての規則を設定、規則書に挿入しております。それが【注一】から【注三】に

当たる規約文になっています。 

そのうち【注三】には、様々な競技用具に付される宣伝商標の規格規制が五項目に分けて定め

られていますが、今回の改正は、その第4番目の項目にあたる「手袋およびリストバンド」に表示す

る商標企画の変更です。新・旧の規則を比較すれば一目瞭然ですが、昨年まではその大きさを、

縦1㌢以下、横7㌢以下と規定していました。それを本年からは「7平方㌢以下」と変更したのです。

つまり、端的に言えば、規制の対象を「長さ」から「面積」へ変更するということです。 

実は、この改正は、競技用具の製造・販売業者からの要望に対して、規則委員会がそれを承認

するという形で行われたものです。委員会では、近年のコマーシャリズムの問題点を鋭く指摘する

様々な厳しい意見交換が行われましたが、結局、製造・販売業者側の要望を妥当なものとして受

け入れることにしたわけです。したがって、本年からは、手袋やリストバンドにつける商標は7平方

㌢以下であれば「2.3㌢×3㌢」や「3.5㌢×2㌢」などの形も可能になったわけです。 

この(1)についての改正は、プレイのルールに何ら影響を与えるものではなく、また、高校野球で

はこの二つの用具の使用を認めておりません。 

このような結論だけを記してしまえば、それはそれで事足りるというふうになってしまいがちです

が、このような改正を機に、現場の指導者やプレイヤーの方たちも規則書というものにはプレイの

ルール以外にも、その競技の運営ならびに発展に必要欠くべからざる様々な取り決めが掲載され

ているということを認識し、なぜそのような規則が存在しなければならないのかということを、ぜひ、

真剣に考えてほしいと願っております。 

指導者やプレイヤーがコマーシャリズムの問題に関する意識を高め、現代のスポーツ競技の

発展に欠くことのできない要因となっているところの、組織やイベントや競技者個人と用具製造・販

売業者との関わり方の問題をアマチュアとしてはそれぞれの立場から考えることは、必ず野球界

の新しい思想の確立と発展に役立つものと信ずるからです。 

 

7.08(d)、7.10(a)【原注】 

従来の異訳を正すことによりアピールプレイとタイムプレイの概念が明確に 

この改正はプレイのルールの適用に関する変更ではありませんが、「アピールプレイ」に対する

解釈を新しく定義づけたものとして、注目に値する、とても大切な画期的な改正文です。 

結論から記しますと、従来7.08(d)項によって理解されていた「飛.球が正規に捕らえられた後、走

者が再度の触塁を果たそうと帰塁しつつあるとき、その走者をアウトにしようと野手が元の塁へ送

球を試みるプレイはアピールプレイである」という解釈を撤廃し、このプレイはただ単に送球と走者

の時間差を争う「タイムプレイ」として定義するというものです。 

実は、このプレイをこのように結論づけるまでには、規則委員会が長い年月をかけて原文研究

に大変な努力をするという経緯がありました。それは、委員会の先人たちがこの項の原文1）解釈に

疑問を持ったときに端を発しているのです。その疑問とは、この原文の最後に記されている「これ
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はアピールプレイである」という単純な一原文2）が、他の項目(規則書7.10、2.02)にうたわれている

アピールプレイの基本理念と異なるのではないのかというものでした。つまり、この単純な一原文

を他の関連項目と比較しながら解読した場合、当項原文のどこを指して定義づけられているもの

なのか、というきわめて率直な疑問から生じた研究課題でした。 

そこから委員会の英知を結集する研究が始まったのです。もちろん、英文解釈に対する疑問で

すから、委員の中にはアメリカや言語研究者と連絡を保ち、その意見を参考にしながら研究を重

ねた者もおりました。 

そのようなプロセスの詳細は、誌面の都合上、ここではとても記述することはできませんが、今

回の結論に至った検討課題のポイントの大要を以下に記しておきますので、皆さんも規則書なら

びに原文を対比参照しながら「アピールプレイ」に関する新解釈をしっかり理解してください。 

①まず大前提として、アピールプレイの定義(規則書2.02)の原文3）に対する解釈の再検討を行

い、アピールプレイとはあくまで「攻撃側チームの、規則に違反した行為を守備側チームが正

すプレイ」を指していることを確認する。 

②規則7.08(d)で使用されている「リタッチ」という言葉の語意の検討を定義(規則書2.65)の原文4）

を中心として行い、関連する項目についても原文再読検証を行った結果、リタッチとは「走者

が規則によって帰塁しなければならない塁へ帰塁する行為」をいい、その行為には＜１＞「走

者が塁へ戻りつつある行為」と＜２＞「すでに戻ってしまっていて、次塁へ進もうとしている行

為」の二つの行動があることを確認、と同時に、当項目7.08(d)で使用している「リタッチ」とは

前者＜１＞の行動を指しているものであるとの結論を得る。 

③アピールプレイの規則が記されている規則書7.10の原文の再読作業を行い、7.10(a)【原注】

ていう「リタッチ」と7.08(d)でいう「リタッチ」の意味が異なること、および、従来の規則書に掲載

されていた7.10(a)項の日本文【原注】が異訳であることを発見、この原文【原注】5)を正しい訳

文(本年度改正規則第④項参照)に修正し、7.10でいう「リタッチ」の行為を、より明確に表現す

る。 

④規則7.08(d)の原文の解読研究を進め、次の結論を得る。当項は、「次の場合、走者はアウト

となる」6)との走者アウトの規則が掲載されている頃なので、7.08(d)項全文に「これはアピール

プレイである」の文章がかかるとの解釈は成立しない。ゆえに、原文中の後段の文章7)以下を

指してアピールプレイを解釈するのが当然の理解である。したがって、従来の日本文規則書

は異訳であり書き改める必要がある。 

⑤規則7.08(d)の原文を正しく日本文として書き改めたことにより、当項前段8）と後段9)に記されて

いる走者の行動がより明確に判別される結果となった。つまり、前段はモメントを争う普通の

フィールドプレイ(今回の改正ではタイムプレイとして呼び名を統一)として、また後段はアピー

ルプレイとして、各々プレイの範ちゅうが確立されることになった。 

以上が、当改正文を発表するまでに至った大略の要旨です。これでは少し大まかすぎて理解し

にくいという人もいるかも知れませんので、最後にもうー度新しい解釈の主旨をできるだけ簡潔に

まとめておきましょう。 

 

「アピールプレイ」とは「あくまで攻撃側のプレイヤーが規則違反をした行為を正すプレイ」をいう。

したがって、飛球が捕らえられた後、元の塁へ一生懸命に走って帰っていこうとする走者の行動

は、規則どおりのプレイを続けている行動で、その走者をアウトにしようとして送球するプレイをア

ピールプレイとはいわない。これは普通のフィールドプレイ(アメリカではこの言葉を使う場合もあ

る)、名づけて時間差を争う「タイムプレイ」である。走者が全く戻ろうとしないとき、あるいは戻る意

思があっても戻ることを放棄した場合は「アピールプレイ」となる、ということです。なお、このことに



 13 

ついていっそうの理解を深めるために、規則書140頁の【七・一○原注】10)の文章の意味も、原文11）

とともにしっかり解読することをおすすめします。そして、このような改正文が発表されたことを契

機として、ふだん何気なく行っているプレイでも、ぜひその奥義を考えることにも意を用い、いろい

ろなプレイがどのような理由で成立しているのか、あるいは、規則書の中の他の関連条文との意

味をどう解釈すればよいのか、というような競技を理解する基盤となる知識をたくさん勉強してくだ

さい。 

(3)の改正は(2)の改正文の検討過程において必然的に生じた改正です。そのことは、ここまで

に説明したとおりです。「アピールプレイ」を研究するために、7.10の原文解読作業を進めるうちに、

この原文【原注】の異訳に気づき、できるだけ原文に忠実な日本文に書き換えるとともに、当項で

うたっている「リタッチ」の意味を明確化したものです。したがって、(2)の改正についての説明を再

読し、本年度の改正文と原文および昨年までの和文規則書の三者を比較しながら理解を深めてく

ださい。 

 

7.10（ｄ）【注二】 

「試合終了宣告後に試合続行を命ずる」――そんな珍事の発生を防ぐのが狙い 

この改正は、日本のアマチュア野球が特別に取り決めている、アピール権消滅の時期を変更す

るためのものです。前述のとおり、この改正だけが本年度唯一、プレイの解釈に新しい理解を注

入しなければならないもので、実戦に携わる人にとっては最も注目しなければならない新規則とい

えるでしょう。 

ご承知のように、アピール権の存続および消滅の時期に関する規則は、7.10(d)項(規則書139

頁)に詳しく記されております。 

しかし、日本のアマチュア野球では、試合終了時に両軍がホームプレートをはさみ整列をして挨

拶を交わすという伝統的なよき習慣があるため、この時に限っては本文規則を適用できず、別に

特別規則を設けて規則7.10(d)【注二】の後段に、それを定めています。ところが現実に次のような

プレイが出現し、咋年までの規則を適用するとはなはだおかしな試合状況となってしまうという問

題が起こりました。その実際に起こったプレイを例題にしながら、改正理由を説明しましょう。 

 

[例題] 

最終回の裏、1点差で先攻チームがリード。後攻チームの最後の攻撃で一死満塁となり、スクイ

ズプレイが行われた。しかし、打球は小飛球となり前進した三塁手がこれを捕球、三塁へ送球して

第三アウトを取ろうとしたが三塁ベ一スに野手が入っていなかったために、二塁へ送球し、第三ア

ウトを成立させた。そのアウトの成立前に、三塁走者は本塁を駆け抜けていた。両チームは試合

が終了したと思い込み本塁へ整列、球審のゲーム終了の宣告を待った。球審は適宜な時間が

経っても守備側チームにアウトを置き換える意思が全く見られないため、一応、試合終了の宣告

を下し、アピール権を消滅させ、その後、規則にのっとって得点を認め、試合続行を命じた。 

以上の[例題]プレイでもわかるように、このような場合、咋年までの規則では、球審が一度試合

終了の宣告をしてから再び試合を続行するという誠に奇妙な状況になってしまうのです。そこで本

年から、このような珍事をなくすために、両チームが本塁に整列した時点でアピール権を消滅させ、

試合終了の宣告を待つことなく延長回に入れるようにしたわけです。 

しかし、こんな珍しいプレイも、元は守備側チームの不手際から起こるものでプレイヤーが4.09

や7.10の規則をしっかりと理解してプレイしていれば、混乱を起こさずに済むことなのです。皆さん

どうか、規則をしっかり勉強してください。 

なお、「本塁に整列したとき」とは、ひとえに審判団の判断によるものですが、その判断は、あく
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までだれが見ても両チームの全選手が戦う意思を放棄して本塁に整列したときという客観的事象

が基準となることはいうまでもありません。 

8.05【原注】 

原文には以前から明記されていたボークルール適用の精神をわが国でも採用 

この新【原注】文は、審判員がボークルールを適用するための判断基準をより明確化したもの

です。実は、この改正文はアメリカの規則書には以前から掲載されていた原文12)なのです。しかし、

それを日本の規則書に挿入するにあたっては、様々な見解がありました。その理由を一言でいえ

ば、ボークルールの適用解釈の意見統一がいかに難しいものか、という論議に尽きると思われま

す。規則としてきちんと文章化されているものでも、それを実際の動作にしてとらえたとき、どのよ

うに理解して当てはめていくのかという決断は、すべてのスポーツ競技に課せられた最大の難事

であるわけで、ボークルールもしかりなのです。 

そのような理由もあって、委員会はこの原文を掲載することに少しためらいを見せていたのです

が、あらゆる団体や年齢層において国際大会がひんぱんに挙行されるようになった今日、やはり

原文に記されているものは規則としてきちんと掲載し、そのルールに対して積極的な解釈を施して

いかねばならない、との結論に達したわけです。 

審判員がボークルールを適用することは、多角的に規則をしっかり勉強.して、それと並行して

あらゆる投球動作に対しての研究を行い、審判員仲間との意見統一を図り、プレイに対して冷静

で客観的な眼力を作ると同時に、勇気をもって対処することが必要です。ゆえに審判員の皆さん

は、どうか、投手の動作の判定に厳しく接する前に、自分自身に与えられた使命を十分認識して、

真剣に投球動作についての研究を行ってください。そのうえで、自信のある、さらに勇気をもった

厳しい判定をしてもらいたいと思います。 

 

以上、本年度の改正ルールを説明しました。指導にプレイに、判定に大いに役立てて、今年も

正しいさわやかなべ一スボールを行ってください。 
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【１９９５年 規則改正なし】 

 

【１９９６年】 

 

日本野球規則委員会は、去る2月5日、以下に記す3項目を本年度の改正規則として発表しまし

た。 

 

(1)7.08(b)の［注一][注二]および[問][答]を現行の[原注二]の後から[原注一]の後に移す。 

これにともない、［原注二]を次のように改める。(下線部分が追加個所) 

[原注二]三塁本塁間で挟撃された走者が妨害によってアウトを宣告された場合には、後位の

走者はその妨害行為発生以前に、たとえ三塁を占めることがあっても、その占有は許されず二塁

に帰らなければならない。また、二塁三塁間で挟撃された走者が妨害によってアウトになった場

合も同様、後位の走者は一塁に帰らなければならない。妨害が発生した場合にはいずれの走者

も進塁できないこと、および走者は正規に次塁に進塁するまでは元の塁を占有しているものと見

なされることがその理由である。 

(2)同[原注二]の「しかし、走者・…・」以下は削除し、[原注二]の［注］として追加する。 

［注］走者一・三塁のとき三塁走者が三塁本塁間で挟撃され妨害によってアウトを宣告された場

合、一塁走者がその妨害行為発生以前に二塁を占めておれば、一塁走者には二塁の占有が許

される。 

(3)8.01(a)①および同(b)②を太字にする。(両個所とも同文) 

打者への投球に関連する動作を起こしたならば、中途で止めたり、変更したりしないで、その投球

を完了しなければならない。 

 

8.０1(a)①、(b)②の改正 

アマチュアでは投手が投げ手を用いて出すブロックサインはボークに 

 

以上の改正文を一読しますと、一部新文章の追加挿入はありますが、その他は既存規則文章

の掲載場所や書体の変更のみで、本年も昨年に引き続きルール適用上の解釈の変化は全くない

かのように読み取れます。 

しかし、アマチュア野球規則委員会は、改正文の第3番目の「投手の投球動作」に関する発表

文の趣旨をことのほか重く受け止め、なぜこのような発表が成されたかという真意を厳格に解釈し、

プロに先駆けて、近年投手の動作として慣例となっていた「投手自らが投げ手を用いて出すブロッ

クサイン」を全面的に禁止する方針を取り決めました。これはアマ球界にとっては、規則適用上の

大変革であるとも考えられますので、まずそのことについての説明を行いたいと思います。 

アマ・プロを問わず近年急速にはやり出した投手が用いるこの動作(投げ手を用いて出すブロッ

クサイン)は、いつごろからだれがどこで使い始めたかは定かではありませんが、最近日本球界だ

けに蔓延し始めた悪しき習慣でありました。 

ここでいきなり「悪しき習慣」という表現を用いたのは、実は、この動作を現行規則に当てはめて

厳格に判断すると、明らかな規則違反であるという考えが成り立つからなのです。委員の中には、

当初からこのような判断の下に、この動作を即刻禁止すべきであるという強行論者もおり(実は筆

者もその一人)、委員会としてはしばしばこの問題に関する論議を重ねていたわけです。 

規則違反を唱えた人たちの挙げるその理由は、まず第一に、何といっても、この動作は日本の

球界だけにはやっている特異な動作で、国際的には全く通用しないこと、第二に、規則を厳密に
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解釈すれば8.01(a)①および同(b)②と同[原注]の前段3行に抵触してしまうこと、第三に、試合をス

ピードアップさせるために作られた8.04(3行目以降)の根底に流れる真意を理解すれば、同規則お

よび8.05(h)にも抵触してしまうこと、というものでした。 

しかし一方では、ち密な高度な面白い野球をやるために必要であるならば投球動作に入る前の

姿勢をあまりにも厳しく規制することもないのではないかという考えもあり、委員会としては今日ま

でこの動作にペナルティーを科すか否かについては慎重に検討をし続けてきたわけです。 

そうこうしているうちに、ここ2、3年の間にこの「投げ手を用いて出すサイン交換」の動作が拡大

化、煩雑化の一途をたどり、投手によっては明らかに規則違反をしていると思われるしぐさを平然

と行ったり、非常に紛らわしい動作を繰り返すという行動が目立ってきました。そこでアマ規則委

員会では、国際的にも通用せず、規則上からも違法と見られるのに野放しとなっているこの動作

を厳しく律するという大英断を行ったわけです。 

動作を言葉に換えて表現するということは大変難しいことですが、二、三、例を挙げますと、問

題になった動作とは次のようなものです。 

①セットポジションの足の置き方をしてサイン交換のために前傾姿勢をとった投手が、投げ手を

用いて捕手との間で何回も何回も同じ動作を繰り返しながらサイン交換を行う。 

②塁上に走者がいるとき、①と同じ行動を野手との間で繰り返す。 

③セットポジションの足の置き方をして、サイン交換のために前傾姿勢をとった投手が、サイン

交換を終えた後、直ちにセットポジションをとる行動に入らず、上体を起こしただけで(直立させた

ような姿勢)塁上の走者に目をやったり、野手からのサインに見入ったり、あるいは自ら再び投げ

手を用いて野手とのサイン交換を行う。 

以上のような動作は、規則を正しく適用するならば、いずれもボークの対象となり得る動作であ

ると言えます。 

つまり、①と②はスピードアップの基本精神から考えても明らかにそれに逆行する行為ですから、

8.05(h)を適用されて遅延行為と見なされでも仕方のない動作ですし、③も明らかな投球動作の中

断・変更に当たると判断されますので、8.01(b)②を適用され、ボークを宣告されても当然です。 

また、何といっても①・②・③の動作に共通して言えることは、サイン交換の際に投げ手を動か

すということは、8.01(a)①および(b)②(本年度改正規則第3番目発表文)を厳格に適用するならば、

「投げ手が動くという動作だけで、セットポジションに入った」と見なされても仕方がないということ

です。 

以上のような理由から、アマ規則委員会は5団体から選出されている代表委員全員の賛同を得

て、本年度より「投手自ら投げ手を用いて出すブロックサイン」の全面禁止、ボークルールの適用

を打ち出したわけです。 

また、それに付随して、 

① プレート上の投手が塁上の走者に対して、投げ手にボールを持たないで偽投した場合 

② 投手がプレートをはずしてサインの交換を行った場合 

いずれも8.05(h)を適用、遅延行為としてボークにすることを申し合わせました。 

これらの取り決めは一見、アマ野球界が規制を一段と厳しくする方向へ進んでいるのでは、と

考えられがちですが、むしろ委員会としては、日本の野球を「競技力がよりよい形で表現され、ス

ピード感のあるプレイがより多く展開される野球」という「本来の正しき姿」に戻したいという思いを

込めて取り決めたという真意があるわけです。 

本来、投手とは、ボールを持ったら速やかにプレートにつき、捕手が主導権を握って出すサイン

交換を速やかに行い、日ごろ鍛えた自己の投球術(技と力)で打者に立ち向かい、一人でも多くの

相手打者を打ち取る役目を担うプレイヤーであるはずです。この役目ができないものは、どんなに
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けん制がうまくても、どんなにサインを綿密に取り交わしても、真の勝利者にはなれないはずです。

けん制で走者を刺そう、手先や目先だけで打者をごまかそうなどということばかりに執着すると、

本当の競技力は身に着かず、必ず規則違反につながってしまうものです。規則を勝手に解釈して、

その抜け道を探し出し、自己のプレイを有利にしようとする行動は、たまたま成功することはあっ

ても、それでは本当の力で相手に勝ったことにはなりません。すぐにメッキがはがれてしまいます。

指導者や投手の皆さんも、この大切な、スポーツの中に存在する哲学や精神をしっかりと理解さ

れ、真の競技力の習得に励んでほしいと願わざるを得ません。 

「次の一球に何を投げるか」ということはここぞという場面ではとても大切なことですが、それ以

上に大切なことは「自己が自信を持って投げられる力のあるボールをいくつ習得し、それを実際に

大切な場面でちゅうちょなく思い切って投げることができるのか」ということではないでしょうか。 

投手はそのような試合に勝つために最も大切な投球術を一つでも多く身に着ける努力をしなが

ら、相手の攻撃にさわやかに立ち向かってほしいものです。 

以上、本年度改正規則の第3番目の発表文に基づいたアマ規則委員会の「従来から投手が

行ってきた動作を規制する取り決めについて」の説明を記しました。アマチュア野球に携わるすべ

ての人々からの十分なご理解を得られますことを願っております。 

 

7.08(b)に関する改正 

明確な規則理解のため原文に忠実な訳文と日本で加えた説明文を分けたもの 

さて、順序が逆になりましたが、改正規則の第1、2番目の発表要旨について以下に説明を記し

ます。 

95年度の規則書と改正発表文を見比べていただければお分かりになることと思いますが、この

(1)、(2)項の改正は、既存掲載文の掲載場所変更が4項目(注一・注二・問答・原注二後段3行“し

かし”以下)と新規文章の追加挿入が1カ所の合計5項目の改正です。すぐにお気づきのことと思い

ますが、規則適用上の解釈の変更改正ではありません。これは日本野球規則委員会が94年以降

精力的に行っている原文(アメリカで毎年発刊されているルールブック)とわが国の規則書との相

違点の比較調査研究の成果の第3弾です。 

元来日本で発刊されている規則書は、原文をできるだけ忠実に訳したものが基盤になっていま

すが、これだけでは幅の広い日本の球界にはどうしてもうまく対応できない、あるいは理解されな

いと思われる個所が多々あります。そのため、規則委員会では長い年月をかけてさまざまな個所

に追加説明文を挿入し、より一層の理解を深めるための一助としてきました。それが[注]とか、一

部[問・答]のタイトルとなって書かれている文章です。 

しかし、年月が過ぎ、規則改正も度重なるうちに、そのような日本規則委員会で作成し追加掲

載した説明文章が原文の訳文の中に入り組んでしまったり、また原文の訳文が現時点で解釈す

るとあまり適切ではないとされる個所が少しずつ目につくようになりました。そこで日本野球規則

委員会は、「規則の原文と日本語訳との見直しに取り組み完ぺきな野球規則書を目指す努力」を

数年前からしはじめたのです。 

本年度のこの7.08(b)項に関する一連の改正は、そのようなことが理由となって行われたもので

す。つまり、95年度までの規則書に書かれていた当項[原注二]の後段3行の「しかし……」以降の

文章は、日本の規則委員会が当項の規則を分かりやすくするために、プレイの具体列を引用して

作成した文章であったのです。 

しかし、前述の通り、原文に忠実な完ぺきな規則書を目指すためには、原文の意が正しく伝わ

るように書き改めた方がよいとの意見が多く出され、原文に忠実な和訳文を挿入することになった

わけです。それにともない「しかし…・・」以下の従来から掲載されている日本の委員会が作った文
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章をどうするかという検討がなされましたが、当項規則を分かりやすく理解する上には非常に適切

な例文であるとの結論を得て、文章冒頭の「しかし」だけを削除して、規則書本来の正当な姿であ

る[注]のタイトルをつけ、[原注二]の後に残すということになったのです。これにより、[原注二]に記

されている規則がより明確に理解されるようになったわけです。 

また、[注一][注二][問・答]文の掲載箇所変更は、お読みになればすぐに理解されることと思い

ますが、これらの文の内容がすべて[原注一]の本文に関する追加説明事項であるため、より適切

な個所へ移し換えを行った次第です。 

 

以上が本年度の改正規則の概要説明ですが、新規挿入文の元となった原文を以下に記してお

きますので、興味のある方は参考になさって、この特例とも思われる「前位の走者がランダウンプ

レイ中に妨害によってアウトを宣告されたときの後位の走者の帰塁基準位置」の規則を、より一層

理解するために役立ててください。 

 

(新規挿入文原文) 

The reasoning is that no runner shall advance on an interference play and a runner 

is considered to occupy a base until he legally has reached the next succeeding 

base. 
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【１９９７年】 

 

日本野球規則委員会は、去る2月5目、下記1項目を本年度の改正規則として発表しました。 

 

(1) 2.73の「ひざ頭の上部のラインを下限とする」を「ひざ頭の下部のラインを下限とする」と改め

る。 

これを受けた日本アマチュア野球規則委員会は、1週間後の2月12目に総会を開催。この改正

文について種々討議を重ねた結果、次のアマチュア野球内規を新設することに決定しました。 

(1) アマチュア野球では、ストライクゾーンの下限に関してだけ、ボールの全体がひざ願の下部の

ラインより上方を通過したものとする。 

そこで本年は、このストライクゾーンの改正に関する経緯とアマチュア内規新設の理由について

の説明をいたします。 

 

2・73の改正 

ストライクゾーンの下限はひざ頭上部からひざ頭下部のラインに 

そもそもこの改正は、アメリカの規則書「オフィシャルベースボール・ルールス」(以下原文と記

す)の改正に伴って行われたものです。1996年1月30日、ニューヨーク市で開催されたアメリカの

ルール委員会は、よりゲームのスピードアップ化を図る目的で、前年(1995年)までのストライク

ゾーンの低めに関する条文(巻末文献①参照)を破棄し、新しい(1996年)規則文(巻末文献②参照)

を規則書に挿入することを決定しました。それは、直訳すると「膝蓋骨の下の窪みのラインを下限

とする」というもので、明らかに低めゾーンの拡大化を図ったものでした。 

ストライクゾーンの原文改正は、1988年以来8年ぶりのことです。この年の改正文(巻末文献③

参照)は高めゾーンに関するもので、前年までの「わきの下」(巻末文献④参照)に定めていた高め

ゾーンの上限を、「打者の肩の上部とユニフォームのズボンの上部との中間点に引いた水平のラ

イン」に改めたものでした。 

常々、原文に出来るだけ忠実な規則書の作成を目指している日本野球規則委員会は、これら

の改正を率直に受け止め、各々1年遅れで1989年と本年度(1997年)の日本野球規則書に、その

新規改正文を掲載したわけです。プロ・アマを問わず野球の国際化が益々隆盛の一途を辿る今

日、それは当然のことと言えるのです。 

ただし、本年度の改正については、委員会において、前回の「高めゾーン」の改正のときよりも、

はるかに様々な論議が交わされました。とくにアマ委員会では、今回の原文改正を受け入れた場

合の多くの問題点が指摘され、これ以上の低めゾーンの拡大化を危倶する声が聞かれました。 

その理由を要約しますと、おおよそ次のようなことになります。「1988年まで規則書に掲載され

ていたアマチュア独自の注釈文(巻末文献⑤参照、1985年までは我が国では～の書き出しで、プ

ロ・アマを問わず採用)が撤廃されて以来、オリンピックをはじめとする国際試合の活性化にも刺

激され、国内でもことさら低めゾーンの見直しが図られ、現場を預かる審判員もその方向で努力を

重ねてきた。その結果、現在のゾーンがだいぶ低くなっている現象が起こっており、審判員諸氏の

低めゾーンの感覚が、本年度の改正を先取りしているようにも見受けられる。それに加えて、今回

の改正で、現在のその感覚をさらに下げようとする意識が芽生えて、もっと低めを取ろうというよう

なことになると、少なからず現場のプレイに混乱が生ずる可能性が高くなる」 

以上のような理由から、アマ委員会としては、本年度の改正をどのように受け止め、理解し、適

用していくのか、ということについて活発な意見が交換されたわけです。本年1月１１日に開催され

たプロ・アマ合同ルール委員会の席上でも、アマ側からこのことに関する考え方とアマ球界の現
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状が説明されました。これに応えて、プロ側からも誠に率直な意見が披露されました。それにより

ますと、プロもここ数年来、シーズン前に両リーグ会長を通じて「低めゾーンの見直しと徹底」を要

求される通達がなされ、それを踏まえて現場サイドでは、ゾーン限界ギリギリまでの見直しと安定

度を向上させる努力をしてきている。そして、それがようやく実りつつある時期にさしかかっている。

したがって、今回の改正を意識することによる混乱をできるだけ避けたい、というものでした。この

ようなプロ側の見解は、今回の改正に対するアマ委員会の危倶と苦悩を解決する好材料となりま

した。それは、プロもアマも多少表現法には違いがあっても、対処の方法や考え方は同一線上に

あると確認できたからです。 

そこでアマ委員会としては、2月12日の総会で改めて討議を重ねて、「アマとしての取り決めを

つくろう」という結論に達し、前記の[アマチュア野球内規]を新設することになったのです。つまり、

アマ委員会としては「下限に関してだけは、今回改正になったラインに対して、ボール全体がかか

らなければストライクにしない」という内規を設けることにより、現在の多くの審判員が低めゾーン

に対する感覚として身につけている判定力をことさら変えることをしなくてもよい、と判断したわけ

です。 

今回のストライクゾーンの改正は、その判定の中でも最も難しいと言われている「低めゾーンの

改正」です。ルールが変更されたから「ああ、そうですか」と言って、その翌日から規則書に記され

ている通りの判定を下せる審判員は皆無です。それは、昨年、新ストライクゾーンを採用したはず

の大リーグの判定が、一昨年以前の判定とあまり変わっていないことを見ても明らかなことです。

決められたストライクゾーンに則った判定を可能にするためには、日ごろから実際の投球に接す

る機会を数多くつくり、あらゆる工夫をして正しい判断に近づける努力を重ね、規則書に取り決め

られているストライクゾーンに最も近づく感性を、自分自身の頭脳と心の中に焼きつけなければな

らないのです。それにはある程度の時間が必要です。 

アメリカでは、球審の能力を身につけたいのなら、「1年に20,000球の投球に接し、それを10年続

けなさい」と言われています。試合だけを想定して単純に計算しても、1試合250球として、年に80

試合の球審を務めなければなりません。それでやっと普通の能力が身につくということです。決し

て一流の能力とは言われていないのです。そのようなことを考えると、信頼される投球判定の感

覚を身につけるには、とても遠い道のりを歩まねばならないことが理解されるのです。我々日本の

アマチュアは、まだまだ甘いと言わざるを得ません。 

ストライクゾーンは、規則の中での「心臓」部に当たる最も大切な取り決めです。人間の心臓の

強弱がその人の体力の優劣を決めるように、ストライクゾーンは野球のパワーを決定づける大切

な規則です。ゾーンの取り決めで、技術も戦術も記録もすべてが変わってしまいます。つまり、野

球の生命の中枢部分なのです。そのことは、1963年に高めゾーンの上限が「打者の両肩まで」と

いう極端な原文改正が発表され、審判員の判定技術にもプレイヤーのプレイにも大変な混乱をき

たし、すぐに廃止になった歴史的経緯を見ても明らかです。 

今回の原文改正で、我々が理解しておかなければならないことがもう1つあります。それは、ア

メリカのプロベースボール関係者とルール委員会が、ベースボールのナショナルゲームとしての

地位と誇りを必死になって守り抜こうとする姿勢を見せているということです。アメリカには、ベース

スボールと肩を並べる人気スポーツにフットボールやバスケットボール、アイスホッケーがありま

す。それらのスポーツは、すべて時間制限があってその中で勝敗の決着がつけられます。それと

比べて、ベースボールは、決められたイニングを消化しないと決着がつかないのです。観客動員

数に、常に神経をとがらせているプロベースボール関係者は、いつの時代にもスピーディーな

ゲーム展開のための方策を模索しているのです。常に、スピードアップを目標とした様々な提案が、

関係者の間で取り交わされているのです。それが、ほかの人気スポーツに負けない活力の根源と
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なり、具体的には今回の原文改正のような形となって現れるのです。 

このようなアメリカのプロベースボールの根底に流れるプロスポーツ哲学は、プロ・アマを問わ

ず、我が国の野球界にもどんどん取り入れられるべきなのです。それは、我が国の野球界の存亡

を賭けた最も重要な課題が、いかに積極性あふれるスピーディーなゲームを行うかということにあ

るからなのです。 

日本のアマ野球関係者も、どうか今回の原文規則改正をそのような意味からも受け止め、常に

スピーディーなゲームを行おうとする意識を持ち、努力を重ねてくださるようにお願いいたします。

また、アマ野球界の審判員諸氏は、ストライクゾーンを判断する大切さと難しさを是非とも真剣に

考えて、その統一と確立を目指して努力をしていただきたいと思います。 
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【１９９８年】 

 

日本野球規則委員会は、去る2月5日(木)、下記5項目を本年度の改正規則として発表しました。 

 

(1)規則2.03を次のように改める。塁上に走者がいるときの、投手の反則行為である。その場合に

は、全走者に各一個の進塁を許す。 

(2)6.08（b)【注五】「軟式野球でも、使用球の区別なく本項を適用する。」を削除する。 

(3)8.02(a)（1)【注】「我が国では、投手が本項に違反した場合、本項ペナルティを適用しない。」を

削除する。 

(4)10.04（ａ)【注】「無死または一死で走者が一塁にあるときを除いて、捕手が第三ストライクを捕

えないで一塁に送球して打者をアウトにする間に、三塁走者が得点した場合は、打者には打点

を記録する。」を削除する。 

(5)10.20(a)【注】「自チームが四点のリード(塁上に一走者)、五点のリード(塁上に二走者)、六点の

リード(満塁で)のときに出場して、最低一イニングを投げた場合も、本項と何様に扱う。」を削除

する。 

  以上、本年度の改正5項目は、いずれも原文(アメリカの規則書、オフィシャル・ベースボール

ス)の新規改正に伴うものではなく、我が国の規則委員会で提案された改正議題を慎重審議し、

その中から委員全員の合意を得た項目を発表したものです。 

その内訳は、本文の書き改めが一件(1)と、注釈文の削除が四件(2)一(5)で、(1)～(3)がプレイに

関する項目、(4)、(5)が記録に関する項目となっています。規則改正が発表されますと、指導者や

プレイヤーは、まず第一に、プレイに対して従来と異なった規則の適用上の解釈がなされている

か否かに注目するのが常ですが、今回の改正は、そのような心配はいりません。昨年度と同じ解

釈でよいわけです。 

しかし、規則書の文章や内容が少しでも変わるということは、そこに何らかの理由があるわけで、

野球の知識を深める意味では、やはり、それらの要点は理解しておく必要があろうかと考えます。

そこで、今回はその改正の理由と経緯を中心に、各項目別に説明を記しておきます。 

 

規則委員会の重点課題 

世界に通用する一本化された野球規則書の作成を目指す 

説明に入る前に、まず、現在の規則委員会が取り組んでいる重点課題について、簡単にその

主旨を記しておきたいと思います。そのことが、今回の改正発表の総体的な理由にもつながるか

らです。 

すでにご承知とは思いますが、現在、私たち日本野球規則委員会は、原文と日本訳との見直し

に精力的に取り組んでいます(1994年度・規則書はしがき参照)。これは、プロ・アマともに我が球

界が、間近に迫った新世紀に益々隆盛を極めるであろう国際化に備えて、規則の見直しを計り、

世界に通用するグローバル・スタンダード(国際水準)としての規則の確立を目指そうとしているか

らなのです。野球が世界的に普及しつつある現況を考えるとき、その流れは当然と言わねばなり

ません。 

そのためには、原文をしっかりと再読し、日本訳との再比較をつぶさに検討しながら、現場で起

こりうるプレイに明快簡潔に適用できる、より原文に忠実な文章の作成、また、従来から委員会が

規則の本文をより明確に理解してもらうために掲載していた【注】文や【問答】の再検討、および世

界の野球先進国の各連盟で採用している内規文の内容と必要性の有無の検討などの作業を、世

界各国の委員会と歩調を合わせながら進めていくことが必要となります。 
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これらの作業は、現在、着々と進められておりますが、「全世界に通用する一本化された野球

規則書の作成」(1996年度・規則書はしがき参照)を最大の目的としての「原文の主旨と解釈が明

快にしかもより忠実に伝えられる規則文の作成」「時代にそぐわない規則文の変更、削除」「規則

書のスリム化(1995年度・規則書はしがき参照)などの目標の完成には、かなりの時間を必要とす

るのも事実です。 

「急いては事をし損じる」の昔からのたとえがあるように、いま、規則委員会は、じっくりと地に足

をつけながら、この課題達成に向かって進んでいます。 

本年度の改正文も、そのような委員会の主旨に添った発表であるということを理解していただき

たいと思います。 

 

規則2.03の改正 

ボークは投球上の行為のときだけ生じるものではない 

投手のボークモーションについての誤った文章の表現を書き改めたものです。 

昨年までは「走者が塁にあるときの、投手の投球上の反則行為である。」と記されていましたが、

投手のボークモーションは、8.05(ａ)～（ｍ）の13項目に定められている通り、投球上の行為のとき

だけに生じるものではありません。塁への送球モーションのときにも、投手板上か、あるいは、そ

の付近での姿勢の作り方からもボークの規則の適用を受けることがあります。したがって、昨年ま

でこの項で規定していた「投球上」という表現は間違っていたのです。そこで今年からより正しい言

葉を使った表現に書き改めたわけです。 

実は、この改正は、原文(巻末文献1、参照)の見直しの中で気がついたもので、原文では「投球

上」という表現は一切使っていませんから、この改正は原文に則して書き改めたものと言えます。 

 

6.08(b)【注五】の削除 

硬式・軟式の区別なく当項を適用する理解は十分得られた 

軟式野球のヒット・バイ・ピッチ(日本ではデッドボールという)に関する【注】文の削除です。 

この【注五】の文章は1970年より規則書に挿入されたもので、それ以前の1969年までの規則書

には「軟式野球規則」(巻末文献2、参照)として「B号ボール(準硬式球)使用以外の試合では当項

規則[6.08(b)]は適用しない」との軟式野球独自の見解が掲載されていました。しかし、1969年度の

規則書が発刊されてから間もなく「6.08(b)軟式野球規則とりかえ」(巻末文献3、参照)という追加規

則が配布され、L、A、C号の各ボールを使用したときも当項を適用するとの通達がなされました。

これにより、軟式野球のすべてのボールに対しても、硬式球と同じようにヒット・バイ・ピッチの規則

が適用されることになったのです。 

そこで、当時の規則委員会としては、規則適用の経緯を踏まえながら、混乱を避ける意味から

も、1970年度より当項【注】文を規則書に掲載することにしたのです。それが実に27年間も続いた

わけですが、近年、規則書のスリム化や国際化を目指している規則委員会は、「すでに我が国の

球界では、硬式・軟式の区別なく当項を適用するという理解は十分得られている」との判断の下に、

軟式野球連盟の合意を得て、当項の全文削除を決定したのです。 

 

8.02(a)(1)【注】の削除 

アマの国内試合における適用は 

いままで通り各団体や大会主催者の取り決めに委ねられる 

 

投手の禁止事項の【注】文の削除です。この【注】の文章は、1969年のアメリカの原文改正に
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伴って翌年の1970年より我が国の規則書に挿入されたもので、それ以来、今日まで続けて掲載さ

れていたものです。 

1969年までの我が国の規則書に記されていた【注】文は、「我が国では、投手が本項に違反し

た場合、本項ペナルティ(巻末文献4.参照)を適用せず、審判員はそのつど警告を発してボールを

交換させる。」となっていました。しかし、1970年より原文に即した新規改正文［1997年度規則書の

8.02(a)(1)およびペナルティと同一文］を掲載するに当たり、我が国の規則委員会は当項ペナル

ティは適用しないという決議を致しました。 

これにはいくつかの理由が考えられますが、1)投手が投球する手を口や唇につけることは、アメ

リカの野球界に根づく独特の悪しき習慣で、日本ではそのような習性を持った投手はほとんど見

受けられない。2)投手板を囲む18フィートの円が明確に示されていない球場が多い。3)敬遠作戦

の多い日本では、違反行為でボールを宣告していたのではゲームに混乱をきたす。等々の諸事

情を考慮してのことでした。 

しかし、近年、国際化に伴う規則の見直しを計っている規則委員会は、「我が国の独自のルー

ルや注釈はできるだけ取り除き、国際試合で戸惑うことのないよう改定していくことが必要」(1998

年度・規則書はしがき参照)という考えに基づき、当項【注】の削除を決定したわけです。その理由

の一端として、各種のアマの国際大会でも当項ペナルティは厳しく運用されていること、また、昨

年大リーグに入団した伊良部投手が当項に関連した違反を繰り返し、たて続けにペナルティを取

られたことなども起因していることは事実です。 

この【注】文の削除により、日本球界でも原則としては当規則を適用していくことになるわけです

が、アマの場合は、当規則を直ちに採用することには、多少の問題点(前述に記した2、3の理由な

ど)もあり、それらも未だに考慮に入れる必要がありますので、当分の間は1986年度に再度設定さ

れたアマ内規No.15(巻末文献5.参照)をあくまで優先して適用していこうとの確認がなされています。 

これにより、アマチュアの国内試合における当規則の適用は、いままで通り各団体や各大会の

主催者の取り決めに委ねられることになりました。またプロ側も、1969年までの【注】文を長年にわ

たって内規として採用してきた経緯があるので、当分は「ボールの交換」ということで対処していき

たいとの意向を持っているようです。 

しかし、せっかく世界の野球規則の統一を目指して改正された規則が、それぞれの組織の事情

で採用されなければ、何の意味もなくなってしまいますので、現場の指導者やプレイヤーの方たち

のなお一層の理解と協力を仰ぎ、一日も早く世界の規則を適用できるようにしなければならないと

考えております。 

 

10.04(ａ)【注】、10.20（ａ）【注】の削除 

記録に関する久しぶりの改正、記録も重要な野球規則のひとつ 

記録(ルールス・オプ・スコアリング)に関する【注】文の削除です。我が国の規則委員会が取り決

めて、長い間規則書に載せていた記録に関する【注】文がアメリカを中心とする世界の野球界で

は採用されていないことが判ったためです。 

10.04(a)【注】は「打点」に関する規則の、また、10.20(a)【注】は「救援投手のセーブの決定」に関

する規則の【注】文です。このうち後者に関しては、我が国ではプロ野球だけが採用している記録

法で、アマチュアではまったく採用されていないものです。 

今回削除された「打点」に関する10.04(a)【注】文は、プロ側では既に、アマに先駆けて昨年

(1997年)より採用していなかったとのことです。ただ、該当するプレイがシーズン中一度も起こらな

かったために、選手の個人記録の適用に関しては、一昨年(1996年)と変わりがなかったと報告さ

れています。国内の記録法を統一し、世界に共通した記録法が作られることは、規則委員会とし
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ても願うところですから、本年よりアマ側も何の異存も無くこれに同調する見解を示し、【注】文の

削除となったわけです。 

つまり、本年から「振り逃げ可能な場面で、捕手がその打者走者をアウトにしようと一塁へ送球

している間に、三塁にいた走者がホームインしても、その打者走者には打点の記録を与えない」と

いうことになりました。 

10.20(a)【注】に関する「セーブポイント」の規則が規則書に初めて登場したのは、1969年です。

しかし、我が国ではこの時点でこれをすぐに採用しようとする動きがみられず、当時の規則委員会

は当項の後ろ一行に【注】《新》として「我が国では、本条を適用しない。」という一文を挿入しまし

た。  

この【注】文が規則書から消えたのは、それより5年後の1974年のことです。理由は、原文が一

部改正されて算出方法がより明確に具体化され、我が国のプロ野球界にも、大リーグと同様に

セーブの記録を投手に与えようとする気運が見え始めたからです。そして、その後の2年間の協議

と研究の期間を経て、セ・リーグは1976年より、パ・リーグは1977年より「最優秀救援投手」の名の

下に、セーブポイントを公式記録として算出するようになりました。 

今回削除の対象となった【注】文は、1976年にセ・リーグが当規則の採用に踏み切った際に、規

則委員会が作成して掲載した文ですが、最近のプロ側の調査で、ここに記されている算出基準が

大リーグのそれと異なっていることが判明したのです。つまり、(b)頃との関連でも明確になります

が、この【注】文を削除することによって、塁上に一走者の場合は3点のリード、2人の場合は4点の

リード、3人の場合は5点のリードが条件の基準となり、それが正しい算出基準であったのです。 

したがって、本年度より、塁上に走者がいるときのセーブポイントの算出基準法は、昨年度より

各状況ごとに1点ずつ減らされることになり、アメリカと同じ扱いとなったわけです。 

以上、本年度の改正規則に関する理由と経緯についてポイントを解説しました。本年は、久し

ぶりに記録に関する改正発表があり、改めて「記録も大変重要な野球規則のひとつ」という認識を

持たれたことと思います。 

これからのスポーツは、正しく個人の成績の価値がいままでより一段と重要視される時代に突

入します。その時にその能力が世界規模で多角的に平等に評価されることが何よりも大切です。

そのためには、世界が統一した記録法を確立することが急務です。我が規則委員会もプレイの

ルールと平行して、記録の重要性も常に忘れずに勉強しなければと、意を新たにする昨今です。 

皆様も、今年もまたプレイと記録の規則をしっかり学びながら、野球を精いっぱい楽しんでくださ

い。 
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【１９９９年】 

 

日本野球規則委員会は、去る2月5日、下記7項目を本年度の改正規則として発表しました。 

 

(1)規則1.09【軟式注】を次のように改める。 

A号 反発 85.0㌢～105.0㌢ 

C号 重量 126.2㌘～129.8㌘ 

H号 重量 141.2㌘～144.8㌘ 

(2)フェアボール第4図説明を次のように改める。 

(傍線部分が追加箇所) 

最初落ちた地点が、内野と外野との境にあたる一塁二塁間、二塁三塁間の線上、または外野

のフェア地域であれば、その後内外野を問わずファウル地域に出てもフェアボールである。 

(3)3.15【付記】を次のように改める。 

(傍線部分が追加箇所) 

前記カッコ内の攻撃側メンバー、べ一スコーチ及び審判員については7.11、7.08(b)、5.08及び

5.09(b)参照。 

(4)7.09(c)【注】「走者がこの項に該当したときは、ボールデッドとなり、他の走者は進塁できないが、

打者には一塁が許される。また打者が走者となった結果、進塁を許された走者は進塁できる。」

を削除する。 

(5)8.01(b)【原注】傍線部分を太字にする。 

投手はセットポジションをとるに先立って、片方の手を下に下ろして身体の横につけていなけれ

ばならない。 

(6)8.05ペナルティ【付記一】を次のように改める。(傍線部分を挿入) 

投手がボークをして、しかも塁または本塁に悪送球(投球を含む)した場合、塁上の走者はボー

クによって与えられる塁よりもさらに余分の塁ヘアウトを賭して進塁してもよい。 

(7)8.05ペナルティ【注一】四行目「なお、“その他”には、捕手またはその他の野手の打撃妨害を

含まない。」を削除する。 

 

以上の7項目は、いずれも原文(アメリカの規則書)改正のための変更ではなく、我が国の規則

委員が委員会に提案した議題を審議し、全委員の合意を得て発表したものです。その内訳は、本

文の書き改めが(1)1件、文および符号の追加挿入が(2)(3)(6)3件、書体の変更(太字)が(5)1件、注

釈文の削除が(4)(7)2件となっています。その中でプレイに直接影響のある改正項目は、(4)(6)(7)

の3項目です。つまり、(4)(7)が規則適用上の解釈の変更、(6)がその解釈をより明確化したもので

あるからです。そこで本年は、この3項目を中心に、その改正理由と適用上の解釈の仕方を説明し

ておきます。 

 

7.09（ｃ）【注】の削除 

(4)の改正は、規則書の見直し作業の中の一環として行われたものです。つまり、原文に無いこ

の日本独自の【注】文が、規則の精神(対等の条件の保証)から判断しても、「まったく合理的では

ない」という考えから得られた改正です。 

すなわち「攻撃側プレイヤー(走者)がファウル地域を転じている打球の進路を故意に狂わせた

プレイに対して、なぜ、打者走者を一塁へ進ませる必要があるのか」という率直な疑問から生じた

ものです。つまり、①ファウルボールの定義(2.32)の(d)項に「打球がファウル地域でプレイヤー(こ
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の場合走者)の身体に触れたらファウルボール」と定められているにもかかわらず、打者に打ち直

しをさせずに一塁を与えてしまうのか。 

②当項原文には「(打者または)走者がファウル地域を転じている打球の進路を、どんな方法で

あろうとも故意に狂わせた場合」＜7.09 It is interference by a batter or a runner when～

(c)He intentionaly deflects the course of a foulball in any manner；＞としか記されてなく、

その文面からは、打者走者に一塁を与えるという解釈はまったく読み取れず、走者がファウルの

打球を故意に狂わせたら当然走者は妨害行為でアウト、打球はファウルボールとして扱っている

ことが明確なのに、なぜ、日本の規則書だけにこのような【注】が記されているのか。 

③「打者がファウル地域を転じている打球の進路を、どんな方法であろうとも故意に狂わせた場

合は、即座にボールデッド、打者をアウト(6.05、i)にし、他の走者の進塁は認めない(2.44、a、原注)」

ことが規則で明記されているにもかかわらず、走者が同様な行為をしたときには、なぜ打者を一

塁へ進めなければならないのか。 

等々の疑問が生じたわけです。そこで、それらを原文および他の関連項目と比較しながら多角

的に検討した結果、この【注】は不合理である、という結論に達したのです。 

改正の主旨を理解するために、実際に、もしこの【注】に記されているプレイが発生した場面を

想像してみることにします。すると、それがある一つの限られたプレイにだけ適用される規則であ

ることがわかります。それは「三・本間を走っている走者がファウル地域を転じている打球を故意

に蹴飛ばして打球の進路を変えてしまったとき」です。とすると「走者が何のためにこのようなプレ

イをするのか」、また「過去にこのようなプレイが実際に起きて、当項【注】を適用した事実があった

のか」と考えることになります。 

走者がファウルの打球を故意に蹴飛ばす理由は、その打球をファウルにしたいか、フェアにし

たいかのいずれかです。ファウルにしたいと思うときは、もしその打球がフェアになったら走者自ら

がアウトになる確率が高まるとき、フェアにしたいときは、逆に走者が生きる可能性が強いときの

いずれかであると考えられます。つまり、ファウルにしたい打球は、放っておくとフェアになる可能

性が強い打球、フェアにしたい打球はその逆の打球であることが想像されます。 

しかし、このような場面でとっさの判断で大きなリスクを背負ってまで「打球を故意に蹴る」という

不正な行為を行う走者がいるのだろうかと、はたと考えてしまいます。そこで、昨年一年間をかけ

て、過去に国内の主要な試合で、このようなプレイが生じた事実があるかとうかをできうる限り調

査してみました。しかし、プロ・アマともに過去相当の長い年月にわたって、この7.09(c)項【注】を適

用したプレイは見当たらないことがわかりました。それならば、この不合理性を伴った無用の長物

の【注】を削除して、原文を率直に読み取る条文にしようということになったのです。 

実は、この【注】文は、プロ・アマが規則書の合同化を図り、それが実現し、我が球界にとっての

画期的年となった1956年から、実に43年間の長期にわたって掲載されていたものです。それ以前

(1950年一55年)のアマチュアが発刊する「公認野球規則書」にも【注】文が記されていましたが、そ

れは、次のようなものでした。 

 

【註】これは6.05(I)で規定するとおり打者一走者が一塁へ走る間にファウルボールがフェアボー

ルになりそうだというのでこれをわざと蹴って進路をそらした場合をいう。 

 

それが、合同化を実現した1956年からは、以下のように書き改められたのです。 

【註】打者に関しては、6.05(i)でアウトになる。走者がこの項に該当したときは、7.08(b)の適用を

うけてアウトとなる。この際試合停止球となり、他の走者は進塁できないが、打者には一塁が許さ

れる。また打者が走者となった結果、進塁の義務が生じた走者は進塁できる。 
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この【注】文は、昨年まで規則書に掲載されていたものとほぼ同文で、その適用の解釈もまった

く同一のものでした。つまり、実に43年間の長期にわたって、現実の試合では起こりえない原文と

は異なった解釈の規則を規則書に載せていたのです。 

我が球界にとって大いなる進展を遂げた、プロ・アマの統一規則書を作成した初年度に、どうし

てこのような【注】文を加えることになったのか、当時の委員会の詳細な議事録が残っていない今

日では、その真意を明確に把握することはできませんが、後年のプロ側規則委員会で「打者に一

塁を許すのはおかしい。ファウル地域で当たったときはファウルボールになるのではないのか」と

当【注】文が再度検討されたときの審議事項のメモに次のような結論が記されていることから、そ

の理由の一端を垣間見ることができるようです。『原文「……def1ects the course of  a 

fou1ba11……」から、ファウルボールをフェアボールにしようとしたことが読み取れる。したがって、

フェアボールに対して故意の守備妨害をしたと見なすべきである。打者を一塁に生かすことは止

むを得ないが、打者には安打を与えることはない』つまり、打球を「フェアボールに限りなく近いファ

ウルボール」と位置づけ、5.09(f)、6.08(d)、7.04(b)～2、7.08(f)、7.09(m)の各条項を準用して「打者

を一塁に生かす」との解釈をとっていたのです。しかし、現規則委員会は、原文を率直に読み取り、

「ファウル地域で打球に触れているのだから、打者はファウルボールで打ち直し」という解釈を採

用することにしたのです。 

 

8.05ペナルティ【附記一】の改正 

(6)の新規改正文(投球を含む)の挿入は、規則適用上の解釈をより明確化するために行われた

ものです。 

審議の発端は、次のような問題提議でした。「当項には、投手がボークをして、しかも塁または

本塁に悪送球した場合、と記されているが、この場合の悪送球には暴投も含まれるのか」。そして、

次のような具体例が一つの検討材料として提示されました。 

「走者一塁、投手がボークをして、その球が暴投となってバックネット際を転々とした。それを見

て、走者は二塁を越えて三塁まで走った。この場合、一塁走者は三塁占有が認められるのか、そ

れとも二塁止まりなのか。暴投も含まれるとすれば、三塁への進塁が許されることになるが、投球

と送球は規則上使い分けられているから、暴投は含まないとなればボークが優先、ボールデッド

となり走者は二塁止まりとなる。どちらが適切な解釈か」 

これには委員会の審議過程で様々な意見が交換されました。その一端を以下に記してみます。

①四死球のときを除いては投球には含まれない。この場面では、ボールデッドとしてボークが優  

先される。 

② ボーク後の本塁への悪送球は、カウントされない(悪投球ではない)からインプレイである。 

③ この【付記一】が規則書に挿入されたのは1972年だが、そのときの日本社会人野球協会の

「規則適用上の解釈」によれば、「走者がはじめからその塁を越えて余分に進んだときだけ

ボークと関係なくプレイは続けられる。ボークで進んだ塁に達した後、余塁を奪える状態が

生じても、本項は適用されない。」とある(1972年には、現行【注二】も新規挿入されている)。 

④ 現在、アメリカの大リーグでもア、ナ両リーグで解釈が異なるようだ。ア・リーグでは投球も

含むとの解釈をとり、インプレイとしている。ナ・リーグでは、ボールデッドで進塁は一つ

(ボーク優先)としている。また、マイナーリーグの審判のマニュアルには、「暴投の場合、プ

レイが終わるまでタイムをかけるな」と書いてある。 

⑤ ボークにもかかわらずプレイを止めないということからすると、悪投球の場合も字句・文言の

解釈にとらわれずインプレイにしたほうがよい。プレイを生かぜは、現場もやりやすい。 
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つまり、「ボールデッドにしない限り走者は進塁できる」という説と、「この場合はボールデッド

だ」という二つの説に解釈が分かれたのです。そこで、この問題を解決するために、当項【付記

一】が原文に挿入された1970年以降の原文、および、我が国の規則書、さらには当時の議事録

や会報(審議決定事項報告書)をもうー度しっかりと読み直すことにしてみました。その結果、当

時の委員会が当項規則の適用に関して大変な苦悩と激論を戦わせていたことがわかりました。

当時のその論議をここで逐一取り上げることは紙数の都合上不可能なことですが、本来、原文

改正後1年遅れで我が国の規則書に採用されることになっている改正条文が2年遅れの72年に

挿入された事実をみても、それは理解されるところです。そして、そのような歴史的経緯を調査

して得た結論は、次に記すものでした。 

『本項【付記一】の“悪送球”には、投手の“悪投球”も含まれる。ただし、ボークをした後の本

塁への悪投球が四球(べ一ス・オン・ボールズ)目に当たる場合でフォースの状態にあるときはペ

ナルティ後段三行目「ただし、・・・・」以下の通りプレイはボークと関係なく続ける(カウントする)こ

ととする。しかし、フォースの状態ではないときは(本項【付記一】を適用しても)打者は四球で出

塁できない(カウントしない)。 

投手が投手板を踏んで投球した動作がボークとなったが、投手がその後動作を止めず、引き

続き打者に向かって投げたボールを投球として認める場合は、ペナルティ三行目「ただし……」

以下と【注一】二行目中段までのプレイのみである。』 

以上のような結論から前記の検討材料として提示された[一実例]の答えは、「一塁走者の三

塁進塁は許される(インプレイとして扱う)」ことが確認されました。 

そこで、この委員会の解釈をさらにわかりやすくするために、以下に例を記しておくことにしま

す。参考にしてください。 

 

例1.一死走者一塁、ボールカウント1ストライク2ボール。ボークの投球が暴投になり一塁走者は一

気に三塁への進塁を試みたが、捕手からの送球でタッグアウトになった。 

〔処置〕走者なし、二死、1ストライク2ボールで再開(このとき、もしボールカウントが0ストライク3

ボール、1ストライク3ボール、2ストライク3ボールであったならば、打者に一塁を与え、二死走者一

塁で再開となる)。 

 

例2.一死走者二塁。ボールカウント2ストライク3ボール。ボークの投球が暴投になり二塁走者は一

気に本塁へ生還した。 

〔処置〕走者なし、得点1。一死、2ストライク3ボールで再開。(フォースの状態でないときは本頃【付

記一】を適用しても)打者への四球目の投球は取り消され、打者は2ストライク3ボールのカウントか

ら打ち直すことになる。この場合、投手の本塁へ投げた球は、ピッチではなくスローとなり、二塁走

者はボークで三塁へ、悪送球で本塁へ進んだことになる。なお、【注一】後段に記されている条件

(走者二塁だけ、三塁だけ、または二・三塁、一・三塁)で【付記一】のプレイを認めずボークを優先

しボールデッドとする場合は、打者への四球(べ一ス・オン・ボールズ)目の投球が悪投球(暴投)に

ならなかった場合である。 

 

8.05ペナルティ【注一】の一部削除 

 (7)の改正は、ペナルティ後段文の「その他」の中に、「打撃妨害が除かれているのはおかしい」

という率直な疑問から生じたものです。つまり、「打者が一塁へ出塁するプレイに、なぜ打撃妨害

が含まれていないのか、含むべきだ」という提議です。 

この問題が初めて委員会の議題に上がったのが、本年早々1月9日に行われたプロ・アマ合同
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委員会の席上でした。そこから検討が始まったわけですが、委員会としては、この提案にさしたる

疑問も抱かず、簡単な議論の後に「その他に打撃妨害を含む」ことを決定したのです。つまり、「投

手がボークをした後の投球で打撃妨害が生じた場合、ペナルティ後段“ただし……”以降に記され

ている条件のもとでは、打撃妨害を認め打者に一塁を与える」ことにしたわけです。委員会は、一

委員の率直な疑問を率直に受け入れ、また、打撃妨害というプレイも極めて率直に考えての率直

な結論であったわけです。 

ところが委員会は、この結論がその後の改正事頃確認作業の中で大変な難題を抱えているこ

とに気づいたのです。つまり、この改正に関連する規則書内に記されている条文(6.08,c、7.04,d、

7.07)との矛盾点が浮き彫りにされたからです。委員会はその矛盾点を、今後できるだけ早い時期

に、一貫した整合性を持った条文に再調整することが不可欠となってきたのです。と同時に「打撃

妨害」というプレイをより深く多角的に考え、委員会の先人たちが、なぜ「打撃妨害を含まない」と

いう規則を昨年まで【注】として規則に載せていたのか、ということを再調査研究する必要に迫ら

れてきました。 

この昨年までの【注】文が規則書に初めて登場したのが1959年です。そこには「なお“その他”

には、四死球、捕手またはその他の野手の打撃妨害を含まない。」と記されています。そして、翌

1960年からは「四死球」の文字が消え、「打撃妨害」だけとなり現在(昨年まで)に至っていたのです。

しかし、1956年(プロ・アマが歩み寄って初めて規則書の統一化を実現した記念すべき年)には「四

死球、打撃妨害を含む」と記され、57、58年には「野手選択」の文字だけがカッコの中に記されて

いるのです。 

このような歴史的経緯をちょっと顧みても、当時の委員会は、この問題について、試行錯誤しな

がら激論を戦わせていたことが容易に想像できます。現委員会は、規則書作成の日時が追って

いたこともあり、関連規則の再調整を来年度に先送りするような形で「その他のプレイ」に「打撃妨

害」を含むことだけを率直な理解のもとに結論づけてしまいましたが、今後はこの改正を維持して

いくために、プレイの「確固たる合理的な解釈」を求めて、もうー度徹底的に過去の議事録を含め

た歴史的経緯を再研究するとともに、この件に関連する規則書条文を整合性を持った新条文に書

き改めるという、新たなる責任を負わされることになりました。そこで、本年度の当項の改正につい

ては、以下に、率直な理解をもとにした例を挙げることで、ひとまず改正の主旨説明とさせていた

だきます。 

 

◎ボーク後の投球に守備側の打撃妨害(打球がフェアヒットにならない)があった場合。 

例1.走者一塁、一・二塁、満塁のとき、投手がボークの判定を受けたが、かまわず投球、その投球

を打とうとした打者が打撃を妨害された。 

〔処置〕打者には一塁を与え、各走者には一個の進塁を許す。 

 

例2.走者二塁だけ、三塁だけ、あるいは二・三塁、一・三塁のとき、投手がボークの判定を受けた

が、かまわず投球、その投球を打とうとした打者が打撃を妨害された。 

〔処置〕打者は打ち直し、各走者には一個の進塁を許す。 

 

例3.走者二塁。その走者が盗塁を敢行、そのとき投手がボークの判定を受けたが、かまわず投球、

その投球を打とうとした打者が打撃を妨害された。 

〔処置〕打者には一塁を与え、走者には三塁の占有を許す。 
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例4.走者三塁。スクイズプレイが行われた。そのとき投手がボークの判定を受けたが、かまわず

投球、その投球をバントしようとした打者が打撃を妨害された。 

〔処置〕三塁走者の得点を認め、打者には一塁を与える。 

 

例5.走者一・三塁。スクイズプレイが行われた。そのとき投手がボークの判定を受けたが、かまわ

ず投球、その投球をバントしようとした打者が打撃を妨害された。 

〔処置〕三塁走者の得点を認め、打者には一塁を与え、走者一・二塁で試合を再開。 

 

例6.走者二・三塁。二塁走者も三塁ヘスタートを切るスクイズプレイが行われた。そのとき投手が

ボークの判定を受けたが、かまわず投球その投球をバントしようとした打者が打撃を妨害された。 

〔処置〕三塁走者の得点を認め、打者には一塁、二塁走者にも三塁を与え、得点1、走者一・三塁

で試合を再開。もし、このとき二塁走者が次塁への進塁を企てていなかったときは、ボークが優先

し、三塁走者を本塁へ、二塁走者を三塁へ進め、得点1、走者三塁で打者は打ち直しとなる。 

 

(1)(2)(3)(5)の4項目の改正は、いずれも規則適用上の解釈の変更ではありません。(1)は、全日本

軟式野球連盟からのボールの重量および反発力係数の変更届けに従って書き改められたもの、

(2)(5)はアマチュア内規改定に伴い、本則と重複している内規条文を削除した代わりに、本則に記

されている同関連条文に引き続き注意を払ってもらうために、わかりやすく書き改めたり書体を変

えたりしたもの、(3)は当規則の関連条文が記されている項目の符号の追加挿入です。いずれも

説明を要するものではありません。以上で1999年の改正規則の解説といたします。 
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【２０００年】 

 

改正規則4項目を発表 

 日本野球規則委員会は、去る2月4日、下記4項目を本年度の改正規則として発表しました。 

 

 その内訳は、(1)が商標の大きさの変更問題(プロ側のみ適用)、(2)(3)(4)がプレイに関する規則と

なっており、この三つの項目は、昨年の改正項目の(4)と(7)に関連があるものです。したがって、

(2)以降の項目については、昨年の改正発表文とその解説文(本誌99年5月号に掲載)を併読しな

がら理解をしていただければ幸いです。 

 

(1)規則1・17【注三】④を次のように改める。  (傍線部分が改正及び追加箇所) 

  【注三】④ 手袋及びリストバンドに商標などを表示する場合は、一箇所に限定し、その大きさ

は、  一四平方センチ以下でなければならない。(アマチュア野球では七平方センチ以下でな

ければならない。) 

(2)6・05(i)を次のように改める。(傍線部分が改正個所) 

  打者が、打つか、バントした後、一塁に走るにあたって、ファウルボールの進路を、どんな方法

であろうとも故意に狂わせた場合。ボールデッドとなって、走者の進塁は認められない。 

(3)7・09(c)を次のように改める。 (傍線部分が改正個所) 

  打者または走者が、ファウルボールの進路を、どんな方法であろうとも、故意に狂わせた場合。 

(六・〇五i参照) 

(4)8・05ペナルティ【注一】四行目に「なお“その他”には、捕手またはその他の野手の打撃妨害

を含まない。」を追加する。 

 

1・17【注三】④の改正及び一部追加 

商標の大きさに関する改正です。 

規則1・17は用具メーカーのコマーシャリズムに野球の品格と尊厳が犯されてしまうことがないよう

に、それを守ろうとアメリカが用具の商標の行き過ぎを案じて、1980年に制定した規則です。ただ、

この規則には「プロフェッショナルリーグだけに適用される」という但し書きがついていたため、日

本野球規則委員会は商標問題を「日本に育った文化としての野球の香気」という理念を基盤とし

て細部にわたって検討し、日本独自の条文を作成し規則書に挿入し、それを今日までプロ・アマ

共通の理解として厳守してきました。それが【注一】から【注四】に至る規定文(規則書13～15㌻参

照)です。 

しかし、昨年11月のはじめにべ一スボールメーカー幹事6社を含む20社がプロ・アマ両規則委

員会に、“バッティング手袋及びリストバンドの商標、マーク表現の変更”を申請してきました。それ

は「規則1・17【注三】④に規定されている商標の大きさ7平方センチ以下を、その倍の14平方セン

チ以下に改正してほしい」というものでした。その理由として「昨今の野球の世界的な広がりの影

響でマーク表現法に海外メーカーが寛大となり、我が国のメーカーとの間にかなりの“温度差”が

生じている。また、近年ではプレイヤーの好みや考え方の影響で、海外製品の流入や使用希望者

も多く、それが内外メーカー間の過剰な競争を生み出している。それゆえ、新世紀を迎えるにあた

り将来を考え、ぜひ海外適合に近いサイズに変更してほしい」というものでした。 

そこで委員会は、プロ・アマ独自の立場でこの問題を討議プロは「容認」、アマは「もう少し時間

をかけて慎重に検討したい」とし、「本年度も従来通りの規定(7平方センチ以下)に従う」との結論

を出しました。特にアマチュア側は、「教育界を基盤として発展してきた球界の品位を守るためにも、
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21世紀のコマーシャリゼーションについてさまざまな見地からの研究が必要」とし、商標の大きさ

制限の撤廃問題の糸口に、一つの警笛を鳴らす立場をとりました。 

これによって、本年度より手袋とリストバンドの商標の大きさに関してのみ、プロとアマの間に差

が生じることになりました。アマチュアの指導者や選手諸君は、これらの製品の使用にあたっては、

海外からの輸入品はもちろんのこと、国内の製品にもプロ用とアマ用があることに十分留意の上、

使用するように心掛けてください。 

 

6・05(i)の改正 

この改正は、次の(3)番目の改正項目、7・09(c)の本文改正に準じて行われたものです。つまり、

昨年までの本文中に記されていた「～まだファウルと決まらないままファウル地域を転じている打

球の進路を～」という回りくどい表現をやめて、できるだけ原文に記されている「～the course of 

a foulball～」という英文に近づくような簡潔な日本文に書き直し、ゴロの打球だけに限定している

ように読み取れる「～ファウル地域を転じている打球～」という表現を改め、インフライトの打球を

含めたファウル地域に打たれたすべての打球が対象となるような文章にしようとの見解から生ま

れたものでした。その結論が「～まだファウルと決まらないままファウル地域を転じている打球の

進路を～」という文を「ファウルボール」という一語の表現にしたわけです。 

しかし、厳密にル一ルを解釈すると、この変更文は「誤った表現だ」と考える賢明な読者諸氏も

おられることと思います。つまり、「ファウルボール」とは、規則2・32に記されているように、最終的

に「ファウルボール」と認定された(結果が出た)打球を指して言う言葉で、ファウル地域に打たれて

その地域をいまだ進行中の打球を指して用いる用語ではないからです。  

そのような観点から考えますと、やはり、その表現法としては「～まだファウルと決まらないファ

ウル地域に打たれた打球の進路を～」とするか、あるいは「～まだファウルと決まらないままファ

ウル地域を進んでいる打球の進路を～」とすることが妥当と思われます。しかし、それでは文章の

簡潔・簡略化につながらなくなってしまいますので、あえて承知の上で「ファウルボール」という言

葉を一般的な広い意味にとらえて、この条文に当てはめることにしたのです。 ゆえに、今回の改

定で用いた「ファウルボール」という用語の解釈は、「ファウルボールとして結果が出る前のファウ

ル地域に打たれたすべての打球を指しているもの」という解釈に基づいて使用している表現法で

あると理解していただきたいとお願いしておきます。なお、それに続く改正個所「狂わせた」(旧交

～反転させた～)の表現法は、次の(3)項[7・09,c]の改正文との整合性を保つために行われたこと

を付け加えておきます。 

 

7・09(c)の改正 

当項の条文改正の理由は、前項(2)で記述した通りです。そこでここでは、この規則をプレイに

適用するための具体的な解釈について記しておきます。 

前項(2)[6・05、i]のプレイに対する適用の解釈はまったく問題なく理解されると思います。それは

「ファウルボールの進路を打者走者が故意に狂わせた場合」に適用されるものだからです。つまり、

このようなプレイが行われたら、「直ちにボールデッドとして打者走者にアウトを宣告、塁上に他の

走者がいたときは、その走者を投手の投球当時の占有塁に帰らせる」処置をとればよいからです。

すなわち、ルールの適用法はこのように一本化されているからです。 

しかし、当項(3)項[7.09、c]になると、そういうわけにはいかなくなります。それは、妨害した攻撃

側プレイヤーに、打者のみならず走者も含まれるからです。この場合の走者とは、「三・本間を

走っている走者がファウルボールの進路を故意に狂わせた場合」のみに限られることは容易に理

解されるところですが、そのために、妨害したときのプレイの状況によっては、規則書の他の条文
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解釈との関連において、打者に対するルールの適用をも併せ考えなければならないときが生じて

くるからです。そこで次に、この規則を適用するための基本的な解釈を列記します。まれにしか起

こらないプレイと考えられますが、どうかしっかりと理解しておいてください。 

①.打者のボールカウントはストライクにカウントする。(2ストライク以前) 

②.確実に併殺プレイが完成すると審判員が判断した打球(インフライト)を妨害した場合は、打

者と走者の二人にアウトを宣合する。(二死以前) 

③.打者のボールカウントが2ストライク以後にスクイズプレイやバントが行われ、その打球を妨

害した場合は打者と走者の二人にアウトを宣告する。(二死以前) 

④.二死以後に妨害が発生した場合は、ボールカウントに関係なく打者にアウトを宣告する。 

 

8・05ペナルティ【注一】の一部追加 

この改正は、昨年度(1999年)発表した改正規則の第7番目の改正項目を全面的に取り消し、一

昨年度(1998年)の規則書に掲載されていた【注一】(1959年度より挿入)の条文を復活するために

行われたものです。言わば、規則を元に戻すために行われたもので、率直なところ、昨年度の発

表は委員会の勇み足であったわけです。委員の一人としてすべての野球人・関係各位に心から

おわび申し上げる次第です。 

実は、この【注一】四行目の削除文については、昨年の改正事項確認作業の時点ですでに大

変な難題を抱えていることに気づいていたのです。それは、この改正に関連する規則書の条文

(6・08～c、7・04～d、7・07)との整合性を保つ問題点が浮き彫りにされていたからです。そこで委

員会としては、その問題点を昨年度(1999年)中に、解釈が連動する条文に再調整する作業を行

わねばなりませんでした。 

しかし、その作業の過程でさらなる難題にぶつかってしまったのです。それは、ここで言う「その

他のプレイ」とは何を指しているのか、規則書の他の条文(4・09～b、6・07～b～2、6・08-c)にみら

れる「その他のプレイ」との関連と理解はどうあるべきか、また、「べ一スボールにおけるアドバン

テージルール」というものをどう理解すべきなのか、さらに、我が国の委員会の先人たちが、なぜ

「打撃妨害を含まない」という規則を昨年まで約40年間(1957年～、58年は除く)の長きにわたって

【注】として挿入してきたのか、等々の問題でした。 

そこで委員会としては、今後これらの難問に答えを出すには、原文研究を含めた米国規則委員

会への積極的な意見交換要請をしながら、時間をかけての慎重な研究・調査・審議が必要である

との結論を引き出し、これらを継続研究課題と定めました。 

確かに昨年の改正で、規則の適用が複雑化され、同じ状況下でのプレイの結果によっては複

数の適用法が成立することになってしまい、現場が混乱する可能性が出てくることが危惧され、委

員会としては薄氷を踏む思いの一年間でしたので、恥を忍んでと言おうか、勇気を持ってと言おう

か、いずれにしても以前の解釈(規則)に戻したことは、現時点では最善の策であったと信じており

ます。幸い、昨年一年間の間にプロ・アマを通じでのさまざまな試合において、「ボークの後に打

撃妨害が成立した」というプレイが出現したという報告が委員会に届いておりませんので、胸をな

で下ろしている次第です。そこで、改めて本年度の当改正(復活)規則(1998年以前の規則)の適用

法を以下に記しておきます。 

 

①. ボーク後にプレイが続いてしまって打撃妨害のプレイが出現した場合は、ボークを最優先

(打撃妨害のプレイを取り消す)でボールデッドとし、塁上の走者を一つ先の塁へ進め試合を再

開させる(このときの投球はカウントせず、打者は打撃を継続する)。 
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②. ①の冒頭の下線部分に記したプレイが行われたにもかかわらず、規則6・08(c)項四行目

「ただし、……」以下に該当するプレイが出現し、打者走者を含む塁上のすべての走者が少なく

とも一個の塁を進んだときは、プレイはボークとは関係なく続けられる(インプレイ)。 

 

以上で、2000年度発表の改正規則4項目に関する解説を終わります。 
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【２００１年】 

 

改正規則2項目を発表 

日本野球規則委員会は、去る2月6日、下記2項目を本年度の改正規則として発表しました。本

年度は、プレイに関する規則改正はなく、いずれも用具に関するものです。 

 

(1)1・10(c)【付記】に【注三】および【軟式注】を追加する。 

 【注三】アマチュア野球では、金属製バットを次のとおリ規定する。 

  ①最大径の制限－バットの最大直径は、67ミリ未満とする。 

  ②質量の制限－バットの質量は、900グラム以上とする。なお、金属製バットの質量とは完成品

であり、ヘッドギャップ(一体成形等により、ヘッドキャップを用いていないものにあっては、それ

と同等の部位)、グリップエンドノブ、グリップテープを除いた本体の質量は、810グラム±10グラ

ム以上とする。 

③形状の制限－金属製のバットの形状は、先端からグリップ部までは、なだらかな傾斜でなけれ

ばならない。なお、なだらかな傾斜とは、打球部からグリップ部までの 外径の収縮率(全体傾

斜率) が、10%を超えないことをいう。 

   また、テーパ部の任意の箇所においても、50ミリの間での外径収縮率(最大傾斜率) は、20%

を超えないことをいう。 

なお、この規定の実施時期は各連盟で定める。 

 【軟式注】軟式野球では、この規定を適用しない。 

(2)1・11(h)に次の【注】を加える。 

 【注】我が国のプロ野球では、本項を適用しない。 

 

1・10(C)【付記】【注三】および【軟式注】の追加 

金属製バットに関する改正です。 金属製バットが木製バットの代用として開発されてから、およ

そ30年近く経過しています。高校野球では、1974年にその使用が許可になっています。 

金属製バットは、木のバットに比べ、寿命が長く、経済的であること、また自然保護にもつなが

ること、加えてメーカーの技術革新等による性能向上ともあいまって、一挙に普及しました。  

しかしながら、金属製バットはメリットをもたらした半面、「飛ぶことを追求」したあまり、安全性の

問題や投打のバランスが崩れるといった、いくつかの問題を提起しました。特に、安全性の問題

は重大で、日本高等学校野球連盟(高野連)の調べでは、投手が打球を避けきれずに頭部に受け、

死亡した事故が過去7件発生しており、またそのほかにも打球を頼に受け、陥没骨折した事故な

どが報告されています。 

このように、技術革新によって、「より速く、より遠くへ」飛ばすハイテクバットの登場は、木のバッ

トの野球を大きく変えてきました。 全日本アマチュア野球連盟では、数年前から金属製バットの

安全性を高めるための具体策の検討を進めてきました。検討の視点は、軽量化によって増した

バットスピードをいかに抑えるか、同時にバットの反発力をいかに抑えるか、そして木製バットの性

能にいかに近づけていくかといった点にありました。  

その結果が、今回の改正となって表れたものです。つまり、現行規則1・10では、バットの長さお

よび細工に関する規制が中心でしたが、前述の視点から、新たに最大径の制限、質量の制限、な

らびに形状の制限が加えられました。  

現行規則1・10(バット)(a)では、「バットはなめらかな円い棒であり、太さはその最も太い部分の

直径が7.0センチ以下、長さは106.7センチ以下であることが必要である。バットは一本の木材で作
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られるべきである」と規定されています。その太さの制限を67㍉未満と改正したわけですが、現在

の金属製バットは、新素材の開発等により、安全基準に定められた強度を保ちつつ、できるだけ

肉厚を薄くし、打撃時に打球部が局部的に変形した後に急速に復元するトランポリン効果が生じ

るように設計されています。仮に、同じ肉厚のバットを細くすると、太いものより打撃時の打球部の

変形量は少なくなり、トランポリン効果が弱まって、打球が飛びにくくなって、球速も落ちてきます。 

次に、質量を完成品で900㌘以上と規定しました。現在使われている金属製バットは、だいたい

850㌘前後とたいへん軽く、その結果、スイング速度も上がり、打球の初速に少なからず影響を与

えています。重量を木製バットに近づけ、重くすることは、スイング速度の抑制に関係し、結果とし

て、初速や飛距離の抑制に効果があります。高野連の調査では、バットが100㌘重くなるとスイン

グの速さは時速3㌔ほど遅くなり、飛距離も約10㍍短くなるといわれています。  

形状の制限、これは言うまでもなく、木製バットではあり得ないような、打球部を広くした金属製

バットならではの形状を規制することがねらいです。なだらかな傾斜を規定することで、できるだけ

木製バットに近づけました。したがって、羽子板形のような極端なテーパ部をつけた形状は認めら

れません。 

以上のように、今回の改正で、細く、なだらかな傾斜を持ち、重くすることで、できるだけ木製

バットに近づけ、軽すぎ、飛びすぎの危険を抑制し、安全性を高めることになりました。また、併せ

て本塁打が飛び交う、打撃優位の大味な試合がいくプんでも減って、より緊迫したゲームが増え

ることを期待しています。 なお、この規定の実施時期ですが、各連盟で定めるとなっており、高校

野球では秋季大会から、そして社会人では第72回都市対抗野球大会(平成13年7月21日開会)か

ら、新金属製バットの使用が義務づけられます。それまでは、従来使用されているバットとの併用

が可能です。新基準のバットは、グリップのバット先端側テーパ部に『N』(ニュースタンダードの略)

の表示があります。 また、軟式野球においては、特に重量制限を設けることは無理なため、この

規定を適用しないこととしました。 

 

1・11(h)【注】の追加 

現行規則では、ユニフォームのいかなる部分にも、宣伝、広告に類する布切れまたは図案を付

けてはならないとなっています。しかし、時代の流れでしょうか、プロ野球では今シーズンから、ユ

ニフォームおよびヘルメットにスポンサーの商標を付けることが認められました。当然、この規定

はプロ野球だけに適用されるものです。 

 

アマチュア野球特別指導事項  

規則改正ではありませんが、今年の規則委員会で大いに議論されたのが、いわゆる「山なりの

牽制球」の取り扱いでした。  

最近、走者がリードしていないにもかかわらず、打者のタイミングを外すためか、投手が塁へ

「山なりの、ゆるい」牽制球を投げる行為が目立ちます。こうした行為は、「牽制球」というより、むし

ろ「投手が不必要に試合を遅延させた場合(規則8・05h)に該当するのではないか、との問題提起

が規則委員会に出されました。 

規則委員会では、いったん、「アマチュア野球では、一度警告を発し、なお繰り返されたときには

遅延行為を適用してボークにする」ことでまとまりかけましたが、慎重派と厳格派とに二分され、な

かなか結論を得られなかったのが実情です。  

すなわち、慎重派は、審判員のバラつきが大きいので(ボークの)らん用が心配である、選手・審

判員双方に徹底の時間が必要である、これまでこのような行為があっても見逃してきたのに、今

年からいきなり厳格に規則を適用するとなると混乱が生じる恐れがある、したがって1年間の指導
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期間を設けてほしいとの意見でした。 

一方、厳格派は、一度警告することで指導の役割は果たせている、不必要な遅延行為は若い

ころから習慣づけをし、厳しく規則を適用していかないとなかなか直らないものだ、規則の適用を

あいまいにすべきではない、したがって原案どおり一度警告の後、なお繰り返されたら遅延行為

でボークとすべきである、アマ内規の追加も検討すべきであるとの意見でした。 

規則委員会で活発な議論が交わされた後、このような行為が遅延行為に当たることでは意見

の一致を見たものの、結局は、慎重派の意見を採用し、「アマチュア野球特別指導事項」として下

記文書を各団体に送付して、1年間の指導期間を設けて投手の不必要な遅延行為をやめさせて

いくこととしました。  

誤解のないように申し上げれば、この指導事項があるから投手の遅延行為に目をつぶるという

ことではもちろんなく、明らかな遅延行為と審判員がみなせば、規則8・05(h)でボークとすることは

あるということです。 

 

●アマチュア野球特別指導事項 

 規則8・05(h)の運用について  

走者がリードしていないにもかかわらず、投手が塁へ“山なりの、ゆるい”牽制球を投げる行為は、

牽制球とは見なしがたく、規則8・05(h)の「投手の不必要な試合の遅延行為」に該当します。 

従来、このような行為が見逃されてきたので、本年はこうした行為をしないよう徹底指導をお願

いします。 

なお、本年は指導期間とし、規則8・05(h)を厳格に適用して「ボーク」を宣告するのは2002年から

とします。以上で、2001年度発表の改正規則2項目に関する解説を終わります。 
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【２００２年】 

 

改正規則2項目を発表 

 日本野球規則委員会は、去る1月25日、下記2項目を本年度の改正規則として発表しました。本

年度は、昨年度に引き続き、プレイに関する規則改正はなく、いずれも用具に関するものです。 

(1)1・10 (d) [注一] を削除し、[注二]を[注]とする。 

(2)1・11(h)[注]を[注一]とし、次の[注二]を加える。 

 [注二]アマチュア野球では、所属する連盟、協会の規定に従う。 

 

1・10(d)[注一]の削除  

着色バットに関する規定です。これまで、わが国のプロ野球では、ダークブラウン(こげ茶)の着

色バットの使用が認められておりました。ところが、昨年、阪神に入団した米国の選手が「薄い赤

褐色」のバットを持ち込んだことから、プロ側は条件付きでダークブラウン以外のこの着色バットを

認めることにしました。その条件とは、「許可された色以上に濃くしないこと、木目がはっきり見える

こと、塗料がボールに付着するような粗悪な技術を用いないこと」の三つです。 

今後も、ダークブラウン、薄い赤褐色以外の色バットの出現も予想されることから、プロ側はそ

の都度、[注]に色を追加する手間を避け、規則委員会の承認で着色バットを使用できるように改

めたものです。往年の川上哲治の赤バット、大下弘の青バットの復活を意味するものではありま

せん。 

なお、アマチュア野球では、従来通り、それぞれの連盟、協会の規定に従うことになります。  

参考までに、一口にバットと言っても、最近、いろいろな素材のものが出てきました。現在、アマ

チュアに限って言えば、木製バットはもちろん、金属バット、合板バット、圧縮バット、竹バットなど

の使用が認められています。また、折れにくいように、テーパ部を補強したバットとか、樹脂加工

バットの使用も認められるようになりましたが、新しいバットの許可基準は、あくまで木を素材にし

たものであって、カーボンバットなどは、安全性、反発力などのデータ収集が必要なことから、まだ

使用が認められておりません。 

 

1・11(h) [注二] の追加 

ユニフォームの商標に関する規定ですが、規則1・11(h)では、「ユニフォームのいかなる部分に

も、宣伝、広告に類する布切れまたは図案を付けてはならない」とあります。しかし、昨年、「我が

国のプロ野球では、本項を適用しない」との[注]が追加され、プロ野球の選手のユニフォーム、お

よびヘルメットにスポンサーの商標が付いていたのに気付かれたと思います。 

一方、昨年11月、台湾で開催されたワールドカップにプロ・アマ合同チームが出場、その選手た

ちのユニフォームの袖に「ENEOS」の商標が付いていました。  

このように、オリンピックやワールドカップなどの国際大会で、アマチュアの選手も、今後はスポ

ンサーの商標付きのユニフォームを着用することがあり得ることから、それが規則の上からも問題

がないように、[注二]を追加して手当てしたものです。 
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フェンスに当たってスタンドインした打球について 

・ ・・・・いわゆる“甲子園のホームラン”・・・・・ 

 

規則改正ではありませんが、阪神甲子園球場で開かれた昨夏の全国高校野球選手権大会の

日大三一明豊戦で、日大三・内田選手の打球は、左翼フェンスのラバー部分の最上部に当たって

大きく跳ね上がり、その上の金網を越えて左翼席に入りました(図1)。 

アマチュアでは、このような打球はホーム

ランとしていました。ところが、この判定に対

し、「プロは二塁打、アマは本塁打」、どうして

プロ・アマで解釈が違うのかと、大変な反響

を呼ぶことになりました。  

これまでの経緯を振り返ってみましょう。 

発端となったプレイは、1992年9月11日の

阪神－ヤクルト18回戦(甲子園)で、阪神・八

木選手の打球がラバーフェンスの上部に当

たってから金網を越えてスタンドに入り、一度

「本塁打」の判定が出た後、「エンタイトル二

塁打」に変更されました。この処置をめぐって、

過去2回(1993年、および1994年)にわたって

プロ・アマ合同野球規則委員会で論議を重ねましたが、結局、見解の一致を見ず、プロ・アマそれ

ぞれ異なった解釈で今日に至っておりました。そこへ再び、高校野球で同じケースが起きたという

わけです。  

このときのプロ側の見解は、「甲子園の特別ルールで、打球がフェンスの上部にある黄緑を直

接越えていないから二塁打とした。フェンスは土の一部と見ており(“地面が縦に伸びている”)、し

たがって、フェンスに当たってスタンドに入っても二塁打。ただし、フェンスの頂上部分に当たって

スタンドに入れば、それは本塁打となる(つまり、フェンスの前縁までが地面扱い)」ということでした。  

これに対して、アマ側は、 

・プロ側の主張する「フェンスは地面の延長である」との解釈はおかしい。 

・エンタイトル二塁打になるケースは、規則7・05(f)に定めるように、フェアの打球が、  

(1)バウンドしてスタンドに入るか… 

   (2)競技場のフェンス、スコアボード、潅木、またはフェンスのつる草を抜けるか、はさまった場

合だけである。 

したがって、“地面ではない”フェンスに当たって現実にオーバーフェンスした打球はホームラン

とするのが正しいのではないか、と主張してきました。 

しかし、昨夏の高校野球での反響を考え、また、甲子園と同じような構造の球場がほかにも存

在することから、何とかプロ・アマ統一の見解が出せないものかと、今年の1月12日のプロ・アマ合

同野球規則委員会で、再度、議題として取り上げることにしました。  

この席で、プロ側から次の通りの見解が示されました。 

(1)7・05(a)本塁が与えられる場合「フェアボールがインフライトの状態でプレイングフィールドの外

に出て…」 

(2)1・01「野球は、囲いのある競技場で・・」 

上記(1)(2)下線部から、プレイングフィールドの内と外は囲いによって分けられるものであり、そ

の囲いにはフェンス、ネット、あるいはフェンスの上にネットを設置(例:甲子園球場)してあるものが
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含まれる。また、内と外との境界線はそれぞれ、フェンス、ネット等の最上部にあり、境界線は1本

であるはずで、フェンス上にネットが設置されている球場の境界線はネットの最上部となる。 

飛球がフェンスに当たり、その上にあるネットを越えて場外に出たケースについては、 2・41「イ

ンフライト」一打球、送球、投球が、地面あるいは野手以外のものにまだ触れていない状態を指す。

により、フェンスは野手以外のものに該当し、打球がフェンスに当たった時点でインフライトの状態

は消え、かつ、打球が当たった地点より上方に境界線があるため、7・05(a)による本塁打とする根

拠はない。フェンス、ネット、あるいはフェンスの上にあるネットなど、競技場の内・外を定める境界

線となるそれらの最上部にインフライトの打球が当たったときだけ、その後、打球が場外に出たら

本塁を与え(ボールデッド)、打球が場内に跳ね返ったらボールインプレイであり、しかも、インフラ

イトの状態ではないので、野手が直接捕球してもアウトにならないことになる。 

過去の規則委員会で、プロ側からの「フェンスは地面の一部」という発言は、正しくは野手以外

のものという表現が適切だったと思う。 

したがって、1992年の阪神一ヤクルト戦、2001年夏の全国高校野球選手権大会での二つの

ケースについては、インフライトの打球が、境界線となるネットの上部ではなく、ネットを支えている

フェンスの上部に当たって場外に出たので二塁打である、というのがプロ側の見解である。 以上

のプロ側の見解を受けて、アマ側は1月29日の日本アマチュア野球規則委員会総会に諮りました。    

アマ側は、「フェンスが地面の延長である」という解釈は無理がある、エンタイトル二塁打のケー

スに該当しない、だから本塁打とすべきと主張してきましたが、アマ側の解釈でも、プレイング

フィールドとスタンドを分ける境界線はどこなのか、また、インフライトの状態が消えた打球をホー

ムランとすることで正しいのかといった疑義も生じておりました。 

今回のプロ側が整理した見解は、プロが、アマがということではなく、規則を正確に読み直すと、

理路整然としており、大変、明快で分かりやすいというのが、委員の間での一致した意見でした。

従来の「フェンスは地面の延長である」との主張は撤回され、この整理だと、アマ側の解釈上の疑

問も解消されます。その結果、これをもってプロ・アマ統一の解釈とすることにし、日本アマチュア

野球規則委員会は、次の公式見解を発表しました。 

「規則1・01、2・41および7・05(a)により、フェンスに当たってスタンドインした打球は、インフライト

の状態でなくなったのちにスタンドインしたことから本塁打には該当せず、二塁打とする。ラバー

フェンスの上にある金網のフェンスをプレイングフィールドの内と外とを分ける境界線と定め、この

境界線をインフライトの状態で越えた打球を本塁打とする。なお、金網のフエンスの頂上部に当

たってスタンドインした打球は本塁打として取り扱う。また、球場固有の理由でグランド特別ルール

を設 けた場合はこの限りではない」  

以上が、いわゆる“甲子園のホームラン”についての最終結論ですが、注意してほしいのは、プ

レイングフィールドとスタンドを分ける境界線は各球場で違うということです。したがって、その球場

の境界線がどこなのか、必ず試合前にグラウンド特別ルールを確認する必要があります。 
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試合に際するそのほかの留意点 

最後に、2点だけ、念のため申し添えておきます。  

1点目は、いわゆる“山なりの牽制球”について、昨年1年間

の指導期間が終了したことから、本件に関する「アマチュア野

球特別指導事項」は廃止となり、“牽制”と認められない行為

は、規則8・05(h)により、投手の不必要な遅延行為でボークとな

ります。 

2点目は、ストライクゾーンです。今年から、プロは、高めにつ

いて野球規則通りの運用を徹底することになりました。誤解を

しないでいただきたいのは、「野球規則通り」に運用するという

ことです。つまり、プロは、これまで独自にストライクゾーンを設

定していたということで、規則が変わったということではありませ

ん。アマチュアは、従来から高めを規則通り、勇気を持ってしっ

かりとろうと指導してきました。むしろ、プロとアマでストライク

ゾーンが統一されたことを、歓迎すべきではないでしょうか。規則2・72「ストライク」、2・73「ストライ

クゾーン」(図2)に則って、自信を持ってジャッジするよう、審判員の皆さんにお願いします。 

以上で、2002年度発表の改正規則、ならびにトピックスについての解説を終わります。 
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【２００３年】 

 

2003年度の改正規則はなし着色バットの色は拡大決定 

 

日本野球規則委員会は、去る2月5日、2003年度野球規則改正はありませんと発表しました。これ

で3年続けてプレイに関する規則改正はなかったことになります。ただ、着色バットの拡大が認め

られました。 

 

着色バットの拡大  

現在、木のバットを使用しているのは、アマチュア野球では、社会人と大学だけですが、今年度

から日本アマチュア野球規則委員会は着色バットの色の拡大を認めることにしました。 

この背景には、プロ野球でも着色バットが徐々に拡大の傾向にあり、バット製造業者は生産効

率を上げるため、当然、アマチュアの市場に目をつけ、盛んに売り込みを図ってきて、その結果、

多くのチームから着色バットを使いたいとの声が寄せられ、規則委員会としてもその流れに抗し切

れない、着色バットがダメだという理由もないことから、条件付きで拡大に踏み切った次第です。 

日本アマチュア野球規則委員会では、以下の運用基準を設けて、着色バットの使用を認めま

す。[着色バットに関する運用基準]  

アマチュア野球で使用できる着色バットは以下のとおりとする。原則として、毎シーズン初めに

当委員会で認可をする。 

① 使用を認める着色バットは、ダークブラウン系、赤褐色系および淡黄色系とする。 

② 木目を目視できるものとする。 

③ 拙劣な塗装技術を用いていないものとする。(例えばボールに塗料が付着するなど) 

上記の通り、使用できる色は、規則委員会の認可が必要であるということです。ただ、プロ野球

のように、バット製造業者を認定し、製造基準に合致したバットには、公認印および公認登録番号

を刻印する方法をとることは難しいため、アマチュアの場合、現物チェックはかなりの制約を受け

ざるを得ません。原則として、現物を規則委員会に持ち込んでもらって審査することになりますが、

実務としては、各団体に適合バットかどうかの判断をゆだねることになろうと考えています。あとは、

製造業者の良識を信ずるしかありません。 

もちろん、バット製造業者には、規則委員会から、運用基準に合致しないバットは公式試合には

使用できない旨、通知しています。 

色については、従来認められていたダークブラウンに加えて、赤褐色系および淡黄色系に拡大

されました。これはプロも同じです。なお、アマチュアでは、「……系」としましたが、それはこの色と

限定するのはなかなか難しいことからそんな表現にしましたが、逆に「……系」とすると際限なく色

が広がっていくのでは、との懸念もあります。そのために、認可で歯止めをかけていきます。いた

ずらに色を拡大するつもりはありません。例えば、ピンクとか、ふさわしくない色、どぎつい色、光

沢のある色などは当然、認められません。 

ちなみに、着色バットの変遷を見ますと、わが国では、1964年(昭和39年)に着色バットが禁止さ

れて以来、87年(昭和62年)にプロ野球でダークブラウンのバットが許可となり、大学野球でも93年

(平成5年)にダークブラウンが認められました。そして、昨年2002年(平成14年)にプロ野球で赤褐

色のバットも許可となって、今年からプロ・アマともダークブラウン、赤褐色に加え、淡黄色のバット

にまで拡大してきました。 

いずれにしても、バットの問題は、色に限らず、環境問題、技術革新に伴って、材質を含め、毎

年話題をさらっていくと思われます。 
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投球姿勢について 

プロ・アマ合同規則委員会で、毎年議題に上がっているのが、いわゆる“二段モーション”につ

いてです。 

プロ野球の投手の中には、タメをつくるためか、あるいは打者のタイミングを外すためか、ワイン

ドアップポジションから振り上げた自由な足を一瞬止めて(止めたように見える)投げる投手がいま

す。 

この投げ方はルール上、おかしいと、長年にわたってアマチュア側よりプロ側に散々是正の申

し入れをしてきました。これに対し、プロ側は、「他の投手に広がらないようにします。今後、正しい

投球姿勢を指導していきます」との回答から、最近は「アマチュアとの見解の相違である。プロ側

は、止まっているとは見ていない。一連の動作である。したがって、問題ない」というふうに言い方

が変わってきており、逆に、このような疑わしい投げ方をする投手が増えてきているように思えま

す。規則8.01(a)ワインドアップポジションは、次のように規定しています。 

① 打者への投球に関連する動作を起こしたならば、中途で止めたり、変更したりしないで、そ

の投球を完了しなければならない。   

[注一]本条(a)(b)項でいう“中途で止めたり、変更したり”とはワインドアップポジションおよ

び、セットポジションにおいて、投手が投球動作中に、故意に一時停止したり、投球動作を

スムーズに行なわずに、ことさらに段階をつけるモーションをしたり、手足をぶらぶらさせて

投球することである。 

この条項に照らして、問題ないと果たして自信を持って言えるだろうか。読者の皆さんは、どう

判断されるでしょうか。 見解の相違とはいえ、横浜ベイズターズのM投手、ヤクルトスワローズのI

投手、大阪近鉄バファローズのI投手の投げ方を見て、一体どれくらいの人が、あれは止まってい

ない、一連の動作であると確信を持って言えるでしょうか。 

プロはプロ独自の対応をするということですが、プロ野球が少年野球をはじめアマチュア野球に

与える影響は極めて大きい、したがって、ルールにのっとって、正しい投球姿勢を、ぜひ実践して

ほしいと願っています。プロが模範になってほしいと思います。少なくとも、米大リーグにはこんな

紛らわしい投げ方をする投手はいません。皆、“フェアな精神”を大事に、打者と勝負しています。 

念のため、アマチュア野球では、このような投げ方は許していません。指導者の方も、審判員も、

ルールの趣旨をよく理解して、正しい野球を教えていただきたいとお願いします。アマチュアとして

も、これからも納得いくまでプロ側に是正を申し入れていきたいと考えています。 

    

最後に、全日本野球会議審判技術委員会では、『審判メカニクスハンドブックjを昨年11月末に

完成させ、今年から市販することにしました。 

このハンドブックには、審判のジェスチャーの基本から、二人制、三人制および四人制のメカニク

スを図示して、すべてまとめて掲載をしています。このメカニクスは、わが国初めてのプロ・アマ共

通の統一した基本のメカニクスとして位置付けられています。参考にしてください。 
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【２００４年】 

 

【2004年規則改正】 

日本野球規則委員会(以下、「規則委員会」という)では、規則適用上の解釈を日本独自のものか

ら国際標準、つまりグローバルスタンダードに合わせていくことが必要であるとの認識の下、また、

わが国のプロ野球とアマチュア野球との間に見られる違いも統一すべきとの認識の下、米大リー

グのアンパイアマニュアル等を調べこの一年間、その違いを浮き彫りにして、整合性を図るべく作

業を進めてきました。 そして、規則委員会は、去る2月3日、下記4項目を本年度の改正規則とし

て発表しました。 

 

（１）球審の妨害 5.09(b)[注一]の削除 

（２）打球が鳥に触れた場合  7.05(a) [注一]の改正 

（３）盗塁行為のなかった走者 7.07[注二]の改正 

（４）打者走者の逆走 7.08 (i)[注]の改正 

 

 久し振りのプレイに関する規則改正となりました。特に、規則7.07[注二]の改正は、わが国の野

球規則委員会における、長年の論争に終止符を打つ画期的な改正だといえます。 

 

 

（１）球審の妨害 5.09(b)[注一]の削除 

球審の妨害に関する規定です。捕手の、投手への返球を球審が妨害した場合、ボールデッドと

するのか、あるいはインプレイで成り行きかといった疑問がありました。現行規則5.09(b)[注一]は、

次のとおりとなっています。 

(b)球審が捕手の送球動作を妨害(インターフェア)した場合―――各走者は戻る。 

 [注一]本項での“捕手の送球動作“とは、盗塁を阻止しようとするか、塁上の走者をアウトにしよ

うとする捕手の送球動作に限られる。 

 ここで、あらためて疑問が生じます。なぜ「捕手の送球動作」を、捕手の走者に対する刺殺を目

的とした送球行為に限定したのでしょうか。 

 これまでの変遷をひも解いてみると、「打者の後方に位置している審判員の身体または着衣が

送球しようとしている捕手を妨害した場合―――走者はアウトにされるおそれがなく、もとの塁に

もどらねばならない」（1949年）、その後ルールブックが現在の形に改められ、「本塁後方にいる審

判員が、捕手が送球しようとするのを妨害した場合―――各走者は帰塁する」と変更になり、1951

年、“用語の定義”（2.00）に次の項目が追加されました。「審判員の妨害とは、盗塁しようとしてい

る走者をアウトにしようとする捕手の送球を、審判員が妨げた場合、または･････」。1953年には、

さらにこれが次のように書き換えられました。「審判員の妨害――盗塁している走者をアウトにし

ようとする捕手の送球動作を、審判員がじゃましたり、阻んだり、妨げた場合、または･････」、そし

て、1961年には、5.09(b)が、「球審が捕手の盗塁を阻止しようとする送球動作を妨害した場合――

各走者はもどる」と改められ、“用語の定義”とプレイングルールの双方で、捕手の送球動作とは、

「盗塁を阻止しようとする」場合だけに限定されることが明確になりました。 

しかし、その後、捕手のピックオフプレイを球審が妨げた場合、どう処置するのかといった混乱

が生じ、1971年には“用語の定義”からも、5.09(b)からも「盗塁を阻止しようとする」という字句が削

除されたとのことです。 

規則委員会では、この米国規則委員会の処置を、盗塁阻止に限定していたのを、拡大して「塁
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上の走者をアウトにしようとする送球」も含むことにしたのだと解釈して、1975年にわが国[注]とし

て追加した経緯があります。 

今回の改正は、”catcher’s throw“（捕手の送球動作）を、走者に対する刺殺だけに限定する

理由は見当たらない、もともとこの規定の趣旨は、球審の妨害によって発生した、守備側の不利

益を取り除いてやるというもののはずだから、捕手の投手への返球動作を球審が妨害した場合も

含めるのが適切ではなかろうかとの判断に基づくものです。 

したがって、[注一]を削除して、“捕手の送球動作”を限定しないということは、5.09(b)の“捕手の

送球動作”には、盗塁を阻止する動作、塁上の走者をアウトにしようとする動作、投手への返球動

作等、広く含まれる(ただし打球処理を除く)ことになりました。 

 

（２）打球が鳥に触れた場合  7.05(a) [注一]の改正 

打球が鳥に触れた場合の規定です。現行7.05は、次のとおりとなっています。 

 7.05 次の場合、各走者(打者走者を含む)は、アウトにされるおそれなく進塁することができる。 

 (a)省略  [注一]フェアの打球がインフライトの状態で、明らかにプレイングフィールドの外へ出た

だろうと審判員が判断したとき、観衆や鳥などに触れた場合には、本塁が与えられる。インフライト

のフェアの打球または送球が、鳥に触れた場合は、ボールインプレイであるが、インフライトの状

態でなくなる。また ……(略) 

上記のとおり、「打球が鳥に触れた場合、ボールインプレイであるが、インフライトの状態でなく

なる」とあります。つまり、鳥に触れた後は、ゴロと同じで、地面に触れる前に捕ってもアウトになら

ないということです。 

しかし、米大リーグ・アンパイアマニュアルによると、「打球が飛んでいる鳥に触れた場合、ボー

ルインプレイであり、そのボールが鳥に触れなかったときと同等にみなす」とあり、わが国でも、米

大リーグの解釈を採用し、上記[注一]の下線部分を次のとおり改正することにしました。 

送球またはインフライトの打球が、鳥に触れた場合は、ボールインプレイであり、インフライトの

状態は続く。 しかし、プレイングフィールド上の鳥または動物に触れた場合は、ボールインプレイ

であるが、インフライトの状態でなくなる。また･････以下同じ 

送球、打球、投球が鳥に触れた場合、それぞれどうなるのか、また、飛んでいる鳥に当たった

場合、グラウンド上の鳥、または犬などに当たった場合はどうするのか、今回の改正条文では分

かりやすく表現しました。 

 ここですでにお気付きの読者もおられるかと思いますが、この解釈は東京ドーム等の特別ルー

ルと同じ扱いとなり、打球が飛んでいる鳥に触れた後、野手が地面に落ちる前に捕ればアウト、ま

た、ボールインプレイであるから、鳥に触れて地面に落ちた後の打球の状況で、フェアにもなり、

ファウルにもなります。 

 では、投球が鳥に触れた場合の処置はどうなるのでしょうか。滅多にないことですが、その滅多

にないことが昨年、米大リーグで、起こりました。あの三振奪取で有名な、ランディ・ジョンソンの投

球がなんと飛んできた鳥を直撃したのです。この場合は、[注一]に記載のとおり、ボールデッドとし、

ノーカウントになります。念のため。 

 

（３）盗塁行為のなかった走者 7.07[注二]の改正 

規則7.07の規定をまず見てください。 

7.07 三塁走者が、スクイズプレイまたは盗塁によって得点しようと試みた場合、捕手またはそ

の他の野手がボールを持たないで、本塁の上またはその前方に出るか、あるいは打者または打

者のバットに触れたときには、投手にボークを課して、打者はインターフェアによって一塁が与え
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られる。このさいはボールデッドとなる。 

1点が欲しいときに三塁走者がホームスチールを敢行、それに気付いた捕手が本塁の前に飛

び出して投球を捕って走者にタッグ……試合でよく見られるプレイです。 

ここで問題になるのが、打撃妨害とボークとが同時に起きるのか、ということです。長年にわ

たって先輩たちが大論争を繰り広げてきました。なぜ、ボークという言葉をここで使っているのだろ

うか。ここでいうボークは、投手が反則を犯した場合に課せられるボークとは違うのか、あるいは

同じなのか。 

規則7.04(d)には、走者が盗塁を企てたとき、打撃妨害があれば、その走者の進塁を認めるとあ

り、三塁走者に本塁を与えるのに、わざわざボークを課す必要はないにもかかわらず、ボークとい

う言葉を使ったがために大混乱が生じたわけです。 

1976年には、規則6.08(C)の[原注]に、「走者三塁で盗塁かスクイズのとき捕手の打撃妨害が

あった場合、進塁を企てていなかった走者および塁を押し出されない走者とは、もとの塁にとどま

る」が追加されました。このことから、7.07のボークは、三塁走者に本塁を与えるためで、投手が反

則を犯したときのボークとは違うのだ、このボークは便宜上の言葉にすぎないとの解釈が、わが

国では長い間とられてきました。 

したがって、三塁走者は普通のボークで進塁が許されるのではないから、他の走者も盗塁を企

てているか、あるいは、打者に一塁が与えられたために塁を明け渡さなければならなくなった場合

だけ、進塁が許されることになりました。 

 以上のような解釈の下、1977年に、有名な「本来、打撃妨害とボークとが同時に起こることもな

く・・・…」で始まる[注二]が日本[注]として加えられることになったわけです。 

しかし、先輩たちの検討に検討を重ねた結果の[注二]ではありますが、国際大会や大リ一グで

は違った解釈をしているのでは、との疑問が近年寄せられ、規則委員会でも研究課題として調査

を進めてきました。 

昨年、米大リーグのアンパイアマニュアルの中に、このケースで「すべての走者はボークで一

個の塁を進塁できる」と明記されているのが確認できました。規則委員会では、このように解釈す

るのが自然だし、7.07は“特則”なんだと考えたほうがわかりやすいのではなかろうかとの意見で

一致し、長年の疑問に終止符を打ち、思い切って[注二]を改正することにしました。 

改正条文については、先輩たちのご苦労に敬意を表し、「本来、打撃妨害とボークが同時に起

こることもなく、また捕手がボールを持たないで本塁の上またはその前方に出たためにボークとな

る条項がないにもかかわらず、本項で“ボーク”の文字が使用されているのは、本項のようなケー

スに対する特則が設けられたと考え、したがって、すべての走者は、盗塁行為の有無に関係なく、

ボークによって一個の塁を進塁できる」として、これまでの条文と連続性を持たせてはどうかとの

案もありましたが、すっきりとシンプルに「すべての走者は、盗塁行為の有無に関係なく、ボークに

よって一個の塁が与えられる」としました。 

この改正で処置が違ってくるのは、走者二、三塁のケースでの、二塁走者に対してです。例え

ば、走者二、三塁で、三塁走者が盗塁によって得点しようとしたとき、球を持たない捕手が本塁前

方に出た。二塁走者は三塁への盗塁のスタートをしていなかった。 

これまでの解釈は、打者を打撃妨害で一塁へ進め、三塁走者には得点を認め、（盗塁行為の

なかった)二塁走者は二塁にとどまる、しかし、改正後は、打者、三塁走者の処置はこれまでと同

じだが、(盗塁行為のなかった)二塁走者もボークで三塁が与えられると変わります。走者一塁、一、

三塁、満塁のときは、打者に一塁が与えられることで一塁走者は押し出されるので、今回の改正

は問題になりません(ちなみに、この場合の一塁走者は、記録上ではボークによる進塁とはなりま

せん)。 
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（４）打者走者の逆走 7.08 (i)[注]の改正 

例えば、一ゴロを打った打者が一塁手の触球を避けようとして、逆走することはさしつかえないけ

れど、“本塁を越えると規則違反になる”というのを、“本塁に達するとアウトになる”と平易な表現

に改めました。 

 

以上４点が、プレイに関する改正ですが、規則適用上の解釈についても、今年度はいくつか変更、

あるいは確認が規則委員会でなされましたのでお知らせします。 

 

(1)「プレイの企て」「プレイの介在」 

 関連規則：2.44 妨害発生の際 

7.05(g) 内野手が悪送球した際の進塁基準 

7.10 アピール権消滅の時期との関連 

●偽投、送球するマネはプレイの企て、プレイの介在には含まない 

内野手が走者をアウトにするため送球しようとして止め（偽投）、あるいは送球するマネを行った

場合、昨年までは「プレイの介在」としていましたが、米大リーグマニュアルにならい、偽投、また

は送球するマネは「プレイの企て」、「プレイの介在」には含まないと解釈を統一することにしました。 

（2.44、7.05(g))。 

つまり、「プレイの企て」、「プレイの介在」でいう「プレイ」とは、「守備側の野手が、ボールを保

持して走者をアウトにしようと実際に行った行為」をいいます。 

 例えば、走者三塁でスクイズ、投前バントを投手が捕って本塁ヘトスしようとしたが、間に合わな

いとみて、トスせずに一塁へ送球した。この場合、トスするマネは、従来は「プレイの介在」として

いましたが、今年からは「プレイの介在」とは見ないことに改めました。 

したがって、このケースでトスするマネはプレイの介在ではなくなったことから、「原注」のとおり、

打者走者が一塁に到達しないうちに妨害が発生したときは、すべての走者は投手の投球当時占

有していた塁に戻らねばならないので、本塁でセーフとなっていた三塁走者も、三塁へ戻ることに

なります(2.44(a)[原注][注])。 

なお、前述のとおり、“走者をアウトにしようとする守備行為”とは、野手が“実際に”プレイを行っ

たこと(送球行為、触球行為、触塁行為)と解釈します。 

ここで問題となったのが、打球処理に伴う「プレイの企て」、「プレイの介在」と、7.10のアピール

権の消滅となる「プレイを企て」とは同じ解釈でよいのかということです。 

プロ側は、7.10も含め、すべて同等に適用するとの解釈ととることにしましたが、アマ側はアピー

ルのケースだけは違うのではないかとの疑義を持ち、7.10(アピール権の消滅の時期)については

現行どおりの解釈とし、今後の研究課題としました。 

 

●内野手が打球をはじいた場合 

進塁の基準となる、打球処理直後の内野手の“最初のプレイ”の解釈については、例えば打球

を胸に当てて前に落としてすぐ拾って送球した場合、従来、アマと大リーグはそれも“最初のプレイ”

と取り扱ってきましたが、プロはジャッグルも含め、このケースも“その他のプレイ”としていました

(参考１)。 

これを、今年度からプロもアマも打球をはじいた場合は、“最初のプレイ”とすることで統一しま

した。ただし、打球を前または横にはじいてすぐ拾った範囲とは、審判員の判断ですが、内野手が

ワンステップ(内野手の“リーチ”の範囲内)の範囲内でのプレイをいいます。 
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（2）打者のバットがスイングの余勢または振りもどしによって捕手に触れた場合（6.06(c)[原注]） 

 打者が空振りし、自然の打撃動作によるスイングの余勢か振りもどしのとき、その所持するバット

が、捕手がまだ確捕しない投球に触れるか、または捕手に触れたために、捕手が確捕できなかっ

たと審判員が判断した場合のケースに、捕手が送球しようとしたときに捕手に触れた場合はどうな

るのか、もう一つはっきりしていませんでしたが、今回、打者のバットが捕手に触れ、捕手がその

後の行動をすることができなかったときは、打者の行為が故意でない限り、すべて同等の扱いと

し、打者はストライク（ペナルティなし)、ボールデッド、すべての走者は帰塁すると解釈することに

しました。 

 

（３）オブストラクション(7.06) 

例えば、打者が一、二塁間にヒットを打ったが、前進守備をしていた右翼手が打球を捕って一

塁に送球(いわゆる“ライトゴロ”)した。このとき打者走者は一塁に到達する前に一塁のカバーに

向かっていた投手とぶつかってしまい、一塁でアウトになってしまった。さて、この場合、(a)項で

しょうか。それとも(b)項が適用されるのでしょうか。 

一塁へ到達する前だから、当然(a)項なのか、あるいは内野ゴロのケースとは違うから(b)項では

ないかと二つの解釈ができます。しかし、実際のプレイでは、内野ゴロの場合は(a)項、外野へ打

球が飛んだ場合は(b)項で処理してきたと思いますが、打球が外野へ飛んで打者走者が一塁に

触れる前にオブストラクションが発生した場合、外野手から直接打者走者に対する刺殺行為が

あったようなケースは(a)項扱いをすると再確認をしました。 

もう一つ、オブストラクションに関してですが、例えばタックアップの際、野手が捕球をする外野

手と走者との間に立ちはだかり、故意に走者の視界を遮ったり、あるいは走者一塁のケースで一

塁手が故意に走者の前に立ち、投手板の投手への視界を遮ったりする行為は、いずれもアンフェ

アな行為ですから、オプストラクションの対象とします。(b)項 

オブストラクションの3点めですが、打者走者が本、一塁間で逆走中にオブストラクションが発生

したケースです。特に、これまで明確な取り決めはありませんが、打者走者が本塁へ向かって逆

走しているときに発生したオブストラクションは、守備側の行為が、故意でない限り、ボールインプ

レイとすることで確認ができました。 

 

(4)走者のいない塁への送球とアピールプレイ(8.05(d)) 

投手板に触れている投手が、アピールするためであれば、走者のいない塁に送球してもボーク

ではない。投手はアピールプレイのために投手板をはずす必要はないことが確認されました。本

件については、以前ボークとなる旨の解説がされていたことから、あらためて確認がなされたもの

です。 

 

 以上で今年度の規則改正に関する説明を終わりますが、この一年間の規則委員会の活動は久

方ぶりに充実し、もりだくさんのテーマに精力的に取り組み、ここにまだご紹介できない、今後に残

された研究課題も数多くあります。望ましいことに、わが国のプロ・アマの雪解けは急速に進んで

きておりますが、野球は一つとの考えに立ち、規則・審判員の世界はこの流れに先行するとともに、

今後とも世界基準を視野に入れて、正しい野球の理解に向けて努力を続けていきたいと考えてい

ます。 
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参考１ 従来の“最初のプレイ” 

 プロ アマ 大リーグ 

①内野手がゴロを前に

はじくもすぐ拾って送球

した場合 

その他のプレイ 

 

最初のプレイ 

 

最初のプレイ 

 

②同上で横にはじいた

場合 

その他のプレイ 

 

その他のプレイ リーチの範囲内なら

最初のプレイ 

③内野手がゴロを

ジャッグルして送球した

場合 

その他のプレイ 

 

最初のプレイ 

 

最初のプレイ 
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２００５年度改正規則解説 

＜改正理由と適用上の解釈について 日本野球規則委員会委員 麻生紘二＞ 

 

■ 改正規則4項目を発表 

 

 日本野球規則委員会は、去る2月3日、改正規則を発表しました。昨年度は国際標準との違い、

プロ・アマ間の違いに焦点を当てて大幅な改正ならびに解釈の統一を実現しましたが、今年度は

以下の通り大きな規則改正はなく、用具に関する改正が1、プレイに関する改正が2、記録に関す

る改正が1の計4項目に留まりました。 

 

(1)着色バットの変更  1.10(d)に[注]を追加 

(2)打球が鳥に触れた場合 7.05(a)[注一]の修正 

(3)ボールデッド中の塁の踏み直し 7.10(b)[付記]に[注四]を追加 

(4)タイの記録の変更 10.19注の削除 

 

 では、以下に改正理由と適用上の解釈についての解説をしていきます。 

 

1.10(d)[注]を追加 

 

 従来、着色バットはプロ・アマとも、バットの素材そのものの色、ダークブラウン、赤褐色および淡

黄色の4色が認められていましたが、昨シーズン、プロ野球で鮮やかな黄色のバットを使用した選

手がおり、即使用を停止させた事件がありました。これは認可した色からは大きく逸脱しており、

今後も同様なケースが発生することを危ぐしたプロ野球では、内規を改定し、淡黄色を禁止し、そ

の代わり米・大リーグに合わせ、今年度から黒色(ブラック)を追加、これに伴い、「我が国のプロ野

球では、着色バットの色については別に定める規定に従う」との[注]を追加したものです。ちなみ

に、我が国のプロ野球では、「プロ野球選手用バットの製造業者に関する規則」(1981年発効)を定

め、選手の使用するバットは、コミッショナー公認印のあるバットのみが使用可能で、これに違反し

て実際に打撃行為を行った選手はアウト、即退場となっています。 

 アマチュア野球でも、プロ野球に合わせ、今年度からブラックも認めることにしました。ただし、淡

黄色については従来通り使用可とし、アマチュア野球はブラックを加え、5色の着色バットが使える

ことになります。 

 なお、着色バットの運用基準である次の3条件は、プロ・アマとも変更はありません。 

①木目が視認できること 

②認可された色に限ること 

③塗料の色がバットに付着するような粗悪な塗装でないこと 

 

7.05(a)[注一]の修正 

 

 昨年、「打球が飛んでいる鳥に触れた場合、ボールインプレイであり、そのボールが鳥に触れな

かったときと同等にみなす」との米・大リーグの解釈を採用し、[注一]の一部を、次のように改正し

ました。 

「送球またはインフライトの打球が、鳥に触れた場合は、ボールインプレイであり、インフライトの状

態は続く。しかし、プレイングフィールド上の鳥または動物に触れた場合は、ボールインプレイであ
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るが、インフライトの状態ではなくなる。また、･･････」 

 この改正で、飛んでいる鳥に当たった場合、地上にいる鳥に当たった場合との区別がより明確に

なったと思っていましたが、“プレイングフィールド上"との表現だけでは地面なのか上方も含むの

かはっきりしないとの問い合わせが寄せられたことから、誤解が生じないよう“地上”を加えて、今

年“プレイングフィールド上(地上)"と修正しました。 

 

7.10(b)[付記]に[注四]を追加 

 

 [付記]では、塁を空過した走者は、(2)ボールデッドのもとでは、空過した塁の次の塁に達すれば、

その空過した塁を踏み直すことは許されない 

 とありますが、では、我が国では飛球が捕らえられた際、ボールデッド中に、(リタッチが早かった

ため)リタッチに戻ることができるのかどうかについては、空過した場合と異なり、できるとの解釈を

とってきました。 

 しかし、過去の審議経過、米・大リーグの解釈等を調査した結果、リタッチの場合も、次塁に達し

てしまえば、ボールデッド中、塁の踏み直しに戻ることはできないとの結論を得て、[注四]として追

加明記することにしたものです。 

[注四]本項[付記]は、飛球が捕らえられたときのリタッチが早かった走者にも適用される。 

 また、ボールデッド中の逆走しなければならないときも、規則5.09各項規定のボールデッドの状

態でない限り、すべての塁を逆の順序で踏み直さないといけないことがプロ・アマ合同野球規則

委員会で確認されました(つまり、ボールデッド中も“三角ベース”は認められないということです。

規則7.02参照)。 

 

10.19注の削除 

 

 この項目は、記録に関するもので、プロ野球だけに該当し、タイの記録を適用しないアマチュア

野球には関係がありません。ちなみに、本注のケースでは、タイの記録はこれまで「最終のアウト

をとった投手」に与えられていましたが、「最後の投手」に与えると改正になり、本件はプロ野球だ

けの問題であることから、規則書から削除したものです。 

 

■規則適用上の解釈の変更 

 以上4点の規則改正に加え、今年度もいくつかの規則適用上の解釈の変更、または確認が規則

委員会でなされましたのでお知らせします。 

 

1. 内野手が打球をはじいたときの進塁の基準について…関連条文7.05(g) 

 

 これについても、昨年、プロもアマも、内野手が打球をはじいてもすぐ拾えばその後のプレイは

“最初のプレイ”とすることで統一しました。しかし、ただし書きが付いており、すなわち、「ただし、

“打球を前または横にはじいてすぐ拾えば”とは、審判員の判断だが、内野手がワンステップ(内野

手の“リーチ"の範囲内)の範囲内でのプレイをいう。それ以上なら“その他のプレイ”とする」と条

件が付いていました。 

 その後、この解釈についてプロ側で米・大リーグの複数の審判員に確認したところ、すべて打球

をはじいた範囲に関係なく「最初のプレイ」として取り扱っていることが判明し、プロ側もその解釈

に今年変更しました。アマ側も、一方ではワンステップとはどこまでかといったややこしさもあるの
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で、この際、範囲制限を撤廃し、プロ同様、シンプルに、すべて打球をはじいた範囲に関係なく内

野手の「最初のプレイ」とすることに変更しました。 

 

2. 走者一・三塁でのけん制について…関連条文8.05(c)[原注][注] 

 

 走者一・三塁でのけん制のしかたについては、プロ側と取り扱いが異なり、アマ側では次の2点

が昨年からの検討課題となっていました。すなわち、 

 

①投手が三塁へ踏み出し、その勢いで一旦投手板から外れた軸足が、一塁へ送球する際、再び

投手板の上に落ちた場合の解釈 

②三塁への偽投には「腕を振る」ことが必要条件か 

 

 ちなみに、プロは、一旦投手板から軸足が離れれば、すでに野手だから再び投手板の上に落ち

ても構わない、また、三塁への偽投には正しくステップさえすれば腕の振りは必要ないとの解釈を

とっています。 

 検討の結果、アマの規則委員会は、次のような結論を出しました。 

  アマは正しい野球を指導していくとの観点に立ち、現行解釈を踏襲する。すなわち、[注]に「…

…軸足が投手板からはずれた(場所の如何を問わない)場合には、……」とあるが(場所の如何

を問わない)とは、“ただし投手板の上を除く”と解釈する。したがって、三塁へ偽投し、その勢い

で一旦はずれた軸足が再び投手板の上に落ちれば、“`まだ投手だから”一塁へけん制するに

は投手板をはずさないといけない。また、偽投には両手を離すか腕の振りが必要である。 

 

■“二段モ－ション”の禁止について 

 

 投球の際、プロの一部の投手に見られる自由な足をブラブラさせたり、二度三度とことさら段階

をつけたりする投法(以下、便宜的に“二段モーション”と呼ぶについては、アマ側は一貫して規則

違反だと主張し、プロ側の是正をこれまで何度も要請してきました。 

 最近は国際大会も増え、また、昨年はアテネオリンピックも開催され、日本の投手の、この“二段

モーション”が内外で話題となりました。海外の国際審判員ならびに米・大リーグの審判員は、公

然とは違反と指摘しなかったものの、「我が国にはあんな投げ方をする投手はいない」と暗に日本

の投手はおかしいと批判しており、国際審判員の間ではフェアではないと大変な顰蹙(ひんしゅく)

を買っているのが実態で、中にははっきりと「イリーガルだ」と言っている人もいました。 

 そもそもこの問題は横浜ベイズターズの三浦投手にさかのぼり、1996年プロ・アマ合同規則委員

会ではこの投法は許されるのかを議論し、プロ・アマ一致して「あれは規則違反だ。今後疑わしき

投法は厳しく対処していこう」と合意済みであります。ところが、最近はとどまるどころかエスカレー

トするばかりで、ほぼ全球団に違反がまん延し、その影響がアマにも及んできています。 

 規則違反を容認するプロ野球、その悪いまねをする青少年野球を憂慮し、昨年12月27日付で日

本アマチュア規則委員会はプロあて「投球動作是正のお願い」の文書を提出しました。そして、今

年の1月、プロ・アマ合同規則委員会でこの問題を再度取り上げましたが、プロ側は「問題ない」の

一点張りで、残念ながら今年も平行線のままで終わってしまいました。規則8.01(b)[原注][注一]は、

1974年に改正になり、一部を太字で強調していますが、この文章をプロ側の人はどう解釈するの

でしょうか。 

 あえてここに記載しておきますので、皆さんもよくそしゃくしていただきたいと思います。 
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 本条(a)(b)項でいう“中途で止めたり、変更したり”とはワインドアップポジションおよびセットポジ

ションにおいて、投手が投球動作中に、故意に一時停止したり、投球動作をスムーズに行わず

に、ことさらに段階をつけるモーションをしたり、手足をぶらぶらさせて投球することである。 

 

 三浦投手、岩隈投手(東北楽天ゴールデンイーグルス)の投法が、この条文に照らし合わせて

「まったく問題ない」と言えるでしょうか。筆者にはどう考えても、プロが言っていることは強弁とし

か思えません。 

 「病原菌がまん延し過ぎて手をつけられなくなってしまった状態にある」ことはよく理解できますが、

かといって規則違反を放置することが許されるはずがなく、一般社会では通用する話ではありま

せん。 

 プロも、これからは国際大会の機会が増えていくはずです。だれも何とも言わないから違反し続

けるのではなく、世界の中でトップグループに位置する日本の野球が国際大会でマナーが悪過ぎ

ると言われないよう、また、それ以上に青少年に与える影響を真摯(しんし)に受け止めて(プロ野

球は今こそ意識改革が求められています!)、早期に規則に則った、フェアな野球を実践していただ

くよう、アマは粘り強くプロ側に要請していこうと考えています。 

 なお、日本アマチュア野球規則委員会では、この“二段モーション”投法は規則違反であることを

徹底するため、あらためて次の通り2月9日付でアマチュア各団体あて“二段モーション”禁止の通

知を出しました。 

 

(1)プロの一部の投手に見られる、手足をブラブラさせたり、ことさら段階をつけて投げる動作は、

規則8.01の“中途で止めたり、変更したり”に抵触し、正規の投球とはみなさない。 (規則8-

01(a)(b)[原注][注一]) 

(2)規則2.38[注]により反則投球となる。 

(3)したがって、塁に走者がいるときはボークとなり、いないときはボールを宣告する。 

 

■ 昨年起きた事例についての見解 

 

 最後に、昨年、実際に試合で起きた事例について、規則委員会の見解を参考までに記しておき

ます。 

 

(1)まず初めに、夏の甲子園で起きたケースです。 

＜事例1＞一死走者三塁。カウントが1ボール0ストライクのとき、打者がスクイズを試みたが、ファ

ウルチップとなって捕手が確捕。本塁へ走ってきた三塁走者は三本間に挟まれ、タッグアウトに

なった。その際、打者の右足が打席を踏み出していた。このときの審判の処置は? 

＜結論＞このケースは、スクイズプレイ、反則打球、ファウルチップの三つが重なったケースです

が、論点は、 

(イ)ファウルチップはストライクであり、ボールインプレイである(規則2.34)から、7.08(g)を適用する

のではなく、タッグアウトになった三塁走者のアウトを認め、二死走者なし、カウント1-1で再開、 

 あるいは、 

(ロ)打者が右足を打席から踏み出して打った(バットに当てた)ので、反則打球となり、規則7.08(g)

により、三塁走者アウト、二死走者なしカウント1ボール0ストライクで再開、 

 のいずれを適用するのかということです。 
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 プロ・アマ合同規則委員会での結論は、規則2.34が適用されるのは、打者が打者席内でファウ

ルチップをしたときであり(つまり“正規の打撃行為のときに”ファウルチップは成立する)、打者席

外でスイング(バントを含む)し、投球がバットに触れた場合は、ファウルチップを含めすべて6.06(a)

に該当し、打者の反則行為となる。したがって、事例のケースについては、規則7.08(g)[注二]を適

用するのが妥当である、ということでした。上記(ロ)が正解となります。 

(2)次の二つは、進塁の基準に関するものですが、なかなか興味深い事例だと思います。 

＜事例2＞これも甲子園で起きたケースです。打者が二塁ゴロ。二塁手がこれを捕って一塁へ悪

送球。この悪送球のボールが一塁カバーに行って、スライディングした捕手の足に当たってカメラ

マン席に入ってしまった。さて、この処置は? 

(イ)規則7.05(h)[付記]を準用して、投球当時の位置を基準に二個、つまり打者走者を二塁に進め

る 

(ロ)規則7.05(g)に基づき、打球処理直後の内野手の最初のプレイの一連の動きと見て、投球当

時の位置を基準に二個、つまり打者走者を二塁に進める 

(ハ)二塁手からの悪送球が捕手に当たった時点で、ファーストスローではなくなり、「その他のプレ

イ」となって、投球当時ではなく、捕手に当たったときを基準に二個、つまり捕手に当たったとき

一塁に達していた打者走者を三塁に進める 

＜結論＞最後の送球が野手の手を離れたときを基準に、つまり、このケースは打球処理直後の

内野手の最初のプレイに基づく悪送球となって、(ロ)が適切な処置となります。 

 

＜事例3＞これは東京六大学で起きたケースです。走者二塁で打者がセンター前ヒット。二塁走

者は本塁へ。センターからの返球を捕球した捕手が二塁からの走者にタッグにいったとき、ボー

ルがミットからはじかれ、そのボールがベンチに入ってしまった。さて、審判員の処置は? 

(イ)センターからの返球を捕手が確捕したときに送球は完了しており、また、悪送球にもあたらな

いので、二塁に達していた打者走者は、捕手がタッグに行ったときを基準に二個の塁が与えられ、

打者走者の得点も認められる 

(ロ)送球後の一連のプレイで起きたことから、“悪送球"のケースを援用して、野手の手を離れたと

きを基準にする、つまり、打者走者が一塁に達していれば、野手の手を離れたときを基準に二個

だから、三塁まで進める 

＜結論＞このケースも、最後の送球が野手の手を離れたときを基準に、つまり、本塁への送球が

中堅手の手を離れたときを基準に二個の塁を与え、打者走者が一塁に達していれば三塁までと

なります。正解は（ロ)。 
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2006年度 改正規則解説 

～改正理由と適用上の解釈について～ 

（日本野球規則委員会 麻生紘二   ｂｙ BASEBALL CLINIC 2006.4） 

 

■ “二段モーション”ついに禁止!! 

 

改正規則の解説に入る前に、喜ばしいニュースを紹介します。1996年以来、アマ側から毎年プ

ロ側に是正方の要請を行ってきた、反則投球(いわゆる“二段モーション”)が、今シーズンからプロ

でもようやく禁止の措置がとられることになりました。プロ側のご理解と大英断に、心から敬意を表

したいと思います。プロ側の心を動かしたのは、何といっても、プロ野球が青少年に与える影響へ

の配慮と国際大会の増加だと考えられます。 

昨年2月、日本アマチュア規則委員会は、投球動作の乱れを懸念し、以下のような通達をアマ

各団体に出状しました。 

 

「日本アマチュア野球規則委員会の見解： 

 

(1)プロの一部の投手に見られる、手足をブラブラさせたり、ことさら段階をつけて投げる動作は、

規則8.01の“中途で止めたり、変更したり”に抵触し、正規の投球とはみなさない。(規則8.01（a）

（b）［原注］［注一］) 

(2)規則2.38[注]により反則投球となる。 

(3)したがって、塁に走者がいるときはボークとなり、いないときはボールを宣告する。 

 

以上の通り、アマチュア野球では、“natural motion”とは見られない、このような投法を禁止し、

今後とも、アマチュア各団体におかれましては、国際化も視野に入れながら、“規則破り”をしよう

とする投手に対して、正しい、フェアな野球に努めるようご指導いただくと同時に、審判員はかかる

疑わしき投球動作に対し厳格に対処されるようお願いいたします。 

 

以下に関連規則を抜粋します。規則書ではわざわざ太字で記されているように、正しい野球、

フェアな野球を進めていく上で大変重要な条文です。あらためて、しっかりと熟読ください。 

 

8.01 正規の投球 

(a)ワインドアップポジション 

①打者への投球に関連する動作を起こしたならば、中途で止めたり、変更したりしないで、その

投球を完了しなければならない。 

(b)セットポジション 

②打者への投球に関連する動作を起こしたならば、中途で止めたり、変更したりしないで、その

投球を完了しなければならない。 

[注一]本条(a)(b)項でいう、“中途で止めたり、変更したり”とはワインドアップポジションおよび、

セットポジションにおいて、投手が投球動作中に、故意に一時停止したり、投球動作をスムーズ

に行なわずに、ことさらに段階をつけるモーションをしたり、手足をぶらぶらさせて投球すること

である。 

 

このように規則書では正規の投球とはいかにあるべきか、はっきりと明示してあり、これを守る
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限り、国際試合でも問題視されることはありません。“natural motion”で投げなさいという趣旨は、

そもそも野球は打者の要求するところへ打ちやすいボールを投げる、それを打つ(strike)ところか

ら出発しており、投法で打者を幻惑したり、だまそうとしたりすることは許されない、それがフェアプ

レイなのです。 

プロは、今シーズンは足の問題(止まったり、二度三度揺らす行為)については徹底して取り組

むが、腕の問題(ワインドアップモーションを起こしてから、腕の動きが止まったり、ノッキングをした

り)については、打者への影響も小さく、一気に両方を厳格に規則通り適用することはかえって混

乱が大きいので、腕については従来通りとし、明らかに打者のタイミングを外す、あるいは本来の

投球目的から離脱して著しく停止しない限り、常識の範囲内で処理していくとの方針が出されまし

た。 

一方、アマはこれまでも足の動き、腕の動きを問わず、規則通りに対応してきており、前述のプ

ロの方針にかかわらず、日本アマチュア野球規則委員会ではあらためて、規則通りに、投球動作

を起こしたならば“中途で止めたり、変更したり”してはいけないことを確認しました。 

 

■ 改正規則2項目を発表 

日本野球規則委員会は、去る2月3日、今年度の改正規則を発表しました。今年度は次の通り、

規則に関する改正と用具に関する改正の二つです。 

(1)規則7.08(g)[注二]の改正 

(2)規則1.10(c)[付記][注二]の改正 

では、以下に改正理由の解説をしていきます。 

 

7.08(g)[注二]の改正 

まず、こんな場面を想定してください。一死走者三塁、どうしても1点欲しいケース、ここでスクイ

ズが行われた。三塁走者は投手の投球動作開始と同時に本塁に走ってきた。投手はスクイズに

気付きウエストした。打者は必死になってその球に飛び付き、バットに当てたがファウルとなった。

スクイズ失敗。このとき、打者は片足をホームベースの上に置いてボールにバットを当てていた。

かつて甲子園で実際にあったプレイです。さて、審判員のあなたはどう処置しますか。 

そうですね、このスクイズプレイのように走者が得点しようとしたときと反則打球とが重なった場

合、規則7.08(g)[注二]に記載の通り、三塁走者をアウトにして打者はノーカウントで打ち直しでした

ね。これが今までの解釈でした。その解釈を、今年度、思い切って変更しました。その理由を以下

に説明します。 

この[注二]が生まれた背景は、さかのぼること56年前の昭和25年(1950年)に開催された米・クラ

ブチーム(ケープハーツ)と全鐘紡との試合で起きたスクイズプレイでした。球審は三塁走者を生か

そうとして打者が反則打球をしたから三塁走者がアウトと判定しましたが、米国チームは反則打

球で打者アウトを主張して譲らず、親善試合だったのでひとまず日本側が折れて打者アウト、三

塁走者帰塁で試合再開となりました。しかし、試合が終わっても日本側はこの処置に納得せず、

米・大リーグの審判員に質問状を出したところ、日本側の結論で正しいとの回答を得て、翌昭和

26年にこの[注二]が生まれた経緯があります。 

わが国は、このようなケースでは、打者が反則行為で捕手の守備を妨害したと解釈し、規則

6.06(a)の適用除外例として打者ではなく、守備の対象である三塁走者をアウトにしてきました。 

この解釈は、当時の論議は分かりませんが、スクイズの成功がおぼつかないとき、三塁走者を

生かそうとして打者が意図的に反則打球を行い、犠牲になってアウトになれば、攻撃側はもう一

度スクイズの機会をつかめるではないか、しかしそんなずるい野球は許してはいけない、アンフェ
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アだ、だから守備妨害を適用して、懲罰的に、打者ではなく守備の対象である三塁走者をアウトに

すべきだと先達たちは考えた結果だと推測されます。 

このように7-08(g)を適用したのは、三塁走者を生かそうとして反則打球を意図的に行うことを防

止する、“教育的”なねらいがあったと思われますが、現実は、スクイズプレイの際、打者は必死に

なってバットにボールを当てようとし、無意識のうちに片足をバッターボックスの外に出していたと

いうことが多いのではないでしょうか。意図的かどうかを問わず、守備妨害が適用されてきました。

意図的かそうでないか、球審が見分けるのは大変難しいことです。 

この日本の解釈が果たして妥当なのか、長い間疑問になっていました。その疑問は、7.08(g)の

「打者が本塁における守備側のプレイを妨げた場合」というのは同[注一][注二]の説明のように素

直に受け取るべきではないのか、反則打球のケースにまで適用して同[注二]の中の例示に含め

るのは無理があるのではないかという意見、反則打球はあくまで打者の反則行為により打者をア

ウトにすべきであるという意見、そして国際的にも打者をアウトにしているという意見です。 

日本野球規則委員会はこうした考えを支持すると同時に、正しい野球もだいぶ浸透し、この立

法のねらいももう引っ込めてもよいのではなかろうか、そう判断し、思い切って同[注二]を改正する

ことにしました。大改正と言ってよいでしょう。併せて、できるだけ例外規定をなくし、ルールはシン

プルに分かりやすくする、そして国際基準に合った解釈をするという当委員会の方針に沿ったもの

です。 

以上のように、走者が得点しようとしているときと打者の反則打球が重なった場合は、打者を反

則打球でアウトにし、走者を三塁に戻して試合再開と変更になります。 

参考までに、反則打球とは打者がバッターボックスの外に出てバットにボールを当てた場合の

ことですが、では走者が得点しようとしたとき、打者が足をバッターボックスの外に出した、しかし

バットはボールに当たらなかった、このケースはどうなるでしょう? 

この場合、打者が足を外に出したり、何らかの動作で捕手の守備を妨害すれば、7.08(g)により

守備の対象である三塁走者がアウトになります。二死のときは打者がアウトになります。 

また、走者が本塁に向かってスタートを切っただけの場合とか、一度本塁へは向かったが途中

から引き返そうとしている場合には、打者が捕手を妨げることがあっても、本項は適用されず、

6.06(c)により、打者が反則行為でアウトになります。ただ離塁しているに過ぎない三塁走者を刺そ

うとする捕手のプレイを打者が妨げた場合も同様、打者がアウトになります。 

ここで誤解しないように整理しますと、走者が得点しようとしたときの打者の守備妨害は7.08(g)

により走者がアウト、それ以外の打者の守備妨害は打者がアウトになるということです。 

関連して、 

・スクイズのケース、打撃を完了して打者から走者になったばかりで、まだアウトにならない打者が

妨害を行なったときには、その打者走者がアウトとなり、ボールデッドとなって、三塁走者を投手

の投球当時すでに占有していた塁、すなわち三塁へ帰らせる。(7.08(g)[注三]、6.05(g)、7.08(b)) 

・アウトになったばかりの打者が、味方の走者に対する野手の次の行動を阻止するか、あるいは

妨げた場合、その走者はアウトになる。(7.09(f)) 

もう一つ、前記の改正文をよく見てください。咋年まで7.08(g)[注一][注二]の文中「三塁走者」と 

あったのを「三塁」の二文字を削除し、「走者」と改正しました。この意味は、「走者が得点しようとし

たとき」の「走者」は三塁走者に限定されるものではなく、例えば二塁走者でも投手のワイルドピッ

チで三塁を回って本塁を突くケースもあるように、“三塁から走ってくる走者”ということで、いずれ

の走者も対象になり得ることから「走者」としたものです。昨年までの表現ですと、「三塁走者」だけ

のことを言っていると誤解されるおそれもありました。 
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1.10（c）［付記］［注二］の改正 

これはアマチュアだけに認められている接合バットの認可基準を明確にしたもので、「バット内

部を加工した」とは、バット内部に詰め物をしたり、バット内部を空洞にしたりすることを意味し、そ

ういうバットは認められません。竹のみ、木片のみまたは竹と木片の接合バットだけが認められる

ということです。 

 

■「プレイまたはプレイの企て」の解釈 

以下は規則改正ではありませんが、規則適用上の解釈の改正について説明します。 

すでにご承知のように、2004年に「送球あるいは触球するマネは、プレイの企て、プレイの介在

には含まない」と従来の解釈を変更しました。ここで「プレイ」とは、「守備側の野手が、ボールを保

持して走者をアウトにしようと実際に行った行為」をいい、“走者をアウトにしようとする守備行為”

とは、野手が“実際に”プレイを行ったこと(送球行為、触球行為、触塁行為)と解釈するとしました。

分かりやすく言えば、“投げない限り「プレイ」ではない”とシンプルな解釈にプロ・アマとも変えたわ

けです。 

ただし、プロは2.44、7.05(g)、7.10すべて同等にこの解釈を適用するとしましたが、アマは2.44、

7.05(g)の「プレイ」の解釈の変更には同意したものの、7.10のアピール権の消滅となる「プレイの企

て」とは同一視できないのではないかとの疑義を持ち、7.10については従来通りの解釈とし、この

疑問は研究課題としてきました。 

(注：従来の解釈の例・・例えば投手が一塁ヘアピールしようとしたが、二塁走者の離塁が大き

かったので二塁へけん制(送球するマネだけ)した場合、それは「プレイの企て」となって、一塁への

アピール権は消滅するとの解釈) 

その後、プロの意見、MLBアンパイア・マニュアル等を参考にして検討してきた結果、アマチュア

規則委員会としても、アピールの際だけ「塁に送球するマネ」を「プレイ(アピール)の企て」とする特

別な理由も見当たらないし、「送球または触球するマネ」は“企て”プレイ以前の行為であると解釈

すべきではと考え、そして、「プレイの企て」とは、守備側が塁または走者に対する行為を行ったが、

悪送球、失策などから最初の目的である“プレイ”を果たすことができなかったときに「プレイを企

てた」と解釈することに改めました。これによってアマもプロ同様、2.44、7.05(g)、7.10すべて同等に

扱うことになりました。 

繰り返しになりますが、「プレイを企てる」とは、プレイを目的とした守備側の行為(アピールのた

めのプレイ)が、何らかの理由(悪送球となって、それがボールデッドの個所に入ってしまった)で、

その「プレイ」を果たすことができなかった場合のことをいうと定義づけしました。 

 

■規則適用上の解釈の確認 

もう一つ、プロ・アマ合同委員会で確認されたことがあります。 

それは7.09(i)のべースコーチの肉体的援助についてです。塁に複数の走者がいたとき、肉体的

援助があったらどうするか。 

実際に起きたケースですが、走者三塁で打者が一塁ゴロを打った。一塁ベースの後方でこのゴ

ロを捕った一塁手は、三塁走者が本塁に走ったため、本塁に送球し、三・本間でランダウンプレイ

となった。一方、打者走者は一塁手が一塁ベースを踏んで本塁に送球したと思い込み(自分はア

ウトになった)、ベンチに戻ろうとした。慌てた一塁コーチがベースに就くよう打者走者を押し戻した

(肉体的援助があった)。さて、審判員の処置は? 即ボールデッドで打者走者がアウトか? 

7.09(i)では、「ベースコーチが、……肉体的に援助したと審判員が認めた場合」、走者アウトとな

り、ボールデッドとなる、とあります。では、この事例の場合、三・本間でプレイが行われているにも
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かかわらず、そのプレイを止めて打者走者をアウトにしてもよいのだろうかと悩みます。 

しかし、やはり直接そこでプレイが行われていないのにプレイを止めてしまうのはいかにも不自

然だという解釈で一致し、この事例のように、直接プレイが行われていない走者に肉体的援助が

あった場合、インプレイの状態のままにおき、そこでのプレイが一段落してから肉体的援助があっ

た走者にアウトを宣告することを確認しました(この場合のアンパイアリングとしては、オブストラク

ションb項と同様、肉体的援助があったことの確認として、塁審は右手でその走者を軽くポイントす

ることにします)。 

言うまでもなく、直接その走者に送球が向かってきているような場合に肉体的援助があれば、

例えば走者二塁で外野ヘヒットが打たれ、二塁走者は本塁へ向かった、外野手から本塁へ返球さ

れ、二塁走者は三塁を回ったところで間に合わないと見た三塁コーチに両手で止められ、三塁に

戻った、このような場合には、即ボールデッドとなって、二塁走者にアウトが宣告されます。 
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２００７年度改正規則解説 

～改正理由と適用上の解釈について～ 

 

３３ヵ所におよぶ大改正 

日本野球規則委員会は、去る1月29日、今年度の改正規則を発表しました。それは、近年例を

見ないほどの大改正となりました。その理由は、我が国の野球規則の原典である米国の『official 

Baseball Rules』が、それこそ20年ぶりに大改正が行われたためです。それまで米・規則委員会は

ほとんど睡眠状態で、毎年“no change”の状態で、今回、その反動が一気に来た感がします。 

この大改正のねらいは、主として 

1.規則のあいまいさ、冗長さ、重複をなくし、できるだけ分かりやすくすること 

2.実状に即した規則・解釈に変えること 

 そして、今回の大目玉である 

3.スピードアップの厳格化です。 

実は2006年の『official Baseball Rules』はすでに改正されておりましたが、大リーグ選手会の

承認が得られていない状態で、大リーグでの実施は先延ばしとなっていました。 

我が国の規則委員会では、1年間かけて改正規則の調査・研究を進め、米・規則委員会に何度も

照会し、その理解に努めてきました。そして、33力所におよぶ大改正に踏み切りました。誌面ス

ペースの関係で、その中からプレーイングルールを中心に解説しますが、大きくはスピードアップ

に関する改正、投手に関する改正、およびその他の改正に分けられます。 

(1)規則三・○一(f)の追加、規則八・○二(a)【原注】の最初の2行を削除 

(2)規則五・一○(f)【注】の追加、規則六・〇五(a)【原注】および【注】の追加、規則七・○四(c)の改

正および【注】の追加 

(3)規則六・○二(c)の改正および【原注】の追加 

(4)規則六・○五(k)【原注】の追加 

(5)規則六・○九(b)【原注】の改正、規則七・○八(a)【原注】の最後の3行および【付記】を削除 

(6)規則七・○五(j)の追加、規則七・○五(e)【注二】の削除 

(7)規則八・○一(a)(b)の改正、アマ【注】の挿入 

(8)規則八・○四の改正 

では、以上8項目に絞って改正理由の解説をしていきます。 

 

三･〇一(f)の追加 

 (f)球審は、試合開始前に公認ロージンバッグが投手板の後方に置かれていることを確認しなけ

ればならない。 

規則三・〇一は審判員が試合前に行う仕事を規定しているわけですが、従来八・○二(a)【原

注】で触れられていたロージンバッグの確認を、三・○一に移し、球審の仕事としてはっきりさせた

ということです。ここで注意してほしいのは、ロージンバッグが「投手板の後方に置かれている」こ

とを確認せよといっています。よく投手板の横、あるいはすぐ後ろに置いて一球」球投げるたびに

ロージンバッグを触り、投手によっては手のひらに乗せてポンポンとお手玉する人もいます。もう

癖になっているのでしょうが、これは試合進行の妨げになります。また、消費も激しく、ロージン

バッグをもっと大事にしてほしいと思います。 

「投手板の後方」というのは、マウンドの勾配を下りたところで、打者席から見えないところと考え
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てください。つまり、マウンドを下りて、必要もないのにいちいちロージンバックを触りにいくとそれ

だけ余分な時間がかかるので、それはやめて、規則八・○四にある通り、捕手から返球を受けた

投手は、ただちに投手板を踏んで、投球位置につくようにとの趣旨です。細かいようですが、こん

なところにもスピードアップが求められているわけです。 

 

六･〇五(a)【原注】および【注】の追加 

今度の改正では、ダッグアウト内での捕球は認めないとなりました。これは、プレーヤーにとっ

て危険だからという理由です。ダッグアウトというのはグラウンド面より一段と低く設置されており、

一方、ベンチはグラウンドと同一面にある、選手などが入っていなければならない施設のことで、

厳密には両者には違いがありますが、以下、同義語として使うことにします。 

ご承知の通り、いままでダッグアウト内でも捕球は認められており、例えばファウルフライを捕手

が追っていき、ダッグアウトの中へ入り込んで捕球することも認められていました。正規のキャッチ

でインプレイですから、そこから塁へ送球することも可能でした。ダッグアウトの中で正規のキャッ

チの後、倒れ込んだり、倒れたりすればボールデッドとなって、塁上の走者には一個の塁が与え

られました。 

しかしながら、今度の改正で次のようになりました。 

 【原注】野手は捕球するためにダッグアウトの中に手を差し伸べることはできるが、足を踏み込む

ことはできない。(足を踏み込まずに)野手がボールを確捕すれば、それは正規の捕球となる。ダッ

グアウトまたはボールデッドの個所(たとえばスタンド)に近づいてファウル飛球を捕らえるために

は、野手はグラウンド(ダッグアウトの縁を含む)上または上方に片足または両足を置いておかな

ければならず、またいずれの足もダッグアウトの中またはボールデッドの個所の中に置いてはな

らない。正規の捕球の後、野手がダッグアウトまたはボールデッドの個所に倒れ込まない限り、

ボールインプレイである。走者については七・○四(C)【原注】参照。 

【注】我が国では、正規の捕球の後、野手がダッグアウトまたはボールデッドの個所に踏み込んで

しまえば、ボールデッドとする。 

以上の通り、今年からはダッグアウトの中に踏み込むことはできなくなり、野手はいずれの足も

ダッグアウトの床面に置いてはならないと変わりました。 
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これまで同じボールデッドの個所でもダッグアウトだけが上の表の通り他と異なる取り扱いをさ

れていましたが、今回、ダッグアウト内での捕球を認めないと改正するのであれば、取り扱いの違

いをなくし、すべてボールデッドの個所の取り扱いを同一にしてはどうかと日本側から米・規則委

員会に提案をしました。 

しかし、残念ながら日本側の提案は採用に至らず、規則改正後もダッグアウトとそれ以外の

ボールデッドの個所とでは対応に違いが残ることになりました。このため、日本では、ダッグアウト

を含むボールデッドの個所はすべて同一の取り扱いにした方が分かりやすいとの判断に立ち、上

記の通り「我が国では、・・・・・」との日本注を入れることにしました。 

したがって、日本では、グラウンド上で正規の捕球の後、ダッグアウト、スタンド、カメラマン席等

ボールデッドの個所に一歩でも踏み込んでしまえば、倒れなくても(倒れ込まなくても)、ボールデッ

ドになって、走者には一個の塁が与えられることになります。 

ここで注意していただきたいのは、アマチュアがやる球場というのは、プロ野球の試合が行われ

る球場のように、皆立派でダッグアウトがはっきりつくられているとは限りません。言うまでもなく、

グラウンドと同一面で、長いすが置いてあるだけというのが大半です。そこでどうするかということ

ですが、アマチュア野球では、このように球場の施設が区々ですから、どこからをダッグアウトとす

るか、どこからをボールデッドにするか、それぞれの団体、または球場に決定を委ねることにしま

した。つまり、グラウンドルールで対応していこうということです。 

なお、この規則の改正の趣旨は、そもそもプレーヤーの安全ということですから、野手がダッグ

アウト内のいすに手をついたり、ダッグアウト内のプレーヤーに体を支えられて捕球しても(いずれ

も両足はグラウンドの上に残っている)、それは正規のキャッチでインプレイとします。ただし、グラ

ウンド上で捕球後、両手をダッグアウト内の床面に着けばそれは倒れたとみなされ、ボールデッド

となります。 

六・〇二(c)の改正 

 (ｃ)打者が、バッタースボックス内で打撃姿勢をとろうとしなかった場合、球審はストライクを宣告

する。この場合はボールデッドとなり、いずれの走者も進塁できない。 

このペナルティの後、打者が正しい姿勢をとれば、その後の投球は、その投球によってボール

またはストライクがカウントされる。打者が、このようなストライクを三回宣告されるまでに、打撃姿

勢をとらなかったときは、アウトが宣告される。 

【原注】球審は、本項により打者にストライクを宣告した後、再びストライクを宣告するまでに、打

者が正しい打撃姿勢をとるための適宜な時間を認める。 

 

打者の義務に関するところですが、打者が、例えば判定が不服で、あるいはサイン交換が異常

に長くて、球審の督促にもかかわらずなかなか打撃姿勢をとろうとしなかった場合、球審はこれま

でのように投手に投球を命じることもなく、自動的にストライクを宣告できるように改正になりまし

た。これもスピードアップ関連です。 

規則では、打者は理由なくして打者席を出てはいけない、とも規定しています。一球一球、打者

席を出てサインを見たり、呼吸を整えたり?する打者がいますが、これもやってはいけないことで

す。サインを見る際には、必ず片方の足は打者席内に残してサインを見るように習慣付けてほし

いと思います。 

マイナーリーグでは、特別の場合を除いては打者席を離れてはいけないと細かく規定していま

す。試合のスピードアップを推し進めるには、投手だけでなく打者の協力も必要で、今回の規則改

正では、投手、打者それぞれに従来よりさらに厳しい無駄の排除を求めています。 
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ところで、ネクストバッターズサークル、次打者席は何のためにあるのでしょうか。規則では、

「両チームのプレーヤー及び控えのプレーヤーは、実際に競技に携わっているか、競技に出る準

備をしているか、あるいは一塁または三塁のべ一スコーチに出ている場合を除いて、そのチーム

のベンチに入っていなければならない」（規則三・一七)とあります。 

つまり、認められたプレーヤー以外は試合中、ベンチから出てはならないと規定しています。そ

の認められた一人が次打者で、次打者は定められた場所である次打者席で待機しなければなり

ません。なぜ、そうしたのか。それは、スピードアップのためです。次打者がいちいちベンチから打

者席に向かったのでは時間がかかってしまう、だから待機場所を設けてすぐ打者席に入れるよう

にしたわけです。このことから、次打者は、前の打者がアウトになったり、一塁に到達したら、ある

いはイニングの初めであれば球審が“ワンモアピッチ!(あと1球!)”と投手に告げたら、すぐに打者席

に入る行動を起こさねばなりません。 

六・〇五(k)【原注】の追加 

【原注】スリーフットレーンを示すラインはそのレーンの一部であり、打者走者は両足をスリー

フットレーンの中もしくはスリーフットレーンのライン上に置かなければならない。 

 

一塁に対する守備が行われているとき、本塁一塁間の後半を走るに際して、打者がスリーフッ

トラインの外側(向かって右側)、またはファウルラインの内側(向かって左側)を走って、一塁への送

球を捕えようとする野手の動作を妨げたと審判員が認めた場合、打者アウトとなります。では、ラ

イン上はどうなのかとか、ライン上に右足が乗っていた場合や左足が乗っていた場合は? とか、

疑問がありましたが、今回の改正でその解釈が明確になりました。 

つまり、ラインはスリーフットレーンを構成する一部であること、また、打者走者は両足をスリー

フットレーンの中、もしくはスリーフットレーンのライン上に置かなければならないことが【原注】で明

記されましたので、打者走者の左足がライン上にあるときに送球が打者走者に触れても妨害とは

なりませんが、右足がライン上の場合は妨害とみなされるということになります。したがって、打者

走者は本塁一塁間後半を走る場合には、常日ごろからファウルラインの右側(ライン上を含む)を

走るように心掛けることが必要です。 

六・〇九(b)【原注】の改正 

【原注】第三ストライクと宣告されただけで、まだアウトになっていない打者が、気がつかずに、

一塁に向かおうとしなかった場合、その打者は“ホームプレートを囲む土の部分”を出たらただち

にアウトが宣告される。 

 

これもスピードアップに関連する改正で、大きな改正の一つです。 

三振振り逃げのケースを想定してください。例えば、スリーストライク目のボールを捕手が落とし

ていた。しかし、打者は気付かずにベンチに向かいかけたら、ベンチから一塁へ走れ、走れと言わ

れて、慌てて一塁へ打者が走る。 

従来は、第三ストライクと宣告されただけで、まだアウトになっていない打者が、ベンチ、または

守備位置に向かっても、途中から気が付いて一塁に向かうことは許されており、守備側がこの打

者をアウトにするには、打者が一塁に触れる前にその身体または一塁に触球しなければならな

い、しかし、その打者がダッグアウトまたはダッグアウトのステップに達した後には、一塁に向かう

ことが許されないと規定されていました。 

したがって、打者が途中から気が付いて一塁に向かうかもしれないので、守備側にとっては一
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塁に送球するとか打者の行動を観察するとかの“余分の”時間が生じていました。 

そのため今回の改正では、その打者が気が付かずに(一塁に向かう意思がないと判断)“ホーム

プレートを囲む土の部分”(“ダートサークル”と呼ぶ)を出ればただちにアウトを宣告できるようにな

りました。特に、塁上に走者がいるときには、次に起こり得るプレイを想定して、早く処置する(打者

をアウト)必要があるので、守備側にとってはやりやすくなったと考えられます。攻撃側の気が付か

ないというボーンヘッドまで救済する必要はない、といった考えも働いたと思われます。 

その打者が気が付かずにというのは、もちろん、一塁に向かう意思がないと球審が判断したと

きで、例えば、打者が防具をはずそうとしている場合などは、ダートサークルを出たからといってア

ウトにできないことは言うまでもありません。このように、実務上は、ダートサークルを一歩出たか

ら、半歩出たから、ただちにアウトを濫用するのではなく、打者が“気付かずに”ベンチに向かうそ

ぶりを見せたとか、捕手のタックを避ける行為があったとか、その他一塁へ向かう意思がないと球

審が判断したときにアウトを宣告するという趣旨です。 

問題は、“ダートサークル”です。ダッグアウトの問題と同様、“ダートサークル”、つまり、芝生と

区切られたホームプレートを囲む土の部分がはっきりしているグラウンドは、プロ野球が使用する

球場と違って、アマチュア野球の場合、ほとんどないということです。 

ちなみに、“ダートサークル”というのは、規則書の野球競技場区画線(1)に記載の通り、直径26

フィート(7㍍92.5㌢)の円です。 

では、アマチュア野球ではどう対処していくかということですが、日本アマチュア野球規則委員

会で検討した結果、今回の改正の趣旨を尊重し、改正を受け入れ、“ダートサークル“について

は、一律に取り決めるのも難しいため、ラインを引くなり、球審の判断に委ねるなり、各団体で対

応することに決定しました。 

参考までに、甲子園の高校野球大会やリトルシニアリーグではラインを引く方針です。 

 

 サークルを描く場合、上の図のように描くのが望ましいと考えます。 

 

七・〇五(j)の追加 

 (j)一個の塁が与えられる場合―――野手が、帽子、マスク、その他着衣の一部を、本来つけて

いる個所から離して、投球に故意に触れさせた場合。 

 この際はボールインプレイで、ボールに触れたときの走者の位置を基準に一個の塁が与えられ

る。 

本来、安全進塁権の個所にこの一個の進塁があってもおかしくないのですが、なぜか規定が漏
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れていました。改正規則では、野手が帽子、マスク、その他着衣の一部を、本来つけている個所

から離して、投球に故意に触れさせた場合、１個の塁が与えられるとなりました。 

このプレイが、実際に米・大リーグであったそうです。あのピアザ捕手が投球をはじいて、それを

マスクで拾い上げようとした。それが契機となって、この規則を明記すべしとなったわけです。 

この件に関連して、こんな裏話があります。日本側から米・規則委員会に、なぜミットを除いた

のかと質問したところ、答えは、そんなプレイは見たこともないし、これからもあり得ないと一笑に

付されてしまいました。 

投球に対しては、このようなケースでは一個の進塁と明確になりましたので、現行七・○五(e)

【注二】のうち、少なくとも「投球」に対する説明は不要となり、また「送球」に対しては(d)(e)項に規

定されていることから、【注二】全文を削除することにしました。 

したがって、「投球」に対しては一個、「送球」に対しては二個となります。 

 

八・〇一(a)(b)の改正、アマ注の挿入 

大改正です。投手に関して、今回、次の3点が改正、もしくは検討課題となりました。 

1.投手の軸足の位置の制限の緩和 

2.投手の自由な足の位置の制限の廃止 

3.走者がいないときのセットポジションでは必ずしも完全静止は必要ない 

 まず、第1点目の投手の軸足の位置ですが、現行ではワインドアップポジションの場合、「投手板

の側方にはみ出さないように、全部投手板の上に置くか、投手板の前縁に触れて置き」、そして

セットポジションの場合、「投手板の側方にはみ出さないように、全部投手板の上に置くか、投手

板の前縁にピッタリと離れないようにつけて置き」と制限されています。 

それが今回の改正では、軸足は投手板に触れていればよいことになりました。つまり、投手板

のどこでも、どんな形でもよいからとにかく軸足が投手板に触れていればよいということです。 

この改正の背景には、米・大リーグの実態がかなり甘めになっていること、そして、軸足の制限

を緩和してもワインドアップで投げるのかセットで投げるのか、それは打者および走者にとっても

容易に見分けができるので問題ないとの判断があったと推測されます。 

次に、第2点目の自由な足の位置の制限廃止ですが、これは改正ではなく、従来から原文では

自由な足の位置については制限はなく、文字どおり“other foot free”でした。我が国だけは、

1964年から現在に至るまで、自由な足の置き方についても、ワインドアップの場合は、「他の足

は、投手板の上に置くか、投手板の後縁およびその延長線より後方に置く」、そして、セットポジ

ションの場合は、「他の足を投手板の前縁およびその延長線より前方に置いて」と制限を設けてき

ました。 

そこで、今回の軸足の緩和をとらえて、自由な足の位置についても原文通りとするかどうか、規

則委員会で検討しました。プロ野球では、外国人投手はワインドアップポジションで投げる際、自

由な足が投手板の側方に置かれているのをテレビ等で目にしたことがあると思います。プロ野球

では、外国人投手に限って、自由な足の置き方については黙認をしてきました。したがって、プロ

野球では、軸足の位置、自由な足の位置について原文通り変更することに異論はなく、今回の規

則の改正をすんなりと受け入れました。 

  しかしながら、アマチュア野球の場合は簡単にはいきません。少年野球、軟式野球から社会人

野球まで、その底辺は広く、また、野球人口も相当なもので、一気に足の置き方を変えるのはあま

りに激変過ぎて、投手のマナーは大いに乱れ、プレーヤー自身を初め、審判員を含む指導者側に

とっても混乱を極めることが懸念されたことから、アマチュア野球の場合は、軸足、自由な足、い
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ずれもその置き方については、現行通りの規定を踏襲することにしました。 

  このように、投手の足の置き方についてはプロとアマで見解が分かれ、困ったのは規則書をど

うするかということでした。日本規則委員会の方針はできるだけ原文に忠実にということであり、プ

ロ側もそれを主張してきました。一方、アマ側はその方針には変わりないが、圧倒的に底辺の広

いアマに配慮して現行通りの条文を掲載し、そこに「我が国のプロ野球では」との【注】を入れて対

応してほしいと提案しました。 

  しかし、なかなか合意に至らず、結局アマ側が妥協した格好で、現行通りの規定をアマ注として

入れることで落着しました。 

  (a)【注一】アマチュア野球では、投手の軸足および自由な足に関し、次のとおりとする。 

   (1)投手は、打者に面して立ち、その軸足は(投手板の側方にはみ出さないように)全部投手板

の上に置くか、投手板の前縁に触れて置き、他の足は、投手板の上に置くか、投手板の後縁

およびその延長線より後方に置く。 

(2)投手が軸足の全部を投手板の上に置くか、投手板の側方にはみ出さないようにその前縁

にピッタリと触れて置き、他の足を投手板の上か、投手板の後縁およびその延長線より後方

に置いてボールを両手で身体の前方に保持すれば、ワインドアップポジションをとったものと

みなされる。 

(3)投手は軸足でない足(自由な足)を投手板から離して置くときは、投手板の後縁とその延長

線の後方に置くことを許している。ただし、投手板の両横に置いてはならない。 

投手は自由な足を一歩後方に引いてから一歩踏み出すことは許されるが、投手板の両横、

すなわち、一塁側または三塁側へ踏み出すことは許されない。 

(b)【注】アマチュア野球では、投手の軸足および自由な足に関し、次のとおりとする。 

(1)投手は、打者に面して立ち、その軸足は(投手板の側方にはみ出さないように)全部投手

板の上に置くか、投手板の前縁にピッタリと離れないようにつけて置き、他の足を投手板の

前縁およびその延長線より前方に置いて、ボールを両手で身体の前方に保持し、完全に動

作を静止する。 

(2)投手は、軸足を投手板からはみ出すことなくその全部を投手板の上に置くか、投手板の前

縁にピッタリと離れないようにつけて置かなければならない。軸足の横を投手板にわずかに

触れておいて、投手板の端からはみ出して投球することは許されない。 

【原注】走者が塁にいない場合、セットポジションをとった投手は、必ずしも完全静止をする必

要はない。 

    しかしながら、投手が打者のすきをついて意図的に投球したと審判員が判断すれば、クィッ

クピッチとみなされ、ボールが宣告される。八・○五(e)【原注】参照。 

【注一】我が国では、本項【原注】の前段は適用しない。 

 

このアマ注については、「当分の間」という理解をしていますが、いつ【注】をはずしてプロ野球と

同じにするかは、今後、アマチュア規則委員会で検討していく予定です。 

第3点目の、走者なしで投手がセットポジションをとったとき、必ずしも完全静止の必要はないと

改正されましたが、これも実態に合わせた改正といえます。厳密にはセットポジションですから、規

則上は完全静止しなければならなかったわけです。しかし、大リーグでは、走者がいない場合だ

から緩めてもいいじゃないかということで、改正になりました。 

しかし、アマチュア規則委員会では、この点についても反対の立場をとり、日本規則委員会に

臨みました。プロ側も、止まっても止まらなくてもいいとなると、投手が作為的に止めたり止めな

かったりして投球することが予想され、そうなると打者も戸惑うので、認めるべきではないとの意見
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で、プロ・アマとも同じ考えに立ち、「我が国では、本項【原注】の前段は連用しない。」との【注】を

挿入するとの結論に至りました。 

投球姿勢が緩和されてもフェアな精神が保たれるならいいのですが、ややもすれば、その結

果、法の抜け穴を探して、ずるい、アンフェアな野球が出てくることが危ぐされます。 

そういうことのないよう、アマチュア野球が常に健全に発展していくことを祈念します。 

 

八・〇四の改正 

八・○四の「二○秒以内」を「一二秒以内」に改め、3行目に次を追加する。 

 一二秒の計測は、投手がボールを所持し、打者がバッタースボックスに入り、投手に面したとき

から始まり、ボールが投手の手から離れたときに終わる。 

 スピードアップの締めくくりが、この八・○四の改正です。 

これまで、投手はボールを受けてから「20秒以内」に投げなさいとあったのが、「12秒以内」に変

わりました。この点からも、いまスピードアップが大リーグを含めて世界中の 

野球の最大の関心事であるということがお分かりいただけると思います。一瞬、エーッと驚かれる

かもしれませんが、実は計時の仕方も変更になっています。つまり、「ボールを受けてから」が、今

度は「投手がボールを保持し、打者が打撃姿勢をとってから」、すなわち「両者が正対してから」時

間を計るというように変わっています。 

往々にして、投手は投手板を踏んで投球姿勢に入っているのに、まだ打者が打者席に入ってい

ない、あるいは、入っていてもなかなか打撃姿勢をとらないとか、逆に、打者は構えに入っている

のに投手がロージンバッグを何回も触ったりしてなかなか投手板を踏もうとしないといった光景が

見られました。 

したがって、今後は「12秒以内」に改正になった趣旨を選手の皆さんもよく理解するとともに、球

審は打者に対しては早く打撃姿勢をとるよう、また、投手に対しては早く投球姿勢に入るよう、つま

り、少しでも早く両者が正対して“戦う”態勢に入るよう行動することが必要です。 

いわゆる好投手といわれる投手ほどテンポ良く、社会人野球の場合、大体6～7秒ぐらいで投げ

ており、平均すると走者がいないときで13秒前後です。高校野球の場合は、もちろん、こんなにか

かっていません。見る側にとってもテンポの良い、リズムの良いゲームは見ていても楽しいもので

す。 

 

規則適用上の解釈の確認 

次に、プロ・アマ合同規則委員会で確認された規則適用上の解釈について、2点説明します。 

(1)打球または送球がプレーヤーのユニフォームの中に入り込んでしまった場合の処置について

昨シーズン、ヤクルト対阪神戦で、2日続けて打球が投手のユニフォームに入るという珍事があ

りました。以前、春の高校野球選抜大会でもファウル飛球を捕手がはじき、再び捕球しようとし

たボールが捕手のプロテクターと体の間に入ってしまったというプレイがありました。 

今後、このようなプレイが発生した場合、次の通りの処置をすることが確認されました。 

「打球または送球が偶然にプレーヤーまたはコーチのユニフォームの中に入り込んでしまった場

合(あるいは捕手のマスクまたは用具に挟まって止まった場合)、審判員はタイムを宣告し、ボール

デッドにして打者には一塁を与え、審判員の判断ですべての走者に対して塁にとどめるか、進塁

を認める。このプレイで走者がアウトにされることはない。なお、送球によってこのような事態が生

じた場合、進塁させる基準は、送球が(最後の)野手の手から離れたときとする」 
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(2)ボールが守備側プレーヤーのグラブに挟まったケースについて 

例えば、打球を捕った投手がボールをグラブから取り出せず、グラブに挟まったまま一塁にトス

した場合、従来アマチュア野球では、「正規の捕球とはみなさない」との解釈をとってきました。 

しかし、プロ側ならびにMLBの解釈を確認の結果、アマでも今後次の通りの解釈に変更するこ

とにしました。 

「打球または送球が野手のグラブに挟まった場合、ボールは生きており、インプレイである。野手

はグラブにライブのボールが挟まったまま、そのグラブを投げることは正規のプレイである。ボー

ルが挟まったグラブを捕った野手は規則どおりにボールを所持したとみなされる。たとえば、野手

は、ボールが挟まったグラブを持って走者または塁に触球することができる。これは正規のプレイ

である」 

       * 

 以上で2007年度の規則改正の解説を終わります。誌面の関係で項目を絞りましたが、新しい規

則書を入手されたら、ぜひその他の改正個所も精読されることをお勧めします。 

今年は、2008年の北京オリンピックに向けてアジア地区予選が開催されます。昨年のWBCの感

動を再び私たちに呼び起こしてくれることを願っています。 

 

日本野球規則委員会委員 麻生紘二 
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２００８年度改正規則解説 ～改正理由と適用上の解釈について～ 

 

麻生紘二＜日本野球規則委員会委員＞ 

 

◆プレイに関する改正は5カ所 

日本野球規則委員会は、去る1月28日、今年度の改正規則を発表しました。昨年は33カ所にお

よぶ大改正がありましたが、今年はプレイに関する規則の改正は5カ所とおとなしい改正にとどま

りました。しかし、質的には大変中味のある改正となっていますので、注意深く吟味のほどお願い

したいと思います。 

今年は、プレイに関する規則よりも、むしろ記録に関する規則の大改正、大幅な修正が中心に

なりました。実は、この記録についての規則も昨年大改正になっていましたが、量が膨大だったこ

とと緊急性が薄かったことから、わが国ではプレイイングルールを優先させた経緯があり、1年遅

れの改正となりました。 

 

(1)2.54 オーディナリーエフォート(普通の守備行為)の追加 

(2)7.08(a)(1)の改正 

(3)7.08(a)[注一]の改正 

(4)7.08(e)の改正 

(5)8.02(c)[注二]の追加 

(6)10-00記録に関する規則の改正(解説省略) 

では、以上のうち、プレイに関する規則5項目について、改正理由の解説をしていきます。 

 

■2.54 0rdinary Effort「オーディナリーエフォート」(普通の守備行為)の追加 

Ordinary Effort「オーディナリーエフォート」(普通の守備行為)－天候やグラウンドの状態を考

慮に入れ、あるプレイに対して、各リーグの各守備位置で平均的技量を持つ野手の守備行為をい

う。 

[原注]この用語は、規則2.40のほか記録に関する規則でたびたび用いられる、個々の野手に対

する客観的基準である。言い換えれば、ある野手が、その野手の最善のプレイを行なったとして

も、そのリーグの同一守備位置の野手の平均的技量に照らして劣ったものであれば、記録員はそ

の野手に失策を記録する。 

これは、2.00の用語の定義のところに追加されたもので、特に必要ないとも思いましたが、「原

文に忠実に」を基本にそのまま記載することにしました。2.40のインフィールド・フライの規則に「普

通に守備行為をすれば」という表現がありますが、では、「普通に守備行為をすれば」とはどういう

ことを言うのかとの疑問から追加になったと思われます。なかなか言葉で表すのは難しいですが、

「普通に」とは「平均的技量」で判断するということですが、実戦では特に意識する必要はなく、こ

れまで通りで構いません。 

 

■7.08(a)(1)および(a)[注一]の改正 

(a)(1)走者が、野手の触球を避けて、走者のべ一スライン(走路)から3フィート以上離れて走った

場合。 

ただし、走者が打球を処理している野手を妨げないための行為は除く。 

この場合の走者のべ一スライン(走路)とは、タックプレイが生じたときの、走者と塁を結ぶ直線

をいう。 
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[注一]通常走者の走路とみなされる場所は、塁間を結ぶ直線を中心として左右へ各3フィート、

すなわち6フィートの幅の地帯を指すが、走者が大きく膨らんで走っているときなど最初からこの走

路外にいたときに触球プレイが生じた場合は、本項(1)のとおり、その走者と塁を結ぶ直線を中心

として左右へ各3フィートが、その走路となる。 

いわゆるラインアウトに関する規則の改正です。以前から日米間でラインアウトの解釈が違うの

ではと指摘されていましたが、昨年Official Baseball RulesにMLBの解釈が明記されたことから、

わが国も従来の解釈を改めることにしたものです。 

従来、「走者が、野手の触球を避けて、塁間を結ぶ直線から3フィート以上離れて走った場合」、

走者はラインアウトでアウトとなっていました。つまり、塁間を結ぶ直線を中心に左右3フィート、す

なわち6フィートの地帯を通常走者の走路と定義付けていました。そして、同じく[注一]では、走者

がこの走路外にいたときに触球プレイが生じた場合、走路から遠ざかるようにして野手の触球を

避けたときは、ただちにアウトとなっていました。 

今回の改正では、本来の走者の走路は6フィートの地帯であることには変わりはありませんが、

この地帯の外をやむを得ず膨らんで走っているときに触球プレイが生じた場合でも、走者と塁を結

ぶ直線を中心に左右各3フィートがその走者の走路として認められることに変わりました。 

したがって、走者が基準になるわけですから、分かりやすく言えば、走者が6フィートの竹竿を持っ

て走っているイメージです。 

このときに「走者と塁を結ぶ直線」とありますが、「塁」とはどちらの塁を指すのかという疑問が起

きます。走者に近い塁なのか、あるいは走者が向かおうとしている塁(あるいは走者の体が向いて

いる方の塁)なのかということですが、規則委員会では後者の解釈を採ることにします。理屈上

は、ランダウンプレイではその塁がくるくる変わることになりますが、通常ランダウンプレイはべ一

スライン上で行われることから、実戦のランダウンプレイでは従来と同じ対応となると理解してくだ

さい。 

また、規則では「打球を処理している野手を妨げないための行為は除く」とあります。自分の走

路内を走っているからといって、守備をしている野手を避けないで接触すれば守備妨害になること

は言うまでもありません。守備優先ですから野手を避けねばなりません。このときには走路から3

フィート以上離れても違反行為ではなく、むしろ正当な行為であり、そこで触球行為が起きた場

合、瞬間的に野手を避けた走者の位置を基準に3フィートが適用されます。 

ただし、例えば走者一塁で二塁ゴロが打たれ、前進してきて走路上で守備しようとした二塁手を

避けるために、一塁走者が外側に逃げたとします。普通にこのプレイが行われれば何ら問題ない

のですが、一塁走者が単に野手を避けるためだけでなく、“意図的に”タックまで避けようとわざと

必要以上に大きく外側へ逃げたような場合、さらにそこから3フィートがあるのかといった疑問が生

じます。めったにないプレイとは思いますが、もしこんなことがあれば、それは3フィートの悪用、乱

用にあたり、そんなずるい行為まで規則で認めているわけではありません。意図的に触球行為を

避けるために「3フィート破り」をしたと審判員が判断すれば、ただちにアウトが宣告されます。「必

要以上に」とはどの程度かということですが、それは常識の範囲内と言うしかありません。 

 

■7.08(e)の改正 

(e)打者が走者となったために、進塁の義務が生じた走者が次の塁に触れる前に、野手がその

走者またはその塁に触球した場合。(このアウトはフォースアウトである) 

ただし、後位の走者がフォースプレイで先にアウトになれば、フォースの状態でなくなり、前位の

走者には進塁の義務がなくなるから、躰に触球されなければアウトにはならない。また、(以下略) 

今回の大改正と言っていいでしょう。まずは次の例題を見てください。 
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例題:一死一・三塁。打者はライトにシングルヒット。三塁走者は生還。一塁走者は一挙三進した。

打者はライトの三塁送球の間に二塁に進もうとして、三塁からの送球でタッグアウトになった(二

死)。この後で二塁手は、二塁べ一スにボールをつけて、一塁走者が二塁を空過したとアピール、

これが認められて三死となった。さて、得点は1点?それとも0点? 

 

この解釈を巡っては、長年「第三アウトはフォースアウトではないので、この(二塁での)アウトよ

り早く本塁に達していた三塁走者の得点は、堂々たる得点ということになります」(参考:鈴木美嶺

著『Q&A方式101の実例野球ルール』1985年)が通説となっていましたが、最近になって本当にそう

ですか、違うのではないですかといった疑問が多数寄せられていました。 

そこで規則委員会としても正しい解釈を求めて過去の検討資料の調査、米国への照会などを

行って、今回の改正に至りました。結論から言えば、上記例題の答えは「得点ゼロ」となります。 

では、なぜかについて説明します。 

鈴木氏の著書では、「打者が右前安打した時点ではフォースの状態が生まれます。しかし、そ

の打者が二塁に進もうとしてアウトになったことで、フォースの状態は消えてしまいます。そのあと

で二塁でアピールアウトになったのは、フォースアウトではないわけです」と解説されています。 

長年そのように教わり、理解してきましたが、ここでは“後位の走者が先にアウトになれば、

フォースの状態でなくなり”だけに焦点が当たった結果、「フォースアウトではない」との結論が導き

出されているように推定されます。果たして、「例題のように後位の走者がフォースアウトではなく

タッグアウトの場合も、先にアウトになっているからフォースの状態でなくなるのか」、「二塁空過の

アピールアウトはフォースアウトなのかどうか」が問題を解くカギとなってきました。 

まず、規則委員会は米国に照会しました。その結果、MLB規則委員、米アマチュア野球連盟規

則委員長いずれも即座に「そのケースは、得点ゼロだ。なぜなら、フォースの状態で走者が塁を空

過しても、フォースの状態は依然残る。したがって、第三アウトのアピールアウトはフォースアウト

である」との回答でした。 

また、原文はどうなっているのか、わが国の規則書の翻訳の仕方が違うのか、もう一度原文を

精査したところ、原文では“However,if a fo11owing runner is putout on a forceplay,the 

force is removedand”とあるのが、わが国では「ただし、フォースプレイにおいて、後位の走者が

先にアウトになれば」と訳されており、“on a force plaｙ”の訳し方があいまいさを生んでいるの

ではとの感を強くしました。 

こうした調査を踏まえ、規則委員会としては、「フォースの状態で塁を空過しても、フォースの状

態は依然残ること」を確認した上で、わが国の規則書を上記のように「後位の走者がフォースプレ

イで先にアウトになれば」と訳し直すことにした次第です。「フォースプレイで先に」と直接的な表現

になり、解釈がより明確になったのではと考えます。 

ちなみに、1971年までは今回改訂のような訳文になっており、その後、規則委員会でどのような

検討がなされたのか分かりませんが、1972年以降、「ただし、フォースプレイにおいて」と表現が変

わっています。したがって、今回、1971年以前の訳文に戻ったということになります。 

やれやれ、長年の疑問がこれで解決と思っていましたら、空過のケースとは異なりますが、次

のような質問が寄せられました。よく勉強しているなと驚きました。 

 

例題1:走者一塁、ヒットエンドラン。打者が一塁頭上にフライを打ち上げた。しかし、一塁手はこれ

を落球、たまたま一塁ベ一スを回って目の前に走ってきた打者走者に触球し、アウト。このとき、

一塁走者はフライが捕られると思い、二塁ベ一ス近くまで来ていたのを慌てて一塁へ戻りかけた

が、一塁手が落としたため、再び二塁べ一スに向かおうとして一・二塁間にいた。一塁走者の二
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塁でのプレイはフォースプレイか。 

 

例題2:同じようなケースで、打者が今度は外野飛球を打ち上げた。捕球されそうなので、一塁走者

は一塁べ一スの方へ戻っていた。しかし、外野手はその飛球を落としてしまった。このとき、打者

走者は一塁を回って打球を見ていた一塁走者を追い越してしまい、追い越しアウトとなってしまっ

た。一塁走者の二塁でのプレイは? 

 

例題3:走者一・二塁。打者は外野ヘヒット。二塁走者が二・三塁間で転倒した。一塁走者は二塁を

回って二塁走者のすぐ後ろまで来ていた。外野から返球を受けた遊撃手のすぐ前に一塁走者が

来ていたので遊撃手は一塁走者にタックし、一塁走者はアウトになった。では、二塁走者の三塁

でのプレイはフォースプレイかどうか。 

 

いずれも、後位の走者がフォースプレイでアウトになったわけではないので前位の走者の

フォースの状態は消えず、残っているのかという質問です。野球の常識からいって、どうみても一

塁走者の二塁でのプレイはフォースプレイではない。それはその通りですが、では、その根拠はど

の条文か、7,08(e)の条文との関連をどうしたらよいのか、フォースプレイでないとすると条文の解

釈と矛盾するようにも思えます。 

これに対しては、規則委員会では、次の解釈を統一見解とすることにしました。 

「後位の走者がアウト(アウトの性質を問わず)になった時点でフォースの状態で追い出された前位

の走者が進むべき次の塁に到達していなければ、前位の走者には進塁の義務がなくなるから前

位の走者のフォースの状態は消え、その走者は触球されなければアウトにならない」(このことは

7-08(e)の最初の2行の反対解釈からも可能と考えます)。もっとシンプルに言えば、打者走者がア

ウトになった時点ですべての走者のフォースの状態は消えるわけです。 

なお、「ただし書き」は、そもそもリバース・フォースダブルプレイを想定したものと思われます。こ

れでひとまず解決ですが、このように、規則というのはすべてのプレイを包含、もしくは表現するこ

とは不可能で、あちこちに規則の盲点が潜んでいるため、条文の字句の背景まで理解しようと努

めることが大事です。 

 

■8.02(c)[注二]を追加 

[注二]アマチュア野球では、本項ペナルティの後段を適用せず、このような遅延行為がくり返さ

れたときは、ボールを宣告する。 

これは従来、アマチュア内規の⑰で、打者がバッターボックスにいるときに、投手が捕手以外の

野手に送球して、故意に試合を遅延させた場合の罰則を取り決めていましたが、それを8・02(c)の

[注二]として追加したものです。 

 

■規則適用上の解釈の確認 

次に、日本アマチュア野球規則委員会で確認した規則適用上の解釈について、3点説明しま

す。 

 

(1)規則8・05(c)[原注][注]の(場所の如何を問わない)の解釈について 

[注]では、投手が三塁へ腕を振って送球する動作(偽投)をした勢いで軸足が投手板からはずれた

(場所の如何を問わない)場合には、そのまま振り向いて一塁へ送球することは許される、と規定さ

れています。 
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従来、アマチュア野球では、この(場所の如何を問わない)を、(場所の如何を問わない。ただし

投手板の上を除く)というふうに解釈してきました。つまり、[注]に言う動作で一旦投手板からはず

れた軸足が、再び投手板の上に落ちれば、“また投手の資格に戻る”、したがって、一塁へけん制

するには投手板をはずさないといけないし(例外は走者が二塁へ走ったとき)、一塁へのけん制を

途中で止めることもできません。 

しかし、“また投手の資格に戻る”という考え方は実務上不自然であることから、思い切ってこれ

までの解釈を改め、一旦軸足が投手板からはずれてしまえば、その後、軸足がどこへ落ちょうと

(投手板の上でも構わない)、投手の資格を失って野手の資格になるとしました。したがって、野手

ですから塁へ送球してもしなくても問題ありません。この点はプロと同じ解釈になりました。 

ああ、そうですかで終わりそうですが、投手の資格、野手の資格で大きな違いが出てくることに

お気づきでしょうか。つまり、投手の資格なら、投手の投手板上から走者をアウトにしようとした送

球がボールデッドの個所に入った場合、一個の塁が与えられるわけですが(7.05(h))、野手になる

と、二個の塁が与えられる(同(g))ことになりますので要注意です。 

 

(2)規則8.05(c)関連 走者二・三塁での連続偽投の解釈について 

例えば、走者二・三塁で、投手がまず三塁へ偽投してブラフをかけ、引き続き投手板を踏んだま

ま二塁へ偽投または送球をした。このプレイは許されるのか、あるいはボークとなるのか。 

二塁、三塁へは偽投が許されているので、上記のケースは構わないのではないかという考え方

もありますが、同上委員会では、「ある塁にプレイ(偽投)をして、引き続き他の塁にプレイ(偽投また

は送球)をする場合には、投手板をはずさないといけない。はずさなかった場合には、(走者を騙す

意図があるので)ボークとする」を統一解釈とすることにしました。 

 

(3)規則7.10(b)[付記](2)関連 本塁の踏み直しの解釈について 

例えば、走者三塁で外野へ飛球が打たれた。三塁走者はタックアップして本塁へ。外野からの

返球は悪送球となってダッグアウトに入ってしまった。このとき、三塁コーチャーが、本塁を踏んだ

三塁走者に、リタッチが早かったので三塁を踏み直せと指示した。果たして、本塁を踏んだ三塁走

者は、三塁、本塁と踏み直しができるのだろうか。 

[付記](2)では、ボールデッドのもとでは、空過した塁の次の塁に達すれば、その空過した塁を踏

み直すことは許されない。そして、[注四]では、本項[付記]は、飛球が捕らえられたときのリタッチ

が早かった走者にも適用される、と規定されています。 

本塁には「次の塁」がないから、一切踏み直しはできないのかどうか。例えば、走者二塁で外野

飛球が打たれ、二塁走者はタックアップして三塁へ。三塁セーフ。その後、外野から三塁への返球

が悪送球となってダックアウトヘ入ってしまった。この場合の二塁走者の「次の塁」は(ボールデッド

になったときには三塁に達していたので)本塁となります。 

同様の解釈で、問題のケース、三塁走者が外野からの悪送球がダッグアウトに入ったときに、

三本間(まだ本塁を踏んでいない)にいた場合には、この走者の「次の塁」である本塁をボールデッ

ド中に踏んでしまえば、三塁、本塁を踏み直すことはできないが、本塁を踏んでしまった後にボー

ルデッドになった場合は、(「次の塁」はないので)その走者がダッグアウトに入ってしまわない限

り、三塁、本塁の踏み直しはできるとの解釈を日本アマチュア規則委員会は採ることにしました。 
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■アマチュア内規の改訂について 

現在、アマチュア野球では19項目から成るアマチュア内規(1999年発行)を定めていますが、今

年度、不要と思われるものを削除し、修正、追加などの見直しを行い、13項目の新アマチュア内規

(2008)を発行しましたのでお知らせします。 

その中、主な改訂は次の通りです。 

新 内規②(旧③) 審判員がインプレイのとき使用球を受け取るを修正 

「また、べ一スコーチが同様のケースで使用球を受け取った場合も、受け取ると同時にボールデッ

ドとするが、走者はボールデッドになったときに占有していた塁にとどめる」を追加しました。 

 

新 内規⑬オブストラクションの厳格適用 

捕手または野手が、あらかじめ塁線上およびその延長線の塁上に位置して（足または脚を置い

て)送球を待つことを禁ずる。違反した場合は、オブストラクションとなる。(規則7.06a) 

オブストラクションの規定は、規則7.06に明記されていますが、捕手がボールを持たないでべ一

スライン上に立っていたり、ホームベースを巧妙にふさぐプレイは、依然として目につきます。それ

は、走者と捕手がぶつかって大事故につながる危険性を多分にはらんでいることから、プレー

ヤーの身体の安全を考え、あえてオブストラクションの厳格適用をアマチュア内規に追加しまし

た。 

プレーヤーたちの将来を一つの危険なプレイから台無しにしてしまわないように、審判員だけで

なく、指導者の方々が日ごろからこうしたアンフェアかつ危険なプレイを行わないよう厳しく指導し

ていただくようお願いします(「高校野球審判の手引き」も参考に) 

 

公認野球規則 アマチュア内規 2008 
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⑤二死、四球暴投、決勝点で打者一塁へ進まず 

⑥正式試合となる回数 
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⑧オブストラクションの厳格適用 

⑨打者の背後にウェスドボールを投げる 
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⑪ワインドアップポジションの投手 

⑫投球する手を口または唇につける 

⑬投手の遅延行為 

この内規集は、公認野球規則適用上のアマチュア野球規則委員会の統一解釈を収録したもの

で、公認野球規則と同等の効力を持つものである。 

なお、この内規は、二〇〇八年のルールに基づいたものであり、今後ルール改正があれば、適用

上の解釈にも変更が加えられるかもしれないことをお断わりしておく。 
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① ストライクゾーン 

アマチュア野球では、ストライクゾーンの下限に関してだけ、ボールの全部がひざ頭の下部のラ

インより上方を通過したものとする。(規則２・７３) 

 

 

① 審判員がインプレイのとき使用球を受け取る 

スリーアウトと勘ちがいした守備側が、使用球を審判員に手渡したのを審判員が受け取った場

合は、規則３・１５を準用する。審判員が使用球を受け取ると同時にボールデッドとし、受け取らな

かったらどのような状態になったかを判断して、ボールデッド後の処置をとる。また、ベースコーチ

が同様のケースで試合球を受け取った場合も、受け取ると同時にボールデッドとするが、走者は

ボールデッドになったときに占有していた塁にとどめる。(規則３・１５) 

 

② アウトの時機 

アウトが成立する時機は、審判員が宣告したときではなくて、アウトの事実が生じたときである。

第三アウトがフォースアウト以外のアウトで、そのアウトにいたるプレイ中に走者が本塁に達する

ときなどのように、状況によっては速やかにアウトを宣告しなければならない。^規則４・０９a[注１]) 

 

③ 最終回裏の決勝点 

正式試合の最終回の裏かまたは延長回の裏に、規則７・０７規定のプレイで三塁走者に本塁が

与えられて決勝点になる場合には、打者は一塁に進む義務はない。(規則４・０９ｂ、７・０７) 

 

④ 二死、四球暴投、決勝点で打者一塁へ進まず 

最終回裏、走者二塁、打者の四球(フォアボール)目が暴投または補逸となって決勝点が記録さ

れるとき、四球の打者が一塁へ進まなかった場合は、規則４・０９（b）のように球審が自ら打者の

アウトを宣告して、得点を無効にすることはできない。 

打者が一塁に進まないまま、守備側が何等の行為もしないで、両チームが本塁に整列すれ

ば、四球の打者は一塁へ進んだものと記録される。 

打者をアウトにするためには、両チームが本塁に整列する前に守備側がアピールすることが必

要である(規則７・１０(d)注２)。しかし、守備側がアピールしても、打者は一塁への安全進塁権を与

えられているので、打者が気付いて一塁に到達すれば、アピールは認められない。 

守備側のアピールを認めて打者をアウトにする場合は、 

（イ）打者が一塁に進もうとしないとき 

（ロ）打者が一塁に進もうとしたが途中から引き返したときである。 

(規則４・０９ｂ、７・１０ｄ注２) 

 

⑤ 正式試合となる回数 

審判員が試合の途中で打ち切りを命じたときに正式試合となる回数については、規則４・１０(C)

に規定されているが、各種大会などでは、この規定の適用に関して独自の特別規則を設けること

ができる。 

大会によっては、一定以上の得点差、たとえば、五回１０点差、七回以降７点差など、得点差に

よってコールドゲームとし、正式試合とする特別規則もある。(規則４・１０ｃ) 
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⑥ 次回の第一打者 

たとえば二死、打者のボールカウント２－１後の投球のときに、三塁走者が本盗を企てたが得

点とならないで攻守交代になったような場合、次回の第一打者を明らかにするため、球審は、打

者が三振でアウトになったのか、走者が触球されてアウトになったのかを明示しなければならな

い。(規則６・０１ｂ、６・０５ｎ) 

 

⑦ オブストラクションの厳格適用 

捕手または野手が、あらかじめ塁線上およびその延長線上の塁上に位置して(足または脚を置

いて)送球を待つことを禁ずる。違反した場合は、オブストラクションとなる。(規則７・０６a) 

 

⑧ 打者の背後にウェスドボールを投げる 

投手がスクイズプレイを防ぐ目的で、意識的に打者の背後へ投球したり、捕手が意識的に打者

の背後に飛び出したところへ投球したりするような非スポーツマン的な行為に対しても規則７・０７

を適用し、走者には本塁を与え、打者は打撃妨害で一塁へ進ませる。(規則７・０７) 

 

⑩ アピールの場所と時期 

守備側チームは、アピールの原因となった塁(空過またはリタッチの失敗)に触球するだけでな

く、アピールの原因でない塁に進んでいる走者の身体に触球して、走者の違反を指摘して、審判

員の承認を求める(アピール)ことができる。この場合、アピールを受けた審判員は、そのアピール

の原因となった塁の審判員に裁定を一任しなければならない。 

アピールは、ホールインプレイのときに行なわれなければならないので、ボールデッドのときに

アピールがあった場合は、当該審判員は「タイム中だ」ということとする。(規則７・１０) 

 

⑪ ワインドアップポジションの投手 

ワインドアップポジションをとった右投手が三塁(左投手が一塁)に踏み出して送球することは、

投球に関連した足の動きをして送球したとみなされるから、ボークとなる。 

投手が投球に関連する動作をして両手を合わせた後、再び両手をふりかぶることは、投球を中

断または変更したものとみなされる。投球に関連する動作を起こしたときは、投球を完了しなけれ

ばならない。(規則８・０１a) 

 

⑫ 投球する手を口または唇につける 

規則８・０２(a)(1)のペナルティに代えて、審判員はその都度警告してボールを交換させる。(規

則８・０２a) 

 

⑬ 投手の遅延行為 

走者がいるとき、投手が投手板から軸足をはずして、走者のいない塁に送球した場合、また

は、投手板上からでも軸足を投手板からはずしても、塁に入ろうとしていない野手に送球した場合

には、投手の遅延行為とみなす。(規則８・０２ｃ、８・０５d、８・０５ｈ) 

 

二〇〇八年二月 

日本アマチュア野球規則委員会 
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２００９年度改正規則解説 

－改正理由と適用上の解釈について－ 

日本野球規則委員会委員 麻生紘二 

■規則の改正 は 13 カ所 

 日本野球規則委員会は、去る 1 月 29 日、今年度の改正規則を発表しました。 まず、 お断りし

なければいけないのが、 2009 年度の原文 (Official Baseball  Rules) の改正が間に合わず、 

1 年遅れにせざるを得ず、 今年の改正 は、 原文では昨年すでに 改正済みになっていたもの

を、 わが国の規則書に反映させたのが主となったということです。 

今年は次の通り、 記録に関する規則も含めて 13 カ所の改正となりました。この中には、 7.07 

[注三] の改正、 8.05 ペナルティ [注一] の改正ならびにストライクゾーンに関す 

るアマ 内規の廃止など大きな改正が含まれています。 

(1) 1.01 の修正 

(2) 2.46 に [注] の追加 

(3) 4.05 [原注] の改正 

(4) 6.05 (h) [原注] の改正 

(5) 7.03 (b) の追加 

(6) 7.05 [bcde 注] の追加 

(7) 7.07 [注三] の改正 

(8) 7.09 (e) の改正 

(9) 8.05 ペナルティ [注一] の末尾、なお以下を削除 

(10) 10.01 (a) [注] の追加   

(11) 10.20 [注] の削除   

(12) [10.22 注] の追加 

(13) 巻頭 6 ページ、ストライクゾーンのイラストの変更 

 では、 以下、プレイに関する規則を中心に、改正理由について解説をしていきます。 

 ■1.01 の修正 

野球は、囲いのある競技場で監督が指揮する 9 人のプレーヤーから成る二つのチームの間

で、 一人ないし数人の審判員の権限のもとに本規則に従って行われる競技である。 

 これまで、規則書の最初の条文である 1.01 は、「野球は、……一人ないし数人の審判員のもと

に、……」とさらっと表現されていましたが、わが国では審判員がなぜか格下に見られる風土があ

り、 それが審判員に対する暴言、暴力の形で表れてきます。このような審判員に対するリスペク

ト (敬意) がないのは世界的にも大変恥ずべきことから、試合が始まったら全権が審判員に委ね
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られているんだよということを強調するために、原文にある jurisdidon を訳して 「一人ないし数人

の審判員の権限のもとに」としたものです。 

 野球はいうまでもなく、審判員なくしてはゲームは成り立ちません。プレイをする人が選手であ

り、それを裁いてもらうのが審判員です。審判員はもっと権威を持つと同時に、審判員にはもっと

敬意を払うような小さなころからの教育が必要と考えます。すっと読み飛ばされてしまいそうです

が、「権限」の 2 文字を追加したのは、こうした気持ちが込められています。  

規則書の 9.01 には審判員の資格と権限が具体的に、そして 9.02 には審判員の裁定には異議

を唱えることは許されないと記載されています。そこには相互に敬意を払うということが大前提に

あります。「野球道」といわれる日本の野球にも本来「礼」の精神があったはずなのですが。 

 ■４．０５ [原注] の改正 

ここ数年、ほとんどのコーチが片足をボッ クスの外に出したり、ラインをまたいで立ったり、コー

チスボッ クスのラインの外側に僅かに出ていることは、 ありふれたことになっているが、コーチ

は、打球が自分を通過するまでコーチスボックスを出て本塁寄りおよびフェア地域寄りに立ってい

てはならない。ただし、 (以下略) 

 2 年前、 米・マイナーリーグで三塁ベースコーチが打球に当たって死亡するという痛ましい事

件が起きました。これを契機に大リーグも安全対策に乗り出し、ベースコーチのヘルメット着用義

務を課し、同時にコーチャーの立つ位置についても制約を設けました。それが今回の改正の発端

です。 

 アマチュア野球では、 試合中コーチャーがボックスを出ていることはほとんどありませんが、安

全を第一に、アマチュア野球全体が、今年度から、コーチャーの立つ位置についても注意を払っ

ていくと同時に、 コーチャ一のヘルメット着用を義務付けることにしました。 

 ■６．０５(h) [原注] の改正 

打撃用ヘルメッ トに、偶然、打球がフェア地域で当たるか、または送球が (以下略) 

 規則の改正というわけではなく、これま での解釈を規則上明文化したものです。特に説明は

要しないと思います。 

 

■７．０３(b の追加 

(b) 打者が走者となったために進塁の義務が生じ、二人の走者が後位の走者が進むべき塁に触

れている場合には、その塁を占有する権利は後位の走者に与えられているので、前位の走者は

触球されるか、野手がボールを保持してその走者が進むべき塁に触れればアウトになる。 

(7.O8e 参照) 

 

  まず、 次の二つのプレイを比較してみてく ださい。 

(a) 走者二、 三塁。打者がショートゴロ。 三塁走者は本塁に行こうとしたが途中であきらめ、 三

本間でランダウンプレイになった。 この間に二塁走者は三塁まで進んだ。三塁走者はランダウ 
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ンでアウトにならず、うまく三塁ベースに戻ることができた。そのため、三塁ベース上に二人の走者

が立ってしまった。 

(b) 走者一塁で、 打者が一塁手の後方に小フライを上げた。 一塁走者は捕られるものと思い、 

一塁ベースについていた。 ところが二塁手は落球し、すぐボールを拾って一塁に送球した。一塁

ベースには一塁走者と打者走者の二人がついていた。 

 いずれも実際の試合で起こり得るプレイで、審判講習会でもよく練習するケースです。上記 (a) 

の場合は、 これまでの 7.03 (改正後は (a)項) の規定にある通り、その塁の占有権は前位の走

者にあることから、たとえ後位 (この場合は二塁走者)の走者が三塁ベースを踏んでいても、野手

にタッグされればアウトになります。 

 補足をしておきますが、 野手は通常二人の走者にタッグします。するとルールをよく知らない三

塁走者が自分がアウトと勘違いしてベースを離れてしまい、そこで再びタッグされると三塁走者も

アウト、つまり二人ともアウトになってしまいますので注意してください。よくあるケースです。審判

員も二人の走者にタッグがなされた場合、アウトになる走者を指差して「あなたがアウト!」とはっき

りと宣告する必要があります。これがあいまいだと前記のようなプレイが発生し、トラブルのもとに

もなりかねません。 

 さて、次に (b) の場合ですが、このプレイが今回の改正規則に該当します。このプレイも、野手

がどう行動するかで走者に対する処置が変わってきます。つまり、一塁手が先にベースを踏んで

から一塁走者にタッグしたときは、打者走者が一塁でアウトになるだけで、一塁走者は、先に打者

走者がアウトになっているので (フォースアウトの状態は消える)、次塁に進む必要はなくなり、そ

のまま一塁に残ることができます。 

しかし、一塁手が先に一塁走者(ベースを踏んでいると否とを問わず) にタッグしてから、打者走

者が一塁に到達する前に一塁ベースを踏めば、二人ともアウトになります。まさに今回の改正で、

フォースの状態で進塁を余儀なくされた走者が元の塁に触れたままの場合は、その塁の占有権

は後位の走者(この例題の場合は打者走者)にあるということです。 

このケースも、これまでの解釈と何ら変わるものではなく、規則書に明記をしただけですが、この

際にもう一度、前記の例題の違いをよく復習しておいてください。 

 ７．０５(e)[注 1]の改正 

[bcde 注]野手により、本項の行為がなされた場合の走者の進塁の起点は、野手が  

昨年の 5 月 4 日の千葉ロッテ－埼玉西武戦で、埼玉西武・栗山(巧)選手が打った打球に、千葉

ロッテの一塁手・オーティス選手がミットを投げつけるという珍プレイが起きました。規則上は、

7.05(c)項にある通り、野手がグラブを故意に投げて、フェアボールに触れさせた場合、打者には

三個の塁が与えられるとあります。この試合でも栗山選手は三塁を得たわけですが、さて、こうい

う場合、進塁の起点はどこだろう、投球当時か、それとも打球に触れた時点かといった疑問が生じ
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ました。そこで、プロ・アマ合同の規則委員会では、MLB のマニュアルも参考にして、打球に触れ

たときとの統一解釈を確認しました。 

そして、打球の場合も送球の場合も、同じ解釈(「触れたとき」)をとることとし、従来の[注]を改正

し、[bcde 注]としました。これによって、野手がグラブ等を投げつけた場合、次の通り、分かりやす

く整理されました。 

7.05ｂ,ｃ 打球に触れたときの走者（含む打者走者）の位置を基準に３個の塁 

7.05ｄ,e 送球に触れたときの走者（含む打者走者）の位置を基準に２個の塁 

7.05j 投球に触れたときの走者（含む打者走者）の位置を基準に１個の塁 

 ■７．０７[注三 1 の改正 

本条は、投手の投球が正規、不正規にかかわらず適用される 

 従来の[注三]は、「本条は投手の正規の投球に基づいたときだけに適用される。しかし、投手

の投球が正規の投球でなかったときは、投手にボークが課せられるだけで、打者には一塁が与え

られない」となっていました。しかしながら、正規の投球のときは打者には打撃妨害で一塁が与え

られるが、不正規の投球のときには与えられないという不合理性があること、並びにボークの球で

も以前のように即デッドボールではなく、打者は打てるわけだし、またボーク後にさらに捕手が打

者のバットに触れる打撃妨害があれば、理論上は打者も走者も進塁できる状況に置かれることか

ら、他の条文との整合性も考慮して、今回、不正規の投球も含めることに改正しました。 

これによって、走者のみならず打者も打撃妨害で一塁が与えられることになり、7.07 に関する適

用が一本化されました。 

もう少し補足しますと、2003 年までは、ボークと打撃妨害が同時に起こるものではなく、ここでい

うボークは三塁走者に本塁を与えるための便宜上のボークであるとの解釈がとられていました

が、2004 年にすべての走者は、盗塁行為の有無に関係なく、ボークによって一個の塁が与えられ

ると改正されています。つまり、「便宜上のボーク」という概念は消え、「普通の」ボークの取り扱い

がされるように変わりました。また、不正規の投球のときはボークだけ適用されるというのは、ボー

ク即ボールデッドという以前の考え方が踏襲されて、そのために従来の[注三]がずっと残されてき

ましたが、この特例的な考え方は他の条文との整合性からいっても改めるべきとの考えから、今

回の改正に至りました。 

 ■７．０９(e)の改正 

アウトになったばかりの打者または走者、あるいは得点したばかりの走者が、味方の走者に対

する野手の次の行動を阻止するか、(以下略) 

 この改正も実戦において、これまでと何ら変わるものではなく、規則上明記がされたというだけ

です。 
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例を挙げましょう。走者二、三塁で、打者がレフト前にヒット。二塁走者も三塁を回って本塁に

突っ込んできた。ところが、先に生還していた三塁走者が、走者にスライディングの指示などを与

えるため本塁付近にいて、守備側の二塁走者に対する守備の邪魔をしたような場合が、これに当

たります。 

 ■８.０５ペナルティ[注一 1 末尾の次の文章を削除 

なお、“その他"には捕手またはその他の野手の打撃妨害を含まない。 

 今回の改正の中で最も大きな改正といえます。なぜかというと、実はこの文章は 1999 年に一

度削除され、翌年にまた復活したという歴史があります。その理由は、削除して「その他」に打撃

妨害を含むとしたものの、なぜ先人たちは 1957 年以降 40 年にわたって「打撃妨害を含まない」と

したのか、また 6.08c、7.04d、7.07 との整合性が保たれるのかといった疑問が生じたためでした。 

しかし、現在は“その他"の解釈は、原則何でもよいに変わってきていること、また前述の通り

7.07 の本文の解釈も変わり、そして今回 7.07[注三]も改正になったこと、および前回問題となった

他の条文との整合性についても逆に削除した方が整合性が図れるとの判断ができたことから、長

年の研究課題であった「その他に打撃妨害を含むか否か」という問題に決着をつけた次第です。

これまで 7.07[注三]の存在が最大のネックだったわけですが、それを不正規の投球を含むと変え

たことで、いわば障害がなくなり、この“なお、以下”の文章の削除が比較的すんなりとできたと

思っています。 

 

■２.７４ストライクゾーンの変更 

１９９７年にストライクゾーンの低目が「ひざ頭の上

部」から「ひざ頭の下部」に改正になった際、アマ

チュアは規則の改正に伴う混乱を避けるため、ア

マ内規を設け、「アマチュア野球では、ストライク

ゾーンの下限に関してだけ、ボールの全部がひざ

頭の下部のラインより上方を通過したものとする。」

としてきました。 

そのアマ内規ストライクゾーンの変更を、今回思

い切って廃止することにしました。その理由は次の

通りです。 

(1)すでに内規制定以来、10 年以上経過しているこ

と。(2)野球の一番の根幹であるストライクゾーンに

ついて、プロとアマ、アマと海外とが異なるといった

ダブル・スタンダードの状態は不自然であること。

(3)技術的な面でも、例えば審判用具がチェストに

なって非常に低目が見やすくなり、以前に比し、著

しく低目の判定が向上していること。(4)ストライク

ゾーンの改正は過去にも何回かあるが、その都

度、審判員は的確に対応してきており、十分混乱は回避できる能力があると思うこと。(5)確かに

理論上はボール 1 個分低目に下がるが、しかし、実態はルール通りに近い形で低目は定着して

きており、現状通りで対応が可能なこと。(6)さらには、ストライクゾーンが広がったという意識で投
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手は攻めの投球が、打者は積極的な打撃に変わると期待できることなどから、現行アマ内規①の

ストライクゾーンの低目に関するアマだけの制限を廃止することにしました。 

日本アマチュア野球規則委員会としては、今回のアマ内規廃止を機に、ストライクゾーンの運用

について審判員には勇気を持ってルール通りにストライクを取っていくようにと指導し、そしてアマ

チュアの野球がテンポの良い、攻撃的な野球に発展していくことを願っています。 

ベースボールは本来、打って、走るというスポーツであるという原点に戻ることで、多くのファン

に感動を与えることができ、さらに支持が得られると確信しています。 

■ヘルメットの着用義務 

アマチュア野球では、前述した米・マイナーリーグでの三塁ベースコーチが打球に当たって死亡

したという事件を教訓にして、選手たちの安全対策から、(1)ベースコーチのヘルメット着用義務、

および(2)打者、走者ともに両耳フラップヘルメットの着用義務を今年度から課すことにしました。遵

守方よろしくお願いします。 

■「ミットを動かすな」キャンペーンの実施 

最後に、日本の野球は残念ながらマナーの面で国際的に非常に遅れていると言わざるを得

ず、今年度からアマ全体で次のキャンペーンに取り組むことにしました。 

昨今、投球を受けた捕手がボールをストライクに見せようとの意図でキャッチャーミットを動かし

たり、あるいは球審の“ボール!”の判定に抗議するかのように、しばらくミットをその場に留め置くと

いった行為が目立ちます。 

これらは、いずれも審判員をあざむこうとしたり、審判員を侮蔑したりするアンフェアな行為で、

国際的にも大変ひんしゅくを買う、恥ずべきことです。世界の野球のリーダー国たる日本が、いつ

までもこんなマナーの低い野球をやっていてはいけないと思います。 

よって、アマチュア野球では、マナーアップ、フェアプレイの両面から、以下のような行為を止め

させる運動に着手します。 

(1)捕手が投球を受けたときに意図的にボールをストライクに見せようとミットを動かす行為 

(2)捕手が自分でストライク・ボールを判断するかのように、球審がコールする前にすぐミットを動

かして返球態勢に入る行為(判定は球審の仕事です。球審が正しく判定できるように少しの

間捕球した位置にミットを留め置くことが望ましい) 

(3)球審のボールの宣告にあたかも抗議するかのように、しばらくミットをその場に置いておく行

為 

以上で、2009 年度の規則改正の解説を終わりますが、今年は 2016 年にオリンピックの種目とし

て野球が復活できるかどうかの大変重要な年に当たります。ぜひマナーの良い、テンポの良い、

攻撃的な野球を展開し、多くの人に感動を与え、多くの人に見ていて面白いと言われるような野球

に変貌していくことを期待しています。 
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２０１０年度改正規則解説 

－改正理由と適用上の解釈について－ 

日本野球規則委員会委員 麻生紘二 

 

 

日本野球規則委員会は、 去る1月28日、今年度の規則改正を発表しました。ただ、今年度も原

文のOfficial Baseball Rulesの改正が遅れたため、昨年度すでに改正済みになっていたものを、

わが国の規則書に反映させたに留まりました。 

 今年度は以下の通り、12ヵ所の改正となりましたが、目新しい規則としては、両投げ投手の規定

が追加されたことです。 

(1) 2.44 (d) の改正 

(2) 3.10 (c) および同 [原注] の削除 

(3) 4.01 (d) の改正 

(4) 4.01 (d) [原注] の追加 

(5) 4.12 (d) 削除 

(6) 6.02 (d) (1) [原注] の改正 

(7) 6.05 (i) の改正 

(8) 7.09 (b) の改正 

(9) 7.00補則(A)(e)(5)の改正 

(10) 8.01 (f) の追加 

(11) 8.01 (a) (2)～(6) ペナルティ (a) の改正 

(12) 8.02 (b) の改正 

 以下、改正理由について解説をしていきますが、 上記の(2)～(5)は、プレイの中断に関する条文

の再整理に伴う改正ですので説明を省略します。 

 

■2.44(d)の改正 

 観衆の妨害 一一観衆がスタンドから乗り出したり、または競技場内に入って、(1)インプレのボー

ルに触れた場合、(2)インプレイのボールを守備しようとしている野手に触れたり、じゃまをした場

合に起こる。 

 これまで、観衆の妨害は、観衆がインプレイのボールに触れた場合と定義されていましたが、 そ

の説明不足を補って、今回の改正で守備しようとしている野手を妨害した場合も含むと明記されま 

した (関連:規則3.16)。 

 

■6.02 (d) (1) [原注] の改正 

冒頭に次の文章が追加されました。 

球審は、打者の違反がちょっとした不注意であると判断すれば、その打者のその試合での最初

の違反に対しては、自動的にストライクを宣告せずに、警告を与えることもできる。 

 602 (d) は、マイナーリーグにだけ適用されている規則ですが、このように打者が打席を外すこと

については大変厳しく対処しています。わが国においても打者が頻繁に打席を外すのが目立ち、

それが試合時間の遅延につながっていることはいうまでもありません。わが国のアマチュア野球

においても、この6.02 (d)の規定を念頭に置きながら、無駄な時間の排除に向けて、打者に対する

指導を継続していきたいと考えています。 

 

■6.05 (i) の改正 

 打者が、打つか、バントをした後、一塁に走るに当たって、まだファウルと決まらないままファウル

地域を動いている打球の進路を、どんな方法であろうとも故意に狂わせた場合。 

■7.09 (b) および7.00補則(A)(e)(5)の改正 

打者または走者が、まだファウルと決まらないままファウル地域を動いている打球の進路を、ど



 87 

んな方法であろうとも、故意に狂わせた場合。 

上記は、いずれも昨年までの 「ファウルボールの進路を」という表現を、正確かつ丁寧に言い

換えたものですが、お気付きのように、この表現は1999年まで使われていました。したがって、ま

た元の表現に戻ったということができます。 

2000年に改正した際は、原文通りに割り切って 「ファウルボールの進路を」 (the course of a 

foul ball)と訳しましたが、厳密には規則2.32に基づき、最終的に 「ファウルボール」 と認定される

までは、 ファウル地域を動いている打球はまだファウルかフェアかは確定していないわけで、表

現の仕方としては正確性を欠いていたといえます。ただ、そのことは日本野球規則委員会では承

知の上で、あえて簡潔に 「ファウルボールの進路を」とした経緯がありました。 

なお、念のため、 「ファウル地域を動いている打球」とは、ゴロの打球だけに限定されず、インフ

ライトの打球を含めた、ファウル地域に打たれたすべての打球が対象となることは言うまでもあり

ません。 

また、6.05 (i)は、打者走者の妨害で、ただちにボールデッドとなって打者走者にアウトが宣告さ

れますが、7.09 (b)は、打者に加えて、走者、つまり 「三・本間を走っている走者」が妨害した場合

の規定です。この場合の処置について整理しておきますので参考にしてください。 

①打者のボールカウントはストライクにカウントする (2ストライク以前)。 

②確実に併殺プレイが完成すると審判員が判断した打球 (インフライト)を妨害した場合は、打者

と走者の2人にアウトを宣告する (二死以前)。 

③打者のボールカウントが2ストライク以後にスクイズプレイやバントが行われ、その打球を妨害し

た場合は、スリーバント失敗で打者アウト、そして走者には妨害で、アウトが宣告される (二死以

前)。 

④二死以後に妨害が発生した場合は、ボールカウントに関係なく、打者にアウトを宣告する。 

 

■8.01 (f) の追加 

投手は、球審、打者および走者に、投手板に触れる際、どちらかの手にグラブをはめることで、

投 

球する手を明らかにしなければならない。 

投手は、打者がアウトになるか、走者になるか、攻守交代になるか、打者に代打が出るか、あ

るいは投手が負傷するまでは、投球する手を変えることはできない。投手が負傷したために、同

一打者の打撃中に投球する手を変えれば、その投手は以降再び投球する手を変えることはでき

ない。 投手が投球する手を変えたときには、準備投球は認められない。 

投球する手の変更は、球審にはっきりと示さなければならない。 

この新しい規則は、両投げ投手に対する規定です。要約すれば、 

1) 投手は、投手板に触れるときに、どちらの手で投げるかを明確にする。それはグラブをはめ 

た手で判断する。 

2) 同一打者の打撃中に、原則投げ手を変えることはできない。 

3) 投げ手を変更した際の準備投球は認めない。 

 ことが規則として明記されました。 

 わが国でも、1987年に南海ホークスに近田豊年投手が入団し、両投げ投手として話題を呼びま

した。このときのパ・リーグの規則委員会では、投手は、 「投手板につく前にどちらで投げるかを

打者に知らせる」と取り決めたということです。その後、両投げ投手がわが国で登場したという

ニュース は耳にしておりません。 

 ところが、2008年に米国・マイナーリーグでパット・ベンディットという両投げ投手が現れ、しかもそ

の投手はこの年ヤンキースが20巡目に指名した選手ということで、大いに注目を集めたそうです。 

 話題性に拍車をかけたのが、そのデビュー戦で、9回に登板し、二死を取った後に迎えたのが、

面白いことにスイッチヒッターだったというのです。 “両投げ投手対両打ち打者の戦い"となりまし

た。 

 このとき、 打者が左打席に入るのを見て、投手は特注グラブ (指が6本、網が2つ) を右手には
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めると、それを見た打者が右打席に移動、すると投手は、今度はグラブを左手にはめる、また打

者は……と、 これが延々5分間も繰り返されたそうです。 

 最後は見かねた球審が両監督と協議の末、 「打者が最初に左右を決める」と裁定し、結局右対

右で、 三振でゲームセットとなりました。 

 その後、 「投手が先に投げ手を決める」ことが大リーグで決められ、この事件が引き金となって、 

2009年にOfficial Baseball Rulesに追加され、今年のわが国の規則書にもお目見えとなったという

次第です。 

 その後、この期待されたべンディット投手は、まだメジャーには昇格していないものの、マイナー

リーグで抑えとして活躍しているそうです。 

 

■8.01 (a) (2)～(6) ペナルティ (a) の改正 

 .投手はただちに試合から除かれ、自動的に出場停止となる。マイナーリーグでは、自動的に10

試合の出場停止となる。 

 

■8.02(b)の改正 

 本項に違反した投手はただちに試合から除かれる。さらに、その投手は自動的に出場停止とな

る。 マイナーリーグでは、自動的に10試合の出場停止となる。 

 投手がボールを傷つけたり、ボールに異物を付けたりすることは、投手の禁止事項ですが、それ

に違反した場合、マイナーリーグでは10試合の出場停止という厳罰を科すと改められました。マイ

ナーリーグは、メジャーの教育機関の性格を有しており、技術的な問題に加えて、このマイナーで

スピー ドアップとかフェアプレイとかマナーとかが教え込まれるようになっています。この点、わが

国のプロ 野球の二軍とはいささか性格を異にしています。 

 ちなみに、アマチュア野球では、本項ペナルティを適用せず、1度警告を発した後 (もちろんボー

ルは交換する)、なおもこのような行為が継続されたときには、その投手を試合から除くとしていま

す。 

 

＜規則適用上の解釈とアマ球界の取り組み事項＞ 

 改正規則の解説は以上ですが、次に規則適用上の解釈ならびにアマチュア野球界の取り組み

事項について述べます。 

 

■7.09(e)について 

 昨年、 7.09 (e) に 「得点したばかりの走者」 の妨害が追加になったことはご承知の通りです。

まずは次の例題2つを見てください。 

 

【例題 1】 

 一死走者三塁。打者が投手左前に当たり損ねのゴロを打った。投手はそれを捕って本塁に突っ

込んできた三塁走者をアウトにしようと本塁に送球した。しかし、走者はうまくスライディングして本

塁はセーフ。その後、捕手は一塁へ転送しようとしたが、その走者に足を払われ、投げることがで

きなかった。この場合の審判員の処置は? 

 

【例題 2】 

 二死走者三塁。上記と同じように、投手は本塁に送球した。セーフ。その後、その走者が捕手の

足を払ったため、捕手は一塁に投げることができなかった。この場合の審判員の処置は? 

 この2つの例題の違いはお分かりかと思います。 【例題1】は、まさに7.09 (e) の 「得点したばか

りの走者」の妨害に当たり、守備の対象になった打者走者がアウトを宣告され、得点1、二死走者

なしで試合再開となります。 

 では、 【例題2】の場合はどうでしょう。二死の場合は少し状況が変わってきます。 「本塁を踏ん

だ三塁走者」は、まだ 「得点したばかりの走者」 とはいえず、正確には 「本塁を踏んだ走者」 ま
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たは 「仮に得点したばかりの走者」 となります。この場合、厳密にいえば 「得点したばかりの走

者の妨害」 ではなく、 「味方のプレーヤーの妨害」 によって、アウトが打者走者に宣告されま

す。したがって、二死で、打者走者が一塁に達するまでにアウトになれば、規則4.09 [付記] およ

び同 (1) によって、 得点は記録されないということになります。もちろん 「仮に得点した走者」 も

広義で 「得点したばかりの走者」 に含めて規則を適用してもよいのではとの考え方もあります。 

いずれにしても、このケースは、「味方のプレーヤーによる妨害」 または 「(仮に) 得点したば

かりの走者の妨害」 によって、打者走者はアウトを宣告され、それが三死に当たるため、三塁走

者が本塁に進んでいても、それは得点として認められないとなって、得点0でチェンジとなります。 

 この規則がなぜ生まれたのか、調べましたら、以前、次のようなプレイがメジャーで起こったそう

で、 そのプレイがきっかけになって規則ができたと推測されます。ただ、最近実際にメ ジャーで

同じようなプレイがあったのかはまだ確認ができておりません。 

1995年6月25日、アストロズとレンジャーズとの試合で、走者一、二塁で打者がレフトにヒット、

左翼手からの返球を捕手がこぼし、二塁走者ホームイン。その走者がこぼれたボールを手で動か

してしまった。捕手は、そのボールをつかんで三塁を狙っていた一塁走者を刺そうと三塁に送球、

しかしセーフ。球審は、本塁に達した二塁走者がボールに触れたことを妨害とみなし、三塁でセー

フとなった一塁走者に妨害によるアウトを宣告した。得点をした走者の妨害は、当時ルールブック

には規定されておらず、そのため球審は、『アウトになった走者の妨害』 の規定を参考に、9.01 

(c) に基づき、 自己の裁量で判定を下したということであった。 

参考まで。 

 

■ミットを動かすなキャンペーン 

次に、昨年度アマチュア野球界では、マナーアップ、フェアプレイの両面から 「ミ ットを動かすな」 

キャンペーンを展開しました。このキャンペーンの趣旨は広く理解され、まだ完ぺきとはいきませ

んが、かなり徹底してきたと評価しています。今年度も継続してこの運動に取り組んでまいりま

す。 

 あらためて、この運動でやめさせようとしている行為を記しておきます。 

(1) 捕手が投球を受けたときに意図的にボールをストライクに見せようとミットを動かす行為 

(2) 捕手が自分でストライク、ボールを判断するかのように、球審がコールする前にすぐミットを動

かして返球態勢に入る行為 (判定するのは球審の仕事です) 

(3) 球審のボールの宣告にあたかも抗議するかのように、しばらくミットをその場に置いておく行為 

 

■キャッチャースボックスからでるな 

最近目立つのが、捕手がキャッチャースボックスから足を出して構える姿勢です。果たしてこの

行為は規則上、問題ないのでしょうか。キャッチャースボックスは、もともと1954年までは図1の通

り、三角形でした。それが、故意四球が多過ぎて野球が面白くない、 試合時間が長引く、打者の

バットが到底届かないところに捕手が構えてベース

ボールが持つ本来の、打って、走るスポーツの醍醐

味が損なわれるといった野球ファンの不満を買って、 

1955年に今の矩形に改正になり、捕手は狭いところ

に押し込められる格好となりました。 

 ちなみに、規則では次のようにうたわれています。 

2.17 キャッチャースボックス一一投手が投球するま

で、捕手が位置すべき場所である。 

4.03 (a) 捕手は、ホームプレートの直後に位置しなけ

ればな らない。故意の四球が企図された場合は、

ボールが投手の手を離れるまで、捕手はその両足を

キャッチャースボックス内に置いておかねばならない

が、その他の場合は、捕球またはプレイのためならい
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つでもその位置を離れてもよい。ペナルティ ボークとなる。 

 8.05（ｌ）故意四球が企図されたときに、投手がキャッチャースボックスの外にいる捕手に投球した

場合。 

【注】“キャッチャースボックスの外にいる捕手”とは、捕手がキャッチャースボックス内に両足を入

れていないことをいう。したがって、故意四球が企図されたときに限って、ボールが投手の手を離

れないうちに捕手が片足でもボックスの外に出しておれば、本項が適用される。 

 以上のように、故意四球が企図されたときに捕手が片足でもボックスの外に出して構えれば、

ボークとなると明記されています。では、故意四球以外の場面では構わないのか、例えば、投手

に2ストライクからボ一ル球を投げさせようと極端に捕手が外側に寄って、しかも両足をボックスの

外に出して構えることは許されるのか、といった疑問が浮かんできます。 

私は、そもそもキャッチャースボックスはなぜ作られているのかということを考えたときに、前述

の規則を素直に解釈すれば、捕手の位置する場所を制限しているのだから、常にボールが投手

の手を離れるまではこのボックスの中で構えないといけないと思っています。また、打者のバッ ト

が届かないようなところに構えることを禁止する目的で三角形から現在の矩形に変わったというこ

とを併せ考えても、そう言えると思います。打てるところにボールを投げなさいというのが、ベース

ボールの原点です。 

規則4.03では、例えば一塁手が片足をファウル地域に出して構えていれば、球審は一塁手に

警告した上でフェア地域に戻し、プレイをかけ直すことになっています。試合開始のとき、捕手を除

く すべての野手はフェア地域にいなければならないと規則で決められているのと同様に、捕手は

キャッチャースボックス内にいなければいけないと考えます。 

故意四球の場合は、違反すればボークとする (もちろん走者が塁にいる場合) とはっきりして

いますが、走者がいない場合で故意四球以外のときのペナルティについては、規則書では明確に

はなっていません。反則投球としてボールを宣告するという意見もありますが、アマチュア野球で

は、 今年度は是正のための指導期間と位置付け、足を出して体の大部分をキャッチャースボック

スから外に出して構えている捕手がいれば注意指導をしていくことにしました。 

この運動は 「正しい野球の推進」のいわば第2弾といってよいと思います。 

 

■ストライク・ボールのカウント方法の変更 

突然、プロ野球審判委員会が、今年からカウント方法をストライク・ボールからボール・ストライ

クに変更することを発表しました。大いに反響を呼びました。 

アマチュア野球では、高校野球が1997年の春の選抜大会からボール先行型に踏み切っていま

す。 その後、2度ほどアマチュア規則委員会で変更の話が出ましたが、その都度 「時期尚早」 と

いうことで見送られてきました。実は今年のプロ・アマ合同委員会にもアマ側から提案は投げ掛け

ていましたが、時間切れで議論に至らなかった経緯がありましたので、プロ側の突然の決定には

驚きました。 できたらプロ・アマ一斉に変更の形をとりたかったのですが、それでもプロが勇断し

てくれたおかげで、アマチュア野球界もすんなりと変更を受け入れることができます。その上、最

近は国際大会が増 えたことや、衛星放送でメジャーの試合を見る機会が増えたことで、ボール・

ストライクのカウント方法にも耳が慣れ、受け入れの土壌づくりを大いに推進してくれたと思いま

す。 

 全日本大学野球連盟は2月7日の審判部会で、また日本アマチュア野球規則委員会でも 2月12

日の総会でカウント方法を変更することを確認しました。ストライク先行はわが国の文化だといわ

れてきましたが、これでわが国では、今年から社会人も軟式も含めてプロ・アマ全体がボール先

行型に変わることになりました。しばらく戸惑いはあると思いますが、早く国際基準に慣れていた

だくよう願っています。 

        

 以上で2010年度の規則改正、規則適用上の解釈ならびに今年度の取り組みについての解説を

終わります。引き続きマナーのよい、テンポのよい、そして攻撃的な野球の発展に向けて関係者

の皆様にご尽力いただくようお願いします。 
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2011年度 改正規則解説 

～改正規則と規則適用上の解釈について～ 

麻生紘二＜日本野球規則委員会委員＞ 

 

■改正規則の解説～規則の改正は１７か所 

 

日本野球規則委員会は、去る1月28日、今年度の規則改正を発表しました。 今年度もすでに改

正済みの原文のOfficial Baseball Rules の改正を1年遅れでわが国の規則書に反映することに

なりました。 

 今年度は以下の通り、17カ所の改正となりました。 一見、大改正のように見えますが、そのほと

んどが表現の修正、あいまいな表現の明確化、実務の明文化、条文の再整理等です。 

(1〉 1.04、 3.01 (b) の改正 

(2) 野球競技場区画線 (1) の改正 

(3) 1.06の改正 

(4) 1.10 (a) (b) の改正、 同 (c)[原注] の追加 

(5) 1.16の改正 

(6) 244 (c) の改正および [原注]の追加 

(7) 3.10 (a) および同 [例外] の改正 

(8) 4.01 (a) (b) の改正および同(c) の追加 

(9) 509 (b) の改正および [原注]の追加 

(10) 5.10 (f)、 6.05 (a) [原注]、7.04 (c) の [注] を削除 

(11) 6.05 (g) の追加 

(12) 6.05 (h) の追加 

(13) 6.06 (d) [注] の追加 

(14) 6.10の改正 

(15) 7.05（ｊ）を削除し、 7.04 (e)の追加 

(16) 8.02 (a) (1) の追加 

(17) 9.02の改正 

 では、 上記のうち、主な改正について、あるいは重要と思われる改正について解説をしていき 

ます。 

 

■1.10 (a) (b)の改正 

(a) バットは滑らかな円い棒であり、太さはその最も太い部分の直径が2.61インチ (6,6㌢) 以下、

長さは42インチ(106.7㌢) 以下であることが必要である。バットは一本の木材で作られるべきであ

る。 

(b) カップバット (先端をえぐったバット) バットの先端をえぐるときには、深さ1インチ (2.5㌢) 以

内、 直径1インチ以上2インチ (5.1㌢) 以内で、しかもそのくぼみの断面は椀状にカーブしていな

ければならない。なお、この際、直角にえぐったり、異物を付着させてはならない。 

 

 最近、木製バットの破損が目立ちます。特に、その折れ方がぽっきり、あるいは裂けるといった

状態から、木片が飛び散るケースが増え、非常に危険視されるようになりました。その原因とし

て、 材質やバットの乾燥の仕方の変化などが考えられ、MLBでも全バットの材質、木目、太さの

調査や折れたバットの検証などを行い、その結果従来の2.34インチ (7.0㌢) から2.61インチ (6.6
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㌢)以内へと細くなりました。一方では、MLBの内部規則で、木目が見えること、握りの部分は0.86

インチ (2.18㌢)より細くしてはいけないこと、折れやすい材質の禁止 (例えばメープルの一部) な

ど細部にわたってバットヘの規制がかけられています。 

 この改正を受けて、わが国はどうするかを検討しました。まずはバットメーカーに対してバットの

実態がどうなっているかアンケート調査を行いました。それで分かったことは、ほぼすべて、6.6㌢

以下のバットが使われているということでした。 

 従って、改正しても影響はないと判断して、わが国の規則書にも反映させることとしたものです。 

ただ、今年1年間は猶予期間として新旧の規格いずれも公式試合での使用を認めることにしまし

た (プロ野球も同様の処置)。 なお、金属バットヘの影響はありません。 

 

■1.16の改正 

  すでにわが国では、ベースコーチャーも含め、万が一の事故に備えてヘルメットの着用が義務

付けられていますが、規則書にもプレーヤーをはじめ、 試合に携わっている者すべてがヘルメッ

トを着用するよう今回明記されました。 

 

■2.44（ｃ）、5.09（ｂ）の改正 

  審判員の妨害の項ですが、これまでの規則適用上の解釈を明文化して、捕手の送球動作に

は、盗塁を阻止しようとする捕手の送球動作、塁上の走者をアウトにしようとする捕手の送球動作

及び投手への返球が含まれ、捕手が送球しょうと手が球審に当たって送球ができなかったり、 

ボールを落としたりするなどして、審判員が妨害したら、ボールデッ ドにして走者を元の塁に戻す

処置を取ります。 

 

■5.10（ｆ）、6.05(a)【原注】、7.04（ｃ）の【注】削除 

 今年の最大の改正です。 2007年にダッグアウト内での捕球は危ないので禁止になったとき、わ

が国では、この際ボールデッ ドの箇所の取り扱いはすべて同じにしようではないか、その方が分

かりやすいのではないかと考え、日本[注] をつけて、原文とは異なる解釈をしてきました。 

 つまり、野手が捕球後にダッグアウトに踏み込んだ場合、原文ではダッグアウトの中で野手が倒

れ込まない限りインプレイで、そこから送球することも可能でした。しかし、わが国では、倒れ込ま

なくても、ダッグアウトに踏み込んだだけで即ボールデッドにして、走者に1個の塁を与えてきま し

た。 

 ところが、わが国のグラウンドの実態を見ると、そのほとんどがベンチ方式で、ラインを引いてこ

こから先はボールデッ ドの箇所を表示して対応していました。その現場からは、そんなグラウン 

ドで一歩踏み込んだだけで即ボールデッドにするより、プレイが続けられるのなら試合を止めずに

続けさせた方がよいではないか、との声が強く上がり、今回思い切って原文と合わせることにしま

した。かといって、プレーヤーの安全を軽視したわけでは決してなく、区々ある球場、球場でプレー

ヤーの安全には最大の注意を払ってほしいと思います。 

 

 ここで、 関連するプレイを整理しておきますので参考にしてください。 
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ダッグアウト内での捕球 ×認めない 

スタンド内での捕球 ×認めない 

捕球後、ダッグアウト内に踏み

込んだ後 

×倒れ込めばデッド (走者

は1個) 

○倒れ込まなければインプ

レイ 

捕球後、スタンド内に踏み込ん

だ後 

×倒れ込めばデッド (走者

は1個) 

×倒れ込まなくてもデッ ド

(走者は1個) 

注：ダッグアウトに隣接したカメラマン席は通常スタンド扱いですが、球場によって取り扱いが異な

る場合がありますので、球場の特別ルールに注意してください。 

 

■6.05 (ｇ) (h) に追加 

(g〉 ただし、打者がバッタースボックス内にいて、打球の進路を妨害しょうとする意図がなかったと

審判員が判断すれば、打者に当たった打球はファウルボールとなる。 

(h) 打者がバッタースボックス内にいて、打球の進路を妨害する意図がなかったと審判員が判断

すれば、打者の所持するバットに再び当たった打球はファウルボールとなる。 

 

 打者がバッタースボックス内にまだいるときに、打球に当たった場合はファウルボール、打者の

所持するバットに打球が再び当たった場合もファウルボールとなります。 

 では、 「バッタースボックス内にいるとき」 とはどういう状態を言うのでしょうか。打者の両足が

バッタースボックス内にあって打球に当たったときはファウルボール、打者の両足がバッタース

ボックスの外にあって打球に当たったときは打者アウトで疑いの余地はありませんが、次の場合

はどうでしょう? 

(イ) 右打者がバントして一塁へ走り出そうとして、片方の足はボックス内についていたが、もう一

方の足はボックス外の上方空間にあったときに、打球に当たった 

(ロ) 右打者がバントして一塁へ走り出そうとして、片方の足はボックス外についた状態で、もう片

方はボックス内の上方空間にあった 

バッタースボックス内に残っていたかどうかは、そのときの打者の動きによって判断する必要が

あり、まさに審判員の判断によるわけですが、「片方の足がバッタースボックス内に残っている状

態で打球に当たればファウルボール」 「片方の足がバッタースボックスの外に出て当たれば、打

者はアウト」 との解釈をとります。 

 従って、上記の (イ)のケースはファウルボール、 (ロ)のケースはボックスの外に出て当たったと

みなされ、打者はアウトが宣告されます。 

 ただし、上記の説明は、机上での話というか、コマをストップさせた状態での話であって、実際は

打者の動作は流れており、打者がバッタースボックスに残っていたか、それとも出ていたかは、一

に球審の判断によるのだということを誤解のないように強調しておきます。 

 

■6.10の改正 

 指名打者の項ですが、箇条書きに再整理されて非常に見やすくなりました。そして、新たに、指

名打者の特定を忘れた場合の処置について追加がなされています。 

 

■8.02(a)(1)に追加 

 ただし、 投手板を囲む18フィートの円い場所の中にあっても、投手板に触れる前に投球する手

をきれいに拭けば、この限りでない。 
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 メジヤ一の試合を見ていると、投手が投げ手の指を口に持っていくしぐさをよく目にしますが、従

来は18フィートの外であれば大目に見て許されていました。 

 こういう投手が多く、審判員にとっても18フィートの中か外かいちいちチェックするのが大変という

ことでしょうか、中でもいいよ、ただし投手板を踏む前に、その手または指をきれいにふき取りなさ

いよということになりま した。 

 これに違反したら、アマチュアの場合は、その都度警告し、ボールを交換させます。くり返せばそ

の投手の退場もあり得ます。 

 

■9.02の改正 

① (a) 審判員の判断に基づく裁定は最終のものであるから、プレーヤー、監督、コーチ、または

控えのプレーヤーが、その裁定に対して、異議を唱えることは許されない。 

② (c) 審判員が協議して先に下した裁定を変更する場合、審判員は、走者をどこまで進めるかを

含め、すべての処置をする権限を有する。この審判員の裁定に、プレーヤー、監督またはコーチ

は異議を唱えることはできない。異議を唱えれば、試合から除かれる。を追加 

 

審判員の裁定は最終のものであって、異議を唱えることはできないということを強調するため

に、ここでは太字にしました。 審判員の裁定に文句を言ったり、すぐにダッグアウトを飛び出して

きて罵声を浴びせたり、挙げ句には暴力を振るったりする光景を、残念ながら時折目にします。こ

れは、特にジャッジメント・コールに対しては、規則からいっても、審判員へ敬意を払うという点から

しても、決して許されることではありません。 

 監督の態度、発言を見て、選手たちは育っていきます。 監督の審判員に対する批判的・侮辱的

な態度、発言を見て、それが選手たちにも当たり前の行動となって、自分たちも大きくなって同じこ

とを繰り返します。 

 特に、少年野球の指導者にとっては、審判員および相手チームに対するリスペクト (敬意) の念

を教えることが、何にもまして重要なことだと考えます。 

 残念ながら、わが国においてはこの点が欠けています。 

 

■規則適用上の解釈 

改正規則の解説はこれで終わりますが、次に昨年規則委員会で議論されたことや質問が寄せ

られた中から、2つだけ取り上げて規則適用上の解釈を記 しておきます。 

 

１、 6.06（ｃ）【原注】後段について 

「打者が空振りし、自然の打撃動作によるスイングの余勢か振り戻しのとき、その所持するバッ

トが、捕手がまだ確捕しない投球に触れるか、または捕手に触れたために、捕手が確捕できな

かったと審判員が判断した場合は、打者の妨害とはしないが、ボールデッドとして走者の進塁を許

さない……」 と規定されています。 

 まずはっきりしておきたいのは、ただ単に捕手に触れただけでは、あるいは何が何でも捕手に触

れればすべてボールデッドとなるのではないということです。また、捕手に触れることは触れたが、

捕手が構わず普通に送球したような場合は、妨害行為はなかったように進み、インプレイとすると

いうことです。もちろん、ボールデッ ドにするかどうかは審判員の判断によります。 

 具体的事例を整理すると以下の表のようになりますので、参照していただきたいと思います。 
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 事例 処置 

事例1 捕手またはミットに触れることは触れた

が、その後のプレイに問題ないような

ケース 

そのままプレイを続ける。何でも触れたか

らといってボールデッドにするものではな

い。 

事例2 捕手またはミットに触れたが、捕手は構

わずプレイをして、例えば塁上の走者を

アウトにしたケース 

そのプレイは生きる。他の走者の進塁も

認められる。 

事例3 捕手またはミットに触れ、捕手のその後

のプレイに邪魔になったり、支障をきたし

たケース 

打者の妨害とはしないが、ボールデッ ド

にして走者を戻す。 

事例4 捕手またはミットに触れ、まったく捕手が

次のプレイができなかったとき 

同上 

事例5 打者が故意に捕手またはミットに触れさ

せたケース 

打者の妨害。打者アウトで、走者は戻る。

妨害行為があっても、走者をアウトにでき

れば、妨害はなかったものとしてそのア

ウトを認め、妨害と関係なくプレイは続け

られる。 

事例6  第三ストライクに当たるときは、それに

よって確捕できなかった場合は、打者に

はアウトが宣告される。 

  

２、イリーガルピッチへの対応 

 投手がイリーガルピッチをしたとき、例えば自由な足を途中で止めたりしたとき、その時点で即

ボールデッドにするのか、あるいは投球が完了した時点で、イリーガルピッチのペナルティー 

(ボールの宣告) を適用するのか、どちらが適切な判断となるのでしょうか。 

   正しい処置は以下の通りです。 

   イリーガルピッチでも、打者は打とうと思えば打てるわけですから、球審は“イリーガルピッ

チ！” と発声するのみで、投球が完了した (捕手が捕球した) 時点、あるいは打者が飛球を捕ら

れたりして一塁へ進めないことが確定した時点で、イリーガルピッチのペナルティーを適用します。 

   球審は、投手に対し、上げたひざをたたいてイリーガルピッチであったことを知らせ、公式記録

員に向かって左手を上げて “ワン・ボール！”をコールし、ボールカウントを明示します。 

   では、投手が投げなかったときはどうなるでしょうか。例えば、投手が、自由な足を止めて、“イ

リーガルピッチ！” と宣告され、その時点で投球を止めてしまったような場合は、投手が投げなけ

れば “イリーガルピッチ”にはならず、投手には投球を最初からやり直させる (投球はないから当

然ボールのカウントはありません) ことになります。 

   最後に、昨年まで取り組んできた捕手に対する 「キャッチャーミットを動かすな」 「キャッ

チャースボックスから出るな」 キャンペーンヘの継続的取り組みをよろしくお願いします。 

          * 

    以上で2011年度の規則改正及び規則適用上の解釈の解説を終わります。試合を行う際は

引き続きマナーアップ、 スピードアップに留意して、正しい野球の推進に向けてご尽力いただくよ

う関係者の皆様にお願い申し上げます。 
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2012年度 改正規則解説 

～改正規則と規則適用上の解釈について～ 

麻生紘二＜日本野球規則委員会委員＞ 

 

■改正規則の解説～規則の改正は７か所 

(1)2.76に追加 

(2)3.15の改正 

(3)6.05(o)の追加 

(4)7.08(l)の追加 

(5)7.11の改正 

(6)8.02(a)(1)の追加 

(7)8.05ペナルティ[注一]の削除 

 では、以下これらの改正について解説をしていきます。 

 

■2.76に追加 

しかし、塁または走者に触れると同時、あるいはその直後に、ボールを落とした場合は、“触球”

ではない。 

野手が塁または走者に触れた後、これに続く送球動作に移ってからボールを落とした場合は、

“触球”と判定される。 

 要するに、野手が塁または走者に触れた後、野手がボールを確実につかんでいたことが明らか

であれば、これを落とした場合でも、“触球”と判定される。 

 

 TAG(触球)の定義が、2.15のCatch(捕球)の平仄（ひょうそく）に合わせる形で追加されました。塁

または走者にタッグ(触球)した後も、野手は確実にボールを保持していなければならないと明確に

定義され、タッグ(触球)と同時に、野手のグラブからボールが飛び出したような場合には、タッグ

(触球)とはならないということです。 

審判員も、タッグ(触球)かどうか、キャッチ(捕球)と同様、判定を急ぐことなく、確実にボールが保

持されていることを確認してから判定をするようにしなければなりません。 

 

■3.15の改正 

①二段目のカッコ内を次のように改める。(傍線部を改正) 

(試合に参加している攻撃側メンバーまたはベースコーチ、そのいずれかが打球または送球を

守備しようとしている野手を妨害した場合、あるいは審判員を除く) 

② [付記]を削除し、[原注]の冒頭に次の文を追加する。 

本条で除かれている攻撃側メンバーまたはベースコーチが、打球または送球を守備しようとして

いる野手を妨害した場合については、7.11参照。審判員による妨害については、5.09(b)、同(f)お

よび6.08(d)、走者による切害については7.08(b)参照。 

③ [原注]に次の例を追加する。 

例__打者が遊撃手にゴロを打ち、それを捕った遊撃手が一塁に悪送球した。一塁ベースコーチ

は送球に当たるのを避けようとしてグラウンドに倒れ、悪送球を捕りに行こうとした一塁手と衝

突した。打者走者は三塁にまで到達した。妨害を宣告するかどうかは審判員の判断による。

コーチが妨害を避けようとしたが避けきれなかったと判断すれば、審判員は妨害を宣告しては

ならない。 
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   規則3.15では、競技場内に入ることを公認された人の妨害について規定されていますが、走

者、試合に参加している攻撃側チームのメンバー、ベースコーチあるいは審判員の妨害につい

ては、別途定められていますのでご参照ください。 

  

 

 妨害に関する規定を整理すると次のようになります。 

誰が守備を妨害したのか 関連規則 

競技場に入ることを公認された人 3.15 

攻撃側メンバーまたはベースコーチ 5.08、7.11 

審判員 5.09（ｂ）（ｆ）、6.08（ｄ） 

走者 7.08（ｂ） 

 [原注]には、例題が追加になりました。この例題は、以前から原文には掲載されており、わが国

でも1985年までは規則書に載っていましたが、その必要なしと判断して削除されました。しかし、

ベースコーチと野手との接触はよくあるケースで、規則委員会としては、その際妨害とみなすかど

うかの判断基準として、例題があったほうが親切だと考え、今回掲載することに決めたものです。 

 

■6.05（ｏ）の追加 

 走者を除く攻撃側チームのメンバーが、打球を処理しようとしている野手の守備を妨害した場合

とは、どういうことが考えられるでしょうか。 

例えば、次打者、ベースコーチ、外野のファウルテリトリーにあるブルペンで投球練習している

バッテリー、コーチ、ブルペンで待機しているバッテリー、安全監視員、あるいはダッグアウト横で

出場に備えて投送球のウォームアップをしているプレーヤー、ベンチまたはダッグアウト内のプ

レーヤー(スコアラー、トレーナー、監督、コーチを含む)などが、自分の占める場所を譲らなかった

り、打球を蹴ったり、拾い上げたり、押し戻したり、野手の守備の妨げになったりして、打球を処理

しようとしている野手の守備を妨害した場合がこれに当たります。 

妨害を宣告された場合は、7.11に規定のとおり、ボールデッドとなって、打者がアウトとなり、す

べての走者は投球当時に占有していた塁に戻ることになります。 

 

■７．０８（ｌ）の追加 

(1)走者を除く攻撃側チームのメンバーが、ある走者に対して行われた送球を処理しようとしている

野手の守篇を妨害した場合(7.11参照。走者による妨害については7.08(b)参照) 

前記の6.05(o)と違って、この規定は、送球を処理しようとしている野手の守備を、攻撃側チーム

のメンバー(前記のとおり)が妨害した場合です。 

送球を処理しようとしている野手には、バックアップに来た野手も当然のことながら含まれます。 

送球が偶然ベースコーチに触れたり、投球または送球が審判員に触れたときも、ボールインプ

レイである。しかし、ベースコーチが故意に送球を妨害した場合には、走者はアウトとなる。(5.08) 

アマチュアでは、よく見られますが、控えの選手がバットボーイを務めることがあります。時折、

そのバットボーイがバットを拾いに飛び出していき、そしてダイヤモンドの中まで入って、送球を処

理しようとした捕手の守備の妨げになったり、送球に当たってしまう場合があります。 

このような場合、バットボーイの“代役"といえども、ボールインプレイ中にフェア地域に入ること

は許されず、入ってはいけないところに入ったことで”故意"の妨害とみなして、ボールデッドにし

て、審判員はもし妨害がなかったらどうなっていたかを判断して、ボールデッド後の処置をとりま
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す。 

したがって、アマチュア野球で控えの選手がバットボーイを務める場合は、ボールインプレイ中

に飛び出して妨害にならないよう、注意をしてください。 

 

■7.11の改正 

① 2行目のカッコ内を「ダッグアウト内またはブルペンを含む」に改める。(下線部を追加) 

②ペナルティを削除し、本文に次の文を追加する。 

走者を除く攻撃側チームのメンバーが、打球を処理しようとしている野手の守備を妨害した場

合は、ボールデッドとなって、打者はアウトとなり、すべての走者は投球当時に占有していた塁

に戻る。 

走者を除く攻撃側チームのメンバーが、送球を処理しようとしている野手の守備を妨害した場合

は、ボールデッドとなって、そのプレイの対象であった走者はアウトとなり、他のすべての走者は

妨害発生の瞬間に占有していた塁に戻る。 

6.05(o)および7.08（ｌ）の妨害の処理が、7.11にて明確に規定されました。 

 

■8.02(a)(1)の改正 

投手が投手板を囲む18フィートの円い場所の中で、投球する手をロまたは唇につけた後にボー

ルに触れるか、投手板に触れているときに投球する手を口または唇につけること。 

投手は、ボールまたは投手板に触れる前に、投球する手の指をきれいに拭かなければならな

い。 

8.02は投手の禁止事項を規定しています。今回の改正は、変更というより、どういう状態で投球

する手を口または唇につけてはいけないのかを明確にしたものです。 

これまでは18フィートの中で投球する手をロまたは唇につけても、投手板に触れる前にきれい

に拭けば構わないとされていました。 

今回の改正で、18フィートの中で投球する手を口または唇につけた後にボールに触れてはいけ

ない、また投手板に触れているときに投球する手を口または唇につけてはいけないと具体的に規

定されボールまたは投手板に触れる前には、投球する手の指をきれいに拭きなさいと言っていま

す。 

投球する手を口または唇につけて指をぬらし投球を意図的に変化さすような行為はアンフェア

であり、そのほか規則ではボールに唾液をつけたり、異物をつけたり、傷つけたりすることを厳しく

禁止しています。ボールをグラブ、身体、着衣で摩擦することも禁じられています。ただし、投手が

素手でボールを摩擦することは許されています。(8.02) 

 

■8.05ペナルティ［注１］の削除 

昨年まで8.05ペナルティの[注1]として、次のような文章がありました。 

[注1]投手の投球がボークとなり、それが四死球にあたった場合、走者一塁、一・二塁または満

塁のときにはそのままプレイを続けるが、走者が二塁だけ、三塁だけ、またば二・三塁、一・三塁

のときには、ペナルティの前段を適用する。 

お分かりのように、打者が四死球で１塁が与えられ、それによって塁上の走者が押し出されて

一個進んだような場合は、ボークに関係なく.そのままプレイを続けるが、塁上の走者が押し出さ

れるようなケースでないときは、ペナルティの前段を適用し、ボークの処置がとられるといっている

わけですが、このf注一]は、ボーク後の投球を捕手が確捕した場合のことを説明しています。 

しかし、次のような例題はどうでしょうか。 
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●例題1 

走者二塁、打者のボールカウントが3ボール2ストライク.投手は次の四球目にボークをしながら

投球。そのボールを捕手が後逸。それによって二塁走者は三塁に進んだ。 

 

●例題2 

走者二塁、打者のボールカウントが1ボール2ストライク。投手は次の三振目にボークをしながら

投球。打者空振り、しかし捕手がそのボールを後逸。三振振り逃げで打者は一塁に生きた。その

間二塁走者は三塁に進んだ。 

 

上記の例はいずれも走者二塁だけのケースですが、ボーク後の投球で、打者も走者も一個進

んでいることから、ボークと関係なくプレイは続けられることになります。[注1]があることで、字面

だけで判断し走者二塁の場合はボークを適用するのではとの誤解を生じかねませんので、今回

[注1]を削除したものです。 

ペナルティ本文には、「ボークにもかかわらず、打者が安打、失策、四死球、その他で１塁に達

し」とあり、現在「その他」は原則何でもよいとの解釈をとっていますので、上記のような解釈となり

ます。 

ただし、言うまでもなく、走者二塁でボーク後の投球が死球(ヒット・バイ・ピッチ)になった場合、

走者が次塁へ進むことはないので、ボークが適用され走者三塁、打者打ち直し(打者は当たり損)

となります。このように、走者二塁、走者二・三塁、走者一・三塁のケースでも、プレイがそのまま

続く場合と、ボークが適用される場合とがありますのでご注意ください。 

 

■規則適用上の解釈 

改正規則の解説は以上で終わりますが、次に昨年規則委員会で議論された中から、二つだけ

取り上げて規則適用上の解釈を紹介しますので参考にしてください。 

 

8.01関連 

●例題 

走者三塁。投手がワインドアップポジションから投球動作を起こし、両腕を頭上に持っていった

ところで、三塁走者が本塁へ走ったのを見て、慌てて投手板を(後方または前方に)はずし、本塁

に投げた。これは投球か送球か。審判員はどう処置したらよいか。 

●答え 

投手が投球動作を起こしながら途中で止めて(ボーク)、投手板をはずせばその時点で即ボール

デッドにして、以後のプレイはすべて無効にします。 

その理由は、投手がボークをしてそのまま投手板を踏んだ状態で打者に投球することはできま

す（正規の投球)。この場合、打者はその投球を打つこともできます。しかしながら、投手が投球動

作を起こしながら、投球を中断して(ボーク)、投手板をはずせば(前・後を問わず)、それはもはや投

球とは言えません。したがって、投球を止め、投手板をはずした時点でボールデッドにして、以後

のプレイはすべて、無効にします。デッドになっているので、ボーク後に投手板をはずして本塁へ

悪送球といったプレイはもはや生じることはありません。 

なお、2009年にプロ・アマ合同野球規則委員会で「投手が投球動作に入った後、軸足を不正に

投手板からはずして本塁に投げたり、あるいは投球動作を中断して軸足を投手板からはずして本

塁へ投げたりした場合も、不正規の投球とみなす」との確認がなされましたが、今回その解釈を上

記のように改めました。 
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4、09(b)ペナルティ関連四球の打者が一塁に進まず 

●例題 

3回表、二死満塁、打者のボールカウントは3ボール2ストライク、次の投球がワイルドピッチとな

り、三塁走者は生還したが、本塁を狙った二塁走者は捕手からの送球で本塁でダッグアウト（三

死)となった。四球を得た打者走者は一塁に進むことなく、そのまま打席を離れてダッグアウトの方

向に向かっていた。球審は、打者走者が進塁を放棄したとしてアウトを宣告できるか、それとも打

者走者をアウトにするには守備側のアピールが必要か。 

●答え 

球審が打者走者にアウトを宣告できるのは、4.09(b)ペナルティに記載のとおり、決勝点となる場

合だけと考えられます。したがって、例題のように決勝点となるケース以外の場合、規則上は明記

されていませんが、アマチュア内規④を準用して、二死満塁で四球を得て、一塁への安全進塁権

を得た打者走者が一塁へ進もうとしなかった場合、その打者走者をアウトにするには守備側のア

ピールが必要です。 

守備側のアピールがなかったとき、（あるいはアピール権が消滅したとき)は、四球の打者は一

塁に進んだものと記録され、得点1が認められます。 

しかし、守備側がアピールして打者走者がアウトになったときは、打者走者は一塁に到達する

までのアウトになって、三塁走者の得点は認められないことになります。 

なお、守繍側投手および内野手がフェア地域を離れてしまえばアピール権は消滅し、また打者走

者がダッグアウトに入ってしまえばもう一塁に向かうことはできず、アピールがあれば打者走者は

アウトになります。 
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2013年度 改正規則解説 

～改正規則と規則適用上の解釈について～ 

麻生紘二＜日本野球規則委員会委員＞ 

 

改正規則の解説～規則の改正は１０カ所～ 

日本野球規則委員会は、去る1月24日、2013年度の規則改正を以下のように発表しました。今

年度は、アマにとっての大きな改正も含め、合計10ヵ所の改正となりました。 

上方空間にあった場合は、その後ファウル地域に出てもフェアボールである。 

(1)巻頭フェアボールおよびファウルボールの基準を改正 

(2)1.10(b)の改正 

(3)1.17[注3]④の改正 

(4)2.32[注1]の改正 

(5)3.05(d)の追加 

(6)3.15[原注]の例を移動 

(7)7.08(a)(1)、同(2)、同[原注]を改正 

(8)8.01(a)[注1]の改正、同[b][注]の削除、また、巻頭の投球姿勢を変更する。 

(9)10.01の改正、同(a)[原注]後段と[注]を削除 

(10)10.10(a)の改正 

規則書は横書きに一新! 

1956年にわが国で初のプロ・アマ合同の規則書が刊行されて以来、規則書は縦書きでしたが、

今年度思い切って横書きに変更しました。かなり見やすくなったのではと思います。装いも新たな

規則書により親しんでいただければ幸甚です。 

では、以下プレイングルールの改正について解説いたします。 

 

■フェアボール、ファウルボールの改正 

巻頭フェアボール第2図の説明を次のように改める。(以下下線部が改正個所) 

バウンドしながら内野から外野へ越えていく場合には、一塁または三塁を基準として判断すべ

きであって、一塁または三塁を過ぎるときに、フェア地域内かまたはその上方空間にあった場合

は、その後ファウル地域に出てもフェアボールである。 

また、巻頭ファウルボール第8図の説明を次のように改める。 

バウンドしながら内野から外野へ越えていく場合には、一塁または三塁を基準として判断すべ

きであって、一塁または三塁を過ぎるときに、ファウル地域内かまたはその上方空間にあった場

合は、ファウルボールである。 

これまで長い間わが国では、フェアボール、ファウルボールの基準をAB両点で判定してきまし

た。ご存知のとおりA点は一塁ベースの外野寄りの角、B点は三塁ベースの外野寄りの角を指し、

打球がバウンドしながらAB両点を過ぎるときに、フェア地域内かその上方空間にあった場合は、

その後ファウル地域に出てもフェアボール、ファウル地域内かその上方空間にあった場合はファ

ウルボールとされてきました(巻頭フェアボール第2図、ファウルボール第8図を参照してください)。

つまり、一塁線のゴロが一塁ベースの上方をA点の手前で横切れば、それはファウルボールとし

てきました。 

しかし、2.25(b)および2.32(b)をご覧ください。 
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◆2.25フェアボール 

(b)一塁または三塁を、バウンドしながら外野の方へ越えていく場合に、フェア地域に触れながら通

過するか、またはその上方空間を通過したもの。 

 

◆2.32ファウルボー」レ 

(b)一塁または三塁を、バウンドしながら外野の方へ越えていく場合に、ファウル地域に触れなが

ら通過するか、あるいはファウル地域上の上方空間を通過したもの。 

 

この条文には、「一塁または三塁を」と書いてあるだけです。そこで先達者たちは一塁または三

塁ベースのどこが基準になるのだろうかと研究し、外野寄りのベースの角を基準にすると決め、今

日に至っていました。 

しかしながら、AB両点を基準にするのは、国際的にも異なるし、また打球がベースに当たった

場合はフェアボールにしていること、および条文を読んでもベースの上方を横切ったものはフェア

ボールと解釈できることから、こうした矛盾を取り払うために、伝統的なわが国のこれまでの解釈

を“AB両点からベースを基準に"判定することに改めたものです。これは大きな解釈の変更といえ

ます。 

 

 
 

■1.10（ｂ）カップバットの改正 

バットの先端をえぐるときには、深さ1¼ｲﾝﾁ(3.2ｾﾝﾁ)以内、… 

これはオフィシャルベースボールルールの2012年改正に伴うものです。 

 

■1.17［注3］④の改正 

(カッコ)内の(アマチュア野球では7平方㌢以下でなければならない。)を削除 

2000年に、手袋およびリストバンドの商標表示についてその大きさは14平方㌢以下と規定され

たとき、アマチュアだけは商標は目立ってはいけないとの判断から7平方㌢以下とし、その旨カッコ

内に挿入した経緯があります。しかし、実態を見るに、高校野球を除き14平方㌢以下のものだけ

が市場に出回っていたことから追認の形でアマチュア野球だけの制限を撤廃したものです。 

 

■2.32［注１］後段の改正 

 また、打者が打ったり、バントしたボールが反転して、まだバッタースボックス内にいる打者の身
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体およびその所持するバットに触れたときも、打球がバットまたは身体と接触した位置に関係な

く、ファウルボールである。 

これについては後述する6.05(g)の規則適用上の解釈の変更と関係しますのでそこで触れること

にします。 

 

■3.05(d)の追加 

 (d)すでに試合に出場している投手がイニングの初めにファウルラインを越えてしまえば、その投

手は、第1打者がアウトになるかあるいは一塁に達するまで、投球する義務がある。ただし、その

打者に代打者が出た場合、またはその投手が負傷または病気のために投球が不可能になったと

球審が認めた場合を除く。 

3.05は、先発投手または救援投手の義務についての規則ですが、今回ここに(d)を新たに追加

して、いま投げている投手がイニングの初めにファウルラインを横切ってマウンドに向かえば、そ

の投手は、第1打者がアウトになるかあるいは一塁に達するまで投球しなければいけないと規定

しました。これは言うまでもなく投手をマウンドに向かわせておいて、一方ではブルペンでウォーム

アップしている投手に1球でも多く投げさせて調整の時間を稼ごうとするアンフェアな行為を禁止す

るものです。 

なお、原文の2013オフィシャル・ベースボール・ルールズでは、この条文の後に、イニングが終

わったとき投手が塁上にいた場合とか、または投手が打撃を完了し、それでスリーアウトになった

場合、投手はそのままマウンドに行くことができるが、その投手がウォームアップのために投手板

を踏んでしまえば、第1打者がアウトになるかあるいは一塁に達するまで投球しなければならな

い、投手板を踏む前であればその必要はない旨の文言が追加になっています。 

しかし、わが国では1年遅れで原文の改正を採り入れており、すでに今年度の規則改正を発表

したあとだったため、この追加条文は2014年度の規則書に反映することとしました。ただし、この

解釈は本年度から適用することとします。 

 

■3.15［原注3］の例を移動 

3.15[原注]の「例」以下を7.11に移動し[注2]とし、7.11[注]を[注1]にする。 

3.15では、試合中競技場に入ることが許される人を規定し、同[原注]には、「本条で除かれてい

る攻撃側メンバーまたはベースコーチが、打球または送球を守備しようとしている野手を妨害した

場合については、7.11参照。」と記載されています。 

にもかかわらず、例では、一塁ベースコーチの妨害の事例を紹介しています。この例の記載の

場所としては、攻撃側メンバーまたはベースコーチの妨害を規定した7.11が適切と考え、原文とは

異なりますが7.11に[注2]として移動するものです。 

なお、現行7.11[注]に次打者席のことに触れています。本来、次打者席は試合進行上次打者を

待機させるために設けられた場所です。ここに何本もバットを持ち込んだり、最近はスプレーから

リングなどこまごました補助用具が置かれ、それらがプレイの妨げになることがあります。この次

打者席に持ち込めるものについては各団体で決められていますが、マスコットバット以外は認め

ないとするのが望ましい姿です。 

攻撃側プレーヤーは、自チームの攻撃中には、競技場内には何物も残しておいてはならない

(3.14参照)とあるように、試合中はプレイの妨げになる恐れのあるものは一切グラウンドに置いて

はいけないことになっています。 

関連して、実際に競技にたずさわっている(試合に出ている)者以外は、ダッグアウト内にいなけ

ればならず(3.17参照)、攻撃中にダッグアウトを出て投球練習をしたり(ブルペンを除く)、送球練習
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をしたり、バットの素振りをすることは、規則上は認められておらず規則違反になります。わが国で

は長年の慣習として黙認されていますが、規則違反行為をしていることになりますので、規則委員

会としてはいずれ是正が必要と考えています。 

 

■7.08(a)(1)、同(2)、同[原注]の改正 

7.08(a)(1)、同(2)、同[原注]の「ベースライン」を「ベースパス」に改める。 

これは、ベースライン(baseline)をベースパス(basepath)とすることで、走者の走路は、狭義の1

本の直線ではなく、走者の左右3フィート以内の幅があり、“path"に変えることで、より“走路"のイ

メージに近づけたと言えます。 

 

■8.01（a）[注1]を改正、同（b）［注］を削除 

(a)[注1]アマチュア野球では、投手の軸足および自由な足に関し、次のとおりとする。 

(1)投手は、打者に面して立ち、その軸足は投手板に触れて置き、他の足の置き場所には制限が

ない。ただし、他の足を投手板から離して置くときは、足全体を投手板の前縁より前に置くことはで

きない。 

(2)投手が(1)のように足を置いてボールを両手で身体の前方で保持すれば、ワインドアップポジ

ションをとったものとみなされる。 

(3)削除 

(b)[注]全文削除 

これはアマチュア野球だけの投球姿勢に関する大改正です。2007年にプロ野球が投球姿勢に関

し、オフィシャルベースボールルールどおりに改正しました。つまり、軸足は投手板に触れて置け

ばよい、他の足(自由な足)は文字どおりどこに置いてもよい(自由)ということになりました。しかし、

アマチュアは、裾野が広く、投球姿勢が乱れることを懸念して、性急に改正することを避け、アマ

チュアは従来どおりの足の置き方を踏襲し、アマ注として、(a)ワインドアップポジションに[注一]

を、(b)セットポジションに[注]を挿入しました。その間、先行して導入したプロ野球の状況などを観

察しながら、本則どおりに改正した場合どんな問題が発生するか様子を見てきました。 

その結果、ワインドアップポジションの場合だけ自由な足の置き方によって混乱があり得ると判

断し、上記のようにアマ[注]を挿入したものです。すなわち、自由な足の置き方を”自由"にすれ

ば、投手板の前に置くことも可能となり、その場合、その投手はワインドアップポジションをとるの

か、セットポジションをとるのか、投球動作を開始するまで分からないといった事態が生じ、これで

は走者が大いに迷わされることになってしまいます。そのため、ワインドアップポジションのときは

自由な足全体を投手板の前に置くことはできない、投手板の前に置いた場合はセットポジションで

投げるときと明確に区別しました。 

また、本則どおりに改正になったということは、軸足は投手板に触れてればよいということです。

これまでのように軸足が投手板からはみ出してはいけないといった規制は撤廃されました。 

ここで注意を要するのは、軸足を投手板に触れておけばよいということから、たとえば軸足の踵

を投手板に触れて置き、その状態から投球動作に移ると、実際投球の時点では軸足は投手板か

ら離れて足の長さ分だけ投手板の前に出ているといったことが起きます。これは反則投球になり

ます。規則では、投手は、投球するとき(投手の手からボールが離れるまで)軸足は投手板に触れ

ておかねばなりません。 

以上のように、投手の軸足、自由な足の制限を撤廃もしくは緩和したことは、アマチュア野球の

歴史にとって画期的な出来事と言えます。これによって、投球姿勢が混乱に陥ることはないと信じ

ていますが、規則8.01(a)および(b)をよく読み、正しい投球姿勢の遵守を重ねてお願いします。 
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■規則適用上の解釈 

改正規則の解説は以上で終わりますが、次に昨年規則委員会で議論された中から、規則適用

上の解釈を紹介しますので参考にしてください。 

6.05(g) 

打者が“バッタースボックス内にいて"打球に当たったケースです。次の事例をご覧ください。 

事例:片方の足がバッタースボックスの中、もう片方の足が外、いずれも地面に着いていた状態

で、打球が打者の身体に当たった。 

このケースは、従来、片方の足がバッタースボックスの中にあるということは、「まだバッタース

ボックスを離れていない」状態で、打球に当たったから「ファウルボール」との解釈をとってきまし

た。 

しかし、MLBの解釈を確認したところ、「打者の一方の足がバッタースボックス外にあれば、妨

害でアウトになる」との解釈が2010年に出されていることが判明しました。そのため、わが国規則
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委員会もMLBの解釈に倣い、上記のケースは、これまでの「ファウルボール」の解釈を「打者アウ

ト」に変更することにしました。 

これに関連して、解釈上の混乱を避けるため、前述の2.32[注1]の後段の文章の「まだバッター

スボックスを離れない打者」を「まだバッタースボックス内にいる打者」と改めた次第です。 

打球が打者に当たったケースを整理しますと次のようになります。 

 
 

■7.10に関連して 

アピール権の消滅についての確認です。まず、次の事例をご覧ください。 

事例1:1アウト走者一塁。打者ヒット。一塁走者は二塁を空過し三塁へ。ボールは外野から内野

に戻り投手に渡った。投手は投手板を踏んでセットポジションに入った。それから正規に投手板を

外し、二塁にアピールしょうとした。それを見て三塁走者は本塁に向かった。投手は、アピールを

途中でやめ、本塁に向かった走者をアウトにしょうと本塁に送球したが走者はセーフとなった。そ

の後、依然守備側は二塁でアピールはできるか? 

 

事例2:上記の例で、ボールは一塁手に戻った。一塁手はアピールしょうとして二塁に入った遊

撃手に送球した。それを見て、三塁走者は本塁に走った。遊撃手はアピールをやめ、本塁に送球

したが、セーフ。その後、依然守備側は二塁でアピールできるか? 

 

事例3:1アウト走者一塁。打者が三塁打を打った。一塁走者は二塁を空過して三塁へ進んだ。

ボールは内野に戻り投手に渡った。投手は二塁でアピールしょうと二塁に送球した。しかし、二塁

手はアピールをせずに三塁にいた走者をアウトにしょうとして三塁に送球した。セーフ。その後、依

然守備側は二塁でのアピールはできるか? 

 

結論は上記3事例とももはやアピールはできないわけですが、その理由は次のとおりです。 

イ)投手にボールが戻り、投手が投手板を踏んだ場合、その時点でオリジナルプレイ(打球後の一

連のプレイ)は終わったと判断します。したがって、投手が、投手板を外して直接アピールするのは

問題ないが、投手板を外してアピールの前に別のプレイが入ってしまえば、その後のアピールは

もはや認められないことになります。 

 

ロ)内野手(投手板を踏んでいない投手を含む)にボールが戻り、アピールをしょうとしたが、途中で

やめて別のプレイをした場合も、その後のアピールは認められません。なぜなら、アピールをしょう

としたことは、実際問題そこでプレイは止まっていた(つまり走者は進塁行為を見せていなかっ

た)、オリジナルプレイは終わっていたと判断できるからです。 
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ハ)オリジナルプレイが終わった(あるいは打球後の一連のプレイが終わった)とは、すべての走者

が進塁をストップし(たとえば塁についているとか、あるいは次塁を狙う素振りがないとか)、そして

内野手が(プレイを止めるため)内野でポールを保持している状態を言います。 

以上参考にしてください。 

 

なお、関連して、ボールデッド中のアピールはできませんが、たとえば最終回の裏、決勝点が記

録された場合、守備側がアピールをしょうと思っても、ボールがボールデッドの個所に入ってボー

ルデッド中だったため、アピールしようにもアピールできず、そうこうしているうちに両チームが本

塁に整列してしまい、アピールできないまま試合終了が宣告されてしまうという事態が起こりかね

ません。そこで、アマチュア野球では、こうした事態を避けるため高校野球特別規則20を統一的に

採用して、アマチュア野球内規⑨に追加し、決勝点に当たるような場合はボールデッド中でもア

ピールできることにしました。具体的には、この場合、守備側はボールデッド中でも球審にボール

を要求しアピールを行うことができるようになりました。 

参考:高校野球特別規則20. 

最終回の裏、ボールデッド中に決勝点が記録された場合、または降雨等で試合が中断され、そ

のまま試合が再開されない場合、ボールデッド中でもアピールはできるものとする。 

 

■危険防止(ラフプレイの禁止)ルールの導入 

過去、アマチュア野球では、「キャッチャーミットを動かすな」、「キャッチャーはボックスの外に出

るな」といったキャンペーンに取り組んできました。そして、今回、危険防止(ラフプレイ禁止)ルール

の導入は、キャンペーン第3弾と言えます。 

昨夏、韓国で行われた18Uの世界大会で、日本チームの捕手が米国の選手に2度にわたって

体当たりされ、しばらく捕手が立ち上がれなかったシーンをご記憶の方も多いと思います。また、

プロ野球中継で、しばしばホームで体当たりのシーンが見られ、ナイスプレイ！とかナイスブロッ

ク！とか体を張った捕手のプレイが称賛されることがあります。 

その結果、野手がとんでもない大けがをしたり、走者が大けがをしたりして、シーズンを棒に

振ったり、最悪のケースは選手生命が終わってしまうこともあります。 

わが国のアマチュア野球では、目に余るような危険な接触プレイはそんなに起きているわけで

はありませんが、将来性のある青少年を危険なプレイでけがをさせて将来の夢を失わせてはいけ

ないとの考えから、危険防止(ラフプレイ禁止)のキャンペーンを展開することにしました。具体的に

は、本塁でのタッグプレイ、各塁でのスライディングについての規制です。 

詳細は、アマ内規⑦に追加するとともに、各団体に規則委員会から平成25年2月6日付で通達

を出状しました。審判員諸氏はラフプレイの発生には常に注意を払い、厳格にルールを適用し、ま

た併せて指導者の方にはこのルールの趣旨をよくご理解いただきたいとお願いします。 

以下参考までにラブプレイ禁止ルールの全文を掲載します。 

 

危険防止(ラフプレイ禁止)ルール 

本規則の趣旨は、フェアプレイに精神に則り、プレーヤーの安全を確保するため、攻撃側のプ

レーヤーが野手の落球を誘おうとして、あるいは触塁しようとして、意図的に野手に体当たりある

いは乱暴に接触することを禁止するものである。 

 

1.タッグプレイのとき、野手がボールを明らかに保持している場合、走者は(たとえ走路上であって

も)野手を避ける、あるいは減速するなどして野手との接触を回避しなければならない。審判員
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は、 

1)野手との接触が避けられた 

2)走者は野手の落球を誘おうとしていた 

3)野手の落球を誘うため乱暴に接触した 

と審判員が判断すれば、その行為は故意とみなされ、たとえ野手がその接触によって落球して

も、走者にはアウトが宣告される。ただちにボールデッドとなり、すべての他の走者は妨害発生時

に占有していた塁に戻る。なお、走者の行為が極めて悪質な場合は、走者は試合から除かれる

場合もある。 

 

2.フォースプレイのとき、次の場合には、たとえ身体の一部が塁に向かっていたとしても、走者に

は妨害が適用される。 

(1)走者が、ベースパスから外れて野手に向かって滑ったり、または走ったりして野手の守備を

妨げた場合(接触したかどうかを問わない) 

《走者は、まっすぐベースに向かって滑らなければならない。つまり、走者の身体全体(足、脚、腰

および腕)が塁間の走者の走路(ベースパス)内に留まることが必要である。ただし、走者が、野手

から離れる方向へ滑ったり、走ったりすることが、野手との接触または野手のプレイの妨げになる

ことを避けるためであれば、それは許される。》 

(2)走者が体を野手にぶつけたりして、野手の守備を妨害した場合 

(3)走者のスライディングの足が、立っている野手の膝より上に接触した場合および走者がスパ

イクの刃を立てて野手に向かってスライディングした場合 

(4)走者がいずれかの足で野手を払うか、蹴った場合 

(5)たとえ野手がプレイを完成させるための送球を企てていなくても、走者がイリーガリーに野手

に向かってスライドしたり、接触したりした場合 

 

ペナルティ(1)～(5)―――――1)ノーアウトまたはワンアウトの場合、妨害した走者と、打者走

者にアウトが宣告される。すでにアウトになった走者が妨害した場合も、打者走者にアウトが宣告

される。他の走者は進塁できない。2)ツーアウトの場合、妨害した走者にアウトが宣告され、他の

走者は進塁できない。3)走者のスライディングが極めて悪質な場合は、走者は試合から除かれる

場合もある。 

 

3.捕手または野手が、明らかにボールを持たずに塁線上および塁上に位置して、走者の走路をふ

さいだ場合は、オブストラクションが厳格に適用される。 

なお、捕手または野手が、たとえボールを保持していても、故意に足を塁線上または塁上に置

いたり、または脚を横倒しにするなどして塁線上または塁上に置いたりして、走者の走路をふさぐ

行為は、大変危険な行為であるから禁止する。同様の行為で送球を待つことも禁止する。このよ

うな行為が繰り返されたら、その選手は試合から除かれる場合もある。 

ペナルティ:捕手または野手が、明らかにボールを持たずに塁線上および塁上に位置して、走

者の走路をふさいだ場合は、オブストラクションが宣告される。（規則7.06a) 

捕手または野手がボールを保持していて、上記の行為で走者の走路をふさいだ場合、正規に

タッグされればその走者はアウトになるが、審判員は捕手または野手に警告を発する。走者が故

意または意図的に乱暴に捕手または野手に接触し、そのためたとえ捕手または野手が落球して

も、その走者にはアウトが宣告される。ただちにボールデッドとなり、すべての他の走者は妨害発

生時に占有していた塁に戻る。（規則7.08b) 
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2014年度 改正規則解説 

～改正規則と規則適用上の解釈について～ 

麻生紘二 ＜日本野球規則委員会委員＞ 

 

改正規則の解説 ～規則の改正は14カ所 

 

 日本野球規則委員会は、1月10日に開催され、規則の改正について検討し、そして1月27日に

2014 年度の規則改正を以下のように発表しました。今年度の大きな改正は、野手のグラブにも

色の制限が加えられたことおよび三塁への偽投が禁止になったことです。歴史的な改正が行わ

れた年と言えます。 

 

（１）  1.15 (a) の改正および [注] の追加 

（２）  1.17 [注] ③に追加 

（３）  2.40 [原注] に追加 

（４）  2.44 (a) [原注] に追加 

（５）  2. 44の末尾の削除 

（６）  3.05 (d)に追加 

（７）  4.12 (b) (4) の改正 

（８）  6.05 (h) [原注] の改正 

（９）  6.06 (c) [原注] および7.00補則 (B) (a) (4) の改正 

（10）  7.09 (a) の改正および [原注] の追加 

（11）  8.02 (a) (1) のペナルティの改正 

（12）  8.05 (b) および同 [注] の改正 

（13）  8.05 (c) [原注] の改正および同 [注]の削除 

（14） 10.01 (a) の改正 

 

規則書の表紙の色は何の色? 

前述のとおり、今年から (米国は昨年から) 野手のグラブの色についても制限が設けられ、 あ

とで詳しく説明しますが世界の標準色基準 14 番より薄い色のグラブの使用は認められないこと

になりました。しかし、14 番の色と言っても、素人にはグラブを見ただけでは全く分かりません。そ

こで少しでもイメージしてもらえればということで黄色の14 番の色を、今年度の「公認野球規則」

表紙に使ってみました。これより薄い色はダメということです。ご参考まで。 

では、 以下プレイングルールの改正について解説いたします。 

 

（１）  1.15 (a) の改正および [注] の追加 

1. 15 冒頭の「投手のグラブ」を「投手を含む野手のグラブ」に改め、同 (a)を次のように改める。 

1. 15 投手を含む野手のグラブの規格および構造は、1.14規定のとおりであるが、別に次の制限

がある。 

(a) 投手用のグラブは縫い目、しめひも、ウェブ網を含む全体が1色であることが必要で、しかもそ

の色は、白色、灰色以外のものでなければならない。守備位置に関係なく、野手は PANTONE ®

の色基準14番よりうすい色のグラブを使用することはできない。 

[注] アマチュア野球では、所属する連盟、協会の規定に従う。 
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下線部が改正個所ですが、これまでは投手用のグラブにだけ色規制がありました。 それは投

手のグラブの色が白色だと、打者にとってボールの白との区別がつきにくいからという理由でし

た。 今回、野手のグラブの色についても色規制が適用されたのは同様の趣旨です。例えば外野

に飛んだ地面すれすれの打球を前進してきた外野手がダイビングキャッチを試みました。 ダイレ

クトキャッチ? ショートバウンド? 審判員としてどっちだったか一瞬判断に迷うときがあります。まし

てや、グラブの色が白っぽい色だと、ボールの色とダブり、ますます判別が難しくなってしまいま

す。そのために色規制を設けたということです。グラブの色もメーカー側の競争で最近カラフルに

なってきました。そのあたりにも歯止めがかけられた格好です。 

なお、ここでいう野手とは、投手、捕手も含まれます。また、色規制は、グラブ本体だけではな

く、グラブ本体、パーツ (紐革、 ヘリ革、 玉ハミ) にも適用されますが、ハミ出し (切ハミ) につい

てはこの限りではありません。 

ところで、PANTONEとは何でしょう? PANTONEとは、米国のカラー印刷用インクの会社で、そこ

の色見本帳が広く標準としていろんな業界で使用されているようです。 一つの色で11番～ 19番

まであり、その14 番より薄い色は認められないということです (番号が小さくなると色は薄くなりま

す)。といっても、素人には見ただけでは何番の色なのか、14 番より薄いのか濃いのか、全く分か

りません。したがって、グラブメーカーを信用するしかありません。しかし、使っているうちに革が色

褪せて白または灰色に近いなと審判員が判断したらそのグラブを審判員は取り替えさせることが

できます。 

また、プロは今年から規則どおりの適用となりましたが、グラブ一つ買い換えるのも高額ですか

ら底辺の広いアマにとっては大変なことです。この点を考慮して、アマ [注] を挿入して、 規則を

適用するかどうかは各団体の判断に委ねるということにしました。社会人、大学は、今年は猶予期

間として、規則の適用は2015年度からとなりました。全軟連はこの規則は適用しないと決めまし

た。一方、高野連は、以前から投手、野手を問わずグラブの色については、「カラーグラブ、ミット

は使用できない。ただし黒については使用しても構わない。」との用具の使用制限がありますので

今回の改正規則は関係なく、現行どおりということです。 

 

（２）  1.17 [注] ③に追加 

③ 投手用グラブに…色でなければならない。ただし、日本野球規則委員会が特に認めた場合

は、 この限りではない。 

規則1.17の [注] ③は 「投手用グラブに商標

およびマーク類を布片または刺繍によって表示

する場合、その色は、文字の部分を含み、すべ

て白色または灰色以外の色でなければならな

い。」 と規定していますが、昨今外国メーカーが

日本市場に進出しょうとしたとき、その会社が長

い歴史の中で使っているロゴが、この日本 [注]

に抵触するという事態に直面し、かといって一切

排除あるいは日本の規則に合うようロゴを作り替

えなさいというのも大人気ないと規則委員会では

判断し、特に理由がある場合に限っては止むなしということで、ただし書きを挿入したものです。 

特に理由がある場合とは、相当な期間そのロゴを使用していることおよび白の部分のウェイ ト

が小さいことが条件で、この特別承認のケースを拡大するつもりはまったくありません。 
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（３）  2.40 [原注] に追加 

インフィールドフライが宣告されたときに妨害が発生した場合、打球がフェアかファウルか が確

定するまでボールインプレイの状態は続く。打球がフェアになれば、野手の守備を妨害した走者

と、打者がアウトになる。打球がファウルになれば、野手の守備を妨害した走者だけがアウトとな

り、その打球が捕球されたとしても、打者は打ち直しとなる。 

インフィールドフライが宣告されたときに妨害が発生、ありそうなプレイですが、これまで規定が

なかったことが不思議なくらいです。 

さて、ご存じのとおりインフィールドフライが宣告されてもボールインプレイです。 そして、 打球

がフェアであることがインフィールドフライの条件です。インフィールドフライが宣告されかつフェア

の打球を守備しようとしている野手を走者が妨害した場合、ボールデッドとなってその走者はアウ

トになり、また打者はインフィールドフライでアウトになります。野手がイ ンフィールドフライを捕球

したかどうかは関係ありません。仮に野手が落球しても妨害でボールデッドになっているので他の

走者の進塁は認められません。 

では、インフィールドフライ・イフ・フェアと宣告された打球がファウルになった場合はどうなるの

かという点です。規則では、「野手の守備を妨害した走者だけがアウトになり、その打球が捕球さ

れたとしても、打者は打ち直しとなる。」と言っています。ファウルになればインフィールドフライは

成立しないことはお分かりだと思います。ファウルの打球を守備しょうとしている野手を妨害したわ

けですから、妨害が発生した時にボールデッドとなって、野手がその打球を捕ったかどうかに関係

なく、その走者はアウトになります。では打者はこの場合どうなるのか。通常走者が打球を処理し

ようとしている野手の守備を妨害した場合、走者アウトになって打者には一塁が与えられるわけで

すが、この場合はファウルですから打者を一塁に行かせることはできないので、ワンストライクが

追加され、打者は打ち直しとなるということです。 

アンパイアリングとしては、フェアかファウルがはっきりしている打球は妨害が発生したらすぐ 

「タイム」で構いませんが、ライン上の 「インフィールドフライ・イフ・フェア」のケースでは、フェアか

ファウルが確定するまでは、小さく (妨害があったよと) ポイントしておくことが大事です。そして、

フェアかファウルかで上述のように処理が違ってきます。 

なお、参考までに、規則7.08 (f)もこの際再確認しておいてください。 

 『インフィールドフライが宣告された打球が、塁を離れている走者に触れたときは、打者、走者と

もにアウトになる。 

[例外] インフィールドフライと宣告された打球が、塁についている走者に触れた場合、その走者

はアウトにならず、打者だけがアウトとなる。 

[注5]インフィールドフライと宣告された打球が走者に触れた場合は、その走者が塁についていて

もいなくても、ボールデッドとなる。 

                    

（４）  2.44 (a) [原注] の後段に追加 

ただし、0アウトまたは1アウトのとき、本塁でのプレイで走者が得点した後、打者走者がスリー

フットレーンの外を走って守備妨害でアウトが宣告されても、その走者はそのままセーフが認めら

れて、得点は記録される。 

 

いわゆるプレイが介在 (本塁でセーフまたはアウト)したケースですが、親切に明文化したもの

でこれまでの解釈と何ら変わるものではありません。 

例えば走者三塁で投前にスクイズし、それを捕った投手が本塁にトスしたがセーフ、その後捕
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手が一塁に送球しようとしたところ打者走者がス

リーフットレーンの外側を走っていて捕手の送球に

当たり守備妨害が宣告されアウトになった。この場

合、0アウトまたは1アウトであれば、三塁走者の得

点はそのまま認められ、打者走者アウトで1アウト

または2アウトから試合再開となる。しかし、2アウト

であれば、打者走者が一塁へ触れる前のアウトが

第3アウトになるので、三塁走者の得点は認めら

れないことはもちろんです。 

 

（５）  2. 44の末尾の削除 

「妨害が起きた場合は、ボールデッドとなる。」を削除する。 

 

妨害が起きた場合、通常即ボールデッドとなります。しかし、その例外もあります。 

例えば、6.06 (c)のケース、打者がバッタースボックスの外に出て、盗塁した一塁走者をアウトに

しようとした捕手の送球動作を妨害した場合、妨害と同時にボールデッドになるのではなく、盗塁

した走者がアウトになれば、妨害はなかったものと考えられ、打者はアウトにはなりません。また、

6.08 (c)のケース、捕手が打者を妨害した場合、妨害にもかかわらず打者が打って、それがヒット

となり、走者も1個の塁を進み、打者も一塁に達したならば、妨害とは関係なくプレイは続けられま

す。このように、妨害でも例外的処置があるため、誤解を避ける意味で、2.44の末尾の文章が削

除されたもので、この削除は規則の改正を意味するものではなく、妨害が起きてもボールデッドに

ならないということではないことをご理解ください。 

今年の規則改正である、「インフィールドフライと妨害」も、“インフィールドフライ・イフ・フェア" 

の場合は、フェア/ファウルが確定して初めてボールデッドになりますので、妨害即ボールデッドに

ならないケースと言えます。 

 

（６）  3.05 (d)の末尾に追加 

また、投手が塁上にいるとき、または投手の打席で前のイニングが終了して、投手がダッグア

ウトに戻らずにマウンドに向かった場合は、その投手は、準備投球のために投手板を踏まない限

り、そのイニングの第1打者に投球する義務はない。 

 

3. 05 (d)は、本書でも解説したとおり、試合の意図的な遅延行為を防止するために昨年追加に

なったものですが、ファウルラインを越えたら先頭打者への投球義務があるとすれば、では投手

が塁上にいてチェンジになったとか、投手が打者でアウトになってチェンジになった場合、 投手は

すでにダイヤモンドの中にいるから、そういう場合も先頭打者への投球義務はあるのかという疑

問が湧き、その疑問に答えるために今年上記条文が追加されたということです。 

条文では、このような場合は、投手が準備投球のために投手板を踏まない限り、先頭打者への

投球義務はないと言っています。 

 

（７）  4.12 (b) (4) の改正 

 解説なし 
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（８）  6.05 (h) [原注] の2段目の改正 

バット全体がフェア地域またはファウル地域に飛んで… 

 

下線部が追加されたもので、バット全体がフェア地域だけでなく、ファウル地域に飛んでプレイ

を企てている野手を妨害したときにも、故意であったか否かの区別なく、妨害が宣告されるという

ことになり、規則の適用が明確になりました。 

 

（９）  6.06 (c) [原注] の2段目の改正 

打者が空振りし、スイングの余勢で、その所持するバットが、捕手または投球に当たり、審判員

が故意ではないと判断した場合は、打者の妨害とはしないが、ボールデッドとして走者の進塁を

許さない。(下線部を改正) 

 

昨年までの条文は次のようになっていました。 

「打者が空振りし、自然の打撃動作によるスイングの余勢か振り戻しのとき、その所持するバット

が、捕手がまだ確捕しない投球に触れるか、または捕手に触れたために、捕手が確捕できなかっ

たと審判員が判断した場合は、打者の妨害とはしないが、ボールデッドとして走者の進塁を許さな

い。」 

今回、原文の改正に合わせてわが国の規則書の条文を注意深く読み直し、原文に則して分か

りやすい表現にしたのが改正文です。 

原文では、“…and swings so hard he carries the bat all the way around" 

となっています。つまり、「激しく振りまわされたバット」が捕手に当たったときと言っているので、

それを「スイングの余勢」と訳し、また「振り戻し」とは振ったバットをまた同じ軌道で戻すということ

ですから、その行為は自然とは言い難く、それが捕手または投球に当たれば、むしろ妨害だろうと

判断して、「振り戻し」の言葉は削除しました。 

また、バットが触れたために捕手が確捕できなかったのかどうか、審判員としては大変難しい判

断が求められることから、「当たったのが故意だったかどうか」で審判員が判断できるようにシンプ

ルに改正になりました。したがって、確捕できたかどうかは問わないということになります。スイン

グの余勢でバットが捕手に当たり、結果捕手が投球を確捕できなくても、故意でなければ妨害に

ならないし、逆にバットが捕手に当たったが、しかし捕手が投球を確捕できたとしても故意と審判

員が判断すれば打者の妨害となります。 

なお、7.00補則(B)(a)(4)も同様に改正となります。 

 

（10）  7.09 (a) を改正し、 [原注]を追加 

(a)第3ストライクの後、打者走者が投球を処理しようとしている捕手を明らかに妨げた場合。 

打者走者はアウトになり、ボールデッドとなって、他の走者は投球当時占有していた塁に戻る。 

[原注]投球が、捕手または審判員に触れて進路が変わり、その後に打者走者に触れた場合は、

打者走者が投球を処理しようとしている捕手を明らかに妨げたと審判員が判断しない限り、妨害と

はみなされない。 

 

7.09(a)の改正に伴い、同[注]の①②③の文中も、「明らかに妨害した」と変わり、また7.00補則

(A)(g)にも「明らかに」が追加された。つまり、「明らかに」ということですから、だれが見ても捕手の

守備の妨げになったと判断される場合に、打者走者は妨害でアウトになるということです。というこ

とは、打者走者に故意性がかなり認められる場合とか、あるいは打者走者が投球または投球を
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処理しようとしている捕手を邪魔しないよう避ける時間があった(あるいは避けられた)と判断され

る場合が、「明らかに」に相当すると考えられます。あくまで審判員の判断ですが、“出会い頭的”

あるいは偶然の場合は明らかな妨害とは言えません。 

 

（11）  8.02 (a) (1) のペナルティの改正 

ペナルティ 投手が本項に違反した場合には、球審はただちにボールを交換させ、投手に警告を

発する。投手がさらに違反した場合には、ボールを宣告する。… 

(下線部が改正) 

 

アマチュア野球では、アマ内規⑪により、「規則8.02(a)(1)のペナルティに代えて、審判員はその

都度警告してボールを交換させる。」となっています。 

 

（12）  8.05 (b) および同 [注] の改正 

(b)投手板に触れている投手が、一塁または三塁に送球するまねだけして、実際に送球しな

かった場合。 

[注]投手が投手板に触れているとき、走者のいる二塁へは、その塁の方向に直接ステップすれば

偽投してもよいが、一塁または三塁と打者への偽投は許されない。…(下線部を改正) 

 

三塁への偽投の禁止、それはまさに画期的な改正と言えます。歴史を紐解くと、塁への偽投は

ある時代はすべて許され、またある時代はすべてダメとなり、そして1900年に二塁と三塁だけは

オーケーとなったようです。 

それがまた三塁が禁止となったのは、外国はほとんどけん制をしない、けん制は試合の遅延に

つながる、そして一・三塁のケースでのけん制はボークではないかと疑わしい動作が多々見られ

る、といった背景があって、禁止に踏み切ったと聞いています。 

三塁への執拗なけん制、また一・三塁での三塁への偽投、これらは確かにほとんど無駄なプレ

イとみられ、試合の遅延につながっていることは間違いがありません。 

ある意味では審判員の立場からすれば禁止になってすっきりしたと言えます。 

もちろん、投手板に触れている投手が三塁に送球することは問題ないし、また投手板をはずせ

ば送球してもしなくても問題ないことは言うまでもありません。したがって、三塁へけん制するの

だったら必ず送球しなさい、あるいは三塁へけん制するときは投手板を必ずはずしなさいと指導を

徹底することです。 
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（13）  8.05 (c) [原注] の改正および同 [注]の削除 

[原注] … ボークである。投手は、塁に送球する前に塁の方向へ直接踏み出さなければならず、 

踏み出したら送球しなければならない。 (二塁については例外) 

走者一・三塁のとき、投手が走者を三塁に戻すために三塁へ踏み出したが実際に送球しなかっ

たら (軸足は投手板に触れたまま)、ボークとなる。 

 

偽投は二塁だけしか認められなくなりました。一塁と三塁へは、投手は、投手板に触れたまま、

塁に踏み出したら必ず送球しなければならないと非常に単純かつ明快になったと言えます。 

かつて、 三塁へのけん制を巡っては、 

・自由な足をゆっくり上げて走者の動きをけん制したり、 

・ノーワインドアップで投球動作と同じ動きで自由な足を回したり、また一・三塁では、 

・三塁へ踏み出したが腕の振りがなかったり、 

・三塁へ踏み出し、腕を振ったが、軸足がふたたび投手板の上に落ちたり、 

・投げ手にボールを持たずに三塁へ偽投し、振り向きざま一塁へ送球するとか 

  など、偽投の仕方が投手によってバラバラで分かりづらく、その都度規則委員会では規則適用

上どう解釈するかを検討してきました。今回の三塁への偽投禁止でこうした紛らわしいプレイはな

くなり、大変スッキリしました。と同時に、無駄なけん制をなくすという点でスピードアップにもつな

がり、かつ投手は打者と勝負という本来のベースボールを呼び起こしたという点で評価できます。

しかし、長年一・三塁のケースでは、投手が三塁にまず偽投してそれから一塁へ振り向いて送球

するといったプレイに慣れ親しんできたことから、選手たちにはシーズン当初は混乱が生じるだろ

うと思われますが、指導者、審判員がシーズン前にさまざまな機会を捉えて、この規則の改正に

ついて繰り返し指導・徹底を図ってほしいとお願いする次第です。 

  なお、これまでの [注]では「投手が三塁へ踏み出して腕を振って送球する動作 (偽投)をした勢

いで軸足が投手板からはずれた (場所の如何を問わない)場合には、そのまま振り向いて 一塁

へ送球することは許される。」となっていましたが、“偽投”をした勢いで投手板をはずれても今回

の改正でそれも違反となり、長年アマチュアでは、「偽投」とは、あるいは「場所の如何を問わな

い」とはの議論が繰り返されてきましたが、それにも終止符が打たれたと言えます。 

 

規則適用上の解釈 

昨年寄せられた質問の中から参考になる事例を紹介します。 

 

事例1: 同点で最終回の裏、2アウト走者三塁、打者は3ストライク目の投球を空振り、捕手はそ 

の球を捕り損ね、大きく横にそらし、ボールはボールデッドの個所に入ってしまった。三塁走者は

ホームイン。打者は歓喜の余り 三塁走者と抱き合って一塁へ進もうとはしなかった。 

アピールもなく両チームはホームベースを挟んで整列してしまった。この場合の正しい処置は? 

 

このケースは本塁に整列してしまったのでアピール権は消滅してしまっているが、整列前な 

ら、アマ内規④を準用するのが適切と考えます。つまり打者走者をアウトにするにはアピールが

必要です。また、決勝点に相当する場合は、ボールデッド中でも、アマ内規⑨により、守備側は本

塁整列前に球審にボールを要求してアピールすることが可能です。 

 なお、審判員は通常、ボールデッドになれば、打者走者を含む走者に対して1個の塁を進みなさ

いと指示するので、打者走者がそのまま本塁に留まるということはないかもしれません。また、

はっきりそういう指示をしたほうがこの事例のような問題は防止できると言えます。 
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事例2:2アウト同点の9回裏、走者一・三塁。打者三塁ゴロ。三塁手が捕って一塁へ送球、しかしそ

れが悪送球となってスタンドに入ってしまった。三塁走者ホームインでサヨナラゲーム。 ところが

一塁走者は勝ったと思って二塁に行かず本塁整列に向かってきた。そのまま試合終了。 果たし

てこれで良かったのか? 

 

このケースも本塁整列で試合は終了したわけであるが、規則上はどうだったのだろうか。一塁

走者はフォースの状態にあることから守備側からアピールがあればアウトになります。したがっ

て、守備側がアピールをしていれば一塁走者はフォースアウト(スリーアウト) となって、三塁走者

の得点は認められず、同点で延長回に入るということになります。なお、この場合も、ボールデッド

中ですが、決勝点のケースに当たりますので、前問同様、アマ内規⑨により、守備側は球審から

ボールをもらって本塁整列前にアピールをすることができます。 

            * 

 以上で2014年度の規則改正および規則適用上の解釈の解説を終わりますが、今年度は画期的

と もいえる大きな改正がありました。引き続き正しい野球の発展に向けて関係者の皆様のご尽

力、 ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、審判制度改革の一環である、アマチュア公認審判員の登録が今年の6月には実施されま

す。それによって初めてわが国アマチュア4団体の審判員の実数が把握されることになります (参

考:これまでの日本アマチュア野球規則委員会は昨年4月に全日本野球協会に統合され、一専門

委員会としてアマチュア野球規則委員会と改称し活動をしています)。 

 また、2012年11月に発刊しました「野球規則を正しく理解するための野球審判員マニュアル」 は

好評にお応えし、最新の規則改正を反映させ、また規則の歴史も織り込みながら中身をさらに充

実させ、第2版をこの5月に発行する予定です。野球規則の理解に一助にしていただければ幸甚

です。 
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2015年度 改正規則解説 

～改正規則と規則適用上の解釈について～ 

麻生紘二 ＜日本野球規則委員会委員＞ 

 

改正規則の解説 ～規則の改正は7カ所 

 

日本野球規則委員会は、1月8日に開催され、規則の改正について検討し、そして1月27日に

2015年度の規則改正を以下のように発表しました。今年度は特に大きな改正はありませんでし

た。 

 

(1) 1.17[注3]①および③に追加 

(2) 3.06[原注]冒頭に追加 

(3) 4.05[原注]に追加 

(4) 6.10(b)(10)の改正 

(5) 8.02(b)[原注]および同[注]を追加 

(6) 8.05(d)[原注]に追加 

(7) 9.02(c)[原注2]に追加 

 

■ 1.17[注3]①および③に追加 

(1) ① の3段目として次を追加する。 

なお、これらの表示については、レーザー照射による文字入れを認める。 

(2) ③ の1・2段目を次のように改める。(下線部を改正) 

ミットまたはグラブに表示する商標は、布片、刺繍または野球規則委員会の承認を受けた樹脂

製の成型物によるものとし、これを表示する個所は背帯あるいは背帯に近い部分、または親指の

つけ根の部分のうちのいずれか1カ所に限定し、その大きさは縦4㌢以下、横7㌢以下でなければ

ならない。 

マーク類を布片、刺繍または前記樹脂製の成型物によって表示する場合(エナメル素材のよう

に光る素材での表示は認められない)は、親指のつけ根に近い個所に限定し、その大きさは、縦

3.5㌢、横3.5㌢以下でなければならない。 

 

規則1.17はいわゆるコマーシャリゼーションの規定で1981年に作られました。やや時代にマッチ

しない点もあるのではと考え、見直しをしましたが、結果は上記の通り新技法を盛り込むに留まり

ました。 

 

■ 3.06[原注]冒頭に追加 

ダブルスイッチ(投手交代と同時に野手も交代させて、打撃順を入れ替える)の場合、監督はファ

ウルラインを越える前に、まず球審に複数の交代と入れ替わる打撃順を通告しなければならな

い。監督またはコーチがファウルラインを越えたら、それ以後ダブルスイッチはできない。 

[注]我が国では、本項[原注]前段については、所属する団体の規定に従う。 

 

選手交代に関する規定ですが、普段あまり聞き慣れない、ダブルスイッチの場合の規定が追加

になりました。ダブルスイッチとは、投手交代と同時に野手も交代させて、投手を含めて打撃順を

入れ替えることを言います。打撃順が入れ替わらなければダブルスイッチとは言いません。例え
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ば、監督がマウンドに行って投手と野手を交代した。しかし、打順の変更はなかった。この場合

は、ここで言うダブルスイッチには該当しません。ダブルスイッチの場合は、マウンドに行く前に球

審に交代と打撃順を告げなさいと規定しました。それはマウンドに行ってから投手を代えようか、

野手はどうしょうか、打撃順はどうしようかとか考えられたら、混乱はするし、また時間がかかるた

めで、それを避ける意味でもマウンドに行く前にまず交代を告げなさいとしたわけです。 

 

■ 4.05[原注]末尾に追加 

ベースコーチは、用具の交換を除き、走者の身体に触れてはならない。 

 

これは何を意味しているのか。テレビでメジャーの試合を観ているとよくこんなシーンが見られま

す。打者が一塁に出ると一塁ベー

スコーチが打者走者の後ろに

回って耳元で何かささやいていま

す。これは三塁ベースコーチから

出されたサインを読み、その確認

を打者走者にしているのだと思わ

れます。大の大人が、走者が出る

たび毎回こんな光景が繰り返され

るわけですが、目障りで、あまり

好感の持てるシーンではありませ

んので、それを禁止しようというも

のです。エルボーガード、レッグガード等を外したらプレイに支障がないようコーチはすぐ下がりな

さいと規定されたものの、残念ながら昨シーズンのメジャーを見ている限りこの規定はまったくと

言っていいほど守られていませんでした。ベースコーチについては、コーチスボックスの中にいな

さいと決められているにもかかわらず、なぜかほとんどのコーチャーがボックスから出ているよう

に、ベースコーチはなぜ規則を守れないのだろうと不思議に思います。実際、プレーヤーだけでな

く、審判員の立場からもコーチャーの存在が邪魔になることがあります。 

 

■ 6.10(b)(10)の改正（下線部を改正） 

投手が指名打者に代わって打撃するかまたは走者になった場合、それ以後指名打者の役割は

消滅する。試合に出場している投手は、指名打者に代わってだけ打撃または走者になることがで

きる。 

 

従来、投手は指名打者に代わって打撃をすることが認められていましたが、今回の改正で代走

もできるようになりました。 

なお、記録上はどう扱っているかというと、プロ野球の場合、細則で、もともと投手は試合に出て

いるので、代打、代走という処理はしていないそうです。 

 

■ 8.02(b)[原注]および同[注]を追加 

[原注] 投手は、いずれの手、指または手首に何もつけてはならない(たとえば救急ばんそうこ

う、テープ、瞬間接着剤、ブレスレットなど)。審判員が異物と判断するかしないか、いずれの場合

も、手、指または手首に何かをつけて投球することを許してはならない。 

[注] 我が国では、本項[原注]については、所属する団体の規定に従う。 
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この規定で注目すべきは、「投げ手の」ではなく、「いずれの」と言っていることです。投げ手に異

物をつけてはいけないというのは容易に理解できるわけですが、グラブをはめた手、指または手

首もダメというのはどういうことでしょうか。それは我が国ではあり得ないと言っていいと思います

が、昨シーズンメジャーでは首筋に松ヤニをつけてそれをボールにこすりつけていた投手が見 

つかり、退場処分になった例に見られるように、メジャーではとんでもないことが起きます。ですか

らグラブの指の中に松ヤニをつけておき、その指でボールをこねて投球するというルール破りもあ

るかもしれません。また米国では契約社会ですからルールブックのどこに禁止と書いてあるのか、

書いてないからいいじゃないかという判断がよくなされます。そのため分かり切ったことでも、厳し

過ぎるくらい、細かに規定を明文化していきます。 

今回も先手を打ってアンフェアに対し予防措置を講じたと理解できます。 

では、見えなければいいのか、例えばアンダーシャツに隠れていたり、グラブに隠れていたりし

た場合は許されるのかといった質問が必ず寄せられますが、もちろん規則上はダメです。誰も見

ていないから悪いことをしてもいいだろうと言うのと同じ理屈です。 

参考までに、社会人野球および大学野球では、8.02(b)本文および[原注]の適用に際しては、

「投球に影響を及ぼすようなもの」と解釈し、監督から申し出があり、審判員が認めたものに限っ

て許可するとしています。 

 

■ 8.05(d)[原注]に追加 

投手が走者のいない塁へ送球したり、送球するまねをした場合、審判員は、それが必要なプレ

イかどうかを、走者がその塁に進もうとしたか、あるいはその意図が見られたかで判断する。 

 

昨年、三塁への偽投が禁止されました。そして、今回、「必要なプレイ」とはどんな場合かが明

示されました。それは、走者に進塁の行為があったと審判員が判断した場合に「必要なプレイ」と

みなすということです。では、「その意図が見られた」とは、どういう場合を言うのでしょうか。あくま

で審判員の判断ですが、一つの目安として走者が塁間の半分を越えて、走った、進もうとしたと

き、と判断してよいでしょう。したがって、ただ単にスタートを切っただけという場合は、必要なプレ

イには該当しません。 

たとえば、走者二塁。その走者が三塁に走った、そのため投手は投手板を踏んだまま三塁へ

送球した。このプレイは必要なプレイとして認められてきました。このように三塁へ送球してしまえ

ば問題ないのですが、では間に合わないと見て途中で送球するのを止めてしまった(偽投)場合は

どうでしょうか。それも昨年までは必要なプレイとして認めてきました。 

しかし、今年メジャーのアンパイアキャンプに参加したプロの審判員からびっくりするニュースが

もたらされました。つまり、上記の例で言えば、三塁に送球すれば問題ないが、途中で止めれば

(偽投)、それはボークとなるとの解釈通知が示されたそうです。三塁への偽投が許されなくなった

ことによって、三塁と一塁とはまったく同じ取り扱いがされるということです。投手板上から偽投が

許されるのは二塁だけとなりました。 

我が国の規則委員会としては急なことではありましたがこれまでの解釈を上記のように改め、メ

ジャーの解釈にフォローすることにしました。したがって、「野球審判員マニュアル」の90ページ下

から3行目の「送球するまねをする」は削除、そして次ページの表の1、3および7はボークとなると

改正されますのでご注意ください。 
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■ 9.02(c)[原注2]の3段目に次を追加 

監督または捕手からの要請は、投手が打者へ次の1球を投じるまで、または、たとえ投球しなく

てもその前にプレイをしたりプレイを企てるまでに行わなければならない。イニングの表または裏

が終わったときの要請は、守備側チームのすべての内野手がフェア地域を去るまでに行わなけれ 

ばならない。 

ハーフスイングの要請の期限を、アピールの規定に合わせ、明記したものです。ここで誤解の

ないよう一つ確認しておきます。投球に続いて、たとえば、捕手が盗塁を刺そうとして二塁に送球

したとか、あるいは飛び出した走者を刺そうとして塁に送球するプレイは、一連のプレイだから消

滅のプレイには当たらず、その後にチェックスイングの要請をすることは許されます。しかし、ボー

ルが一旦投手に戻り、投手がプレイをしてしまえば、もうチェックスイングの要請はできません。 

 

【規則適用上の解釈】 

以上で改正規則の説明は終わりますが、昨年度、規則委員会で議論された中から、規則適用

上の解釈について3点紹介しておきますので参考にしてください。 

 

◆ 悪送球が野手の手を離れたときの走者の位置について 

 

事例： 1アウト、走者一・二塁。二塁走者がけん制で誘い出され、二・三塁間でランダウンになっ

た。その間、一塁走者は二塁に達していた。その後、ランダウンプレイにおいて、二塁手からの送

球が悪送球となってボールデッドの個所に入ってしまった。この場合、一塁走者はどこまで進塁で

きるか(7.05(g))。 

 

――― 規則7.05(g)は、次のように規定しています。「審判員は2個の進塁を許すにあたって、・・・

その他の場合は、悪送球が野手の手を離れたときの各走者の位置を基準として定める。」 

ここで問題となるのが「走者の位置」をどう読むかということです。規則委員会でも大いに議論

になりました。我が国では、1980年のプロアマ合同野球規則委員会で、「走者の位置とは文字通

り各走者がそのとき立っていたところ」との解釈をとっており、それを継承しています。 

したがって、上記の事例で言えば、二塁に達していた一塁走者も、二塁から二つで、本塁が与

えられるということになります。 

このときも議論は二分され、米国規則委員会の回答である、文字通り走者が立っていたところ

を支持する委員と、その年に来日したメジャーの審判員個人の見解である、一塁走者には二塁の

占有権はないから彼のオリジナルの塁である一塁から二つで三塁までを支持する委員とで紛糾し

ましたが、最終的には米国規則委員会の回答を尊重して、「走者が立っていたところ」を結論とし

た経緯があります。 

昨年度、我が国規則委員会でも再び同じような議論が蒸し返されました。反対意見はやはり一

塁走者には二塁の占有権はないというものです。また、米国の元マニュアル編集委員に聞いて

も、彼の回答は、二塁の占有権はないから三塁までしか行けない、これは[原注1]の「ときによって

は、走者に2個の塁が与えられないこともある。」に該当する、というものでした。 

しかし、納得がいかない点が残りました。それは、進塁の基準に占有権云々という考え方はど

こにも明記されていないということと、[原注1]に該当すると言ってもこの点も曖昧だし説得力に欠

けるのではということです。 

そのため、最終的には規則委員会としてはこれまでの解釈を踏襲する、つまり走者が立ってい

たところという解釈を継続することにしました。 
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◆ ボーク後のタイムについて 

 

事例：ボーク後の投球または送球を捕手または野手がはじいた場合、どの時点でタイムをかける

のか。 

 

――― ボーク後の投球または送球を捕手または野手が前にこぼした、あるいははじいたがすぐ

拾った、こういう場合は「捕球した」と同じ扱いでよいのではないかという考えもあります。しかし、

「すぐ拾った」というのはどの程度を言うのかという議論がまた出てきます。実際どこまでか、一線

を引くことは大変難しいと考えます。 

 

ボーク後に、タイムをかけるときは、投球または送球が捕球されたとき、あるいはすべてのプレ

イが止まったときと理解されています。ところが事例のように、はじいた、こぼしたというのが「捕

球」に当たらないことは明白です。こぼして、すぐ拾ったという場合は、捕球と同じ扱いで良いので

はないかという意見もありますが、しかし、走者は、ボーク後の投球または送球が悪送球になった

場合、自分のリスクでアウトを賭して余塁を奪うことができます。その可能性が残されている限りプ

レイは続けられねばならないと考えます。 

したがって、規則委員会では次のような結論を出しました。 

「ボーク後の投球または送球が、野手によって第一動作で捕球されない限りインプレイの状態

を続け、すべてのプレイが止まった時点または走者が余塁を奪いそうにないと審判員が判断した

時点で、審判員はタイムをかけてプレイを止めボーク後の処置をとる。ただし、野手がボールをす

ぐ拾い上げ、かつ走者に全く進塁の動作が見られないと審判員が判断したとき、および単独走者

三塁でランダウンプレイになったときは、その時点でタイムをかけプレイを止める。」 

 

◆ 監督またはコーチが投手のもと（マウンド）へ行く制限について 

 

監督またはコーチがマウンドに行く回数のカウントの仕方については、やや曖昧な部分があっ

たり、国際大会とは違った行動が我が国で見られました。そのため、国際基準に合わせると同時

に、時間短縮という点も考慮して、プロアマ共同で回数の考え方について次の通り明確化し、周知

徹底のためアマチュア野球規則委員会から各団体に通達を平成27年2月10日付けで出状しまし

た。 

 

監督またはコーチが投手のもと(マウンド)へ行く制限について 

1. 監督またはコーチがファウルラインを越えて投手のもと(マウンド)へ行った場合は必ず1回に数

えられる規則である。 

2. イニングの途中で、監督またはコーチが投手のもとへ行き、投手交代をする場合:新しい投手

がマウンドに到着し、その投手がウォームアップを始めたならば、その監督またはコーチはベンチ

に戻る。もし、そのまま(マウンドに)留まっていた場合には「一度」に数えられる。 

3. 新しいイニングの初めに監督またはコーチがマウンドに行った場合には、「一度」に数えられ

る。 

4. 球審(審判員)は、監督またはコーチに投手のもと(マウンド)へ行った回数を知らせる。 

－ 例えば － 

・イニングの初めに監督またはコーチがマウンド行って新しく交代した投手を待ち(1回)、さらにそ

の投手がウォームアップを始めてもマウンドに留まっていれば(1回)となり、合計2回となって、 
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8.06(b)に抵触し、その投手は自動的に試合から退くことになってしまいます。これでは、まだ1球も

投げないうちに退くことになりますので、この場合は、その打者がアウトになるか、走者になるまで

投球し、その後に退くことになります。 

しかし、こんな事態を看過しないように、審判員は投手のウォームアップが始まったら監督また

はコーチにベンチに下がってください、このままそこにいるともう1回となりますよと注意してあげる

ことをお勧めします。もちろん監督またはコーチが不注意にマウンドに行かないことが一番です。 

また、チェンジになったら野手は試合球をマウンドに置くか、転がすようにしてください。 

 

最後に、「投球当時」の解釈について、長年、我が国では『オン・ザ・ラバー』の解釈をとってきま

したが、国際基準およびプロとは異なるため、「投手が投球動作を開始したとき」に変更する予定

です。ただし、実施は、混乱を避けるため、今年1年間は猶予期間とし、2016年度からの実施を考

えていますのでお含み置きください。 
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２０１６年度改正規則の解説 

~改正規則と規則適用上の解釈について~【日本野球規則委員会】 

 

日本野球規則委員会は1月8日に開催され、規則改正について議論し、その後の編纂委員

会を経て1月28日に2016年度の規則改正を以下の通り発表しました。 

今年度は、条文構成の大幅な変更をはじめとして12項目にわたる改正となりました。 

 

(1)規則書条文構成の大幅な変更 

(2)2.01〈1.04〉の【注】を削除(〈  〉内は昨年の条項番号、以下同様) 

(3)3.05〈1.13〉に【注】を追加 

(4)3.06〈1.14〉の改正および【注】を追加 

(5)3.08(d)〈1.16(d)〉の改正 

(6)5.04(b)(2)〈6.02(b)〉【原注】の改正 

(7)5.04(b)(4)(A)〈6.02(d)(1)〉の改正および【注】を追加、【原注】を削除 

(8)6.01(a)(10)〈7.09(j)〉【原注】の改正 

(9)6.01(i)(【原注】および【注】を含む)の改正 

(10)6.03(a)(4)〈6.06(d)〉の改正 

(11)7.02(a)(3)〈4.12(a)(3)〉の改正 

(12)7.03(c)〈4.16〉の改正 

 

（１）規則書条文構成の大幅な変更 

2015年のofficial Baseball Rulesの改正を受けて、我が国でも大幅な条文構成の変

更が行われました。 

2015年の公認野球規則の目次 2016年の公認野球規則の目次 

1.00試合の目的、競技場、用具 

2.00本規則における用語の定義 

3.00試合の準備 

4.00試合の開始と終了 

5.00ボールインプレイとボールデッド 

6.00打者 

7.00走者 

8.00投手 

9.00審判員 

10.00記録に関する規則 

1.00試合の目的 

2.00競技場 

3.00用具・ユニフォーム 

4.00試合の準備 

5.00試合の進行 

6.00反則行為 

7.00試合の終了 

8.00審判員 

9.00記録に関する規則 

本規則における用語の定義 

上の比較表の通り、新しい構成ではボールインプレイとボールデッド、打者、走者、投

手に関する規則が、「5.00試合の進行」の章に集約されるとともに、打者、走者、投手の

それぞれの反則行為は、すべて「6.00反則行為」の章に纏められました。 

お気付きの通り、これまでの条項の番号は一新されますので、新しい規則書では新条項

番号の後に〈   〉書きで旧番号を表示するとともに、巻末には前年との対比表を掲載

して、できるだけ関係者が戸惑うことのないよう配慮されています。 

また、この機会に【原注】【付記】【規則説明】の表記を、原文の通りに統一しました

(Comment:原注、Note:付記、Approved Rulinning:規則説明)。 
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（２）2.01<1.04>【注】を削除 

競技場に関する規定の項の、下記【注】を削除。 

【注】ファウルポールも白く塗らなければならないが、判別の便宜上、他の色のものを用

いてもよい。ファウルラインを表示するのに、木材その他の堅い材料を用いてはならな

い。 

 

昭和30年に初めてプロ・アマ合同の規則書が発行される以前からプロ側の規則書に記載

されていた【注】がそのまま残っていたものです。ファウルポールの色に関する規定は原

文にはありませんし、ファウルラインを木材等の材料で表示することは今では考えられま

せん。現在は不要となった【注】と判断し削除することになりました。 

 

（３）（４）3.05<1.13>、3.06<1.14>に【注】を追加および3.06<1.14>の改正 

3.05および3.06に次の【注】を追加。 

【注】我が国では、縦の大きさを先端から下端まで13インチ(33.0センチ)とする。 

3.06冒頭の「一塁手、捕手以外」を「捕手以外」に改める。 

 

一塁手のグラブまたはミット(3.05)および野手のグラブ(3.06)の大きさに関する規定で

すが、本文規定の12インチを、13インチまで認めることに変更しました。この改正は、我

が国で硬式、軟式、プロ、アマを問わず、規定の12インチを超えるグラブおよびミットが

流通し、多くの選手に使用されている事実が判明したための措置です。これは、米国にお

いて20年以上前から13インチまでのグラブ、ミットの使用が暗黙のうちに認められ、米国

のメーカーが製造、販売したのを、日本のメーカーが追随したという経緯があったためで

あることが分かりました。規則委員会としては、バットやボールの規格については、大会

毎に検査を実施するなど、注意を払ってきましたが、グラブについてはメーカーを信頼し

ていましたので、迂闊だったと言われれば認めざるを得ません。いずれにしても、現状に

合わせてルールのほうを手当てするのが最善の策と考えての措置です。米国でもこの件は

今年のウィンターミーティングにおいて問題提起されたようで、今年度は13インチが明文

化されるのではないかとの情報があります。 

なお、3.06冒頭の「一塁手、捕手以外」が「捕手以外」と改められたことにより、一塁

手はミット、グラブのどちらを使用してもよいことが明確になりました。また、逆に一塁

手以外の野手が一塁手のミットを使用することはできないことも再確認されました。 

 

（６）（７）5.04(b)(2)<6.02(b)>【原注】の改正および5.04(b)(4)(A)<6.02(d(1)>の改

正、【注】を追加、【原注】を削除 

5.04(b)(2)【原注】の3段目以降を次のように改める。(下線部を追加。) 

審判員は、投手がワインドアップを始めるか、セットポジションをとったならば、打者

または攻撃側チームのいかなる要求があっても〝タイム〟を宣告してはならない。……球

審が寛大にしなければしないほど、打者は打者席の中にいるのであり、投球されるまでそ

こにとどまっていなければならないということがわかるだろう。 

(5.04b4参照) 

以下はメジャーリーグだけで適用される[原注]の追加事項である。打者が打者席に入っ

たのに、投手が正当な理由もなく、ぐずぐずしていると球審が判断したときには、打者が

ほんの僅かの間、打者席を離れることを許してもよい。走者が塁にいるとき、投手がワイ
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ンドアップを始めたり、セットポジションをとった後、打者が打者席から出たり、打撃姿

勢をやめたのにつられて投球を果たさなかった場合、審判員はボークを宣告してはならな

い。投手と打者との両者が規則違反をしているので、審判員はタイムを宣告して、投手も

打者もあらためて〝出発点〟からやり直させる。 

以下はマイナーリーグで適用される[原注]の追加事項である。走者が塁にいるとき、投

手がワインドアップを始めたり、セットポジションをとった後、打者が打者席から出た

り、打撃姿勢をやめたのにつられて投球を果たさなかった場合、審判員はボークを宣告し

てはならない。5.04(b)(4)(A)に抵触する場合、審判員は自動的にストライクを宣告す

る。 

5.04(b)(4)(A)を次のように改める。 

①「マイナーリーグでは、以下の規則を実施する。」を削除する。 

② 5.04(b)(4)(A)の後段を次のように改め(下線部を追加)、【注】を追加、同【原

注】を削除する。 

打者が意図的にバッタースボックスを離れてプレイを遅らせ、かつ前記(i)～(ⅷ)の

例外規定に該当しない場合、当該試合におけるその打者の最初の違反に対しては球審が

警告を与え、その後違反が繰り返されたときにはリーグ会長が然るべき制裁を科す。 

【注】我が国では、所属する団体の規定に従う。 

 

これらの打者に関する規則の一連の改正は、昨年までマイナーリーグに適用されていた

「バッタースボックスルール」がメジャーで適用されることになったことによるもので

す。我が国では、5.04(b)(4)(A)の適用に関しては、【注】の通り、各団体の規定に従う

ことになり、アマチュア野球においては新たに以下の内規を設けて対応することになりま

した。 

 

 

アマチュア内規②バッタースボックスルール 

(1)打者は打撃姿勢をとった後は、次の場合を除き、少なくとも一方の足をバッタース

ボックス内に置いていなければならない。この場合は、打者はバッタースボックスを離

れてもよいが、〝ホームプレートを囲む土の部分〟を出てはならない。 

1) 打者が投球に対してバットを振った場合。 

2) 打者が投球を避けてバッタースボックスの外に出ざるを得なかった場合。 

3) いずれかのチームのメンバーが〝タイム〟を要求し認められた場合。 

4) 守備側のプレーヤーがいずれかの塁で走者に対するプレイを企てた場合。 

5) 打者がバントするふりをした場合。 

6) 暴投または捕逸が発生した場合。 

7) 投手がボールを受け取った後マウンドの土の部分を離れた場合。 

8) 捕手が守備のためのサインを送るためキャッチャースボックスを離れた場合。 

(2)打者は、次の目的で〝タイム〟が宣告されたときは、バッタースボックスおよび〝

ホームプレートを囲む土の部分〟を離れることができる。 

1) プレーヤーの交代 

2) いずれかのチームの協議 

なお、審判員は、前の打者が塁に出るかまたはアウトになれば、速やかにバッタース

ボックスに入るよう次打者に促さねばならない。 
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ペナルティ(1)(2) 

打者が意図的にバッタースボックスを離れてプレイを遅らせ、かつ前記1)～8)の例外

規定に該当しない場合、または、打者が意図的に〝ホームプレートを囲む土の部分〟を

離れてプレイを遅らせ、かつ、(2)の1)～2)の例外規定に該当しない場合、球審は、そ

の試合で2度目までの違反に対しては警告を与え、3度目からは投手の投球を待たずにス

トライクを宣告する。この場合はボールデッドである。 

もし打者がバッタースボックスの外にとどまり、さらにプレイを遅延させた場合、球

審は投手の投球を待たず、再びストライクを宣告する。 

なお、球審は、再びストライクを宣告するまでに、打者が正しい姿勢をとるための適

宜な時間を認める。(規則5.04(4)(A)) 

 

ペナルティを適用するケースとしては、ベンチのサインを見る、素振りをする、滑り止

めスプレーを使用するなどで、バッタースボックスから離れた場合が考えられます。 

なお、上記「バッタースボックスルール」は、2016年は猶予期間とし、1年間に限りペ

ナルティの適用は警告までにとどめることにしました。 

 

 

 

（８）6.01(a)(10)<7.09(j)【原注】>の改正 

6.01(a)(10)【原注】後段を次のように改める。(下線部を改正) 

捕手が打球を処理しようとしているのに、他の野手(投手を含む)が、一塁へ向かう打

者走者を妨害したらオブストラクションが宣告されるべきで、打者走者には一塁が与え

られる。 

 

昨年まで投手と一塁手に限定されていたものが、他の野手にも妨害の可能性があるとい

うことで、他の野手(投手を含む)という表現に改められました。 

 

（９）6.01(i)(【原注】および【注】を含む)の追加 

(i)本塁の衝突プレイ 

(1)得点しようとする走者は、最初から捕手または本塁のカバーに来た野手(投手を含

む、以下「野手」という)に接触しようとして、または避けられたにもかかわらず最初か

ら接触をもくろんで走路から外れることはできない。もし得点しようとした走者が最初か

ら捕手または野手に接触しようとしたと審判員が判断すれば捕手または野手がボールを保

持していたかどうかに関係なく、審判員はその走者にアウトを宣告する。その場合、ボー

ルデッドとなって、すべての他の走者は接触が起きたときに占有していた塁(最後に触れ

ていた塁)に戻らなければならない。走者が正しく本塁に滑り込んでいた場合には、本項

に違反したとはみなされない。 

【原注】走者が触塁の努力を怠って、肩を下げたり、手、肘または腕を使って押したり

する行為は、本項に違反して最初から捕手または野手と接触するために、または避けられ

たにもかかわらず最初から接触をもくろんで走路を外れたとみなされる。走者が滑り込ん

だ場合、足からのスライディングであれば、走者の尻および脚が捕手または野手に触れる

前に先に地面に落ちたとき、またヘッドスライディングであれば、捕手または野手と接触

する前に走者の身体が先に地面に落ちたときは、正しいスライディングとみなされる。捕
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手または野手が走者の走路をブロックした場合は、本項に違反して走者が避けられたにも

かかわらず接触をもくろんだということを考える必要はない。 

 

(2)捕手がボールを持たずに得点しようとしている走者の走路をブロックすることはで

きない。もし捕手がボールを持たずに走者の走路をブロックしたと審判員が判断した場

合、審判員はその走者にセーフを宣告する。 

前記にかかわらず、捕手が送球を実際に守備しようとして走者の走路をふさぐ結果に

なった場合(たとえば、送球の方向、軌道、バウンドに反応して動いたような場合)には、

本項に違反したとはみなされない。また、走者がスライディングすることで捕手との接触

を避けられたならば、ボールを持たない捕手が本項に違反したとはみなされない。 

 

本塁でのフォースプレイには、本項を適用しない。 

【原注】捕手がボールを持たずに本塁をブロックするか(または実際に送球を守備しよ

うとしていないとき)、および得点しようとしている走者の走塁を邪魔するか、阻害した

場合を除いて、捕手は本項に違反したとはみなされない。審判員が、捕手が本塁をブロッ

クしたかどうかに関係なく、走者はアウトを宣告されていたであろうと判断すれば、捕手

が走者の走塁を邪魔または阻害したとはみなされない。また、捕手は、滑り込んでくる走

者と日常的に不必要かつ激しい接触(たとえば膝、レガース、肘または前腕を使って接触

をもくろむ)をする捕手はリーグ会長の制裁の対象となる。 

【注】我が国では、本項の(1)(2)ともに、所属する団体の規定に従う 

 

 

本塁上で、得点をめぐって走者と捕手が激しく接触するプレイは、これまでに米国でも

日本でも度々繰り返されてきました。走者の無法ともいえる捕手への体当たりや、捕手が

ホームプレートをふさいでしまう〝ブロック〟によって、過去には多くの選手が傷つき、

最悪の場合には選手生命を断たれるような大けがを負うケースもありました。こういった

事態に対して、昨年MLBもようやく重い腰を上げ、この“collision rule”を採用するに

至りました。我が国では、アマチュア野球において2013年に「危険防止(ラフプレイ禁止)

ルール」としてアマチュア内規が定められ、すでに運用していますが、今年からはプロ野

球においても独自の内規を制定して対応することになります。 
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以下に2016年版アマチュア内規の抜粋を記載しておきます(下線部は、新ルール6.01(i)

に対応するため変更した部分です)。 

 

アマチュア内規⑩危険防止(ラフプレイ禁止)ルール 

1.タッグプレイのとき、野手がボールを明らかに保持している場合、走者は(たとえ走

路上であっても)野手を避ける、あるいは減速するなどして野手との接触を回避しな

ければならない。 

1) 野手との接触が避けられた 

2) 走者は野手の落球を誘おうとしていた 

3) 野手の落球を誘うため乱暴に接触した 

と審判員が判断すれば、その行為は妨害とみなされ、たとえ野手がその接触によって

落球しても、走者にはアウトが宣告される。ただちにボールデッドとなり、他の走者は

妨害発生時に占有していた塁に戻る。なお、走者の行為が極めて悪質な場合は、走者は

試合から除かれる場合もある。(規則6.01i(1)) 

 

2.次の場合には、たとえ身体の一部が塁に向かっていたとしても、走者には妨害が宣告

される。 

(1) 走者が、ベースパスから外れて野手に向かって滑ったり、または走ったりして野

手の守備を妨げた場合(接触したかどうかを問わない)。 

<走者は、まっすぐベースに向かって滑らなければならない。つまり走者の身体全体

(足、脚、腰および腕)が塁間の走者の走路(ベースパス)内に留まることが必要であ

る。ただし、走者が、野手から離れる方向へ滑ったり、走ったりすることが、野手と

の接触または野手のプレイの妨げになることを避けるためであれば、それは許され

る。> 

(2) 走者が体を野手にぶつけたりして、野手の守備を妨害した場合。 

(3) 走者のスライディングの足が、立っている野手の膝より上に接触した場合および

走者がスパイクの刃を立てて野手に向かってスライディングした場合。 

(4) 走者がいずれかの足で野手を払うか、蹴った場合。 

(5) たとえ野手がプレイを完成させるための送球を企てていなくても、走者がイリー

ガリーに野手に向かってスライドしたり、接触した場合。 

ペナルティ(1)～(5) 

1)フォースプレイのときの0アウトまたは1アウトの場合、妨害した走者と、打者走者

にアウトが宣告される。すでにアウトになった走者が妨害した場合も、打者走者に

アウトが宣告される。ただちにボールデッドとなり、他の走者は進塁できない。 

2)フォースプレイのときの2アウトの場合、妨害した走者にアウトが宣告され、ただ

ちにボールデッドとなり、他の走者は進塁できない。 

3)タッグプレイの場合、妨害をした走者にアウトが宣告され、ただちにボールデッド

となり、他の走者は妨害発生時に占有していた塁に戻る。 

4)走者のスライディングが極めて悪質な場合は、走者は試合から除かれる場合もあ

る。(規則5.09b(3)、規則6.01i(1)) 

 

3.タッグプレイのとき、捕手または野手が、明らかにボールを持たずに塁線上および塁

上に位置して、走者の走路をふさいだ場合は、オブストラクションが厳格に適用され
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る。 

なお、捕手または野手が、たとえボールを保持していても、故意に足を塁線上または

塁上に置いたり、または脚を横倒しにするなどして塁線上または塁上に置いたりして、

走者の走路をふさぐ行為は、大変危険な行為であるから禁止する。同様の行為で送球を

待つことも禁止する。このような行為が繰り返されたら、その選手は試合から除かれる

場合もある。 

ペナルティ 

捕手または野手がボールを保持していて、上記の行為で走者の走路をふさいだ場合、

正規にタッグされればその走者はアウトになるが、審判員は捕手または野手に警告を発

する。走者が故意または意図的に乱暴に捕手または野手に接触し、そのためたとえ捕手

または野手が落球しても、その走者にはアウトが宣告される。ただちにボールデッドと

なり、他の走者は妨害発生時に占有していた塁に戻る。(規則6.01h、規則6.01i(2)) 

 

アマチュア内規では、攻撃側および守備側に対して、規則本文の規定と比べて、より

厳しい制約を課すことによって、塁上での接触を極力避け、プレーヤーの安全が確保で

きるような規定を採用しています。走者は、たとえ走路上であっても野手との接触を避

ける努力を怠ってはいけませんし、捕手または野手は、たとえボールを保持していても

〝ブロック〟は許されません。また、この内規の適用は、本塁でのプレイのみに限定さ

れてはいません。例えば、二塁のピボットマンに対しての、走者の併殺崩しの危険なス

ライディングなども対象となります。すべての審判員、プレーヤーがこの規則の趣旨を

正しく理解して、的確な運用をすることによって、試合中の衝突事故を根絶したいもの

です。野球は決して格闘技ではありません。 

 

（１０）6.03(a)(4)<6.06(d)>の改正 

6.03(a)(4)の3段目を次のように改める。(下線部を追加) 

打者がこのようなバットを使用したため起きた進塁は認められない。(バットの使用

に起因しない進塁、たとえば盗塁、ボーク、暴投、捕逸を除く)が、アウトは認められ

る。 

 

違反バットの使用に起因しない進塁については、これまでは定めがありませんでした

が、今回の改正により、違反バットの使用に起因しない進塁は認められることになりま

した。 

これは、打順の誤りの場合と同じ解釈です。 

 

（１１）7.02(a)(3)<4.12(a)(3)>の改正 

7.03(a)(3)を次のように改める。(下線部を改正) 

照明の故障、またはホームクラブが管理している競技場の機械的な故障(たとえば開

閉式屋根、自動キャンバス被覆装置などの排水設備)の故障(オペレーターの過失を含

む)。 

 

サスペンデッドゲームになる事由に上記、下線部が追加されました。 

 

 



 130 

（１２）7.03(c)<4.16>の改正 

7.03(c)を次のように改める。(下線部を追加) 

球審が、試合を一時停止した後、その再開に必要な準備を球場管理人に命じたにもか

かわらず、その命令が意図的に履行されなかったために、試合再開に支障をきたした場

合は、その試合はフォーフィテッドゲームとなり、ビジティングチームの勝ちとなる。 

 

英文の改正をそのまま受け入れたものですが、もともとアマチュア野球では、本条を

適用していません。 

 

【規則適用上の解釈の変更】 

～「投手の投球当時」の解釈の変更について～ 

アマチュア野球においては、「投手の投球当時」の解釈を、「投手がボールを持って投

手板に触れたとき(オン・ザ・ラバー)」と解釈する立場をとってきましたが、今年から

MLBやNPBの解釈に合わせて、「投手が打者に対する投球動作を開始したとき」に変更しま

した。 

 

以上で2016年度の規則改正および規則適用止の解釈変更についての解説を終わります。 

規則書全体に関する条文構成の大幅な変更は、審判員や公式記録員をはじめ関係者にとっ

ては厄介な改正ですが、新しい構成に早く慣れていただきたいと思います。 

今年の改正では、6.01(i)の「collision rule」がクローズアップされていますが、野

球は相手がいて初めてゲームが成り立つのです。「Respect & Justice」。先人たちが

築き上げた「相手を尊敬し、フェアに戦うこと」を忘れなければ、相手に衝突するような

プレイは起こらないはずです。WBSCのランキングが世界一の日本ならば、フェアプレイで

も世界一と言われるようになりたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

２０１７年度 改正規則の解説 

～改正規則と規則適用上の解釈について～ 解説／日本野球規則委員会 

 

プロ・アマ合同の日本野球規則委員会は 1月 14日に關催され、2017年度の規則改正につ

いて両者で合意し、その後の編纂委員会を経て 1月 24日に 18項目にわたる改正規則を発

表しました。以下、そのポイントについて解説します。 

 

（１）3.05の改正および同【注】の削除 

3.05 一塁手のグラブ 

一塁手のグラブまたはミットの縦の大きさを、先端から下端まで「13インチ(33.0 セン

チ)以下」とし、同【注】を削除する。 

 

（２）3.06の改正および同【注】の削除 

3.06 野手のグラブ 

捕手以外の野手のグラブの縦の大きさを、先端から下端まで「13インチ(33.0センチ)以

下」とし、同【注】を削除する。 

＜解説＞ 

上記 2項目は、OFFICIAL BASEBALL RULES(以下 OBR と表記)において、捕手以外の野手

(一塁手を含む)のグラブの縦の最大の長さが、これまでの 12インチ(30.5センチ)から 13

インチ(33.0センチ)に修正されたことに伴う改正です。わが国では、一昨年シーズン中に

規定の長さを超えるグラブが使用されていることが発覚したため、昨年、とりあえず

【注】を設けて対応しましたが、規則本文が改正されましたので不要となりました。 

 

（３）3.07(a)の前段および同【注】の改正 

3.07投手のグラブ 

(a) 投手のグラブは、縁取りを除き白色、灰色以外のものでなければならない。審判員

の判断によるが、どんな方法であっても幻惑させるものであってはならない。 

【注】アマチュア野球では、投手のグラブについては、縁取り、しめひも、縫い糸を除く

グラブ本体(捕球面、背面、ウエブ網)は 1色でなければならない。 

＜解説＞ 

投手のグラブの色について、OBRでは、すでに 2006年に上記の規定に改正されていました

が、わが国では「“全体が 1色でなければならない”という表現がなくなることによって

予想される混乱を避けるため」という理由から、この改正を受け入れていませんでした。

しかし、各カテゴリーによる国際大会が頻繁に行われるようになった今、いつまでも日本

だけのルールに縛られている時代でもなく、また、わが国の規則委員会の“原文に忠実な

規則書を”との方針からも、ここで、この改正に踏み切ることになりました。 

なお、アマチュア野球においては、“幻惑”の解釈に混乱が生じることのないよう、具体

的な【注】を設定しました。 
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（４）【3.03～3.09原注】を【3.08原注】とする 

3.08ヘルメット 

【原注】審判員は各項に対する違反を認めた場合には、これを是正するように命じる。審

判員の判断で、適宜な時間がたっても是正されない場合には、違反者を試合から除く。 

＜解説＞ 

これまでの【3.03～3.09原注】は、ユニフォーム、グラブ、バット、商標等の用具に関す

る規則違反に対する処置を定めた【原注】ですが、OBR原文ではすでに削除されていま

す。一方で、3.08ヘルメットの項には【原注】として記載がありますので、原文に合わせ

ることにしました。 

 

（５）5.04(b)(4)の改正 

5.04(b) 打者の義務(4)バッタースボックスルール 

①同(A)に(ii)を追加し以下繰り下げる。また(ⅲ)＜従来の(ⅱ)＞を改正(下線部を追加) 

(ⅱ) チェックスイングが塁審にリクエストされた場合。 

(ⅲ) 打者が投球を避けてバランスを崩すか、バッタースボックスの外に出ざるを得な

かった場合。 

②同(B)に次の(i)を追加し、以下繰り下げる。 

1. 負傷または負傷の可能性がある場合。 

＜解説＞ 

昨年、新たに採用されたバッタースボックスルールの一部改正です。打撃中の打者は、原

則として常時バッタースボックス内に片足を置いておかなければなりませんが、本項

(A)(B)の例外規定があります。 

(A)は、両足がバッタースポックスを出ることはやむを得ないが“ホームプレートを囲む

土の部分”を出ることは許されないというもので、従来 8項目が規定されていましたが、

今回、(ⅱ)が追加されました。 

(B)は、“ホームプレートを囲む土の部分”を離れることが許される場合で、従来の 2項

目に加え、上記(i)の 1項目が追加されました。なお、追加項目の“負傷”の対象には以

下が考えられます。 

打者、守備側の選手、審判員など。 

また、アマチュア野球では、昨年、アマチュア内規で定めた違反者へのペナルティ(同一

打者が同一試合で違反 2 回までは警告、3回目以降はストライクワンをカウントする。)を

今年度より厳格に適用します(昨年 1年間は猶予期間としていました)。 

 

（６）5.06(b)(3)(c)および同【原注】の改正 

5.06走者(b)進塁(3)(C)(下線部を改正) 

野手が飛球を捕らえた後、ボールデッドの個所に踏み込んだり、倒れ込んだ場合。 

【原注】野手が正規の捕球をした後、ボールデッドの個所に踏み込んだり、倒れ込んだ場

合、ボールデッドとなり、各走者はボールデッドの個所に入ったときの占有塁から 1個の

進塁が許される。 
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＜解説＞ 

昨年までの規則では、ボールデッドになる個所のうち、ダッグアウトに関しては、野手が

正規の捕球後に倒れ込まない限りプレイは続けられることになっていました。今回の改正

により、ダッグアウトもスタンドやその他のボールデッドの個所と同様、踏み込んだだけ

でボールデッドとなり、塁に走者がいれば 1個の進塁が許されることになりました。 

なお、この解釈は、後述の(10)5.09(a)(1)【原注】および(13)5.12(b)(6)でも同様です。 

 

（７）5.07(a)(2)【注 1】の改正 

5.07投手(a)正規の投球姿勢(2)セットポジション(下線部を改正) 

【注 1】アマチュア野球では、本項【原注】の前段は適用しない。 

＜解説＞ 

投手がセットポジションから投球する場合、昨年までわが国ではプロ・アマを問わず、

5.07(a)(2)【原注】の前段「走者がいない場合、セットポジションをとった投手は、必ず

しも完全静止をする必要はない。」は適用しないこととしていました。つまり、セットポ

ジションから投球する投手は、走者がいてもいなくても一旦、完全静止をしてから打者に

対して投球することが要求されていました。今回、プロ側から、この【注 1】の削除が提

案され、議論しました。外国人投手が多く在籍するプロ側の事情は理解できますが、アマ

チュア側としては、走者がいるときのセットポジションからの投球が乱れるのではないか

との懸念があるため、今しばらくは走者の有無にかかわらず、完全静止を義務付ける必要

があるとの判断から、【注 1】をアマチュア野球限定の規則として残すことにしました。 

 

（８）5.08(b)の改正 

5.08得点の記録(b)(下線部を改正) 

正式試合の最終回裏、または延長回の裏、満塁で打者が四球、死球、その他のプレイで一

塁を与えられたために走者となったので、打者とすべての走者が次の塁に進まねばならな

くなり、三塁走者が得点すれば勝利を決する 1点となる場合には、球審は三塁走者が本塁

に触れるとともに、打者が一塁に触れるまで試合の終了を宣告してはならない。 

＜解説＞ 

下線部の文章が追加されていますが、これまでの規則解釈に変更はなく、本項のような

ケースで、次塁に進む義務を負うのは三塁走者と打者だけです。 

 

（９）【5.08 原注】の表現を一部改め、配列を変更 

5.08は、得点の記録に関する規定であり、【5.08原注】においては、フォースアウトや

アピールアウトとアウトカウントによる得点の記録との関係などを、具体例を織り交ぜな

がら説明している部分です。今回の改正では、【規則説明】の配列や、具体例の走者の位

置の設定などを OBRの原文に忠実に再現するとともに、一部分、表現も変えていますが、

規則解釈に関しては、これまでと変わる点は全くありません。 
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【5.08原注】2017公認野球規則 【5.08 原注】2016公認野球規則 

規則説明 打者走者のアウトが一塁に触

れる前のアウトの形をとり、それが第 3

アウトにあたったときは、たとえ他の走

者がそのアウトの成立前か、あるいはそ

のアウトが成立するまでのプレイ中に本

塁に触れていても得点は記録されない。 

規則説明 打者走者のアウトが一塁に触

れる前のアウトの形をとり、それが第 3

アウトにあたったときは、たとえ他の走

者がそのアウトの成立前か、あるいはそ

のアウトが成立するまでのプレイ中に本

塁に触れていても得点は記録されない。 

〔例〕1アウト走者一・二塁のとき打者が

安打したので、二塁走者は本塁に達した

が、一塁走者は本塁への送球でアウトに

されて 2アウトとなった。この間、打者

走者は二進していたが、途中一塁を踏ん

でいなかったので一塁でアピールされて

打者はアウトになり、3アウトとなった。 

— 二塁走者は〝打者走者が一塁に触れる

前のアウトで、しかも第 3 アウトにあた

る場合〟のプレイ中に本塁に触れたので

あるから、その得点は記録されない。 

〔例 1〕1アウト走者二・三塁のとき打者

が安打したので、三塁走者は容易に本塁

に達したが、二塁走者は本塁への送球で

アウトにされて 2アウトとなった。この

間、打者走者は二進していたが、途中一

塁を踏んでいなかったので一塁でアピー

ルされて打者はアウトになり、3アウトと

なった。 — 三塁走者は〝打者走者が一 

塁に触れる前のアウトで、しかも第 3ア

ウトにあたる場合〟のプレイ中に本塁に

触れたのであるから、その得点は記録さ

れない。 

規則説明 2アウト以前であれば、前位の

走者の行為によって後位の走者が影響を

受けることはない。 

〔例 2〕2アウト満塁のとき、打者はフェ

ンス越えの本塁打を打って 4人とも本塁

を踏んだが、打者は一塁を踏まなかった

のでアピールされてアウトになった。 — 

この場合、打者のアウトは一塁に触れる

前の第 3アウトの形をとるから、無得点

である。 

〔例〕1アウト走者一・二塁のとき、打者

は場内本塁打を打った。二塁走者は本塁

へ達する間に三塁を空過した。一塁走者

と打者は正しく塁を踏んで本塁に達し

た。守備側は三塁に送球してアピールし

たので、審判員は二塁走者に対してアウ

トを宣告して、2アウトとなった。 — 

一塁走者と打者の得点は認められる。 

規則説明 前位の走者が塁を触れ損ねた

ためにアウトにされた場合、正しい走塁

を行なった後位の走者に関しては、その

アウトが 2アウトまたは 1アウトにあた

るときと、3アウトにあたるときとでは事

情が違う。 
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規則説明 2アウト走者一・二塁のとき、

打者が場内本塁打を打ち、3人とも本塁を

踏んだが、二塁走者は三塁を空過したの

で、アピールによってアウトにされ、3ア

ウトとなった。 — 打者は正しく本塁を

踏んではいるが、得点には数えられな

い。 

〔例 1〕1アウト走者一・二塁のとき、打

者は場内本塁打を打った。二塁走者は本

塁へ達する間に三塁を空過した。一塁走

者と打者は正しく塁を踏んで本塁に達し

た。守備側は三塁に送球してアピールし

たので、審判員は二塁走者に対してアウ

トを宣告して、2アウトとなった。 — 

一塁走者と打者の得点は認められる。 

規則説明 1アウト走者二・三塁のとき、

打者が中堅飛球を打ってアウトになり、2

アウトとなった。三塁走者はそのフライ

アウトを利して本塁に触れ、二塁走者も

本塁への悪送球によって得点した。この

とき三塁走者に対してアピールがあり、

捕球前に三塁を離れたものと判定され

て、3アウトとなった。 — 無得点であ

る。 

  

〔例 2〕2アウト走者二塁のとき、打者が

場内本塁打を打ち、2人とも本塁を踏んだ

が、二塁走者は三塁を空過したので、ア

ピールによってアウトにされ、3アウトと

なった。 — 打者は正しく本塁を踏んで

はいるが、得点には数えられない。 

規則説明 2アウト満塁のとき、打者は

フェンス越えの本塁打を打って 4人とも

本塁を踏んだが、打者は一塁を踏まな

かったのでアピールされて 3アウトに

なった。 — この場合、打者のアウトは

一塁に触れる前の第 3 アウトの形をとる

から、無得点である。 

規則説明 前位の走者が塁に触れ損ねる

か、飛球が捕らえられたときにリタッチ

を果たさなかったために、第 3アウトと

なった場合、後位の走者は正しい走塁を

行なっていても得点とはならない。 

規則説明 一般的にアピールと得点の関

係は以下のとおりとなる。 塁を踏み損ね

た走者または飛球が捕らえられたときに

リタッチを果たさなかった走者に対し

て、守備側がアピールした場合、審判員

がそれを認めたときにその走者はアウト

になる。 

2アウトのとき、後位の走者がアピールに

よって第 3アウトとなった場合、前位の

走者はそのアウトよりも先に正しい走塁

を行って本塁に触れていれば得点とな

る。 

〔例〕1アウト走者二・三塁のとき、打者

が中堅飛球を打ってアウトになり、2アウ

トとなった。三塁走者はそのフライアウ

トを利して本塁に触れ、二塁走者も本塁

への悪送球によって得点した。このとき

三塁走者に対してアピールがあり、捕球

前に三塁を離れたものと判定されて、3ア

ウトとなった。 — 無得点である。 
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また、フォースの状態での塁の空過や打

者走者の一塁空過がアピールによって第 3

アウトになった場合、すべての走者は正

しい走塁を行っていても得点とはならな

い。 

  

規則説明 1アウト走者一・三塁のとき、

打者の右翼飛球で 2アウトとなった。三

塁走者は捕球後三塁にリタッチして本塁

を踏んだが、一塁走者は二塁へ向かって

いたので一塁に帰塁しようと試みたが、

右翼手の送球でアウトになった。三塁走

者はそのアウトより早く本塁を踏んでい

た。—– 一塁走者のアウトはフォースア

ウトでないから、その第 3 アウトより早

く本塁を踏んだ三塁走者の得点は記録さ

れる。 

規則説明 塁を踏み損ねた走者または飛

球が捕らえられたときにリタッチを果た

さなかった走者に対して、守備側がア

ピールした場合、審判員がそれを認めた

ときにその走者はアウトになる。 

  

〔例〕1アウト走者一・三塁のとき、打者

の右翼飛球で 2アウトとなった。三塁走 

者は捕球後三塁にリタッチして本塁を踏

んだが、一塁走者は二塁へ向かっていた

ので一塁に帰塁しようと試みたが、右翼

手の送球でアウトになった。三塁走者は

そのアウトより早く本塁を踏んでいた。

一塁走者のアウトはフォースアウトでな

いから、その第 3アウトより早く本塁を

踏んだ三塁走者の得点は記録される。 

  

（１０）5.09(a)(1)【原注】末尾の改正 

5.09(a)打者アウト 

【原注 1】(下線部を改正) 

正規の捕球の後、野手がダッグアウトまたはボールデッドの個所に踏み込んだり、倒れ込

んだ場合、ボールデッドとなる。走者については 5.06(b)(3)(C)【原注 1参照 

＜解説＞ 前記(6)で解説した通りです。 

 

（１１）5.09(b)(9)【原注】の追加 

5.09(b)走者アウト(9) 
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【原注】後位の走者の行動または前位の走者の行動によって、後位の走者は前位の走者に

先んじたとみなされる場合がある。 

例－ 1アウト走者二・三塁のとき、三塁走者(前位の走者)が本塁へ進塁しようとして三

塁本塁間のランダウンプレイとなった。二塁走者(後位の走者)は前位の走者がダッグアウ

トになると思い、三塁に進んだ。三塁走者は触球されずに三塁に戻り、左翼方向に塁を踏

み越えてしまった。このとき、後位の走者は、前位の走者の行動によって前位の走者に先

んじたことになる。結果として、後位の走者はアウトとなり、三塁は占有されていないこ

とになる。前位の走者が三塁を放棄してアウトと宣告されていない限り、前位の走者はア

ウトになる前に三塁に戻れば三塁を占有する権利がある。5.06(a)(1)参照。 

＜解説＞ 

追い越しアウトとなる事例として、上記【原注】が追加されました。 

二塁走者が三塁ベース上に達しているときに、三塁走者が戻って来て三塁ベースを通り越

してしまえば、二塁走者は三塁走者を追い越したとみなされてアウトになる場合があるこ

とが規定されました。その場合、三塁走者は走塁放棄を宣告されていない限り、タッグさ

れる前に三塁ベースに戻れば三塁の占有が許されます。 

走塁放棄を宣告するか否かは、審判員の判断に委ねられることになりますが、例えば、三

塁走者が、一気に左翼ポール方向に駆け抜けて行ったり、ファウルテリトリーへ逃げて

行った場合には、走塁放棄で三塁走者にアウトが宣告され、その場合には二塁走者が追い

超しでアウトになることはありません。 

 

（１２）5.09（c）(3)の改正 

5.09(c)アピールプレイ(3)(下線部を改正) 

(3)走者が一塁をオーバーランまたはオーバースライドした後、直ちに帰塁しないとき、

一塁に帰塁する前に身体または塁に触球された場合。 

＜解説＞ 

下線部の文章が追加されただけで、規則解釈には何ら変更ありません。 

 

（１３）5.12(b)(6)の前段を改正し、後段を削除 

5.12“タイム”の宣告(b)(6)(下線部を改正) 

(6)野手が飛球を捕らえた後、ボールデッドの個所に踏み込んだり、倒れ込んだ場合。各

走者は、アウトにされるおそれなく、野手がボールデッドの個所に入ったときの占有塁か

ら 1個の進塁が許される。 

＜解説＞ 

前記、(6)および(10)で解説した通りです。 

 

（１４）6.01(a)(1)前段の改正 

6.01(a)打者または走者の妨害(下線部を追加) 

(1)捕手に捕球されていない第 3ストライクの後、打者走者が投球を処理しようとしてい

る捕手を明らかに妨げた場合。 

＜解説＞ 

下線部の文章が追加されただけで、規則解釈には何ら変更はありません。 
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（１５）6.01(j)および同【注】の追加 

6.01(j)併殺を試みる塁へのスライディング 

走者が併殺を成立させないために、“正しいスライディング”をせずに、野手に接触した

り、接触しようとすれば、本条によりインターフェアとなる。 

本条における“正しいスライディング”とは、次の通りである。走者が、 

1.  ベースに到達する前からスライディングをはじめ(先に地面に触れる)、 

(2) 手や足でベースに到達しようとし、 

(3) スライディング終了後は(本塁を除き)ベース上にとどまろうとし、 

(4) 野手に接触しようとして走路を変更することなく、ペース上に達するように滑り込

む。 

“正しいスライディング”をした走者は、そのスライディングで野手に接触したとして

も、本条によりインターフェアとはならない。また、走者の正規の走路に野手が入ってき

たために、走者が野手に接触したとしてもインターフェアにはならない。 

前記にかかわらず、走者がロールブロックしたり、意図的に野手の膝や送球する腕、上半

身より高く足を上げて野手に接触したり、接触しようとすれば“正しいスライディング”

とはならない。 

走者が本項に違反したと審判員が判断した場合、走者と打者走者にアウトを宣告する。そ

の走者がすでにアウトになっている場合については、守備側がプレイを試みようとしてい

る走者にアウトが宣告される。 

＜解説＞ 

走者が併殺を免れようとしたり、アウトになった打者や走者が野手のプレイを妨げた場合

の規定としては、これまでも 5.09(a)(13)【原注】や、6.01(a)(5)に定めがありました

が、今回の改正では、具体的にどのようなスライディングが“正しいスライディング”で

(原文では“bona fide slide”)、規則違反となるスライディングがどのようなものか

を示しました。本文中の“ロールブロック(roll block)”という言葉は、「身体を回転

させながら野手に接触しようとする行為」と訳せばよいでしょう。 

この、いわゆる“併殺崩し”のプレイでは、本塁での衝突プレイと同様、過去に多くの選

手が回復に多くの時間を要するような負傷を負っています。ルールの厳格な適用によっ

て、これ以上の犠牲者を出さないように願いたいものです。 

なお、アマチュア野球では、2013年に制定した危険防止ルールを引き続き適用していくこ

とになります。 

 

アマチュア内規抜粋 

⑩ 危険防止(ラブプレイ禁止)ルール 

2.次の場合には、たとえ身体の一部が塁に向かっていたとしても、走者には妨害が宣告さ

れる。 

(1) 走者が、ベースパスから外れて野手に向かって滑ったり、または走ったりして野手

の守備を妨げた場合(接触したかどうかは問わない)。 

《走者は、まっすぐベースに向かって滑らなければならない。つまり走者の身体全体

（足、脚、腰および腕)が塁間の走者の走路(ベースパス)内に留まることが必要である。
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ただし、走者が、野手から離れる方向へ滑ったり、走ったりすることが、野手との接触ま

たは野手のプレイの妨げになることを避けるためであれば、それは許される。》 

(2) 走者が体を野手にぶつけたりして、野手の守備を妨害した場合。 

(3) 走者のスライディングの足が、立っている野手の膝より上に接触した場合および走

者がスパイクの刃を立てて野手に向かってスライディングした場合。 

(4) 走者がいずれかの足で野手を払うか、蹴った場合。 

(5) たとえ野手がプレイを完成させるための送球を企てていなくても、走者がイリーガ

リーに野手に向かってスライドしたり、接触した場合。 

 

（１６）6.03(a)(4)を追加し、従来の(4)を(5)とする。また、6.03(a)(3)後段を

【6.03a3・4 例外】とし、同【原注】を【6.03a3・4 原注】とする 

6.03(a)打者の反則行為によるアウト 

(4)走者がいるとき、または投球が第 3ストライクのとき、打者がフェア地域またはファ

ウル地域にバットを投げて、投球を受けようとしていた捕手(またはミット)に当たった場

合。 

＜解説＞ 

打者が反則行為でアウトになるケースとして、フェア地域、ファウル地域を問わずバット

を投げて、捕手の身体またはミットに当たったときを追加しました。 

ただし、6.03(a)(3)の打者がバッタースボックスを出るか、何らかの動作で捕手の守備を

妨害したときと同様に、アウトにしようとしていた走者がアウトになった場合は、現実に

は妨害がなかったものと考えて、打者がアウトになることはありません。 

従来の 6.03(a)(3)【原注】が、新たな 6.03(a)(3)および(4)の【原注】として適用されま

す。 

 

（１７）定義 76を改正 

定義 76タッグ(触球)(下線部を追加) 

野手が、手またはグラブに確実にボールを保持して、その身体を塁に触れる行為、あるい

は確実に保持したボールを走者に触れるか、手またはグラブに確実に保持して、その手ま

たはグラブ(ひもだけの場合は含まない)を走者に触れる行為をいう。 

＜解説＞ 

近年、グラブのひもを長く垂らした選手が見受けられますが、グラブに確実にボールを保

持していても、その長く垂らしたひも部分だけが走者に触れた場合には正規のタッグとは

ならないことが明記されました。 

 

（１８）定義 80を改正 

定義 80タッチ(下線部を改正) 

プレーヤーまたは審判員の身体はもちろん、着用しているユニフォームあるいは用具のど

の部分に触れても“プレーヤーまたは審判員に触れた”ことになる。 

＜解説＞ 

この規定は、プレーヤーや審判員の身体に直接でなくても、その着用しているユニフォー

ムや帽子、ベルト等の用具も含めて、どの部分にでも触れればプレーヤーや審判員に触れ
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たことになり、特に審判員に触れた場合には退場を宣告されることもあるということを明

記したものです。また例えば、ユニフォームの後ろポケットに手袋を突っ込んでいる走者

が、ポケットからはみ出した手袋にタッグされればプレーヤーに触れたことになり、アウ

トが成立します。しかし逆に、はみ出した部分が投球に触れても死球と認められることは

ありません。つまり、用具の着用の仕方によって不利益となることはあっても利益に結び

付くことはないということです。前記の、グラブのひもと同様、常識的に判断すればよい

わけです。 
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2018 年度 

改正規則の解説 

～改正規則と規則適用上の解釈について～ 

解説 日本野球規則委員会 
 

(1)3.01【軟式注】の改正 

3.01ボール【軟式注 1を次のように改める。 

①「A号」を「M号」と改め、その重量を「136.2㌘～139.8㌘」、反発を「70㌢～90

㌢」とし、「20%圧縮荷重」「32㌕～40㌕」を追加する。 

②後段の末尾に次を追加する。 

M号の 20%圧縮荷重は、ボール直径を 20%つぶしたときの力を測る。 

 【解説】 

軟式ボールに、これまでの A 号に代わる新規格の M 号が認定されたための改正

です。 

 

(2)3.10 の改正 

3.10 の見出しを「競技場の用具」に改め、従来の本文を(a)とし、次の(b)を追加する。

(b)シフトを取るために、野手の守備位置を示す、いかなる印も競技場内につけては  

ならない。 

 【解説】 

「競技場からの用具の除去」の見出しを「競技場の用具」と改め、(b)項として、守備

のポジショニングの参考とするために、フィールド上に何かを使ってマークしては

いけない、という規則を追加したものです。MLBでは、データの解析が進み、打者に

よって守備位置を極端に変えるシフトが定着しているようです。そして、あるチー

ムがレーザーや GPS デバイスを使って、外野に守備の起点となるマークをつけてい

たらしく、これが問題となり今回の改正となりました。この規則は、フィールド内

にはレーザーや GPS デバイスのほか、スプレー状のペイントやチョークなと、何ら

かの機器などで印をつけることの禁止を徹底するものです。日本では、このような

事例はプロ・アマともにありませんが、OFFICIAL BASEBALL RULES（以下「OBR」

と表記)の改正を受けて規則書に反映することにしました。 

 

(3)5.03(b)、同ペナルティ、【5.03 原注】の改正 

5.03ベースコーチ 

(b) ベースコーチは、各チーム特に指定された 2 人に限られ、そのチームのユニ

フォームを着なければならない。 

(c) ベースコーチは、本規則に従いコーチスボックス内にとどまらなければならな

い。ただし、コーチが、プレーヤーに「滑れ」「進め」「戻れ」とシグナルを送る

ために、コーチスボックスを離れて、自分の受け持ちのベースで指示することは、

プレイを妨げない限り許される。ベースコーチは、用具の交換を除き、特にサイ

ン交換がなされている場合などには、走者の身体に触れてはならない。 
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ペナルティ コーチは、打球が自分を通過するまで、コーチスボックスを出て、本塁

寄りおよびフェア地域寄りに立っていてはならない。相手チーム監督の異議申し出が

あったら、審判員は、規則を厳しく適用しなければならない。審判員は、そのコーチ

に警告を発し、コーチスボックスに戻るように指示しなければならない。警告にもか

かわらず、コーチスボックスに戻らなければ、そのコーチは試合から除かれる。加え

て、リーグ会長が制裁を科す対象となる。 

 【解説】 

ベースコーチに関する今回の改正は、これまでの5.03(b)、ペナルティおよび【5.03

原注】の文章を再編集して、新たな5.03(b)(c)およびペナルティとしたものです。(c)

項の「特にサイン交換がなされている場合などには、走者の身体に触れてはならな

い。」が新たに規定された部分ですが、他は、これまでの規定と変更はありません。

なお、これまでどおり(b)項の「特に指定された2人に限る」については、5.03【注2】

の規定によりアマチュア野球では適用されません。 

 

(4)5.04(b)(2)【原注】の改正 

5.04(b)打者の義務(2)【原注】の4段目冒頭「以下はメジャーリーグだけで適用される

[原注]の追加事項である。」を削除し、5段目末尾の「5.04(b)(4)(A)に抵触する場

合、審判員は自動的にストライクを宣告する。」を次のように改める。 

打者のこのような行為は、バッタースボックスルールの違反として扱い、

5.04(b)(4)(A)に定められたペナルティを適用する。 

【解説】 

【原注】4段目の規定は、メジャーリーグだけでなく、我が国では従来から適用され

ており、また5段目の改正はマイナーリーグに適用されるものなので、我が国の規則適

用に変更はありません。 

 

(5)5.04(b)(4)(A)の改正 

5.04(b)(4)バッタースボックスルール(A)後段末尾に次を追加する。 

マイナーリーグでは、当該試合におけるその打者の2度目以降の違反に対して、投手

が投球をしなくても球審はストライクを宣告する。この際、ボールデッドで、走者は

進塁できない。 

【解説】 

バッタースボックスルールについては、我が国では各団体の規定に従うことになっ

ており、プロ野球では独自のアグリーメントを、アマチュア野球ではアマチュア野球

内規を引き続き適用することに変わりはありません。 

 

 

(6)5.05(b)(1)【原注】の改正 

5.05 打者が走者となる場合(b)(1)【原注】の前段冒頭を次のように改める。(下線部

を追加) 

監督からのシグナルを得て審判員より一塁を与えられた打者を含む、ボール4個を得

て一塁への安全進塁権を得た打者は、一塁へ進んでかつこれに触れなければならない

義務を負う。 
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【解説】 

この改正は、故意四球の申告制の採用に伴うものです。故意四球の申告制について

は、後述の(20)定義7のところで詳細を説明します。 

 

(7)5.06(b)(4)(H)【規則説明】の改正 

5.06走者(b)進塁(4)(H)1個の塁が与えられる場合【規則説明】を次のように改める。 

投手の投球が捕手を通過した後(捕手が触れたかどうかを問わない)、ダッグアウ

ト、スタンドなどボールデッドの個所に入った場合、および投手板に触れている投手 

が走者をアウトにしょうと試みた送球が直接前記の個所に入った場合、1個の塁が与え

られる。 

しかしながら、投球または送球が、捕手または他の野手を通過した後、プレイング

フイールド内にあるボールを捕手または野手が蹴ったり、捕手または野手にさらに触

れたりして、前記の個所に入った場合は、投球当時または送球当時の走者の位置を基

準として2個の塁が与えられる。 

【解説】 

前段は、(H)項本文の記述と同じことを述べている内容ですが、「原文に忠実に」と

いう規則委員会の方針からOBRの記述と合わせることにしました。規則解釈には何ら変

更はありません。 

 

(8)5.06(b)(4)(I)【注】の改正 

5.06(b)(4)(1)【注】を次のように改める。(下線部を追加) 

打者の四球目または三振目の投手の投球が、(H)項[規則説明]後段の状態になったと

きは、打者にも二塁が与えられる。 

【解説】 

前記(7)の改正に伴うもので、解釈に変更はありません。 

 

(9)5.07(a)【原注】の改正 

5.07(a)正規の投球姿勢【原注】の末尾に次を追加する。 

投手は投球に際して本塁の方向に2度目のステップを踏むことは許されない。塁に走

者がいるときには、6.02(a)によりボークが宣告され、走者がいないときには、6.02 

(b)により反則投球となる。 

【解説】 

2016年にMLBで3Aから昇格してきた、ある投手の特異な投球動作が問題になりました。

それは、投球動作の途中で軸足を投手板上から大きく本塁方向に踏み出して(ずらし

て)投球するものでした。この投球動作が、定義38に規定する、「投手板に触れないで

投げた打者への投球」に該当するものとして、走者がいるときにはボークが、また走

者がいないときには反則投球が宣告されることを明確に規定したものです。 

 

(10)5.07(a)(2)【原注】の改正 

5.07(a)(2)セットポジション【原注】の末尾に次を追加する。 

塁に走者がいるときに、投手が投手板に軸足を平行に触れ、なおかつ自由な足を投

手板の前方に置いた場合には、この投手はセットポジションで投球するものとみなさ

れる。 
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【解説】 

5.07(a)(1)のワインドアップポジションでは、「投手の軸足は投手板に触れ、弛の

足の置き場所には制限がない。」と規定されています。また同(2)のセットポジション

の規定では、「投手の軸足は投手板に触れ、他の足は投手板の前方に置く。」とされ

ています。 

つまり、ワインドアップポジションで自由な

足を投手板の前方において投球する投手と、

セットポジションで投球する投手は、両足の置

く位置が同じということになります。塁に走者

がいる場合には、投手がワインドアップポジ

ションで投球するのか、セットポジションで投

球 

するのかは、走者の行動に大きな影響がありま

す。ワインドアップの場合は、投球に関連する

動作を開始したら、途中で動作を止めることは

できませんが、セットポジションでは、打者に

投球する前には、ボールを身体の前面で保持し

て、完全に動作を静止しなければならないか 

らです。 

 

 

 

投手板の前方にステップ足全体を置いてワインドアップを始動する 

スタイルはアマチュア野球では認められない 

 

この改正は、軸足を投手板に並行に触れて、自由な足を投手板の前方に置いた投手

は、セットポジションから投球するものと見なすことによって、ワインドアップと 

セットポジションの区別がつきにくいという混乱をなくす目的で規定されたもので

す。なおアマチュア野球では、ワインドアップの姿勢を取る投手は、自由な足全体を

投手板の前縁の延長線より前方に置くことはできないとされていますので(5.07(a) 

(1)[注1])、前記のような混乱はありません。 

 

(11)5.08(b)【原注】の改正 

5.08 得点の記録(b)【原注】冒頭の「本項は、記述されているとおりに取り扱われる

べきである。」を削除する。 

 【解説】 

「原文に忠実に」の方針から、OBRに記載のない最初の一文を削除しました。規則解釈

に変更はありません。 

 

(12)5.09(c)の改正 

5.09(c)アピールプレイ[5.09c原注]の冒頭に次を追加する。 

2人の走者がほぼ同時に本塁に達し、前位の走者が本塁を空過、しかし後位の走者が

本塁に触れていた場合、前位の走者はタッグまたはアピールされればアウトになる。
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それが第3アウトにあたる場合、後位の走者の得点は5.09(d)により認められない。 

【解説】 

前記の(11)と同様、「原文に忠実に」の方針からOBRに記載のある文章を追加しまし

た規則の解釈に変更はありません。 

 

(13)5.09(c)の改正 

5.09(c)アピールプレイに次の【注2】を追加し、以下繰り下げる。 

【注2】投手または野手のアピールのための送球がボールデッドの個所に入った場合、

それはアピールの企てとみなされ、アピール権は消滅する。したがって、その後、い

ずれの塁、いずれの走者に対するアピールは許されない。 

 【解説】 

5.09(c)の本文中に、「アピールのための送球がスタンドの中などボールデッドの個

所に入った場合は、同一走者に対して、同一塁についてのアピールは許されない。」

との規定があります。ならば、他の走者に対する、他の塁でのアピールは許されるの

かという疑問があり、これまでにも多くの質問が規則委員会に寄せられています。こ

の疑問に対し、上記【注2】を設けて明確に結論付けしました。 

 

(14)5.10(d)の改正 

5.10プレーヤーの交代(d)の1段目を次のように改める。(下線部を追加) 

いったん試合から退いたプレーヤーは、その試合に再出場することはできない。す

でに試合から退いたプレーヤーが、何らかの形で、試合に再出場しようとしたり、ま

たは再出場した場合、球審はその不正に気付くか、または他の審判員あるいはいずれ

かのチームの監督に指摘されたら、ただちに当該プレーヤーを試合から除くよう監督

に指示しなければならない。その指示がプレイの開始前になされたときは、退いたプ

レーヤーに代わって出場しているべきプレーヤーの出場は認められる。しかし、その

指示がプレイの開始後になされたときは、すでに試合から退いているプレーヤーを試

合から除くと同時に、退いたプレーヤーに代わって出場しているべきプレーヤーも試

合から退いたものとみなされ、試合に出場することはできない。プレーヤー兼監督に

限って、控えのプレーヤーと代わってラインアップから退いても、それ以後コーチス

ボックスに出て指揮することは許される。 

【解説】 

この規則はOBRでは2010年に改正され、我が国にも情報は入ってきていましたが、当

時の規則委員会では、この規則が分かりづらいこと、またいったん退いた選手が再出

場することは、我が国では考えられないことなどから改正を見送っていました。しか

し、その後大学野球の公式戦で、実際にこのような事例が発生したこともあって、今

回改めて採用することにしました。下記に具体例で説明します。 

例1:5回の表、二塁手Aの打順にBが代打で出場し、内野ゴロを打って3アウトになっ

た。監督はBがそのまま二塁に入ると球審に告げたが、なぜかAが二塁の守備に就いて

いた。5回の裏、これに誰も気づかず、投手が1球(ストライク)を投げた後に、相手

チームが球審に指摘した。 

処置:球審はAを試合から除き、Bも退かせ、代わりの者を二塁に就かせる。打者のカ

ウントは1ストライクから再開される。 

例2:例1と同じケースで、プレイが開始される前に塁審が気づき、球審に指摘した。 
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処置:球審はAを試合から除き、Bの出場は認められる。 

 

 (15)5.10(d)の改正 

5.10プレーヤーの交代(d)【原注】末尾に次を追加する。 

すでに試合から退いているプレーヤーが試合に出場中に起こったプレイは、いずれ

も有効である。プレーヤーが試合から退いたことを知っていながら再出場したと審判

員が判断すれば、審判員は監督を退場させることができる。 

【解説】 

前記(14)の改正に伴う原注の追加事項です。 

 

(16)6.01(b)の改正 

6.01(b)守備側の権利優先【注2】の文を同(d)の末尾に移動し、同(b)【注1】を同(b)

【注】とする。 

 【解説】 

「原文に忠実に」の方針から、OBRの記載に従って【注】の配置等の変更を行いました

が、規則の解釈に変更はありません。 

 

(17)6.01(h)(1)【付記】の改正 

6.01(h)オブストラクション(1)【付記】末尾の「この規定に違反したとみなされる捕

手に対しては、審判員は必ずオブストラクションを宣告しなければならない。」を削

除する。 

 【解説】 

今回削除された記述は、1981年のプロ・アマ合同委員会で、危険なプレイ(捕手のブ

ロック)の防止という観点から、我が国の規則書に書き加えられたもので、OBRには記

載はありません。現在ではコリジョンルールもあることから、OBRの通り削除すること

としました。 

 

(18)6.02(c)(9)【原注】の改正 

6.02(c)投手の禁止事項(9)【原注】の冒頭に次を追加する。 

チームのメンバーは、本項によって発せられた警告に対し抗議したり、不満を述べ

たりするためにグラウンドに出てくることはできない。もし監督、コーチまたはプ

レーヤーが抗議のためにダッグアウトまたは自分の場所を離れれば、警告が発せられ

る。警告にもかかわらず本塁に近づけば、試合から除かれる。 

【解説】 

「原文に忠実に」の方針から、OBRの通りの記述を追加しました。 

 

(19)9.14(d)の改正 

9.14 四球・故意四球(d)を追加する。 

(d)守備側チームの監督が故意四球とする意思を球審に示して、打者が一塁を与えら

れたときには、故意四球が記録される。 

【解説】 

故意四球の申告制の採用に伴う改正です。故意四球の申告制については次の(20)で

詳しく説明します。 
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(20)定義7の改正 

定義7 BASE ON BALLS(四球)を次のように改める。(下線部を追加) 

打者が打撃中にボール4個を得るか、守備側チームの監督が打者を故意四球とする意

思を審判員に示し、一塁へ進むことが許される裁定である。守備側チームの監督が審

判員に故意四球の意思を伝えた場合(この場合はボールデッドである)、打者には、

ボール4個を得たときと同じように、一塁が与えられる。 

【解説】 

MLBで2017年に採用されたルールを、我が国でも採用に踏み切ったものです。この規

則の要点は以下の通りです。 

①故意四球の場合は必ず申告制にしなければいけないわけではない。 

②守備側監督が審判員に故意四球の意思を示せば、投手は実際に投球することなく、

打者を一塁に歩かせることができる。この場合はボールデッドとなる。 

③攻撃側が拒否することはできない。 

④カウントの途中からでも、監督の意思表示があれば認められる。 

⑤交代して出場した投手が、最初の打者を故意四球の申告により一球も投げないで歩

かせた場合も、次の打者のときに交代することはできる。 

 

(21)定義38の改正 

定義38 ILLEGAL PITCH(反則投球)の【注】を削除する。 

【注】投手が5.07(a)(1)および(2)に規定された投球動作に違反して投球した場合も、

反則投球となる。 

 【解説】 

反則投球に関する日本独自の上記【注】を、国際基準に合わせて削除することにな

りました。このことにより、いわゆる“二段モーション”と言われる投球動作に対し

ては、走者がいないときに限っては、これまでのように反則投球のペナルティとして

“ボール”の宣告をすることはなくなります。MLBやWBSC(世界野球ソフトボール連盟)

の国際大会において、“二段モーション”が反則投球とされないのは、定義38の

【注】がOBRには書かれていないことが、一つの大きな理由でした。また、外国では

“二段モーション”のような動作が、力強い投球をするためには理にかなっていない

と考えられているのも理由の一つです。 

我が国での“二段モーション”の始まりは、「何とかして打者のタイミングを外そ

う」、「打者を幻惑しよう」とする投球動作がるーつルーツです。マナーの問題とし

ても許されない動作を規制するために、当時の規則委員会では日本独自の【注】を設

けて今日まで対応してきましたが、“二段モーション”と言われる投球動作が根絶さ

れていないことは事実です。 

今回の改正により、走者がいない場合はペナルティを課すことはなくなり、これま

でしばしば問題となっていた「反則投球とする基準が不明確」、「大会によって適用

がまちまち」などの混乱はなくなるはずです。しかし、技術面においても、マナーの

面においても“二段モーション”は望ましい投球動作ではないという考え方に変更は

なく、我々はあくまでも正規の(ナチュラルな)投球動作の確立を目指すことに変わり

はありません。 

なお、塁に走者がいる場合に“二段モーション”と言われる動作が行われた場合

は、反則投球(6.02(a)(5))としてではなく、6.02(a)(1)および(3)に抵触するとして
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“ボーク”が宣告されることになります。 

 

規則の改正ではありませんが、日本の野球界全体でり組むべき課題として、アマ

チュア野球規則委員会から以下の2点を提言し、実現に向けて進めていくことにしまし

た。 

 

1. ベンチ前のキャッチボールの禁止 

公認野球規則5.10(k)において、「試合中、両チームのプレーヤーは、実際に競技に

たずさわっている者のほかには、ベースコーチ、次打者以外はベンチに入っていなけ

ればならない。」と規定されており、国際大会などでは、この規則が厳格に適用され

ています。しかし、我が国では以前から各国体の内規等で、投手や野手のベンチ前で

のキャッチボールを許可しているため、2アウトになるとベンチ前でキャッチボールを

始めることが通例となっています。アマチュア野球規則委員会ではプロ側とも協議し

て、東京オリンピックを2年後に控えたこの機会に規則の厳格適用を目指すことに合意

しました。本来なら、プロを含めた日本の野球界全体で一斉に実施、したいところで

すが、長年の習慣として定着していることや、それぞれの団体で使用する球場設備の

問題等の諸事情を勘案して、実施時期は各団体に任せることにしました。 

今年度は、社会人野球と東京六大学野球において実施することが決まっていますが

2020年までには、完全実施を目標にしたいと考えています。 

 

2. “ミットを動かすな”運動の展開 

投球を受けた捕手が、“ボール”をストライクに見せようとする意図でキャッ

チャーミットを動かしたり、球審のコールを待たずに、自分でストライクと判断して

次の行動に移ろうとしたりすることには、2009年にアマチュア野球規則委員会から通

達して、このような行為をやめさせる運動を展開しています。 

しかし、この運動が徹底されているとは言えないのが現状と言わざるを得ません。

昨年3月に行われた2017WORLD BASEBALL CLASSICにおいて、日本戦の球審を担当した

複数の外国人審判員から、日本の捕手がミットを動かしているとの指摘があったとの

ことです。そこで、マナーアップ、フェアプレイの両面から、今一度、下記のような

行為は慎むよう、再度通達しました。 

(1) 捕手が投球を受けたときに意図的にミットを動かすこと。 

(2) 捕手が自分でストライク・ボールを判断するかのような行動をとること。 

(3) 球審の“ボール”の宣告にあたかも不満を示すように、しばらくミットをその場

に置いておくこと。 

以上で2018年度の改正規則の解説を終わります。 

今回の改正はボリューム的にも内容的にも大きな、そして重要な改正となりまし

た。指導者、選手、審判員には内容を正しく理解し、世界ランキングトップを目指す

国に相応しい野球を展開して、日本の野球が世界の範となるようなプレースタイルや

マナーを確立していくことを願いたいと思います。 
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2019年度 野球規則改正の解説 

 

日本野球規則委員会 

 

（1）3.01【軟式注】を次のように改める。（下線部を改正） 

【軟式注】軟式野球ボールは、外周はゴム製で、M号、J号、D号、H号の4種類があ

る。M号は一般用、J号、D号は少年用のいずれも中空ボールで、H号は一般用の充填物

の入ったボールである。 

 ボールの標準は次のとおりである。（反発は150センチの高さから大理石板に落とし

て測る。M号、J号の20％圧縮荷重は、ボール直径の20％をつぶしたときの力を測

る。） 

 

  直径 重量 反発 20％圧縮荷重 

M

号 

71.5ミリ～

72.5ミリ 

136.2グラム～

139.8グラム 

70センチ～

90センチ 

32キログラム～40

キログラム 

J

号 

68.5ミリ～

69.5ミリ 

127.2グラム～

130.8グラム 

60センチ～

80センチ 

27キログラム～37

キログラム 

（以下略） 

 

【解説】 

軟式野球の使用球が昨年までのB号、C号に代わって新たにJ号が採用されたことによ

る改正です。使用球は4種類となり、M号は中学生以上、J号は小学５、6年生、D号は小

学4年生までの試合でそれぞれ使用します。またH号は一般用で、いわゆる準硬式と言

われるものです。 

 

（2）4.08（c）および同【注】を次のように改める。（下線部を改正） 

（c）ダブルヘッダーの第2試合は、第1試合の終了30分後に開始する。ただし、この

2試合の間にこれ以上の時間（45分を超えないこと）を必要とするときは、第1試合終

了時に、球審はその旨を宣告して相手チームの監督に通告しなければならない。 

【注】両チーム監督の同意を得れば、ダブルヘッダーの第2試合を、第1試合の終了

後30分以内に開始してもさしつかえない。 

 

【解説】 

ダブルヘッダーとは、同一チームが2試合続けてすることを言います。近年、我が国

のプロ野球でダブルヘッダーが行われることはほとんどなくなりましたし、アマチュ

アのトーナメントやリーグ戦でのダブルヘッダーも行われることはまずありません。

第2試合の開始が20分後から30分後に、また最長30分後が45分後に変更されましたが、

この改正による我が国への影響はないと考えられます。 

 

（3）5.07（b）を次のように改める。（下線部を改正、取り消し線部を削除） 

 投手は各回のはじめに登板する際、あるいは他の投手を救援する際には、捕手を

相手に8球を超えない準備投球をすることは許される。この間プレイは停止される。 
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 各リーグは、その独自の判断で、準備投球の数や時間を制限してもさしつかえな

い。このような準備投球は、いずれの場合も1分間を超えてはならない。（以下略） 

 

【解説】 

投手が各回のはじめにマウンドに上がって行う準備投球について、昨年までの規則

で定められていた球数 (8球以内)および時間 (1分以内)ともに制限がなくなりまし

た。 

ただし、各リーグで準備投球の数や時間を制限することは許されますので、我が国

では各団体で取り決めればよいことになります。したがって、プロ野球や高校野球、

軟式野球では昨年までの取り決めをそのまま適用しますが、社会人野球と大学野球に

おいては、この改正を受けて規則通り運用することとします。つまり、投手は準備が

できるまで制限なしで準備投球をしてもよいことになります。社会人野球と大学野球

の一部のリーグでは、昨年からべンチ前での投手のキャッチボールを禁止しました

が、この改正に伴い今シーズンからはブルベンでのキャッチボールも禁止します。 

投手の準備投球について、国際大会では登板している投手はベンチ前はもとより、

ブルペンでのキャッチボールも禁止されている。日本国内でもプロ・アマ問わず取り

組んでいくべき課題。 

 

（4）5.09（c）（1）【原注】後段を次のように改める。（下線部を追加） 

 したがって、塁の後方からスタートして、走りながら塁に触れて次塁へ進もうと

するいわゆるフライングスタートは、正規なリタッチの方法ではない。このような

走者は、アピールがあればアウトとなる。 

 

【解説】 

フライングスタートが正規なリタッチでないことは昨年までの規則でも規定されて

いましたが、そのような行為を行った走者に対して、審判員が自らアウトを宣告でき

るのか、それともアピールがあって初めてアウトが宣告できるのかについては規定が

ありませんでした。今回の改正で、通常のリタッチと同様、守備側のアピールがあっ

て初めてアウトが宣告できることが明確になりました。 

 

（5）5.10（ℓ）の項目名を「監督・コーチがマウンドに行ける回数」に改める。 

 

【解説】 

これまでの 「マウンドに行く回数」が 「監督・コーチがマウンドに行ける回数」

と変更になりました。これは、後の (7)5.10(m) 「マウンドに行く回数の制限」が新

たに追加されたための措置です。 

 

（6）【5.10 ℓ 原注】4段落目の末尾の文を次のように改める。（下線部を改正） 

リリーフ投手は、審判員の適宜な判断において、必要な準備投球が許される。 

 

【解説】 

前記 (3)5.07(b)の準備投球の改正に伴う改正です。[5・07ℓ原注]に記載されている

特殊な場合のリリーフ投手の準備投球は、昨年までの 「8球またはそれ以上の準備投



 151 

球が許される」から、「必要な準備投球が許される」と改正されました。 

 

（7） 5.10（m）および同【注】を追加する。 

（m）マウンドに行く回数の制限 

 以下の規則は、メジャーリーグで適用される。マイナーリーグでは、1試合の    

マウンドに行ける回数について、本項規定と異なる制限を設けてもよいし、制限

を設けないこともできる。  

（1）投手交代を伴わないでマウンドに行くことは、9イニングにつき1チームあた

り6回に限られる。延長回については、1イニングにつき1回、マウンドに行く

ことができる。 

（2）監督またはコーチが投手と話すためにマウンドに行った場合、回数に数え

る。また、野手が投手と相談するために守備位置を離れた場合や投手が野手

と相談するためにマウンドを離れた場合も、位置や時間にかかわらず回数に

数える。ただし、次の場合を除く。  

（A）打者が打撃を完了して次の打者が打席に入るまでの間、投手と野手がいず

れも守備位置から離れずに話し合いが行なわれた場合。 

（B）雨天時に野手がスパイクの汚れを払うためにマウンドに行った場合。 

（C）投手の負傷、または負傷の可能性があるために、野手がマウンドに行った

場合。 

（D）攻撃側チームによる選手交代の通告後、野手がマウンドに行った場合。 

（3）サインの確認――1試合（または延長回）で決められたマウンドに行くこと

ができる回数を使い果たした後に、捕手が出したサインについて投手と意思

の確認ができていないと球審が判断した場合には、捕手からの要求があれば

球審は捕手に少しだけマウンドに行くことを認めてもよい。決められた制限

回数を使い果たす前にサインの確認のためにマウンドに行った場合は、回数

に数える。 

【注】我が国では、所属する団体の規定に従う。 

 

【解説】 

MLBで新たに設けられたスピードアップに関する規定です。 

末尾の [注]の通り、我が国では、各団体で定めているスピードアップルールを適用

しますので、この改正規則を適用することはありません。 

ただし、現時点ではWBSC(世界野球ソフトボール連盟)が、この改正規則についてど

のような対応をするのか不明です。WBSC主催の大会において、今年の大会から採用す

る可能性もあります。 

 

（8）6.01（a）（5）【原注】を次のように改める。（下線部を改正） 

【原注】打者または走者が、アウトになった後、進塁を続けたり、帰塁したり、

正規の占有していた塁に戻ろうと試みたりしても、その行為だけでは、野手を惑

乱したり、邪魔したり、またはさえぎったものとはみなされない。 

 

【解説】 

アウトになったばかりの打者または走者の妨害に関する規則の改正ですが、これ
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までの解釈に変更はありません。昨年までの文章、「アウトになった後走り続けて

もその行為だけでは……」の解釈は、進塁しようとする方向はもちろんのこと、進

塁方向とは逆の元の塁に戻ろうとする行為も、それだけでは妨害行為とはみなされ

ないことを明確に説明したものです。 

 

（9）7.03（a）（7）前段を次のように改める。（下線部を改正） 

  ダブルヘッダーの第2試合の際、第1試合終了後30分以内に、競技場に現われな

かった場合。 

 

【解説】 

 前記（２）4.08（ｃ）のダブルヘッダー第1試合から第2試合までの時間の改正に

伴うものです。 

 

（10）8.02（b）【注1】を削除し、【注2】を【注】とする。 

 

【解説】 

 【注1】「イニングの表または裏が終わったときは、投手および内野手がフェア地

域を去るまでにアピールしなければならない」との文言は、5.09（ｃ）アピールプ

レイの項の本文に記載があるので、本項で重複記載する必要はないので削除しまし

た。 

     

（11）8.02（c）の末尾に次の文を追加する。 

 投球カウントの誤りの訂正は、投手が次の打者へ1球を投じるまで、または、イニ

ングや試合の最終打者の場合には守備側チームのすべての内野手がフェア地域を離

れるまでに行なわなければならない。 

 

【解説】 

投球カウントの誤りがあり、そのままプレイが続けられた場合の取り扱いについ

て、これまでは明確な規定がありませんでした。今回の改正によって明確に規定され

ましたので、具体例で示しておきます。 

[例1]  2ストライク後の投球を打者が見逃してストライクが宣告されたが、打者は

そのまま打者席に居座り、守備側も審判も気づかずプレイが続けられ、打者が次の投

球を打ってヒットとなった。 

[例2] 3ボール後の投球がボールとなったが、打者が一塁に行かずプレイが続行さ

れ打者は次の投球を打って凡打となった。 

 

今回の改正により、例１、例２どちらの場合も、当該打者の次の打者に対して投手

が１球を投じる前に誤りに気づいて訂正を申し出れば、正しい状態に戻せることにな

ります。訂正を申し出るのは、選手でも審判でも構いません。また公式記録員は9.01

（ｂ）（２）【注】に定めるように誤りを知らせることができます。 
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（12）定義44（d）を次のように改める。（下線部を改正） 

（d）観衆の妨害──観衆が競技場内に入ったり、スタンドから乗り出したり、また

は競技場内に物を投げ込んで、インプレイのボールを守備しようとしている野手

の邪魔をした場合に起こる。 

【解説】 

観衆の妨害は、競技場内に入ったり、乗り出したりしたときはもちろん、物を投

げ込んで野手を邪魔した場合にも起こることが規定されました。 

 

以上で2019 年度の改正規則の解説を終わります。5.07 (b)投手の準備投球について

の改正に伴い、社会人と大学では今シーズンからすでに登板している投手は、ベンチ

前はもとより、ブルペンでのキャッチボールも禁止されます。 

これは国際大会では普通に行われていることであり、日本国内でもプロ・アマ問わ

ず全体で取り組んでいくべき課題です。WBSC世界ランキング１位の国としての責任に

おいても、ぜひとも克服できるよう関係各位のご理解とご協力をお願いしたいと思い

ます。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 154 

2020 年度 改正規則の解説 
～ 改正規則と規則適用上の解釈について ～ 

解説 日本野球規則委員会 

 

プロ・アマ合同の日本野球規則委員会は、1月27日に2020年度の改正規則16項目を発表しまし

た。16項目の中で大きな変更となるものが2点あります。一つ目は、5.09(b)(7)走者が打球に触れた

場合の規則の改正です。この改正に伴う関連規則3項目も併せて改正となりました。二つ目は、

5.07(a)(2)【注2】いわゆる二段モーションに関する注釈文の改正です。投手の投球動作に関しては

ほかにも3項目が改正されました。 

まず、規則解釈が大きく変更となる、この2点の改正について解説します。 

 

（１） 5.09(b)(7)の改正 

5.09(b)(7)前段を次のように改める。（点線部を削除、 実線部を中段から移動） 

走者が、内野手（投手を含む）に触れていないか、または内野手（投手を除く）を通過してい

ないフェアボールに、フェア地域で触れた場合。（5.06c6、6.01a11参照） 

【解説】 

この改正は、「走者が、フェアボールにフェア地域で触れた場合」は原則として、すべてアウ

トであることを明確にしたものです。打球が内野手を通過したかどうかは問わないことになり、こ

れまでのわれわれの規則解釈を変更するものです。ただし、これには例外があり、それは、

5.06(c)(6)ボールデッドの項および6.01(a)(11)走者の妨害の項に記載されている、以下の二つ

のケースです。  

・いったん内野手（投手を含む）に触れたフェアボールに触れた場合。 

・1人の内野手（投手を除く）に触れないでその股間または側方を通過したフェアボールに、

すぐその後方で触れても、この打球に対して、他のいずれの内野手も守備する機会がない

と審判員が判断した場合。 

この2つのケースは、いずれも守備側のミスした打球 (ボールに触れる、トンネルなど）まで

避けることを走者に課すことはできないとの考え方から定められたものです。 

以下、この改正による取り扱いについて具体例を挙げて説明します。 

[例1] 

ノーアウト満塁、内野手は前進守備態勢を取った。打者が三遊間を真っ二つに割る打球を

放ち、このレフト前に抜けそうな打球に三遊間で走者が当たってしまった。 

 【裁定】 走者は、内野手（投手を含む）に触れておらず、 また内野手の股間、側方を通過し

たのでもない打球にフェア地域で触れたことによりアウトが宣告される。打者走者は一塁へ、

一塁走者は押し出されて二塁が与えられ、三塁走者は三塁に戻されて、1アウト満塁で試合

が再開される。  

 

[例2] 

走者一塁、一塁手は走者の前で守備していた。打者は一塁手の横にゴロを打ち、一塁手

はそれに飛びついたが捕れず、その直後、走者がこの打球に当たった。 

【裁定】 この場合は、一塁手のミスとは考えられない。2つの例外には当たらないので、打球

に触れたという理由で走者にはアウトが宣告され、打者には一塁が与えられる。 

※内野手の側方とは、野手が一歩も動くことなく処理できる範囲のものを言います。 
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[例3] 

走者一・二塁で、一塁手および三塁手はバントに備えて前進守備。このとき走者はダブルス

チールをした。打者はバントと見せかけて打って、打球は前進守備の三塁手を超える高いゴロ

（チョッパー）となった。打球は二塁走者に当たった。2つのケース：（a)ショートは打球に対して守

備しようとしていた。(b)ショートは打球を守備する位置にいなかった。 

【裁定】 （a)(b)いずれのケースも、例外規則に該当しないフェアの打球にフェア地域で触れたの

で、二塁走者にはアウトが宣告される。 

 

[例4] 

走者一・二塁、三塁手はバントに備えて、ベースパスより少し前に位置していた。走者はダブ

ルスチール。打者はバントと見せかけて打ったが、三塁手へのゴロとなった。これを三塁手がトン

ネルし、打球は三塁手のすぐ後方で二塁走者に当たった。2つのケース：（a)ショー卜は打球に

対して守備しようとしていた。(b)ショートは守備する位置にいなかった。 

【裁定】 （a)のケースでは、二塁走者はアウト。打球は三塁手の股間を通過したが、他の野手が

守備する機会があった。（b)のケースでは、インプレイの状態に置かれる。打球は三塁手の股間

を通過し、他の野手も守備する機会がなかった。 

 

関連規則として、以下の3項目も改正されました。 

(2)  5.05(a)(4)の改正  

5.05(a)(4)末尾に（  ）書きを追加する。（本文には変更なし） 

野手（投手を除く）を通過したか、または野手（投手を含む）に触れたフェアボールがフェア地

域で審判員または走者に触れた場合。(走者については、6.01(a)(11) 参照） 

 

(3) 5.09(b)(7)【注2】①②の改正  

5.09(b)(7)【注2】の①の冒頭および②の全文を削除する。 (点線部を削除） 

① 内野手を通過する前に、塁に触れて反転したフェアボールに、走者がフェア地域で触れ

た場合、その走者はアウトになり、ボールデッドとなる。 

② 内野手を通過した直後に、塁に触れて反転したフェアボールに、走者がその内野手の直

後のフェア地域で触れた場合、この打球に対して他のいずれの内野手も守備する機会が

なかった場合に限り、打球に触れたという理由でアウトにはならない。 

 

(4) 補則「ボールデッドの際の走者の帰塁に関する処置」（1)(e)(2)の改正 

⑴（e)(2)本文を次のように改める。(下線部を改正)  

フェアボールが、内野手（投手を含む）に触れる前に、フェア地域で走者または審判員に触れ

た場合。または、フェアボールが、内野手（投手を除く）を通過する前に、フェア地域で審判員に

触れた場合。 

 

【解説】 

上記（2) (3) (4)は、5.09(b)(7)の改正に伴い、 走者がフェアボールに、フェア地域で触れた場

合、内野手（投手を除く）を通過したかどうかに関係なく、例外を除き、走者にアウトが宣告される

となったことによる改正です。 
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次に、投手の投球動作およびボークルールの改正点について説明します。 

(5) 5.07(a)(2)【注2】の改正  

5.07(a)(2)【注2】を次のように改める。(下線部を改正)  

⑴⑵項でいう〝中断〟とは、投手が投球動作を起こしてから途中でやめてしまったり、投球動

作を一時停止したりすることであり、〝変更〟とは、ワインドアップポジションからセットポジション

（または、その逆）に移行したり、投球動作から塁への送球（けん制）動作に変更することである。 

【解説】 

咋年までの【注2】の記述は、以下のとおりでした。 

「(1)(2)項でいう〝中途で止めたり、変更したり〟とは ワインドアップポジションおよびセットポ

ジションにおいて、投手が投球動作中に、故意に一時停止したり、投球動作をスムーズに行わ

ずに、ことさら段階をつけるモーションをしたり、手足をぶらぶらさせて投球することである。」 

この注釈文は、1970年代から、わが国で当時問題となっていた投球動作（いわゆる二段モー

ションと言われるような投球動作）を規制しようとして、わが国の規則委員会で独自に定めた規則

であり、英文の原文にはないものでした。 

2018年の規則改正においては、反則投球の定義に関する【注】を削除して、投球動作を一時

停止させたり、自由な足をぶらぶらと上下させたりする投球動作について、走者がいない場合に

は反則投球によるペナルティは課さないこととしました。しかし、当委員会としては、あくまでもこう

いった投球動作は自然な投球動作とは言えず、打者に対するマナーのうえでも、また投手自身

のパフォーマンスにも良い影響を与えるものではないと考え日本野球科学研究会に、科学的観

点から、これらの投球動作が打者の打撃のパフォーマンスにどのような影響を与えるのか、また

投手自身の投球パフォーマンスや、投球障害に陥る危険性はないのかなどについて研究し、結

果を報告していただくよう依頼をしていました。その研究結果の要旨は以下のとおりでした。 

・二段モーションや一旦停止モーション（以下、変則足上げモーションと言う）は、フェアゾーンへ

の打球率、打球速度、打球方向に代表される打撃パフォーマンスに特段の影響を与えるもので

はない。 

・変則足上げモーションによって、打者の重心移動は何らかの影響を受けている可能性はある

が、それは打者の踏み込み足の着地時にはほぼ解消され、投手がボールをリリースする際に

は、その影響はほぼ消失する。 

・変則足上げモーションは、投球速度、制球力、ボールの回転数、ボールの回転軸、ボールの

変化量に代表される投球パフォーマンスに特段の影響を及ぼさない。 

・変則足上げモーションによって、片脚立位姿勢（バランスポジション）時の投球動作には若干の

違いが認められたが、肘関節内反トルク、肩関節牽引力、肩関節剪断力に代表される投球障害

因子にも影響を及ぼすものではない。 
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以上の報告を踏まえ、当委員会では、これまでの【注2】 後段の記述、「投球動作をスムーズ

に行わずに、ことさらに段階をつけるモーションをしたり、手

足をぶらぶらさせて投球すること」という文言を削除しまし

た。自由な足を上下させたり、投球動作の途中でグラブを

叩いたりすることは、規制する根拠がなくなり、今後は投球

動作の一部とみなすという結論に至りました。従って、走者

がいる場合に、このような動作を行って投球した場合には

ボークは宣告しないことになります。しかし、塁への送球

（けん制）に変更した場合は、投球動作から塁への送球に

変更したという理由で“ボーク”が宣告されます。また、投球

動作を一時停止した場合には、打者に投球しても、塁への

送球に変更しても“ボーク”となるのは今までどおりです。 

 

今季よりこれまで「二段モーション」と呼ばれてきた投球

動作の一部は有走者時に行っても、ボークとはならない。

（左図） 

 

 

 

 

(6)  5.07(a)(1)①および(2)②の改正 

5.07(a)(1)①および(2)②を次のように改める。(下線部を改正） 

打者への投球動作を起こしたならば、中断したり、変更したりしないで、その投球を完了しなけ

ればならない。 

 

(7)  5.07(d)の改正   

5.07(d)本文中の「投球に関連する動作」を「投球動作」 に改める。 

投手が、準備動作を起こしてからでも、打者への投球動作を起こすまでなら、いつでも塁に送

球することができるが、それに先立って、送球する塁の方向へ直接踏み出すことが必要である。 

【解説】 

ワインドアップポジションにおいては、自由な足を一歩後ろに引いたり、ボディスイングを始め

たりすることは“投球動作”の開始であり、それらを伴わない、ヒジから先を動かして両手を合わせ

る動作は“投球に関連する動作”です。またセットポジションでは、ストレッチ(両手を頭上または

前方に伸ばして両手を合わせる行為）は投球に関連する動作または準備動作と言います。これ 

らは区別して考えなくてはなりません。“投球に関連する動作”においては、途中で投手板から

軸足を外すことができますし、塁への送球も許されます。“投球動作”を 開始したら途中でやめ

たり、一時停止することは許されず、打者への投球を完了しなくてはなりません。 

これまで、規則書の中では“投球動作”と“投球に関連する動作”とを同じ意味合いで使ってい

る個所がありましたので、今回の改正で明確に区別しました。 

 

(8) 6.02 (a)(1)の改正 

 6.02 (a)(1)を次のように改める。（下線部を改正） 

投手板に触れている投手が、5.07(a)(1)および(2)項に定める投球動作に違反した場合。 
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【解説】 

塁に走者がいるときに、投手にボークが宣告される13項目の最初に記載されている規則です。

これまでは、「投手板に触れている投手が、投球に関連する動作を起こしながら、投球を中止し

た場合。」との記述でしたが、 投球を途中でやめてしまったときだけではなく、5.07(a)に定める、

正規の投球姿勢に違反した場合もすべて含めて“ボーク”が宣告されることを明確にしたもので

す。 

 

次に、その他の改正点について説明します。 

(9) 5.05(b)(2)の改正   

5.05(b)(2)【原注】の追加 

【原注】 投球が打者の身に着けているネックレス、ブレスレットなどの装身具にだけ触れた場

合には、その打者が投球に触れたものとはみなさない。 

【解説】 

投手の投球が打者に触れたときの規則ですが、ネックレスやブレスレットにだけ触れた場合

は、ヒット・バイ・ピッチと認めないこととしました。 

 

(10) 5.06(b)(4)（I）の改正  

5.06(b)(4)(I)を次のように改める。(下線部を改正) 

四球目、三振目の投球が、捕手のマスクまたは用具、 あるいは球審の身体やマスクまたは

用具に挟まって止まった場合、1個の塁が与えられる。 

 

(11)  5.06(c)(7)の改正   

5.06(c)(7)を次のように改める。(下線部を改正) 

投球が、捕手のマスクまたは用具、あるいは球審の身体やマスクまたは用具に挟まって止

まった場合―各走者は進む。 

【解説】 

(10)、（11)の改正は、投球が球審の身体に挟まって止まった場合も、マスクや用具に挟まって

止まった場合と同様に、ボールデッドとなり、1個の進塁を許すことがあると定めたものです。ボー

ルデッドにするか否かの判断は、すべて球審に委ねられます。 

 

(12)  5.10(g)の改正  

5.10(g)の後段として次を追加する。 

以下はマイナーリーグで適用される。先発投手または救援投手は、打者がアウトになるか、一

塁に達するかして、登板したときの打者（または代打者）から連続して最低3人の打者に投球する

か、あるいは攻守交代になるまで投球する義務がある。ただし、その投手が負傷または病気のた

めに、それ以後投手としての競技続行が不可能になったと球審が認めた場合を除く。 

【解説】 

先発投手、救援投手は、最低3人の打者に投球するか攻守交代になるまで交代が許されない

ことになります。 ただし、この規則は冒頭の文章にあるように、2019年にマイナーリーグで試験

的に採用された規則です。メジヤーリーグで今年から正式に採用されるとの情報がありますが、

わが国では今年からの採用は見送ることにしています。 
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(13) 5.10(m)の改正   

5.10(m)を次のように改める。 

① 同⑴の（マウンドに行ける回数）「6回」を「5回」 に改める。 

② 同(2)本文の最終の文「ただし、次の場合を除く。」 を次のように改める。 

ただし、すでにマウンドで行われている相談に途中から監督、コーチまたは野手が加わって

も、新たな回数には数えない。さらに次の場合もマウンドに行く回数には数えない。 

③ 同(2)(B)を次のように改める。(下線部を改正) 

野手が投手と話すためでなく、単にスパイクの汚れ を払うためにマウンドに行った場合。 

④ 同(2)(D)を次のように改める。(下線部を追加) 

攻撃側チームによる選手交代の通告後、投手が次の1球を投じるか、または、プレイをする前

に、野手がマウンドに行った場合。 

⑤ 同(2)(E)～(G)を追加する。 

(E) 審判員のタイム（たとえば、審判員が負傷したり、 観客、物体、または球場整備員が

フィールド上に現れたり、あるいは監督がリプレイ検証を要求したときなど）による試合の中断

の際、野手が再開を遅らせることなく、マウンドに行った場合。 

(F) フェンス越えの本塁打を打たれた後に、野手がマウンドに行った場合。ただし、打者走者

が本塁に達する前には自分の守備位置に戻らなければならない。 

(G) イニングの間および投手交代の間に適用された時間制限の中で、野手がマウンドに行っ

た場合。 

⑥ 同を追加する。 

(4) マウンドに行く回数制限の施行一監督またはコーチが、チームに与えられたマウンドに行

ける回数を使い果たした後に、マウンドに向かうためにファウルラインを越えてしまえば、その

救援投手の第1打者が打撃中でない限り、その投手を交代させなければならない。もし第1打

者の打撃中であれば、規則5.10(g)により、その打者が打撃を完了するまで投げ続けなければ

ならない。 

監督またはコーチが、マウンドに行く回数に例外が適用されると思う場合は、ファウルライン

を越える前に審判員に確認しなければならない。 

本規則の適用によって突発的な投手交代を行わなければならないとき、救援投手がブル

ペンでウオームアップをしていなかった場合、監督またはコーチは、マウンドに行く回数制限

を超えて違反したことにより、試合から退けられる。この場合、審判員は、その救援投手に対し

て、試合に出場するために必要な準備の時間を与えることができる。 

野手が、チームに与えられたマウンドに行ける回数を使い果たした後に、審判員に自分の

守備位置に戻るよう注意されたにもかかわらずマウンドに行けば、その野手は試合から退けら

れる。しかし、この場合、投手交代の必要はない。 

 【解説】 

5.10(m)は、メジャーリーグに適用されるスピードアップルールです。わが国ではこの規則は適

用せず、それぞれの団体や連盟の定めた規則に従うことになります。 

 

(14)  9.01の改正    

9.01を次のように改める。 

① 同(a)の2段目を次のように改める。（下線部を追加） 

 記録員は、ホームチームにより割り当てられた新聞記者席内の所定の位置で試合の記録を

とり、記録に関する規則の適用に関して、例えば打者が一塁に生きた場合、それが安打によ
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るものか、失策によるものかなどを、独自の判断で決定する権限を持つ。 

② 同(a)の4段落目以降を次のように改める。(下線部を改正） 

クラブ職員およびプレーヤーを含むすべての人は、その決定について記録員に異議を唱

えることはできない。 

記録員は、あらゆる記録を決定しなければならない。記録員の判断を要することが起きたと

き、記録員は、プレイの進行に沿って次の打者が打席に入るまでに記録を決定するように最

善の努力をする。記録員は、その裁量で、試合終了後あるいはサスペンデッドゲーム宣告後

24時間以内に、当初の決定を最後の決定にするか、変更するかを決定する。 

メジャーリーグのプレーヤーまたはクラブは、試合終了後あるいは決定の変更後72時間以

内に、書面または認められた電子的手段によってコミッショナー事務局へ通知して、運営部門

責任者に記録員の決定を見直すように要求することができる。（以下省略） 

③ 同(c)後段を次のように改める。(下線部を追加) 

記録員は、その任務の遂行にあたり、監督、プレーヤー、クラブ役職員、報道関係者から侮

辱的言動を受けた場合には、いかなるものでも然るべきリーグ役職員まで報告しなければなら

ない。 

  【解説】 

記録員に関する改正ですが、プレイングルールの改正ではないので、説明は省略します。 

 

(15) 定義76の改正  

定義76の最終段落として次を追加する。 

本定義では、プレーヤーが身に着けているネックレス、ブレスレットなどの装身具はプレー

ヤーの身体の一部とはみなさない。 

 

(16) 定義80の改正   

定義80を次のように改める。(下線部を追加) 

プレーヤーまたは審判員の身体はもちろん、着用しているユニフォームあるいは用具（ただ

し、プレーヤーが身に着けているネックレス、ブレスレットなどの装身具は除く)のどの部分に触れ

ても〝プレーヤーまたは審判員に触れた〟ことになる。 

【解説】 

(15)は「タッグ」の定義、（16)は「タッチ」の定義の改正です。いずれも、（9)で説明した5.06(b)(2)

の改正に伴うものです。 
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2021年度 改正規則の解説 

～ 改正規則と規則適用上の解釈について ～ 

日本野球規則委員会 

 

プロ ・アマ合同の日本野球規則委員会は、1月27日に2021年度の改正規則を発表しました。ファウルチップの定義の

変更をはじめ12項目の改正となり、昨年、メジャーリーグで採用され注目されていた先発投手および救援投手の投球義務

に関する規則については、我が国での今年度の採用は見送られました。以下、改正点を解説します。 

 

(1)5.10(g)の改正 

5.10(g)に【注】を追加する。 

本項後段については、メジャーリーグでも適用されるが、我が国では適用しない。 

 【解説】   

本項後段とは、2020年にメジャーリーグで採用された「先発投手または救援投手は、登板したときの打者から連続し

て3人の打者に投球する義務がある。」という規則を指しています。我が国ではプロ・アマともに次の理由から、今年の導

入を見合わせることにしました。 

①Official Baseball Rules の原文には、5.10(f)の「球審に手渡された打順表に記載されている投手は、第一打者また

はその代打者がアウトになるか一塁に達するまで投昧する義務がある。」が記載されたままであること。 

この（f)と(g)の矛盾点について、MLBの規則委員会に問い合わせをしたが、我々が納得できる回答は得られなかった。 

②WBSC (世界野球ソフトボール連盟）およびBFA (アジア野球連盟）が国際大会において、この新しい規則を採用す

るか否かが、現時点において不明であること。 

上記①の矛盾点を併記したままでは、混乱を招く恐れがあるとともに、国際大会での対応を見極めた上で再度検討

することが望ましいと判断しました。 

 

(2)定義34「ファウルチップ」および5.09(a)(2)の改正 

定義34を次のように改め(波線部を削除)、【注】を削除する。 

打者の打ったボールが、鋭くバットから直接捕手の手に飛んで、正規に捕球されたもので、捕球されなかったものはファ

ウルチップとならない。ファウルチップはストライクであり、ボールインプレイである。前記の打球が、最初に捕手の手または

ミットに触れておれば、はね返ったものでも、捕手が地面に触れる前に捕らえれば、ファウルチップとなる。 

 

5.09(a)（2)【原注】後段を次のように改める。 

チップしたボールが、最初に捕手の身体または用具に触れて、はね返ったものを捕手が地上に落ちる前に捕球 

した場合、ストライクであり、第3ストライクにあたるときには、打者はアウトである。 

【解説】 

今回のファウルチップの定義の改正と【注】の削除、それに関連する5.09(a)（2)【原注】の後段の改正により、チップしたボール

が最初に捕手の身体または身に着けている用具（マスク、プロテクター、レガースなど）に触れて、はね返ったものを捕手が地

上に落ちる前に捕球すれば「ファウルチップ」と認められることになりました。従来の規則では、最初に捕手の手またはミット以

外のものに触れてはね返ったものは、たとえ地面に落ちる前に捕手が捕らえたとしても、ファウルボールと判定されていました。

ファウルチップはストライクであり、第3ストライクにあたるとき打者はアウトとなりますので、大きな改正です。野手がインフライト

の打球を地面に触れる前に捕らえれば、その前にジャッグルしたり、身体にボールが触れたりしても正規の捕球となるのと同

じ理屈ですが、ファウルチップの場合は、他の野手が捕球したものは認められず、あくまでも捕手が捕球することが必要です。

また、チップしたボールが捕手のマスクに扶まった場合は正規の捕球ではありませんので、ファウルボールと判定されます。 
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(3) 6.01⑻(10)の改正 

6.01(a)(10)の最終段落として次を追加する。 

走者がファウルボールに対する守備を妨害したとして、アウトを宣告され、これが第3アウトにあたる場合、打者走者は

打撃を完了したものとみなされ、次のイニングの第1打者は次打者となる。（0アウトまたは1アウトのときは、打者はそのま

ま打撃を続ける。） 

 【解説】 

この規則は、ファウルテリトリに上がったフライを守備しようとした野手を走者が妨害した場合を想定しています。 

妨害が発生したときの大原則は「打球（フェアボールとファウルボールの区別なく）を処理しようとしている野手の妨げに

なったと審判員に認められた走者は、それが故意であったか故意でなかったかの区別なくアウトになる。」（インターフェアに

対するペナルティ【原注1】）です。従って、0アウトまたは1アウトのときに、このような妨害が発生した場合は、走者がアウト

となり、打者はファウルボールで1ストライクが加算され、打ち直しとなります。しかし、妨害が2アウトのときに発生した場合

については、これまでは規則上、明確な決まりはありませんでした。この点については、これまでも規則委員会では何度も

検討されてきましたが、2013年のプロ・アマ合同委員会では、2アウトのとき、妨害が故意でない場合は走者アウトで、打

者は次回の先頭打者として打ち直しとなり、審判員が故意と判断した場合は打者をアウトにすると解釈を統一していま

した。 

しかし、今回の改正を機に、再検討した結果、これまでの解釈を改めることになりました。前記【原注1】の後段には次

の記載があります。「正規に占有を許された塁についていた走者が、フェア地域とファウル地域との区別なく守備の妨げに

なった場合、審判員が、その妨害を故意と判断したときを除いて、その走者はアウトにはならない。審判員が、その妨害

を故意と宣告した場合には次のペナルティを科す。0アウトまたは1アウトのときは、その走者と打者とにアウトを、2アウト後

のときは、打者にアウトを宣告する。」 

つまり、妨害が故意であるかどうかが問題となるのは、正規に占有されて塁についている走者であって、塁を離れている

走者については、初めに示した大原則の通り、故意であるかどうかには関係なく妨害が成立し、アウトになることが再認

識されたからです。そして、追加された改正条文には「打者は打撃を完了したものとみなされ、次のイニングの第1打者は

次打者となる」と明記されましたこの「打撃を完了した」と「打者アウト」はイコールではないと考えられ、2アウト後に走者の

妨害が発生した場合には、打者が打ち直しとなることはないことが明確になりました。なお、この場合記録上は、打者に

打数1と残塁1が記録されることになります。 

そして、この考え方は、6.01(a)（2)「打者または走者が、まだファウルと決まらないままファウル地域を動いている打球の

進路を、どんな方法であろうとも、故意に狂わせた場合にも適用することとし、この場合も2アウ卜後であれば、打者は打

撃を完了したとみなし、次のイニングの第1打者は次打者となることが確認されました。 

 

(4)5.07(a) 【原注】の改正 

5.07a【原注】第3段落冒頭を次のように改める。（下線部を追加） 

投手は投球に際して、どちらの足も本塁の方向に2度目のステップを踏むことは許されない。（以下略） 

【解説】 

この【原注】については、OBRでは2017年の改正で2度目のステップを踏む“足”は軸足、自由な足のいずれも規則違

反であることが番かれていましたが（“The pitcher may not take a second step toward home plate with either 

foot”）、日本の規委員会は、2018年時点では、軸足を本塁方向へ大きくずらして投球する投手は確認していたのです

が、なぜ両方の足を禁止したのか(“自由な足を2度ステップする”とは、どのような投げ方なのかが分からなかったので、た

だ単に「2度目のステップを踏むことは許されない」としました。しかし、2020年に実際に自由な足を本塁方向に2度ステッ

プして投球していた投手の映像を確認できたため、「どちらの足も」を追加することにしたものです。 
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(5)6.01(d)【原注】の改正 

6.01(d)【原注】第3段落の「しかし」以下を次のように改める(下線部を改正) 

しかし、ボールを拾い上げたり、捕ったり、意図的に触れたりすることや、押し戻したり、蹴ったりすれば、この行為は故

意の妨害とみなされる。 

 【解説】 

この項で規定されている、攻撃側メンバー、ベースコーチ、審判員以外の、競技場に入ることを公認された人とは、具体的

にはバットボーイ、ボールボーイや警察官などが該当します。このような人たちが打球または送球を守備しようとしている野手

を妨害したとき、その妨害が故意でないときはボールインブレイで、プレイは続けられるとされていますが、故意のときは妨害と

同時にボールデッドとなり、もし妨害がなかったらどのようになっていたかを判断して、その後の処置を取ることになります。そし

て、行為が故意であったか否かは、行為に基づいて決定するとされています。今回の改正では、故意と判断される行為が、

より具体的に記述されました。 

 

(6) 6.04(d)【原注】の改正 

6.04(d)【原注】を次のように改める。(下線部を改正) 

出場停止処分中の監督、コーチ、プレーヤーは、ユニフォームを着てクラブの試合前の練習に参加することはかまわな

いが、試合中は、ユニフォームを着ることはできず、プレーヤーが試合にたずさわる場所から離れていなければならない。ま

た、出場停止中の者は試合中、新聞記者席や放送室の中に入ることはできないが、スタンドから試合を見ることは許さ

れる。 

 【解説】  

出場停止処分中の対象者の行勤制限について、細かく規定が追加されました。ただし、我が国のアマチュア野球にお

いては、この規則の内容については適用されず、各団体からの処分等の措置に従うことになります。 

 

(7) 7.04の改正 

7.04を次のように改め、同【原注】および【注】を削除する。 

審判員の判断に基づく裁定についての異議であろうが、審判員の裁定が本規則に違反して決定したことに対する異

議かにかかわらず、どのような提訴も許されない。 

 【解説】 

これまでは認められていた、“提訴”は一切認められないことになりました。これにより“提訴試合”は規則上、なくなること

になります。我が国のアマチュア野球では、もともと提訴試合は認めていませんでしたから、この改正による影響はありませ

ん。しかし、WBSCやBFAの主催する国際大会では、これまでは提訴試合が認められていました。これについても、先発

投手、救援投手の投球義務の規則と同様にWBSCやBFAの対応が現時点では明らかになっていません。また、我が国

のプロ野球では、アグリーメントにおいて提訴試合の規定は残る見込みです。 

 

以下（8)から（11)は、7.04の改正に伴い、各条文中の「提訴」あるいは「提訴試合」の文言を含む記述部分を削除、

もしくは表現の変更を行ったものです。 

(8) 3.02(c)【原注】の改正 

3.02(c)【原注】末尾の「また、そのプレイについて提訴は認められない。」を削除する。 

 

（9）「審判員に対する一般指示」の改正 

「審判員に対する一般指示』第5段落を次のように改める。 (下線部を改正) 

試合中に悪い事態が起こった場合、その事態の解決を回避したという非難を受けるようなことがあってはならない。常

に規則書を携行し、紛糾した問題を解決するにあたっては、たとえ10分間試合を停止することがあっても、よく規則書を

調べ、その解決に万全を期して、その試合で不注意な規則適用の誤りをしないように努めなければならない。 
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(10)9.01(b)(3)の改正 

9.01(b)(3)の「提訴試合または」および「提訴または」を削除し、また、同【原注】の「提訴試合において」以 

下の分を削除する。  

 

(11)定義46の改正 

定義46の末尾「または提訴試合の裁定を行うものとする。」を削除する。 

 

2021年度改正規則の解説は以上です。 

最後に、これまで日本の規則書は発刊以来、一貫して一色の表紙としていましたが、今年は初めて写真を表紙 

にしました。記念すべき第1回目は、昨年の東京六大学リーグ戦、伝統の早慶戦の試合開始前の整列した場面 

を採用しました。 
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２０２２年度 

改正規則の解説 
～改正規則と規則適用上の解釈について～ 

 

プロアマ合同の日本野球規則委員会は、2022 年 1 月 27 日に今年度の公認野球規則の改

正を発表しました。 

今回は、ワインドアップポジションおよびセットポジションからの投球について、アマ

チュア野球だけに適用されていた【注】を削除して国際基準に合わせることにしたのをは

じめ、7 項目の改正が行われました。 

 

(1) 3.09 商業的宣伝【注 3】③の改正 

3.09【注 3】③の第 2 段落を次のように改める。(下線部を追加) 

マーク類を布片、刺繍または樹脂製の成型物、あるいはスタンプによって表示する場

合(エナメルのように光る素材での表示は認められない）は、親指のつけ根に近い個所に

限定し、その大きさは、縦 3.5 ㌢、横 3.5 ㌢以下でなければならない。   

【解説】 

ミットやグラブにマーク類をスタンプで表示する場合、色だけではなく、布片や刺繍

また樹脂製の成型物と同様、表示個所や大きさの規制を適用することになりました。 

この改正は、昨年のシーズン中に NPB で、ある外国人選手が亡くなったペットの名

前やシルエット、追悼のメッセージなどをグラブの背面親指付近のスペースに入れたこ

とが発端でした。NPB ではこれを公認野球規則 3.09 で規定する“マーク類”に準じる

ものとみなし、刺繍等で表示する場合と同様、親指の付け根部分に縦 3.5 ㌢、横 3.5 ㌢

以内での表示を認めることにして、シーズン途中からドレスコードに追加しました。今

回の改正は、この措置に規則上の裏付けをしたものです。アマチュア野球においても、

マーク類のスタンプ表示は基本的に NPB と歩調を合わせますが、NPB の例にあるよう

な個人オーダーは認めず、メーカー既成のデザインで、規定範囲内のものを容認するこ

とにしました。 

なお、高野連ではミットやグラブに氏名や番号その他の文字などの表示を禁止してい 

ます。 

 

(2) 5.07(a)(1)ワインドアップポジションの【注 1】を削除 

5.07(a)(1)【注 1】を削除し、同【注 2】を同【注】とする。 

【解説】 

日本のアマチュア野球だけに適用していた下記の規定を削除し、国際基準に合わせ

ることにしました。削除されるのは以下の規定です。 

【注 1】アマチュア野球では、投手の軸足および自由な足に関し、次のとおりとす

る。 

① 投手は、打者に面して立ち、その軸足は投手板に触れて置き、他の足の置き場所

には制限がない。ただし、他の足を投手板から離して置くときは、足全体を投手板

の前縁の延長線より前に置くことはできない。 

➁ 投手が①のように足を置いてボールを両手で身体の前方に保持すれば、ワインド

アップポジションをとったものとみなされる。 
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アマチュア野球においては、2013 年の規則改正でワインドアップポジションでの自

由な足を置く位置に関して、それまでの「投手板上に置くか、投手板の後縁およびそ

の延長線より後方に置く」を原文どおりに改め、自由な足は、投手板の上でも、前、

横、後ろであっても構わないこととしました。また同時に、ワインドアップポジショ

ンからの投球に当たって自由な足を横に引くことも許されることになりましたが、ワ

インドアップポジションとセットポジションとの区別があいまいになるとの懸念か

ら、上記【注 1】①のただし以降の「他の足を投手板から離して置くときは、足全体

を投手板の前縁の廷長線より前に置くことはできない」として対応してきました。 

しかし近年は、MLB や NPB において多くの投手が、塁に走者がいないときに軸足

を投手板に並行に置き、自由な足全体を投手板の前方に置いた状態から、ワインド 

アップポジションとして、自由な足を一歩横に引いて投球しています。また、アマ

チュア野球においても、大学野球や社会人野球で、そのような投球動作をする投手が

散見されるようになってきました。 

本来【注 1】の適用を受けるアマチュア野球では是正されなければならない投球動

作なのですが、前記のとおり MLB や NPB でも多くの投手が用いており、すでに一

般的に受け入れられている動作です。また実際に、走者がいない場合は問題ありませ

んし、打者に対して影響を与えることもないことから、今回アマチュア野球でも改正

に踏み切ることとしました。 

ワインドアップポジションとセットポジションの区別については、5.07(a)(2)【原

注】の「塁に走者がいるときに、投手が投手板に軸足を並行に触れ、なおかつ自由な

足を投手板の前方に置いた場合には、この投手はセットポジションで投球するものと

みなされる」ことを、しっかりと理解しておけば混乱はないものと考えられます。 

ただ、この改正により、次の点には注意が必要です。 

① 軸足を並行でなく投手板に触れる形のワインドアップポジションにおいても自

由な足の置き場所に制限がなくなったので、走者が塁にいるときに、自由な足全

体が投手板の前方に置かれていたとしても、軸足が投手板と並行に触れていなけ

れば、ワインドアップからの投球とみなされることになります。 

② 走者が塁にいない場合、投手板に軸足を並行に触れ、自由な足を投手板の前方

に置いた姿勢からワインドアップポジションとして投球することができるので、

自由な足を一歩横に引いてから投球することもできます。 

③ 走者がいる場合（特に 2 アウト走者三塁のときに注意)、上記②の投球姿勢

は、セットポジションからの投球とみなされるので、自由な足を一歩引いてから

の投球はボークとなります。 

④ 走者が三塁にいるときにワインドアップポジションからの投球に際して、投球

動作の開始がどの時点になるのかについて、NPB と意見交換して次のように合意

しました。MLB では、ボディスイングを伴えば、それが投球動作の開始となる

解釈をとっていますが、わが国では、NPB、アマチュアともに投手が捕手とのサ

イン交換が終わった後で両手を合わせる動作は、たとえボディスイングや足の動

きを伴わなくても、すでに投球動作の開始とみなすことを確認しました。投球動

作を開始したら打者への投球を完了しなければならず、軸足を投手板から外せば

ボークとなります。（審判員マニュアルに明記します。） 
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(3) 5.07(a)(2)【注 1】の削除  

5.07(a)(2)【注 1】を削除し、同【注 2】以降を繰り上げる。 

【解説】 

ワインドアップポジションの改正と同時に、セットポジションにおけるアマ

チュア野球で適用していた下記の【注 1】を削除します。 

【注 1】アマチュア野球では、本項【原注】の前段は適用しない。 

ここで【原注】前段とは、「走者が塁にいない場合、セットポジションをとっ

た投手は必ずしも完全静止をする必要はない」という規定です。この規則は 2006

年に OBR で改正されたのですが、わが国では止まっても止まらないでもよいと

なると、投手が作為的に動作を変えて投球して打者を幻惑することが想定される

ので採用しませんでした。その後、NPB で外国人投手が多く在籍するようになっ

たこともあって、2017 年にこの【原注】前段を規則どおり採用することにしまし

たが、アマチュア野球では引き続き、走者がいない場合でも完全静止を義務付け

てきました。しかし、今回ワインドアップポジションのアマチュア【注】が改正

されると同時に、セットポジションについても国際基準に合わせることに踏み切

りました。走者が塁にいるときに完全静止を求めているのは、走者が盗塁のス

タートを切れるようにというフェアプレイの精神から規制するルールです。しか

し、走者がいないときは、走者がいるときほど「完全静止」しなくても、同じ動

作で投球していれば打者が幻惑されることはありません。しかし、もしも投手が

意図的に打者のすきをついて投球したと審判員が判断すればクイックピッチとみ

なされ、ボールが宣告されるのはこれまでどおりです。(5.07a 2【原注】） 

 

(4) 5.09(b)(1)【注 1】【注 2】の削除 

5.09(b)(1)【注 1】【注 2】を削除する。 

   【解説】 

走者のラインアウトについて規定する項の下記 2 つの【注】を削除します。 

【注 1】通常走者の走路とみなされる場所は、塁間を結ぶ直線を中心として左右

へ各 3 ㌳、すなわち 6 ㌳の地帯を指すが、走者が大きく膨らんで走っているとき

など最初からこの走路外にいたときに触球プレイが生じた場合は、その走者と塁

を結ぶ直線を中心として左右へ各 3 ㌳が、その走者の走路となる。 

【注 2】本項の“ただし”以下は、野手が走者の走路内で打球を処理していると

き、これを妨げないために走者が走路外を走ってもアウトにならないことを規定

しているものであって打球処理直後に触球プレイが生じたときには本項前段の適

用を受けることはもちろんである。 

この改正は、“走路”という言葉の意味に、本文と【注】で齟齬があること、

また【注】で補足説明している内容は、本文から十分読み取れることから、これ

らを削除しても差支えないとの判断によるものです。もちろん、“ラインアウ

ト”の規則解釈はこれまでと変更はありません。 

 

(5) 6.01(a)(1)の改正 

6.01(a)(1)の最終段落として次を追加する。 

もし、捕球されずに本塁周辺にとどまっている投球が、打者または審判員に

よって不注意にそらされた場合、ボールデッドとなって、塁上の走者は投球当時
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占有していた塁に戻る。この投球が第 3 ストライクのときは、打者はアウトにな

る。 

【解説】  

本項では、これまでは第 3 ストライク後の打者走者、つまり振り逃げのケース

についてのみ述べられていましたが、今回の追加改正によって、これが打擊途中

の打者についても適用されることが明確になりました。また、捕手に捕球されず

に本塁周辺に転がった投球に対し、打者（打者走者）がなんらかの動作を伴った

ことで触れてしまった場合は、打者（打者走者）がボールに触れた場所（打席内

か否か）や、タイミング（一塁に向けて走り出す前か後か）などには関係なく、

ボールのそれた距離や方向によって、捕手の守備機会を失わせたと審利員が判断

すれば、そのときのボールカウントに関係なく、ただちにボールデッドとなり、

塁上の走者の進塁は認められないことが明確になりました。 

この改正により、考えられる事例とその処理について整理すると下表のとおり

となります。 
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(6)  6.01(i)の改正   

6. 01(i)を次のように改める。 

①【6.01i 原注】を追加する。 

【6.01i 原注】本項の“捕手”については、本塁のカバーに来た投手を含む野手にも適

用される。 

② 同（1)本文中の「または本塁のカバーに来た野手（投手を含む、以下「野手」と

う）」と、同（1)および同（1)【原注】中の「または野手」を削除する。 

【解説】  

本項は本塁での衝突プレイ（コリジョンルール）に関する規定です。（1)では、走

者が走路を外れて捕手に体当たりする行為を禁じ、（2)では、逆に捕手が走者の走路

を塞ぐブロックを禁じています。そして、この本文中の“捕手”には、カバーに来

た投手を含む野手も規則適用の対象となるのですが、（1)には、その旨の記述があ

り、―方で(2)にはその記述がないため、（2)のブロックについては、捕手以外の野

手には適用されないと誤解する可能性があります。そこで今回の改正では、原文と

同様に【6.01i 原注】として記載することで（1)、（2)の両方に適用されることを

はっきりさせました。 

 

(7) 卷頭（13 ページ）の「投球姿勢」を改める。 

5.07(a)(l)(2)の改正に伴い、卷頭の「投球姿勢」の両足の位置に関する図を下記の

とおり変更しました。 

 

以上、2022 年度の改正規則のポイントを解説しました。 

なお、改正項目のうち、5.07(a)(1)【注 1】の削除および、5.07(a)(2)【注 1】の削除

についてはこの規定を削除することで周知徹底が困難と判断した団体については、そ

れぞれの団体における特別規則(内規）をもって従来どおりの規則を適用することにな
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りますのでご留意ください。 

さて、今年は 1872 年（明治 5 年）にアメリカ人教師ホーレス・ウィルソン氏が、

東京大学の前身である開成学校に初めて野球を伝えてから 150 年の節目の年に当たり

ます。そこで今年の規則書の表紙には、東京神田の学士会館の敷地内にある「日本野

球発祥の地」のモニュメント像の写真を採用しました。皆さんも一度この聖地を訪ね

て、わが国で野球をここまで広めた多くの先人の功績に思いを馳せるのも意味あるこ

とではないでしょうか。 
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２０２３年度 

改正規則の解説 

～改正規則と規則適用上の解釈について～ 

 

プロアマ合同の日本野球規則委員会は、2023 年 1 月 27 日に今年度の公認野球規則

の改正を発表しました。 

今回は、先発投手に限って指名打者としても兼務が可能となった指名打者ルール

（いわゆる“大谷ルール”）の追加、天候状態によるサスペンデッドゲームの適用基

準の拡大など、3 項目の改正が行われました。 

 

(1) 5.11指名打者ルールに関する改正 

5.11 を次のように改める ~ 

①本文「リーグは、指名打者ルールを使用することができる。」を削除する。 

②(b)を次のように改める。 

チームは投手に代わる打者を指名する義務はない。しかしながら、先発投手自身が

打つ場合には、本条(a)項により、別々の 2 人として考えることができる。監督は自分

のチームの打順表に 10 人のプレーヤーを記載し、このプレーヤーにおいて、一つは

先発投手、もう一つは指名打者として 2 度、同じ名前を記載することになる。 

もしこのプレーヤーが投手を退いたとしても、指名打者としては出場し続けること

はできるが、再び投手として出場することはできない。また、このプレーヤーが指名

打者を退けば、投手として出場し続けることはできるが、再び打者として打席に立つ

ことはできない。' 

このプレーヤーが投手と指名打者の両方を同時に退くことになった場合、それに置

き換わる投手と指名打者両方の役割を満たす他のプレーヤーに代わることはできな

い。チームにおいて、先発投手自身が指名打者としても打つことができる本規定を採

用するかは、最初の打順表で記載するときにのみできる。 

本条（a)項にもかかわらず、その投手が指名打者として打つかまたは走者になった

としても、チームに対する指名打者の役割は消滅しない。また、その指名打者が投手

の役割を引き受けた場合においても、その役割は消滅しない。しかし、そのプレー

ヤーが投手として降板し、投手以外の守備位置に移った場合には、それ以後指名打者

の役割は消滅する。 

③【注 1】および【注 2】を削除し、【5.11 注】を追加する。 

【5.11 注】我が国では、指名打者ルールについては、所属する団体の規定に従う。 

 

【解説】 

規則 5.11 は、（a)項と(b)項とで構成されていて、 

(a)項は指名打者ルールの内容及び運用方法が、（b)項は指名打者ルールを使用して

いるリーグと使用していないリーグとが試合を行う際の対処方法が、それぞれ記述さ

れていました。今年度の改正では、従来の（b)項の内容が削除され、新たに全く別の

ルールが加えられました。 

まず、上記①の改正についてですが、すでに規則 5.11 は指名打者ルールに関する内

容である旨は十分に理解されており、Official Baseball Rules (オフイシャル・ベース

ボール・ルールズ。以下、OBR)にも書かれていないことから、この一文が削除され
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ました。 

次に、上記②の解説をする前に、もともと(b)項に記載されていた内容と削除された

理由、および③の改正について解説します。 

改正前の（b)項は次のように書かれていました。 

(b)指名打者ルールを使用しているリーグに所属するチームと、これを使用していな

いリーグに所属するチームとが試合を行うときには、これを使用するかどうかは次の

定めによる。 

(1)ワールドシリーズまたは非公式試合では、ホームチームがこれを使用していると

きには、使用する。ホームチームがこれを使用していないときには、使用しない。 

(2)オールスターゲームでは、両チームと両リーグが同意したときだけ、使用する。 

【注 1】我が国のプロ野球では、（b)項（1)におけるワールドシリーズを日本シリー

ズと置きかえて適用する。なお、非公式試合において、（b)項（1)により指名打者ルー

ルを使用しない試合でも、両チーム監督の合意があれば、指名打者ルールを使用する

ことができる。 

【注 2】アマチュア野球では、指名打者ルールについては、各連盟の規定を適用す

る。 

 

これまでの 5.11(b)の内容が削除された理由として、メジャーリーグではアメリカ

ン・リーグだけが指名打者ルールを使用していましたが、ナショナル・リーグも同

ルールを正式に使用することとなったため、もはやこの規定が必要なくなったという

ことが考えられます。これに合わせ日本においても、【注 1】ではプロ野球について、

【注 2】ではアマチュア野球について、それぞれ指名打者ルールの使用に関する取り

扱いを規定していましたが、プロ野球およびアマチュア野球を問わずに『所属する団

体の規定に従う』こととして、一つの【注】にまとめました。なお、③の改正により

【5.11 注】としたのは、（a)項と新しい内容となる（b)項の両方の内容に関する注釈と

したからです。 

さて、②の改正内容の本題に入りましょう。（b)項に新たに加わった内容が、上記

(1)②になります。メジャーリーグで“大谷ルール”と呼ばれていたものが、これにあ

たります。試合前に行う両チームのメンバー交換の際、先発投手に限って、『投手』

と『指名打者』の双方に同じ者が記載でき、それぞれの役割を果たせる規則となって

います。つまり、これまでは投手も打者として兼務させるのであれば、指名打者ルー

ルは使用できませんでした。しかし、この改正によって、たとえ、先発投手が途中で

投手の立場を退いたとしても、引き続き指名打者として打席に立つことが可能となり

ました。もちろん、その逆（途中で指名打者の立場を退いたとしても、引き続き投手

として投球すること）も可能です。ただし、それぞれの立場で一度退いた場合におい

ては、再びその立場での役割を果たすことはできません。また、同時にそれぞれの役

割を退く場合においても、それに代わる投手および指名打者に同じ者が入ることも認

められません。 

指名打者と兼務している投手が投手以外の野手の守備についた場合も、その時点で

指名打者としての役割は消滅することになり、新たに登板する投手は打順表の中に入 

る必要があります。 

なお、規則 5.11 に“指名打者の役割は消滅する”と書かれていますが、これは、

“指名打者の役割が消滅した”場合、それ以後の選手の交代や打撃順の指名について
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は、指名打者ルールを使用していないときと同じように進めていくということです。 

 

(2) 7.01(e)正式試合とならない“ノーゲーム”に関する改正   

7.01(e)を次のように改める。(下線部を追加) 

正式試合となる前に、球審が試合の打ち切りを命じた場合には、“ノーゲーム”を

宣告しなければならない(7.02(a) (3) ~ (5)に従い、サスペンデッドゲームが宣告される

場合を除く）。異常事態によって試合を打ち切らなければならない場合には、リーグ

会長の判断でサスペンデッドゲームとする。 

 

【解説】 

この改正は、下記(3)の改正と連動した内容となっています。 

正式試合となる前に打ち切られた試合は「ノーゲーム」となり(7.01 (e))、初めから

やり直すことになります。しかし、照明等の故障（7.02 (a) (3))、暗転等（(4))で打ち

切られた場合は、行われた回数に関係なく 『ノーゲーム』とはせずに『サスペン

デッドゲーム（一時停止試合)』とすることができる「除外項目」として書かれていま

す。他方、改正前の同（5)項は、天候状態により打ち切られた場合、正式試合になっ

た後の一定の条件のもとでサスペンデッドゲームとすることができるとなっていまし

た。この同（5)項の内容が正式試合になる前でもサスペンデッドゲームにできると改

正されたので、「7.02 (a) (3) ~ (5)に従い、サスペンデッドゲームが宣告される場合を

除く」という文が追加されました。 

なお、サスペンデッドゲームについても、所属する団体の規定に従うことになって

います(7.02 (c)【注】）。 

 

 

(3) 7.02 (a)天候状態によるサスペンデッドゲームに関する改正   

7.02 (a)を次のように改める。 

①（5)を次のように改める。(下線部を追加) 

天候状態のために、正式試合となる前に打ち切りを命じられた場合、または正式試

合のある回の途中でコールドゲームが宣せられた試合で、打ち切られた回の表にビジ

ティングチームがリードを奪う得点を記録したが、ホームチームがリードを奪い返す

ことができなかった場合。 

②【付記】を削除し、その直前の 2 つの段落を次のように改める。(下線部を改正) 

リーグ会長による指示がない限りは、本項の(1)(2)(6)によって終了となった試合に

ついては、7.01（ｃ）の規定による正式な試合となりうる回数が行なわれていない限

りこれをサスペンデッドゲームとすることはできない。 

本項の（3)~(5)の理由で打ち切りが命じられたときは、行なわれた回数には関係な

く、これをサスペンデッドゲームとすることができる。 

 

【解説】 

この改正は、サスペンデッドゲームの条件のうち、『天候状態』の理由によって、

試合を打ち切った場合の適用範囲を拡げるために上記本文①の下線部を追加したもの

です。すなわち、正式試合となる前の段階で雨が急に激しくなって、試合の進行が困

難であると判断し、球審が試合を打ち切って中断させたような場合が本文①に該当す
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るケースの一つかと思います。上記(2) (7.01(e)の改正）の解説でもあったように、こ

の場合で結果的にこの試合が再開不可能と判断された際には、正式試合となる前であ

れば、イニングや両チームの得点、得点経過に関係なく、サスペンデッドゲームとす

ることができるようになりました。 

また、上記②の【付記】を削除した理由については、【付記】の本文にも記述され

ているように、従来の規定では、試合を打ち切る原因となった事象と、打ち切った後

にまた他の事象が発生した場合、この 2 つの事象がサスペンデッドゲームとすること

ができるか否かで異なったときの取り扱いを明文化したものかと思われますが、同①

の改正によって、いずれの事象においてもサスペンデッドゲームとすることができる

ようになったため、この記述が必要なくなったものと考えられます。 

 

(4)『軸足の踵を上げてから塁に送球する動作』について   

走者がいるとき、セットポジションをとった（投手板に軸足を並行に触れ、他の足

を投手板の前方に置き、ボールを両手で身体の前方に保持して、完全に動作を静止し

た）投手がまず、軸足の踵を上げてから塁に送球した場合、打者への投球動作を変更

したものとみなし、ボークとする。（規則 6.02 (a)(1)、5.07 (a) (2)、同【原注】及び

【注 1】） 

【解説】 

これは、規則改正ではありませんが、2023 年 2 月 8 日に開催されたアマチュア野

球規則委員会において確認された事項です。 

セットポジションをとった投手が、最初に軸足の踵を上げる動作は『投球動作の開

始』とみなされ、この動作から走者のいる塁へ送球すれば、投球動作を『変更』した

ことになるから、ボークが宣告されるとしたものです。 

 

以上、2023 年度の改正規則等の要点を解説しました。 

くり返しになりますが、今回の規則改正は、いずれも『各所属団体の規定に従う』

こととなっています。運用における取り扱いには、くれぐれもご留意ください。 
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2024 年度公認野球規則改正 

～ 改正規則の解説と運用上の扱いについて ～ 

 

プロ・アマ合同の日本野球規則委員会は、2023 年 12 月 15 日に 2024 年度の公認野

球規則の改正を発表しました。今回は 9 項目が改正されましたが、その主な内容は、

一塁、二塁、三塁のべースサイズの拡大、投球前における内野手の守備位置の制限、

延長回に入った際の実施方法などです。 

以下、改正のポイントについて解説します。 

 

(1) 2.01 競技場の設定に関する改正 

2.01 を次のように改める。 

①第 6 段落を次のように改める。(下線部を改正) 

本塁からバックストップまでの距離、塁線からファウルグラウンドにあるフェン

ス、スタンドまたはプレイの妨げになる施設までの距離は、60 フィート（18.288 

メートル）以上を推奨する。 

②最終段落の末尾に次を加え、【注】を追加する。 

ただし、内野の境目となるグラスラインは、投手板の中心から半径 95 フィート

（28.955 メートル）の距離とし、前後各 1 フィートについては許容される。しか

し、投手板の中心から 94 フィート(28.651 メートル）未満や 96 フィート（29.26 

メートル）を超える箇所があってはならない。 

【注】我が国では、内野の境目となるグラスラインまでの距離については、適用し

ない。 

③【付記】を削除する。 

 

解説 

まず、①の改正についてですが、改正前の下線部は『必要とする』と書かれていま

した。Official Baseball Rules (オフィシャル・ベースボール・ルールス=以下、OBR)

の原文では『recommend』となっており、一般的な翻訳の通りに書き改めることとし

ました。 

次に、②の改正ですが、これは昨年の OBR の改正項目をそのまま追加したもので

あり、内野と外野のグラスライン（境界線）を投手板の中心から半径 95 フィート

(28.955 メートル）の距離とし、その許容範囲も示した主旨の内容です。これは、後

記する（5) 5.02 (c) 

の改正とリンクするものです。 

最後に③の改正は、記述されている内容がいずれも MLB のレギュレーションであ

り実態に即していないことや、本文（規則 2.01)で外野までの距離について示されて

いることから、削除することとしました。 

 

(2) 2.03 塁に関する改正 

2.03 の最終段落を次のように改め(下線部を改正)、【注】を追加する。 

キャンバスバッグはその中に柔らかい材料を詰めて作り、その大きさは 18 インチ

（45.7 センチ）平方、厚さは 3 インチ（7.6 センチ）ないし 5 インチ（12.7 センチ）

である。 
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【注】我が国では、一塁、二塁、三塁のキャンバスバッグの大きさは 15 インチ

（38.1 センチ）平方とする。 

 

解説 

昨年の OBR に関する大きな改正内容の一つであり、一塁、二塁、三塁のべースサ

イズの大きさ（縦と横の長さ）が従来の 15 インチ（38.1 センチ）平方から 18 インチ

（45.7 センチ）平方に拡大されたものです。 

これにより、野手と走者の塁上における接触機会が少なくなり、選手のケガの防止

が図られることや、攻擊側に有利な展開となる確率が増えることで、ベースボールが

より面白くなることなどが期待されています。 

ただ、日本においてベースサイズを変更することは、球場設備の管理上、物理的に

困難であるため、その後に記載された【注】として、我が国では従来通りのベースサ

イズで運用することとしました。 

 

(3) 2.05 ベンチに関する改正 

2.05 の「各ベースラインから最短 25 フィート（7.62 メートル）離れた場所に、」

を削除する。 

 

解説 

ベンチの設置場所について、具体的な位置が書かれた内容は、実際に使用している

球場、グラウンドにおいて実態にそぐわないことから、上記の文言を削除することと

しました。 

 

(4) 3.02 バットに関する改正  

3.02 (a)【注 3】および同【軟式注】を削除する。 

 

解説 

この改正は、2024 年度より日本高等学校野球連盟で使用できる金属製バットの基準

が変更されることに伴い、従来の【注 3】で示した規定を採用する団体が実質、存在

しなくなるため、【注 3】および、その後の【軟式注】を削除することにしたもので

す。 

 

(5) 5.02 守備位置に関する改正 

5.02 (c)【注】を【注 1】とし、その後に、以下の本文、【原注】、ペナルティ、【注

2】を追加する。 

内野手の守備位置については、次のとおり規定する。 

（ⅰ）投手が投手板に触れて、打者への投球動作および投球に関連する動作を開始

するとき、4 人の内野手は、内野の境目より前に、両足を完全に置いていなければな

らない。 

（ⅱ）投手が打者に対して投球するとき、4 人の内野手のうち、2 人ずつは二塁

ベースの両側に分かれて、両足を位置した側に置いていなければならない。 

（iii）二塁ベースの両側に分かれた 2 人の内野手は、投手がそのイニングの先頭打

者に初球を投じるときから、そのイニングが完了するまで、他方の側の位置に入れ替
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わったり、移動したりできない。 

ただし、守備側のプレーヤーが交代したとき（投手のみの交代は除く）は、いずれ

の内野手も他方の側の位置に入れ替わったり、移動してもかまわない。 

イニングの途中で内野手として正規に出場したプレーヤーは、その交代後に投手が

打者に投じるときから、そのイニングが完了するまで、他方の側の位置に入れ替わっ

たり、移動したりできない（そのイニングで、その後再び別の交代があった場合は除

く）。 

【原注】審判員は、内野手の守備位置に関する本項の目的として、投手が投球する

前に打者がどこへ打つのかを予測して、二塁ベースのどちらかの側に 3 人以上の内野

手が位置するのを防ぐことであることに留意しなければならない。いずれかの野手が

本項を出し抜こうとしたと審判員が判断した場合、次のペナルテイが適用される。 

ペナルティ 守備側チームが本項に違反した場合、投手の投球にはボールが宣告さ

れ、ボールデッドとなる。 

ただし、打者が安打、失策、四球、死球、その他で―塁に達し、しかも他の全走者

が少なくとも 1 個の塁を進んだときには、規則違反とは関係なく、プレイは続けられ

る。もし、本項に違反した後に、他のプレイ（たとえば、犠牲フライ、犠牲バントな

ど）があった場合は、攻擊側の監督は、そのプレイが終わってからただちに、違反行

為に対するペナルティの代わりに、そのプレイを生かす旨を球審に通告することがで

きる。 

【注 2】我が国では、本項後段の内野手の守備位置については、適用しない。 

 

解説 

この改正も、昨年の OBR の大きな改正内容の一つであり、ベースサイズの改正と
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同様、内野手の守備位置に関する制限により、攻擊側の打率向上などを目的としたも

のとされています。 

まず、本文 5.02 (c)の冒頭にある、投手と捕手を除く各野手の守備位置について、

従来では『フェア地域ならば、どこに位置してもさしつかえない』という表記を以下

の通りに改めました。 

『投手と捕手を除く各野手は、次に規定されたことを除いて、フェア地域ならば、

どこに位置してもさしつかえない。』 (下線部追加） 

上記の本文直後に従来の【注】がそのまま続くことになりますが、本項に新たな

【注】が追加されるため、この【注】を【注 1】としました。 

本項の改正に関する内容については、上記に示された通りです。4 人の内野手は投

手が打者に投球する前には、前記の改正（1）に示された『内野の境目』より前に位

置していなければならないとともに、4 人の内野手のうち、2 人ずつは二塁ベースの

両側に分かれる必要がある主旨となっています（サード、ショートは二塁ベースの左

側、セカンド、ファーストは二塁ベースの右側に位置する)。 

そして、そのポジションは投手がそのイニングの先頭打者への初球からそのイニン

グの完了まで、反対側の位置に入れ替わることや、移動することは原則として認めら

れないとしています。 

併せて、追加された【原注】として、上記本文の追加内容にあたっての審判員にお

ける留意事項が示されました。 

本項に違反した場合のペナルティも明記され、違反した場合には、その投球に対し

て『ボール』が宣告され、ボールデッドとなってボールカウントが 1 つ課せられるこ

とになります。 

ただし、その投球を打者が打ったりして、プレイが続けられた場合には、ボークや

打擊妨害が発生したときと同様の対処をすることとなります。 

なお、その後の【注 2】で記載した通り、我が国ではこの内野手に関する守備位置

制限の規定を適用しないこととしています。 

 

(6) 5.10 (k)プレーヤーの交代に関する改正 

5.10 (k)後段を次のように改める。 

プレ—ヤー、監督、コーチ、トレーナーおよび試合中にベンチやブルペンに入るこ

とを許されたクラブ関係者は、実際に競技にたずさわっているか、競技に出る準備を

しているか、その他許される理由以外で、競技場に出ることはできない。 

 

解説 

5.10 (k)の前段には、プレーヤーおよび控えのプレーヤーについて、実際に競技にた

ずさわっているか、競技に出る準備をしているか、一・三塁のべースコーチに出てい

る場合を除いて、チームのベンチに入っていなければならない旨の規定が示されてい

ます。この改正は、 

それ以外のチーム関係者についても試合中は同様に、不要に競技場へ出ることは認

めない旨の内容が追加、整理されたものです。 

また、この規則に該当する対象者の表現が変更され、従来記載されていたバット

ボーイが削除され、クラブ関係者が新たに追加されました。クラブ関係者とは、通

訳、広報、マネジャー、用具係などが挙げられます。 
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(7) 7.01 正式試合に関する改正  

7.01(b)の見出しを「延長回」とし、次のように改める。 

① 本文を同(1)とし、従来の(1)、(2)を（A)、（B)とする。 

② 同(2)および【注】を追加する。 

(2) 9 回が完了した後、10 回以降は、走者二塁から、次のとおり始めることとす

る。 

(A) 10 回以降の延長回の先頭打者（またはその打者の代打者）は、前の回からの

継続打順とする。 

(B) 延長回における二塁走者は、その回の先頭打者の前の打順のプレーヤー（また

はそのプレーヤーの代走者）とする。 

たとえば、10 回の先頭打者が 5 番打者であれば、4 番打者（またはその代走者）が

二塁走者となる。ただし、先頭打者の前の打順のプレーヤーが投手であれば、その投

手の前の打順のプレーヤーが代わりに二塁走者を務めることができる。 

交代して退いた打者および走者は、規定 5.10 により、再び試合に出場することはで

きない。 

(C) 投手の自責点を規則 9.16 により決定するために、延長回を開始するときの二

塁走者は守備の失策により二塁に到達したようにみなされるが、チームまたはプレー

ヤーに失策は記録されない。公式記録員は、延長回における打者および二塁走者につ

いても、規則 9.02 により記録をする。 

(D) 延長回が始まるたびに、球審は二塁走者が適正であるかを確かめるため、攻撃

側チームの打順表を確認する。もし、その走者が適正でなければ、球審はただちに攻

撃側チームの監督に知らせて、適正な二塁走者にさせる必要がある。また、プレイが

開始された後 

に、審判員またはいずれかの監督が、走者が適正でないことに気付けば、その走者

は適正な走者と入れ替わらなければならず、打順の誤りに起因したことにより、プレ

イを無効としない限りは、すべてのプレイは正規なものとなる。得点する前後に関係

なく適正でない 

走者に対するペナルティはない。 

【注】我が国では、所属する団体の規定に従う。 

 

解説 

上記の②は、昨年の OBR の大きな改正の一つとなります。9 回が完了して同点で

決着がつかなかった場合、延長回となる 10 回以降は、ノーアウト、走者二塁、継続

打順とする試合進行方式が新たに規定されました。また、(C)は公式記録に関する対

応、(D)は審判員に対する留意事項が書かれています。 

この延長回に関する規定においても、すでに各所属団体において特別規程などで運

用されていることから、【注】として、我が国では所属する団体の規定に従うことと

しました。 

 

(8) 8.04 審利員の報告義務に関する改正 

8.04 (a)の（試合終了後）「12 時間以内」、（b)前段の「4 時間以内に」、（c)前段の

（その所属クラブ）「の代表者」、（c)後段の「通告後 5 日以内に、」を削除する。 
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解説 

試合の際に規則違反などのトラブルや報告すべき事項が発生した場合、担当した審

判員がその団体組織にその旨を報告する義務がある内容が書かれていますが、この改

正によって、本文中の各項に記載されている報告の期限や処分の通知、対応期限を設

けないこととなりました。 

(9)定義 46 に関する改正  

定義 46 「リーグプレジデント」（リーグ会長）を削除し、以下繰り上げる。 

 

解説 

すでに、OBR では一昨年の段階で本定義については削除されており、『LEAGUE 

PRESIDENT』に代わる表記『the office of the commissioner』の翻訳について検討

を行ってきたところです。今後は公認野球規則書内に記載されていた「リーグ会長」

に代わる表現として、「リーグ事務局」とすることとしました。 

 

以上、2024 年度の規則改正のポイントを解説しました。 

くり返しになりますが、本改正のほとんどは、『我が国では適用しない』もしくは

『各所属団体の規定に従う』ことになります。運用における取り扱いには、くれぐれ

も留意いただくよう、お願いいたします。 

 

2024 年度高校野球特別規則改正 

無走者での“二段モーシヨン”が解禁に 

日本高等学校野球連盟 

 

日本高等学校野球連盟（日本高野連）は、2024 年度の高校野球特別規則の変更を発

表しました。 

昨年度からの変更点は、以下の 3 点となります。 

① 『1.高校野球で使用できるバット』の改正 

「金属製バットは、2024 年シーズンインから 2022 年 2 月 18 日に定めた新基準に

よるものとし、一般財団法人製品安全協会の定めた SG 基準に適合した、S G マーク

添付の製品に 

限る」とされ、公式戦での使用は新基準バット（グリップ部に R を表示）のみ使用

できることとなりました。 

② 『15. タイムの制限』の一部追加 

「内野手（捕手を含む）が投手のもとへ行ける回数を、1 イニングにつき 1 回 1 人

だけとする」が（1)として追加され、それに伴い、従来の規則がくり下げられまし

た。 

この改正は、1 月 31 日付で日本高野連審判規則委員会から通知されたときの内容が

2 月 22 日付で変更されており、「投手が交代したときは、この限りではなく、投手の

もとへ行った回数には数えない」ものとして運用されることになりました。 

また、「伝令が投手のもとに行ったときは内野手（捕手を含む）が投手のもとへ

行った回数に数えない」「タイブレークに入った場合も同様とする」となっていま

す。 

③ 『27.投手の投球姿勢』『28.反則投球の取り扱い』の削除 
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2018 年度の公認野球規則改正では、国際的な基準に合わせて、反則投球の定義 38

に関する【注】が削除され、5.07 (a)1）および 2)に定められた投球動作に違反して投

球してもペナルティを課すことがなくなりました（走者がいないときのいわゆる“二

段モーションン”に対してペナルティは課さないとするための処置)。 

2020 年度の同改正では、日本野球科学研究会の研究報告から、投手の変則足上げ

モーションによる打者のパフォーマンスに影響はないこと、投手への影響も実質的に

なく、投手障害の危険性もないことの結果報告を踏まえ、「投球動作をスムーズに行

わずに、ことさらに段階をつけるモーションをしたり、手足をぶらぶらさせて投球す

ること」という文言が削除されました。しかしながら、技術的な面においても、マナ

一の面においても“二段モーション”は望ましい投球フォームではない、という考え

方に変更はないと強調をされています。あわせて、走者がいる場合において投球動作

が一時停止した場合には、打者に投球しても、塁への送球にしても“ボーク”となる

のは従来通りです。 

当初、高校野球は裾野が広く、また、主大会がトーナメン卜方式であり、打者が初

めて対戦する投手が多いとの理由から、投球姿勢に制限を設けられていました。しか

しながら、 

相応の期間が経過したことに加え、昨今のテクノロジーの進化で、大学・社会人・

プロをはじめとした他の上位カテゴリ一の投手の投球フオームを参考にする投手が増

えていることで、高校野球においても今年度から、投手の投球姿勢を公認野球規則通

りとし、それにより、走者のいないときの“二段モーシヨン”が解禁になるというこ

とです。 

なお、前記、高校野球特別規 27 削除にともない、高校野球特別規則 28 (1)は削除と

し、同(2)(3)は規則定義 38 と重複することから表記を削除することとされました。 
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2025 年度 野球規則改正 

日本野球規則委員会 

 

プロ ・アマ合同の日本野球規則委員会は 2024 年 10 月 9 日に開催され、2025 年

度の野 球規則改正事項について双方で合意した後、同年 11 月 18 日に 2025 年度の

公認野球規則 に関する改正を発表しました。今回は、Official Baseball Rules (以下、

OBR という）の改 正の主な内容として、打者走者が本塁一塁間の後半を走るにあたっ

ての走路幅に関する変更、 イニングの初めに準備投球を行なった際の投球義務に関す

る一部変更、正式試合およびサス ペンデッドゲームに関する内容を明確に示されたこ

と等が挙げられます。併せて、本規則書 に表記されていた「マイナーリーグ」に関す

る内容の削除や、軟式公認球の規定も一部改 正されました。それでは、各改正項目の

ポイントについて解説します。 

 

 (1)2.01 の最終段落の後段と【注】を次のように改める。  

ただし、以下の場合を除く。 

 (a)内野の境目となるグラスラインは、投手板の中心から半径 95 ㌳（28.955 ㍍）の

距離とし、前後各 1 ㌳については許容される。しかし、投手板の中心から 94 ㌳

(28.651 ㍍)未満や 96 ㌳（29.26 ㍍）を超える箇所があってはならない。 

 (b)本塁一塁間のベースラインに沿ったフェアテリトリの内野のグラスライン（芝生

の線）はベースラインから 18 ㌅ (45.7 ㌢)以上、24 ㌅(61.0 ㌢)以下でなければなら

ない。  

【注】我が国では、本項（a)および(b)については、適用しない。  

 

【解説】  

昨年（2024 年）の改正規則にあった競技場の区画について（a)の内容が追加されま

したが、これに続いて今回もグラスラインの規定が新たに追加されたため、(b)として記

述され ています。後述の改正項目(5)でも触れますが、2024 年にメジャーリーグで採用

された 「打者走者が本塁一塁間の後半を走るにあたっての走路幅の変更」に伴って、

従来のス リーフットレーンに加え、本塁一塁間のベースラインに沿ったフェア地域内

のグラスライ ン（芝生と土の境目または色の異なった人工芝の境目）まで打者走者の

適正な走路として 認められることになりました。このグラスラインの設定については、

現在の使用している 球場で統一されていないことにより、実状に即してベースライン

から 18 ㌅~ 24 ㌅の幅と しています。つまり、改正項目(5)の規則 5.09 (a) (11)「打者

走者に対する、本塁一塁間の 後半の走路」に関する改正の基準となる位置範囲を明確

にしたものです。  

そこで、日本野球規則委員会は昨年に改正した規則 2.01(内野と外野の境目のグラス

ライ ン）、規則 2.03 (一塁・二塁・三塁のべースサイズ）と同様、OBR における区画

の大きな 改正事項であることから、日本の公認野球規則においても記載することとし

ました。しか し、日本国内で使用する球場やグラウンドはさまざまであり、この基準

（ライン）を示す ことは難しいことから、規則としては採用しないことになります。

また、本書の巻頭「野球競 技場区画線(1)」においても現行の表記のままとします。 
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(2)3.01【軟式注】の H 号の反発「50 ㌢～70 ㌢」を「70 ㌢～90 ㌢」に改める。  

【解説】  

全日本軟式野球連盟で使用されている公認球のうち、準硬式の公式大会で使用する

ボー ルの「反発」に関する許容範囲を改正しました。ここでいう「反発」とは 150 ㌢

の高さか ら大理石板に落として計測された数値を示すものとしています。 

 

 (3)3.08 (b)を削除し、従来の(c)以下を繰り上げる。また同（c)【注】を削除し、末尾に

【3.08 注】 を追加する。  

【3.08 注】アマチュア野球では、所属する団体の規定に従う。  

【解説】  

まず、規則 3.08 (b)については、改正の主な内容として掲げた「マイナーリーグ」に関 

する内容の記述を削除するということに則ったものです。  

さらに規則 3.08(c)に付されていた「【注】アマチュア野球では、所属する団体の規定に 

従う。」については、本項だけが【注】の適用を受けるとの誤った解釈がなされるという 

懸念があるため、規則 3.08 のへルメットに関する規定の内容全体にかかるものとして、

本条の末尾に移動したものです。  

 

(4)5.04 (b)を次のように改める。 

① （2)【原注】の最終段落を削除する。  

② （4) (A)最終段落の「マイナーリーグでは、」以下を削除する。  

【解説】  

上記①および②はいずれも項目（3)と同様、規則 5.04(b)の打者の義務に記載されて

いるうち、「マイナーリーグ」に関する内容の記述を削除したものです。 

 

 (5)5.09 (a) (11)【原注】の後段に次を加え、【注】を追加する。  

審判員は、（A)打者走者が本塁一塁間の後半に達した際、もしくは（B)野手が一塁への 

送球にあたりボールをリリースした際のいずれか遅いときに、打者走者の両足がスリー 

フットレーン内もしくはスリーフットライン上にあった場合、打者走者は 5.09 (a) (11)に 

従ったと判断する。  

【注】我が国では、本項〔原注〕後段については、適用しない。  

【解説】  

2024 年の OBR におけるプレイング・ルールの改正では、規則 5.09 (a) (11)の変更が

最も大きい内容となっています。 

 上記項目(1)でも触れたとおり、一塁に対する守備が行なわれているとき、打者走者が

ス リーフットレーンの外（ファウルラインの内側またはスリーフットラインの外側）を

走って一塁への送球を捕らえようとする野手を妨げたと審判員が認めた場合、ボールデッ

ドと なって打者走者にアウトが宣告されますが、この「レーン」の幅が「ファウルライ

ンから スリーフットライン」でなく、「上記(1)の改正項目で示した(b)のグラスラインか

らスリーフットライン」と改正されました。その理由として、打者が一塁へ走るにあたっ

て、右打者の場合は一塁へ直線的に向かう際、ベースラインの内側を進まざるを得ないこ

とや、一 塁ベースはベースラインの内側にあって、ベースを踏む際、打者走者はベース
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ラインの内 側に入らなければならないことから、実態に合わせた変更と考えられます。       

しかし、上記（1)の項目でも説明したとおり、日本国内で明確な基準を示すことは難し

いことから、この改正に関しては採用せず、従来の規則のとおりとなります。  

この改正項目(5)については、従来の規則5.09 (a)(11)【原注】に記載されている「ス

リー フットレーン」の解釈に OBR はグラスラインの内側（ベースライン内側の土の部

分）を 加えたものとしていますが、これも採用しないことから、従来どおりの表記とな

ります。  

さらに【原注】の後段として、本規則の適用における『一塁に対する守備が行なわれて 

いるとき』のタイミングについて明文化され、『打者走者が本塁一塁間の後半に達したと 

き』と『野手が一塁への送球にあたってボールをリリースしたとき』のいずれか遅いとき 

という記述が追加されました。これについては、適用の判断基準であることから、このま 

ま記述することとしますが、規則 5.09(a) (11)に関するプレイング・ルール改正の適用は

見送っていることから、従来どおりの解釈とします。  

 

(6) 5.10 (g)を次のように改める。 

 最小限必要とする打者への投球  

(1) 先発投手または救援投手は、打者がアウトになるか、一塁に達するかして、登板

したときの打者（またはその代打者）から連続して最低 3 人の打者に投球するか、あ

るいは攻守交代になるまで、投球する義務がある。  

ただし、その投手が負傷または病気のために、それ以後投手としての競技続行が

不可能 になったと球審が認めた場合を除く。  

【注】本項前段については、我が国では適用せずに以下のとおりとする。 

 救援投手は、そのときの打者（またはその代打者）がアウトになるか一塁に達す

るか、 あるいは攻守交代になるまで、投球する義務がある。先発投手については 

5.10(f)参照。  

(2) イニングの初めに準備投球を行なった投手は、少なくともそのときの第 1 打者

（または その代打者）がアウトになるか一塁に達するまで投球する義務がある。  

ただし、その投手が負傷または病気のために、それ以後投手としての競技続行が

不可能になったと球審が認めた場合を除く。  

【解説】  

投手の投球義務に関する改正について、メジャーリーグでは 2020 年から採用さ

れ、先 発投手または救援投手は、登板したときの打者から連続して 3 人の打者に

投球する義務が 課せられました。しかし、当時の日本野球規則委員会で協議の結

果、規則 5.10 (f)との整合 性に矛盾があったことや WBSC (世界野球ソフトボー

ル連盟）および BFA (アジア野求連盟)が主催する国際大会においてもこの新しい

規則を採用するか不明であったことから、我が国ではこの規則を採用せず、従来ど

おり「そのときの打者（1 人)」に対して投球する義 務を課すことにしています。  

この規則 5.10 (g)は救援投手の投球義務について記述していましたが、今回の改

正はまず上記(1)項として、2020 年にメジャーリーグで改正された OBR 原文と同

様の記述のとおりにすることとしました。つまり、規則 5.10 (g) (1)は救援投手に

限らず、先発投手も 3 人 の打者に対して投球する義務があるということになりま

す。ここで規則 5.10 (f )との矛盾が指摘されますが、これについて M L B の規則
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委員会に確認をしたところ、この 5.10 (f) という規則は形骸化されているとの回答

により、規則 5.10 (g)(1)が適用されているようです。  

しかし、（1)項の後述に【注】で示したとおり、我が国では先発投手および救援投

手いずれにおいても従来どおりとして「そのときの打者（またはその代打者）がア

ウトになるか 一塁に達するか、あるいは攻守交代まで」投球する義務があること

に変わりはありません。 OBR ではさらに（2)項として、イニングの初めに準備投

球を行なった投手についても、 そのときの第１打者（またはその代打者）に対し

て少なくとも投球して打撃を完了する義 務が課せられることになりました。この

規則が追加された理由として、2023 年のメジャー リーグにおいて、レギュラー

シーズンで 20 回程度、ワールドシリーズでも 2 回の実例を受けての対応策とい

うことのようであり、すでに試合に出場している投手が新しいイニング で準備投

球を始めた後に攻撃側チームから第 1 打者に代わる打者の交代の申し出があった 

際、さらに守備側チームが投手の交代を行なったというものです。これによって、

再び救 援投手が登板して準備投球を行なってプレイが始まるまでに時間が費やさ

れることから、スピードアップの目的として、この規則を追加したものと考えられ

ます。  

つまり、規則 5.10（ｉ）記載のとおり、すでに出場している投手がファウルライ

ンを越 えて投手板に向かえば、そのときの第 1 打者に対して投球を完了する義務

があるわけです が、第 1 打者に代打者が送られた場合は、その打者に対して投球

を完了する義務はなく交代してもかまわないことになっていました。これが今回の

改正により、たとえ代打者が送られたとしても、投手が準備投球を開始してしまえ

ば、その代打者に対しても投球義務を 果たさなければなりません。  

しかし、代打者が送られない通常のケースであれば、規則 5.10（ｉ）のとおり、

ファウ ルラインを越えた時点でその投手は第 1 打者の投球義務が必要であること

や、第 1 打者が 代打者の際に投手がファウルラインを越えたとしても、準備投球

を開始する前であれば、 その投手の交代は認められることに変わりはありませ

ん。  

(7) 5.10 (m)の最初の段落を削除し、(1)を次のように改める。(下線部を改正)  

投手交代を伴わないでマウンドに行くことは、9 イニングにつき 1 チームあた

り４回に限られる。延長回については、1イニングにつき1 回、マウンドに行くこ

とができる。  

【解説】 

 本項は 2018 年に OBR で追加され.監督またはコーチ、野手が投手交代を伴わ

ずにマウンドに行く回数が規定されたもので、当時は 1 チームあたり、9 イニン

グにつき 6 回まで認めましたが、翌 19 年にはこれを 5 回までとすることになっ

ていました。今回の改正では、 さらにマウンドに行くことができる回数の制限が

強化され、9 イニングで 4 回までとした ものです。しかし、本項は末尾に【注】

で記載されているとおり、我が国では所属する団体の規定に従うことになります。 
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 (8)6.02 (d)ヘ・ナルティ（1)の「マイナーリーグでは、自動的に10試合の出場停止とな

る。」を削除する。  

【解説】 

 こちらについても、上記(3)および（4)の改正項目と同様に、規則 6.02 (d)の投手の禁

止 事項に対するペナルテイのなかで記載されているうち、「マイナーリーグ」に関する

内容の記述を削除したものです。  

 

（9)7.01 (a) (2)を次のように改め(下線部を追加)、【例外】を削除する。  

球審もしくはリーグ事務局がコールドゲームを宣告した場合。  

【解説】  

試合を途中で打ち切る際、試合を担当する球審のみに権限が与えられていました

が、今 回の改正により、リーグ事務局にもその権限が与えられることになりました。

おそらく、 下記の改正項目(10)に示された天候以外での特異的な問題が発生した場合に

あたって、球審だけでは到底判断できない事象も想定されることから、運営サイドによ

る判断も加えた ものであると考えられます。また、本書の卷頭「正式試合」で表記さ

れている個所におい ても、同様に追加することとします。【例外】については、マイ

ナーリーグで実施されるダブルヘッダー時の正式試合となる回数を定める規定であり、

項目（3)、(4)および（8)と同様、これらの記述を削除したものです。 

 

 (10)7.01(c)を次のように改め、【注】を追加する。  

球審もしくはリーグ事務局は、天候、フィールドまたは球場のコンディション、設備 

（開閉式屋根、防水シー卜など）の故障または意図しない操作ミス、大気の質、外出禁

止 令、電気または照明の喪失、地域や国家の緊急事態、災害や政府の規制、暗闇、

ファンおよび選手を含むチーム関係者と球場職員の健康と安全、または試合の安全な実

施と継続を 妨げる異常事態のために、試合を延期または中止することができる。 

【注】我が国では、所属する団体の規定に従う。  

【解説】  

本項は 2024 年の OBR 改正によって、新たに追加されたものになります。予定され

ていた試合を延期や中止にする事由項目が明記されました（球場の設備環境、災害等の

緊急事 態、安全が担保できない異常事態など）。これらの内容は一部、規則 7.02 (a)で

示されていましたが、今回の改正を受けて、正式試合の項目に移動したかたちとなって

います。 

 

 (11)従来の 7.01(c)と（d)を統合し、同(d)として次のように改める。 

 ①冒頭部分を次のように改める。  

コールドゲームが次に該当する場合、正式試合となる。  

②末尾に次を加え、【注 1】、【注 2】を追加する。  

コールドゲームとなった正式試合の得点はゲームが宣告された時点での得点となる。 

上記にかかわらず、両チームの得点が等しいままコールドゲームが宣告された場合、

ま たはイニングの途中で、そのイニングが終了する前にコールドゲームが宣告された

場合で あって、ビジティングチームが同点またはリードするために 1 点またはそれ
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以上の得点を して、ホームチームがリードを奪い返していない場合、通常であれば正

式試合となるコー ルドゲームは、以下の 7.02 に適用されるサスペンデッドゲームと

して扱われる。  

リーグ事務局はまた、試合を打ち切らなければならない状況が非常に特殊または異常

で あれば、公正を期すためにその試合をサスペンデッドゲームとして扱うか、別の方

法で扱う必要があるかを判断することができる。  

【注1】我が国では、正式試合となる前に、球審もしくはリーグ事務局が試合の打ち切

りを命じた場合には、「ノーゲーム」を宣告することができる。  

【注2】我が国では、所属する団体の規定に従う。 

 【解説】 

 従来の規則 7.01(c)「試合途中で打ち切られた際に正式試合となるケース」および、

規則 7.01(d)「正式試合の状況で両チームの得点が等しいまま打ち切られたケース」につ

いて、 本項として一つにまとめられ、解りやすく整理がされました。つまり、本項で示

された正式試合となる（1)~(3)のケースのうち、同点の場合およびイニングの途中、その

イニング が終了する前にそのイニングでビジテイング(先攻）チームが逆転したとき、ま

たはその逆転されたホーム（後攻）チームが再び逆転できないままで打ち切られた場合

は、試合は終了せずに「サスペンデッドゲーム」とする内容が加筆されました。 

 本項末尾に追加された【注１】に関する説明は下記(12)の改正項目と関連することか

ら、この後に説明することといたします。  

さらに【注 2】として、本項に関する取り扱いについて、現行の【注】で記載されて

いるとおり、我が国では所属する団体の規定に従うこととしています。 

 

 (12) 7.01(e)および(f)を削除する。  

【解説】 

 従来の規則 7.01(e)には、正式試合となる前に試合が打ち切られた場合は原則とし

て、 「ノーゲーム」とする記述があり、規則 7.01(f)には、正式試合となっているサスペ

ンデッ ドゲームの雨天引換券を発行しないとする記述がそれぞれなされていましたが、

この 2 つの項目が今回の改正によって削除されています。特に従来の規則 7.01(e)につ

いては、後ほど「サスペンデッドゲーム」に関する改正の際にも触れますが、正式試合と

なる前に試合 が打ち切られた場合、「ノーゲーム」とはせずに「サスペンデッドゲーム」

とすることに なりますので、この規則が不要になったものと考えられます。 

 しかし、我が国のプロ野球およびアマチュア野球の大学野球等では、従来どおり、正

式 試合となる前に打ち切られた場合は「ノーゲーム」としていることから、この規則を

適用 できる内容を残すこととし、規則 7.01(d)の末尾に【注 1】として、我が国では

「ノーゲー ム」とすることもできる旨の記述で対応することにしました。 

 

 (13)従来の 7.01(g)を（e)とし、同（4)を次のように改めるとともに、【注】についても

次のように 改め(下線部を追加)、「サスペンデッドゲームとしないで、」を削除する。   

(4)コールドゲームが宣告された正式試合の得点は、試合終了時の両チームの総得点を 

もって、その試合の勝敗を決する。  

【注】我が国では、正式試合となった後のある回の途中で球審もしくはリーグ事務局が 
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コールドゲームを宣告したとき、次に該当する場合は、両チームが完了した最終均等回の 

総得点でその試合の勝敗を決することとする。  

【解説】 

 従来の規則 7.01(e)および 7.01(f)が削除され、従来の規則 7.01(g)が 7.01(e)に繰り上

げら れました。従来の規則 7.01(g)に記述されている内容に大きな変更はありません

が、本文の （4)に関する表現をＯＢＲの原文の記述どおりに修正しました。さらに、末

尾の【注】についても、改正項目(9)の内容と同様、リーグ事務局も試合を打ち切ること

ができる権限が 与えられたことから、上記のように文言を加筆したものです。また、従

来の同【注】には、「我が国では、正式試合となった後のある回の途中で球審がコールド

ゲームを宣告したと き、次に該当する場合は、サスペンデッドゲームとしないで、両

チームが完了した最終均 等回の総得点でその試合の勝敗を決することとする。」と記され

ています。本文はこの後 に①および②のケースとして、コールドゲームが宣告されたと

きの勝敗に関する我が国で の特例を述べているため、あえて「サスペンデッドゲームと

しないで」を挿入しておく必 要もないとの判断から、削除することにしました。 

 

 (14)7.02 を次のように改める。 

 (a)ポストポンドゲーム（開始前に中止、延期された試合）やサスペンデッドゲーム（以

下 の状況で打ち切られた試合）は、開始または再開して完了できるよう、直ちに予定さ

れなければならない。 

 (1) 正式試合となる前。  

(2) 両チームの得点が等しい。  

(3) イニングの途中で、そのイニングが終了する前に、ビジティングチームが 1 点ま 

たはそれ以上の得点をして、同点またはリードを奪ったが、ホームチームがリードを奪い 

返していない。 

 (b)ポストポンドゲームおよびサスペンデッドゲームは、両クラブ間で予定されている

シー ズン中（すなわち、両クラブ間で次に予定されている試合の前）に、できれば同じ

球場で、両クラブの試合のない日に開始または再開して完了できるよう、直ちに予定され

なければならない。  

(c)ポストポンドゲームおよびサスペンデッドゲームが、シーズン中に完了する予定が立

たない場合、またはシーズン中に実施可能な選択肢が片方もしくは両方のチームに過度の

負担を及ぼす場合、リーグ事務局は、関連するすべての要素を考慮して、シーズンの完了

後を含めて、試合を行なうか決定する。 

 (d)サスペンデッドゲームが、シーズン中に再開されなかった場合、その試合がコール

ド ゲームを宣告された時点ですでに正式試合となる回数が行なわれていたときは、次の

ようになる。  

(1) コールドゲームが宣告された時点でリードしているチームの勝ちとなる。  

(2) コールドゲームが宣告された時点で得点が同点であった場合、その試合はタイ 

ゲームとなる。  

ただし、(1)および(2)にかかわらず、イニングの途中で、そのイニングが終了する前

に コールドゲームが宣告され、ビジティングチームが 1 点もしくはそれ以上の得点で

リード を奪うかまたは同点に追いつき、ホームチームがリードを奪い返すか再び同点に
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追いつくことができなかった場合、両チームが完了した最終均等回の総得点で勝敗を決す

る。  

(e)ポストポンドゲームがシーズン中に再び予定されなかった場合、またはサスペン

デッド ゲームがシーズン中に再開されなかった場合であって、その試合がコールドゲー

ムを宣告された時点で正式試合となる回数が行なわれていなかったとき、その試合は

「ノーゲーム」 となり、いかなる目的においても試合としてカウントされない。  

【解説】 

 従来の規則 7.02 のサスペンデッドゲームに関する項目は（a)～(c)の 3 項目から成

り、(a) はサスペンデッドゲームとなる条件、（b)は再開する試合の予定や完了できな

かった場合等の実施要項、(c)は再開試合における出場できる選手の取り決めがそれぞれ

記述されていました。今回の改正では、この規則 7.02 のサスペンデッドゲームに関する

規定の項目が細分化して、より解りやすく整理されています。  

まず改正された（a)については、ポストポンドゲーム（開始前に中止、延期された試

合） および3つの条件のいずれかで試合が打ち切られた場合はサスペンデッドゲームと

なる旨 の記述に整理されました。以前の(a)で記述されていた球場の設備環境に関する内

容は規則 7.01(c)に移動しています。  

次に（b)の内容については、規則 7.02 (a)に該当する完了していない試合の実施予定

日について定めた内容が記述されています。再開される試合は両チーム間でシーズン中に

可能であれば、次の両チーム間の試合の前に予定していた同じ球場で実施することが望ま

しいと示されています。  

(c)の内容については、上記の規則 7.02 (b)に則り、結局、両チーム間で予定が決めら

れなかった場合、リーグ事務局がその試合の実施可否を最終的に判断することを規定した

ものと考えられます。 

 (d)の内容については、結局、サスペンデッドゲームが再開されなかった場合、その試

合の取り扱いを規定したものであり、打ち切られた時点において正式試合となっている場

合では、得点の多いチームが勝ち、同点の場合はタイゲーム（引き分け）となりますが、

例外として途中で打ち切ったイニングに表の攻撃で同点またはリードし、裏の攻撃で再び 

リードか同点に追いつくことができなかった場合は最終均等回（そのイニングの前の時点 

での両チームの総得点）で勝敗を決めることになります。  

最後に（e)の内容については、上記（d)とは異なって、まだ正式試合となる前の時点で 

打ち切られたサスペンデッドゲームが、結局、再開されなかった場合やポストポンドゲー 

ムが再び予定されなかった場合の取り扱いを規定したものであり、これらの試合は「ノー 

ゲーム」となります。 

 

 (15)従来の 7.02 (c)を（f)とし、本文および【原注】の「続行試合」を「継続試合」に

改める。また、【注】を【7.02 注】として「サスペンデッドゲームについては、」を削除

する。  

【解説】  

規則 7.02 のサスペンデッドゲームに関する項目を分割したことにより、従来の規則 

7.02(c)「再開する試合にあたって出場できる選手についての規定」が 7.02(f)に繰り下げ

ら れました。内容についての改正ではありませんが、本文および末尾の【原注】で表記
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され ている「続行試合」という文言を「継続試合」に書き改めました。 

 末尾の【注】についてですが、サスペンデッドゲームに関する規定は、我が国の各団

体 で取り扱いが異なっていますので、本項の最後に規則 7.02 の全体を包括する意味で

【7.02 注】とし、その文中においても規則 7.02 はサスペンデッドゲームの内容である

ことは明ら かなことから「サスペンデッドゲームについては、」という表記を削除しまし

た。 

 (16)9.01 の「メジャーリーグではコミッショナー事務局、マイナーリーグでは各リー

グ事務局」 を「リーグ事務局」に改め、第 6 段落の「メジャーリーグの」、第 7 段落

の「マイナーリーグのプ レーヤーまたはクラブは、リーグの規則に基づいて、各リーグ

事務局に記録員の決定を見直す ように要求することができる。」を削除する。 

【解説】  

昨年の公認野球規則の改正により、ＯＢＲの原文で表現されている「the office of the 

commissioner」 を「リーグ事務局」と翻訳整理をしたとともに、マイナーリーグに関す 

る内容を削除することとしたため、これらを単に「リーグ事務局」と表記することにしま 

した。 併せて、第 7 段落の記述については、上記（3)、（4)および(8)の改正項目と同

様、「マイナーリーグ」に関する内容の削除によるものです。 

 

 (17)【9.22 注】を次のように改める。(下線部を追加)  

我が国のプロ野球では、「組まれている試合総数」を「行なった試合数」に、「マイ

ナー リーグ」を「イースタン・リーグおよびウエスタン・リーグ」 に置きかえて適用す

る。 数の算出にあたり、端数は本条（a) (b)各【原注】に準ずる。  

【解説】 

 規則 9.22 においては、記録に関する各最優秀プレーヤーを決定する基準（例え

ば、規定 打席数や規定投球回数等の計算方法）について規定された内容が記述されてい

ます。我が 国のプロ野球でも各プレーヤーの公式記録を基に本項の基準を引用してお

り、ファーム公 式戦においては、本項に表記された「マイナーリーグ」に関する規定を

そのまま採用する かたちとなっています。したがって、本項に限っては適用根拠を残し

ておく必要があると の判断から、「マイナーリーグ」に関する内容の記述も現行のままで

対応することにしま した。  

これに伴って、上記の【9.22 注】に関する文言においても、ファーム公式戦に関す

る取り扱いの記述を追加したものとなります。 

 

 (18)定義 14「コールドゲーム」 を次のように改める。(下線部を追加）  

どのような理由にせよ、球審もしくはリーグ事務局が、その試合の完了する前に打ち切 

りを命じた試合である。  

【解説】  

上記（9)の改正項目でも説明したとおり、試合の打ち切りを命じることができる権限を 

球審だけでなく、リーグ事務局も加える旨の文言が追加され，OBR の原文に沿ったかた

ちで表記することにしました。 
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 (19)定義 63 POSTPONED GAME「ポストポンドゲーム』を追加し、以下を繰り下げ

る。  

どのような理由にせよ、予定された日に開始できず、延期された試合である。  

【解説】  

上記(14)の改正項目でも触れていますが、規則 7.02 のなかで多く表現されている「ポ

ス トポンドゲーム」について、2024 年の OBR 改正では言葉の新たな定義の一つに加

えられ こととなり、公認野球規則においても採用することにしました。  

 

以上、2025 年度の改正規則のポイントを解説しました。 繰り返しになりますが、今

年の改正のほとんどは、『我が国では適用しない』もしくは『各所属団体の規定に従う』

ことになります。運用における取り扱いには、くれぐれも留意いただくよう、お願いいた

します。 
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2026 年度 
公認 野球規則改正 

〜改正規則の解説と運用上の扱いについて〜 
 

プロ・アマ合同の日本野球規則委員会は 2025 年 10 月 1 日に開催され、2026 年度の

野球規則改正事項について双方で合意した後、同年 11 月 20 日に 2026 年度の公認野

球規則に関する改正を発表しました。計 27 項目となる今回の改正通達文書について

は、大きく 3つの項目に分けることとしました。 

まず 1つ目は 2025 年の Official Baseball Rules （以下、「OBR」という）の改正

に関する内容であり、2023 年に OBR で改正された「内野手の守備位置の制限」に違反

した場合のペナルティについて、違反した内野手の状況によっては、その処置が異な

るものに改正されました。 

2 つ目は OBR で記載された内容との比較検討を進めてきたなか、現在までに公認野

球規則の採用を見送ってきた項目を再度協議した結果を受け、今回の改正に盛り込む

ことにしたものです。主な内容では、走者がいる場合で投手がセットポジションとみ

なされる姿勢をとった際でもあらかじめ申し出があれば、ワインドアップポジション

として投球することが可能となります。 

最後に 3つ目は 2025 年の日本野球協議会オペレーション委員会審判部会（以下、

「プロ・アマ審判部会」という）で検討を重ねてきた協議事案に関する項目について

確認されたものであり、その主な内容として、「プロ野球」「プロフェッショナルリー

グ」といった記述を削除したり、文言を「NPB」に改めたことや日本国内での取り扱い

となる【注】を新たに追加したり、修正したものとなります。 

それでは、各改正項目のポイントについて解説します。 

 

Ⅰ.2025 年 米国オフィシャル・ベースボール・ルールズの改正に伴う規則改正 

（1）5.02（c）を次のように改める。 

①（ⅰ）の「投球動作および」を削除する。 

②（ⅱ）を次のように改める。（下線部を改正） 

投手が打者に対して投球のためにボールが手から離れたとき、4人の内野手の

うち、2人ずつは二塁ベースの両側に分かれて、両足を位置した側に置いていな

ければならない。 

③ ペナルティ前段を次のように改める。 

本項に違反した内野手が、投球後最初にボールを触れた場合、打者はアウト

にされるおそれなく、安全に一塁が与えられ、各走者もアウトにされるおそれ

なく、1個の塁が与えられる。ただし、打者が安打、失策、その他で一塁に達

し、しかも他の全走者が少なくとも 1個の塁を進んだときには、規則違反とは

関係なく、プレイは続けられる。 

本項に違反した内野手が、投球後最初にボールを触れた内野手でなければ、

投手の投球にはボールが宜告され、ボールデッドとなる。 

④ 【ペナルティ原注】を追加する。 

【ペナルティ原注】本項のペナルティが宣告されてもプレイが続けられたとき
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は、そのプレイが終わってからこれを生かしたいと監督が申し出るかもしれな

いから、球審はそのプレイを継続させる。打者走者が一塁を空過したり、走者

が次塁を空過しても、［5.06b3 付記］に規定されているように、塁に到達したも

のとみなされる。 

 

【解説】2023 年の OBR 改正の際、4人の内野手における守備位置の制限を新たに設

けた規則でありますが、今回の追加された内容は、上記の規則に違反した内野手

に科されるペナルティが一部改正されたものになります。 

まず、上記改正の①について、4人の内野手が内野の境目より前に両足を置い

ていなければならない基準のタイミングはどこかについて、現行の記述は「打者

への投球動作および投球に関連する動作を開始したとき」となっていましたが、

OBR 原文では『the natural movement associated with the delivery of the 

ball to the batter』と記載されており、「投球動作および投球に関連する動作」

という表現の「投球動作」は「投球に関連する動作」のなかに含まれることか

ら、単に「投球に関連する動作」という記述で網羅できるため、「投球動作」とい

う記述を削除することにしました。 

続いて上記改正の②は、①と同様、4人の内野手が本塁・二塁ベースを中心に

それぞれ両側に 2人ずつ分かれたシフトをしかなければならない基準のタイミン

グはどこかについて、現行の記述は「投球するとき」となっていましたが、こち

らも OBR 原文は「at time the pitcher releases the ball for delivery to the 

batter」と記載されており、そのタイミングをより明確に表記するため、原文ど

おりの記述に改めました。 

上記改正の③および④が今回の OBR の改正点になりますが、いままでは違反し

た場合のペナルティについて、違反した後に打者が安打や失策等によって攻撃側

に有利なプレイが続けられた際を除き、その投球を無効にして、「ボールカウン

ト」を 1つ与えるものでしたが、この改正により、違反した内野手が投球後に最

初にボールに触れてプレイに携わった場合においては、「その打者および塁上の各

走者に 1個の塁を与える」という、より重いペナルティが科せられるかたちにな

りました。ただし、打者が安打や失策等によって攻撃側に有利なプレイが続けら

れたときは、ボークや打撃妨害の処置と同様にプレイを生かすことになります。 

しかし、本項【注 2】に記載のとおり、我が国では内野手の守備位置に関する

制限は適用しないこととなっており、引き続いて今年度もこの規則は採用されま

せん。 

 

Ⅱ.米国オフィシャル・ベースボール・ルールズとの比較検討により再確認した項目の改正（主

にこれまで不記載としていた項目の追記および文章の修正） 

 

（2）5.06（c）（7）【原注】の最終段落に次を追加する。 

野手が、走者をだます目的で意図的にボールをユニフォームの中（たとえばズボン

のポケットなど）に隠した場合、審判員は“タイム”を宜告して、すべての走者に、

そのような行為を行なった瞬間にすでに占有していたと審判員が判断した塁から少な
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くとも 1個の塁を与える。 

 

【解説】この規則は 2019 年の OBR によって追加された内容であり、前年の 2018 年

に MLB の試合での実例を受けての対応ということのようです。当時のプロ・アマ審判

部会でも議論を行ってきたものの、原文に記述された「originally occupied」の具体

が明確でないことや極めてまれな事象であるとの観点から検討課題としていました。

その後、MLB からの情報も参考にして整理ができたことから、公認野球規則への採用

としたものです。 

打球や送球等を処理した野手がボールを意図的に隠す行為をしたと審判員が判断し

た場合、その時点で直ちに「タイム」を宜告してボールデッドとし、その時点で占有

していた塁から少なくとも各走者には 1個の塁が与えられるといったペナルティが科

せられるということになります。 

 

（3）5.07（a）（1）を次のように改める。 

① ①の冒頭を次のように改める。（下線部を改正） 

打者への投球に関連する動作を起こしたならば、中断したり、変更したりしない

で、その投球を完了しなければならない。 

② 【注】を次のように改める。（下線部を改正） 

投手が投球に関連する動作を起こして、身体の前方で両手を合わせたら、打者に投

球すること以外は許されない。したがって、走者をアウトにしようとして塁に踏み出

して送球することも、投手板を外すこともできない。 

違反すればボークとなる。 

 

【解説】2019 年の公認野球規則改正において、投手のいわゆる「二段モーション」に

よる投球動作は正しい投球とは言えないが、反則投球にはあたらないという整理をし

た際、『投球動作』と『投球準備動作』、『投球に関連する動作』という 3つの言葉に使

い分けしました。このうち『投球動作』はこの動作を開始したら、打者への投球を完

了しなければならない一方、『投球準備動作』はこの動作を開始しても、動作中にその

まま軸足を外したり、自由な足を踏み出して、けん制球を投げることもできるという

ものです。これら 2つの動作を合わせて『投球に関連する動作』としていましたが、

OBR の原文でも『any natural movement associated with his delivery of the 

ball to the batter』と記述されていることから、この表現のとおりに書き直すこと

としました。 

 

（4） 5.07（a）（2）を次のように改める。 

① ②の冒頭を次のように改める（下線部を改正）とともに、「（ストレッチとは、腕を

頭上または身体の前方に伸ばす行為をいう）」を削除する。 

打者への投球に関連する動作を起こしたならば、中断したり、変更したりしない

で、その投球を完了しなければならない。 

② 【注 1】を次のように改める。（下線部を改正） 

（1）（2）項でいう〝中断〟とは、投手が投球に関連する動作を起こしてから途中でや
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めてしまったり、一時停止したりすることであり、〝変更〟とは、ワインドアップポ

ジションからセットポジション（または、その逆）に移行したり、投球動作から塁へ

の送球（けん制）動作に変更することである。 

③【原注】の最終段落に次を追加するとともに、【注 6】、【注 7】を追加する。 

ただし、打者が打席に入る前に、投手がワインドアップポジションで投球する旨を

審判員に伝えた場合には、前述のような投球姿勢であったとしても、ワインドアップ

ポジションとして投球することができる。 

投手は、打者が打撃中であっても、（i）攻撃側チームにプレーヤーの交代があった

とき、または（ii）走者の位置が変わったときは、次の投球を行なう前であれば、審

判員にワインドアップポジションで投球する旨を伝えることができる。 

【注 6】ワインドアップポジションとして投球する旨を審判員に伝えた後であって

も、攻撃側チームのプレーヤーが交代したり、走者の位置が変われば、セットポジ

ションに戻すことができる。 

【注 7】アマチュア野球では、セットポジションに戻すときも、審判員にセットポジ

ションで投球する旨を伝えなければならない。 

 

【解説】まず、上記①および②の改正については、前の項目（3）で説明したものと同

様、OBR で記述された表現のとおりに「投球に関連する動作」と書き直すことにした

ものです。併せて、セットポジションをとるにあたっての準備動作となる「ストレッ

チ」について、現行の公認野球規則内にカッコ書きとして『腕を頭上または身体の前

方に伸ばす行為』と記述されていますが、OBR では記載されていないことやすでに言

葉の理解はされていることから、このカッコ書きを削除することとしました。 

また、以降に記述されているセットポジションをとるに先立っての内容においても、

太字で説明されていましたが、こちらも十分に理解されていることから、一般の字体

にそろえることとしました。 

次に、上記③の改正ですが、こちらが今回における最も大きな改正内容となりま

す。5.07（a）（2）【原注】について、2017 年の OBR で追加されたものであり、セット

ポジションで投球するものとみなされる条件およびその条件であってもワインドアッ

プポジションとして投球できる方法について明記されました。しかし、プロ・アマ審

判部会での検討により、ワインドアップポジションで投球できる内容については、そ

の具体が明確でないうえ、MLB での適用事例がほとんどないとの情報により、2018 年

の公認野球規則の改正では、セットポジションで投球するものとみなされる条件のみ

を採用することとしました。その後、MLB で適用事例が散見されるようになり、国際

標準として WBSC（国際野球ソフトボール連盟）でもオフィシャル・ルールとなってい

ることから、OBR に記載されているとおりに公認野球規則で記述、採用することとし

ました。 

今回、走者がいる場合において、本来ならばセットポジションとみなされる姿勢の

条件（①軸足が投手板に平行に触れている、②自由な足は投手板の前方に置く）がク

リアされていれば、この投手はセットポジションで投球することとみなされるのです

が、この姿勢でも投手が事前（打者が打席に入る前）に球審に「ワインドアップポジ

ションとして投球したい」と申し出があれば、球審はこれを認めて、他の審判員やプ



 197 

レーヤー等に対して周知することとなります。球審が周知を行う方法については、日

本国内で統一することにしています。 

上記③の追加された【原注】本文の前段にある投球を『ハイブリッドポジション」

での投球とします。ハイブリッド（hybrid）とは、異なったものが組み合わさること

の意味であり、セットポジションとみなされる位置からワインドアップポジションで

投球するという 2つの正規の投球姿勢を組み合わせたものと解釈できます。 

追加された【原注】本文の後段では、原則として投手は上記のような「ハイブリッ

ドポジション」で投球したい旨の申告は「打者が打席に入る前」としていますが、例

外として記述のように「打者が打席に入った後（つまり打者の打撃中）」であっても、

攻撃側プレーヤーの交代時（例えば、その打者の交代や走者の交代があったとき）や

走者の位置が変わったとき（例えば、進塁したり、複数の走者がいた場合で走者がア

ウトになる）には、これらの時点で次の投球を行う前であれば、球審に申告すること

が認められます。 

次に【注 6】ですが、すでに「ハイブリッドポジション」で投球している状態か

ら、ただいま説明した打撃中に走者の位置が変わったときに、再び通常の「セットポ

ジション」の投球に戻したいことも考えられるため、手当てをしました。 

最後に【注 7】ですが、アマチュア野球においては【注 6】のような「ハイブリッド

ポジション」の投球から、通常の「セットポジション」の投球に戻す場合において

も、投球姿勢をとりわけ審判員が周知するために混乱を招かないよう、事前に球審へ

の申告を必要とすることにしました。こちらも【原注】本文の後段と同様、申告がで

きる条件が整えば、これらの時点で次の投球を行う前に球審へ申告することが認めら

れます。 

以上、上記③の改正に関する説明となります。ハイブリッドポジションと称するワ

インドアップポジション、セットポジションそれぞれでの投球に関連する動作につい

て、いま一度あらためて整理をしていただければと思います。 

 

（5）5.07（d）を次のように改める。（下線部を改正） 

投手が、ストレッチを起こしてからでも、打者への投球動作を起こすまでなら、い

つでも塁に送球することができるが、それに先立って、送球しようとする塁の方向

へ、直接踏み出すことが必要である。 

 

【解説】前の項目（4）と同様、現行の公認野球規則では「準備動作」として記載さ

れていますが、一般的には「ストレッチ」という言葉で用いられていることから、今

後は「準備動作」を「ストレッチ」という文言で統一することとしました。 

 

（6）5.09（b）（7）を次のように改める。 

① 本文を次のように改める。（下線部を追加） 

走者が、1 人の内野手の股間または側方を通過する前で、さらに他の内野手が守備

する機会がない状態のフェアボールに、フェア地域で触れた場合。（5.06c6、6.01a11 

参照） 

この際はボールデッドとなり、打者が走者となったために次塁への進塁が許された
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走者のほかは、得点することも、進塁することも認められない。 

インフィールドフライと宜告された打球が、内野手を通過する前で、さらに他のい

ずれの内野手も守備する機会がないと判断される前に塁から離れている走者に触れた

ときは、打者、走者ともにアウトになる。 

② 【注 2】を次のように改め（下線部を改正）、【注 3】を削除し、【注 4】以下を繰

り上げる。 

塁に触れて反転したフェアボールに走者が触れた場合、フェア地域またはファウル

地域に関係なく、その走者はアウトになり、ボールデッドとなる。 

 

【解説】まず、上記①の改正ですが、本項は 2019 年の OBR で改正されたもので、

その原文では「内野手（投手を含む）に触れる前」という表記が削除され、「内野手

（投手を除く）を通過する前で、他の内野手が守備する機会がない場合」と記述され

ています。つまり、この内容は 6.01（a）（11）（B）の本文と同じものとなっていま

す。 

当時の公認野球規則の改正では、主旨として『走者がフェアボールにフェア地域で

触れた場合は原則アウトになる』ということから、解りやすく表記を改めたわけであ

りますが、こちらも OBR 記載のとおりに下線部の表現を書き加えることとしました。

したがって、規則適用の解釈上にまったく変わりはありません。 

次に上記②の改正ですが、「ベースに触れて反転したフェアボールに走者が触れた場

合」について、現行の野球規則では走者がフェア地域にいたか、ファウル地域にいた

かによって取り扱いが異なっていました。これについて MLB に確認したところ、走者

がファウル地域にいたとしてもその走者に触れればアウトになり、この解釈が国際標

準であることが確認できたことから、走者の位置に関係なく、アウトになることとし

ました。 

 

（7）【5.10ℓ原注】の第 5 段落として次を追加する。 

監督またはコーチがマウンドに行った際、投手が他の守備位置に移ったかどうかに

関係なく、そのイニングでその投手のもとへ 1度行ったことになる。 

 

【解説】2019 年の OBR の改正によって、上記の記述が末尾に追加されました。監督

またはコーチが投手のもとに行ける回数については、本項 5.10（ℓ）で規定されてい

るとおりですが、この追加された上記の内容が明確にできず、検討課題としていまし

た。しかし、MLB での情報をもとに再検討した結果、この改正文の解釈として「監督

が投手のもとに行ってから投手の交代を告げた場合、回数にカウントするものの、こ

の投手は結果的に退くことからカウントがリセットされる」ことになり、その投手へ

2 回目にマウンドへ行くということは起こらないかたちとなります。ただ、この投手

がベンチに退かずにそのまま他の守備位置に移動した場合、その投手に対して 1回の

カウントがされたまま、守備へ行くこととなり、同じイニングに再びその投手が投手

に戻った場合は、監督またはコーチがこの投手のもとに行くことはできないことにな

る旨の規則であることが確認されたため、公認野球規則でも採用することとしまし

た。 
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（8）6.01（a）（8）を次のように改める。（下線部を改正） 

三塁または一塁のベースコーチが、走者に触れるか、またはつかんだりして、走者

の三塁または一塁への帰塁、あるいはそれらの離塁をアシストしたと審判員が認めた

場合。 

 

【解説】この改正は、規則適用が変更になるというものではなく、上記 2カ所の文

言を適切な表現に書き改めたものとなります。OBR 原文では 1つ目を「touching or 

holding the runner」、2つ目を「physically assists」と記述されています。これら

の記述を現行の公認野球規則でそれぞれ「支える」「肉体的援助」と記述していまし

た。 

特に 2つ目の文言について、単に「アシスト」としても十分に意味は理解できるも

のと考えたところです。 

 

（9）6.01（h）【付記】を次のように改め（下線部を改正）、末尾に【6.01h 原注】として「定義 50

オブストラクション【原注】」を移行する。 

捕手はボールを持たないで、得点しようとしている走者の進路をふさぐ権利はな

い。塁線（ベースライン）は走者の走路であるから、捕手は、ボールを処理しようと

しているときか、すでにボールを持っているときだけしか、塁線上に位置することが

できない。 

 

【解説】この改正についても、規則適用が変更になるものではなく、OBR 本文で記

載されている表現や配列位置のとおりに修正をかけたというものです。 

ます、6.01（h）および本項に関係する定義 50（オブストラクション）についての

配列順ですが、OBR では 6.01（h）（1）本文→【原注】→同（2）本文→【原注】→

【付記】→【6.01（h）原注】、定義 50（ここでの公認野球規則にある【原注】はな

い）という構成となっています。つまり、【6.01（h）原注】については、2015 年の

OBR が大幅に構成変更となったことに伴い、オブストラクションの定義の中に記述さ

れていた【原注】を本項の 6.01（h）末尾に移行しました。そこで今回、公認野球規

則における配列を OBR のとおりの順番に入れ換えても文書を理解するうえでなんら影

響はないものと判断して、公認野球規則も上記の配列とするものです。 

次に、6.01（h）【付記】における下線部の改正箇所の文言ですが、こちらも OBR で

は「when he is fielding a ball」と記述されており、その言葉どおりに翻訳して

「野手がボールを処理しようとしているとき」と書き改めました。その具体としての

説明は【6.01（h）原注】（現行の公認野球規則 定義 50【原注】）に記述された内容で

あり、「野手がボールを処理する行為をしている（【6.01（h）原注】では「in the act 

of fielding a ball」）とは、野手がまさに送球を捕ろうとしているか、送球が直接野

手に向かってきており、しかも十分近くに来ていて、野手がこれを受け止めるにふさ

わしい位置を占めなければならなくなったとき」と結び付けることとなります。 
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（10） 6.02（a）（1）を次のように改める。（下線部を改正）。 

投手板に触れている投手が、投球に関連する動作を起こしながら、中断したり、変

更したりして投球を完了しなかった場合。 

 

【解説】下線部における OBR の原文は「any motion naturally associated with 

his pitch and fails to make such delivery」と記述されています。これも上記の項

目（3）および（4）と同様に OBR の表現のとおりに書き改めることとしました。こち

らにおいても、単に言葉の表現を修正したもので、規則適用にあたっての変更ではあ

りません。 

 

Ⅲ.その他、日本野球規則委員会で協議した項目の改正 

（「プロ野球・プロフェッショナルリーグ」表現の削除、修正。【注】の追加、修正等） 

 

（11）3.02（a）を次のように改める。 

①【付記】の「プロフェッショナル野球（公式試合および非公式試合）」を削除す

る。 

②【注 1】を次のように改める。（下線部を改正） 

NPB では、金属製バット、木片の接合バットおよび竹の接合バットは、コミッ

ショナーの許可があるまで使用できない。 

③【注 2】を次のように改める。（下線部を改正） 

アマチュア野球では、使用できるバットについては、所属する団体の規定に従

う。 

 

【解説】まず上記①の改正ですが、製造業者は接合バットまたは試作中のバットに

関する製造の意図および方法について、規則委員会の承認を得る必要があるとの内容

となっています。この規定をプロフェッショナル野球（公式試合および非公式試合）

に限ったものでない旨とすることとし、削除することとしました。 

以降の項目の中にも同様に「プロフェッショナル野球」「プロフェッショナルリー

グ」といった記述については、削除したり、表現を改めることとしました。これは公

認野球規則書という我が国での規則をまとめたものであることから、それぞれの項目

にある内容においても、我が国の所属団体で取り扱われるべき実態をできるだけ反映

させるために、今回このような見直しを行なったものであります。 

また、この「規則委員会」の具体については、巻頭に示される「凡例」の中に説明

を加えることとし、プロ野球では「NPB 野球規則委員会」、アマチュア野球では「アマ

チュア野球規則委員会」となります。 

次に上記②の改正は、使用できるバットの規定について、【注 1】のプロ野球での取

り扱いを記述したものですが、「我が国のプロ野球」を今後は「NPB」に表記を改める

ことに伴うものとなります。 

最後に上記③の改正は、使用できるバットの規定について、【注 2】のアマチュア野

球での取り扱いを記述したものですが、こちらもアマチュア野球それぞれの団体で規

定が備わっていることから、記述を簡素化することとしました。 
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（12） 3.02（d）を次のように改める。 

①（d） 着色バットは、規則委員会の認可がなければ使用できない。 

②【注 1】、【注 2】を統合し、次のように改める。 

【注】我が国では、所属する団体の規定に従う。 

③ 【3.02 注】を追加する。 

【3.02 注】我が国では、本項（a）、（b）および（d）または各所属団体の規定に

違反しているバットは試合から取り除かれ、そのバットを使用した場合は（c）

〔付記〕および同〔原注〕後段を適用する。なお 6.03（a）（5）規定のいわゆる

改造バットについては、同項記載のとおりである。 

 

【解説】着色バットの使用に関する規定となりますが、まず上記①の改正は、前

の項日（11）と同様、本文にあった「プロフェッショナル野球では」という文言

を単に削除したものです。次に上記②の改正は、着色バットに関する規定におい

ても、プロ野球およびアマチュア野球それぞれでの内部規定が備わっていること

から、【注 1】で示されたプロ野球の取り扱い、【注 2】で示されたアマチュア野球

の取り扱いを一本化して、1つの【注】にまとめたものとしました。 

最後に上記③の改正は、6.03（a）（5）にある「改造・加工バット」とはみなさ

れない、例えば公認されていないバットや認められていない着色バットを使用し

た場合等の処置について明文化をし、本項の末尾に加えることとしました。これ

によって、いわゆる「改造・加工バット」の使用による処置とは異なることが明

確となりました。 

 

（13） 3.03（j） 【注 1】を次のように改める。（下線部を改正） 

【注 1】NPB では、本項を適用しない。 

 

【解説】ユニフォームに関する規定のうち、そのいかなる部分にも、宜伝および広

告に類する布切れまたは図案をつけてはならないというもので、こちらも前の項

目（11）②と同様、「NPB」に表記を改めました。 

 

（14） 3.08 本文の「プロフェッショナルリーグでは、」と（b）の「メジャーリーグの」を削除す

る。 

 

 【解説】ヘルメットに関する規定内にある、こちらも前の項目（11）①と同様、「プ

ロフェッショナルリーグ」を削除して、アマチュア野球を含めた我が国の規則で

あるという主旨を明確にしました。また、（b）の「メジャーリーグ」においても

同じ考えから削除しています。 

（15） 3.09 本文の「本条は、プロフェッショナルリーグだけに適用される。」と、【付記】の「プ

ロフェッショナルリーグ用の」と「プロ野球」を削除し、【注 4】を次のように改める。 

【注 4】我が国では、所属する団体の規定に従う。 
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【解説】野球競技用具に関する商業的な宜伝・広告に関する規定についてですが、

こちらも前の項目（11）や（14）と同様の理由により、本文に記されている「プ

ロフェッショナルリーグ」等の限定された組織の表記を削除することとしまし

た。 

また、【注 4】の改正ですが、前述の 3.09 本文の改正によって、本項はプロ

フェッショナルリーグに限った内容のものでなくなったことや、NPB においても

ドレスコードとして規定が備わっていることから、この【注 4】にプロ野球を含

めたかたちとしたものです。 

 

（16）4.03（e）に【注】を追加する。 

【注】我が国では、天候状況によっては、30 分を待つことなく試合を打ち切ること

ができる。 

 

【解説】本文では、プレイを中断した後、少なくとも 30 分を経過するまでは試合の

打ち切りを命じてはならないことになっています。しかし、近年は異常気象によ

り局地的な集中豪雨が頻繁に発生しているとともに、これらの予測を精度高く判

断できるシステムが整備できるようになり、試合の実施可否にあたって有力な情

報となっています。これらの情報によって、明らかに続行が不可能と判断できる

のであれば、30分を待たずに試合を打ち切ることができる旨の規定を新たに加え

ることとしました。 

 

（17）5.08（b）【注】の最終段落を次のように改める。（下線部を改正） 

打者走者または三塁走者が進塁に際して塁に触れ損ねた場合は、守備側のア

ピールがあったときだけ、審判員はアウトの官告を下す。 

 

【解説】現行の【注】においては、「最終回の、満塁、打者が四球で決勝点が記録

されるような場合、次塁に進んで塁に触れる義務を負うのは、三塁走者と打者走

者だけである」ことについて、三塁走者または打者走者が本塁、一塁にそれぞれ

適宜な時間がたっても進塁をする義務を果たそうとしない場合は、守備側のア

ピールを待つことなくアウトの宣告をすることができますが、三塁走者または打

者走者が本塁、一塁にそれぞれ進塁した塁を踏み損ねた場合にあたっては、前者

とは異なって、塁の触れ損ないは、5.09（c）にも記載のとおり原則としてアピー

ルが必要であるとの観点から、守備側のアピールがあってこれを認めたときの

み、アウトの宣告をすることとしました。したがって、今回の改正によって、次

塁に進んだ際の塁の踏み損ないにおいては、適宜な時間がたったからといって、

アピールを待たずにアウトの宣告をすることはできないことになります。 

 

（18）5.10（e）に【注】を追加する。 

【注】アマチュア野球では、所属する団体の規定に従う。 

 

【解説】5.10 （e）および同【原注】の規則には、すでに出場しているプレーヤー
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が他のプレーヤーの代わりに走者となる、いわゆる「臨時代走（コーティシーラ

ンナー）」を認めない旨、記述されています。しかし、アマチュア野球ではプレー

ヤーの要員確保、負傷したプレーヤーが一定の治療を施す間の代理が可能であれ

ばスピードアップにもつながることから、ほとんどの団体で内部規定を設けて

「臨時代走（コーティシーランナー）」を認めています。したがって、アマチュア

野球それぞれの団体での内部規定に従う旨、末尾に上記の【注】を加えることと

しました。 

 

（19） 5.10（g）（2）に【注】を追加する。 

【注】我が国では、本項にある〝イニングの初めに準備投球を行なった投手〟を〝

イニングの初めに投手が、フアウルラインを越えてしまえば〟と置きかえて適用

する。 

 

【解説】本項は昨年に新設されたもので、「イニングの初めに準備投球を行なった投

手は、少なくともそのときの第 1打者（またはその代打者）がアウトになるか一

塁に達するまで投球する義務がある」という規則です。つまり、イニングの初め

に登板する投手は準備投球を開始したら、第 1打者がたとえ代打者が起用された

としても、必ず第 1打者には打撃を完了するまで投球しなければならないという

ことでした。しかし、この後に MLB からの情報で「第 1打者への打撃を完了させ

る義務」における基準は「準備投球を行なったとき」ではなく、5.10（i）規定の

「ファウルラインを越えたとき」で運用されていることが判明し、早速 NPB でも

採用しています。このことから、我が国でも統一したかたちで対応すべきとの判

断により、上記の【注】を追加したうえで、改めることとしました。 

 

（20）5.10（k）【注 2】を次のように改める。 

【注 2】我が国では、ペンチあるいはダッグアウトに入ることのできる者について

は、所属する団体の規定に従う。 

 

【解説】ベンチあるいはダッグアウトに入ることができる者についての規定は、す

でにプロ野球、アマチュア野球それぞれの団体や大会等で機関決定されているこ

とかと思いますが、単にこれらの表現を「我が国」として 1つにまとめて簡素化

したものです。 

 

（21）5.10（ℓ）冒頭の「プロフェッショナルリーグは、」を削除する。 

監督・コーチがマウンドに行ける回数の規定ですが、こちらも前の項日（11）、

（14）および（15）と同様の理由により、「プロフェッショナルリーグ」という限

定された組織の表記を削除することとしました。 

（22）【7.02 注】を次のように改める。 

【7.02 注 1】NPB では、本項を適用しない。 

【7.02 注 2】アマチュア野球では、所属する団体の規定に従う。 



 204 

【解説】昨年に改正された「サスペンデッドゲーム」に関する規定について、対

象条件や再開予定、再開不可能の場合の対処、再開時の出場プレーヤーの条件等

は、我が国それぞれの団体での取り扱いが異なることから、本項末尾の【7.02

注】で一括りにして記述していました。しかし、NPB では本規定にある「サスペ

ンデッドゲーム」は採用していないことから、適用しない旨の記載に分けること

とし、上記のような表現としました。 

 

（23） 8.01 （b）を次のように改める。（下線部を改正） 

各審判員は、所属する団体の代表者であり、本規則を厳格に適用する権限を持

つとともに、その責にも任ずる。審判員は、プレーヤー、コーチ、監督のみなら

す、クラブ役職員、従業員でも、本規則の施行上、必要があるときには、その所

定の任務を行なわせ、支障のあるときには、その行動を差し控えさせることを命

じる権限と、規則違反があれば、規定のペナルティを科す権限とを持つ。 

 

【解説】こちらも前の項日（11）、（14）、（15）および（21）と同様、「リーグお

よびプロフェッショナルベースボール」という文言を上記下線部にある「所属す

る団体」という表現に書き改めて、アマチュア野球も含めた我が固の規則とした

主旨を明確にしました。 

 

（24）【9.22 注】を次のように改める。（下線部を改正） 

NPB では、〝組まれている試合総数〟を〝行なった試合数〟に、〝マイナー

リーグ〟を〝ファーム・リーグ〟に置きかえて適用する。数の算出にあたり、端

数は本条（a）（b）各〔原注〕に準ずる。 

 

【解説】前の項目（11）および（13）と同様、「我が国のプロ野球」の文言を

「NPB」という表記に改め、「イースタン・リーグおよびウエスタン・リーグ」を

「ファーム・リーグ」として、こちらを一括りにすることとしました。 

 

（25）定義 38（2）の「リターン」を削除する。 

定義 38「イリーガルピッチ」（反則投球）として、（2）に「クイックリターン

ピッチ」と記述されていますが、5.07（a）（2）【原注】や 6.02（a）（5）【原注】

では「クイックピッチ」と書かれてあり、OBR 本文も同様となっています。当初

は「クイックリターンピッチ」とは文字通り、投手が捕手からボールを受けた

ら、直ちに投げ返すかのように投球することについて規制するといったものであ

りましたが、その後現在に至っては、打者が打撃する準備ができていない状態に

もかかわらず投球するといった危険な行為に対する規制のためであるものと考え

られます。 

いずれにせよ、本質的には同じ意味として捉えることができるため、この際、

これら 2つの言葉について、公認野球規則書では「クイックピッチ」として表記

を統一することとし、上記の定義にある「クイックリターンピッチ」の「リター

ン」を省くこととしました。 
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（26）定義 64 の「RETURN」と「リターン」を削除する。 

前の項目（25）と同様の理由により、こちらも「クイックピッチ」として表記

を統一することとし、上記の定義にある「QUICK RETURN Pitch」の「RETURN」お

よび「クイックリターンピッチ」の「リターン」をそれぞれ省くこととしまし

た。 

 

（27）次の項目の「打者」の表記を「打者走者」に改める。 

5.06（b）（4）（G）【規則説明】 

5.06（b）（4）（I）の 4行目 

5.08（b）の 4行目 

5.09（b）（1）（2）【原注】1つ目の例の 3行目 

5.09（b）（6）【原注】の 5行目と 8行目 

5.09 （ⅽ）（2）【原注】2つ目の例の 2行目 

9.05 (b) (4) 

9.12 （f）（1）① 

定義 28「フィールダースチョイス」 

定義 30「フォースプレイ」【原注】1つ目の例の 2行目と 6行目 

 

【解説】現行の公認野球規則、巻頭の「凡例」のなかに、本来「打者走者」と書

くべきところを、本規則書では、しばしば「打者」とか「走者」と記載してい

る、と書かれています。これについて、OBR 本文との比較を行い、翻訳精査をし

たところ、上記の 12 カ所について「打者」という文言を「打者走者」に改めたほ

うが理解しやすいとの判断に至りました。したがって「凡例」に書かれていた上

記の内容については、整理ができたことから削除することとしました。 

 

以上、2026 年度の改正規則のポイントを解説しました。 

本年は上記でも説明しました、走者のいる際に投手からの中告があれば、セッ

トポジションとみなされる姿勢からワインドアップポジションとしての投球が可

能になったこともあって、日本国内のアマチュア野球のみで違反規定とされてい

た「ワインドアップポジションをとった右投手による三塁へのけん制球、左投手

による一塁へのけん制球」は削除され、国際標準どおりに改められることになり

ました。これらの運用にあたっては、関係団体での共有認識を図られるととも

に、本書が円消な試合の施行に向けた一助となることを願っております。 
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改正項目一覧表（1995年、2003年は規則改正はありませんでした） 

 規則項目 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 

 フェアボール第4図説明       ○        

 1.09【軟式注】       ○        

 1.10（ｃ）【付記】         ○     ○ 

 1.10（ｄ）          ○   ○  

 1.11（ｈ）         ○      

 1.11（ｈ）【注】          ○     

 1.17【注三】  ○      ○       

 2.03      ○         

 2.44（ａ）【注】 ○              

 2.73     ○          

 3.15【付記】       ○        

 5.09（ｂ）【注一】            ○   

 5.09（ｂ）【注二】 ○              

 6.05（ｉ）        ○       

 6.06（ｃ）【注二】 ○              

 6.08（ｂ）【注５】      ○         

 7.05（ａ）【注一】            ○ ○  

 7.07【注二】            ○   

 7.08（ｂ）【注一】【注二】

問・答 

   ○           

 7.08（ｂ）【原注二】    ○           

 7.08（ｄ）  ○             

 7.08（ｇ）【注二】              ○ 

 7.08（ｉ）【注】            ○   

 7.09（ｃ）        ○       

 7.09（ｃ）【注】       ○        

 7.10（ａ）【原注】  ○             

 7.10（ｂ）【付記】             ○  

 7.10（ｄ）【注二】  ○             

 8.01（ａ）①    ○           

 8.01（ｂ）②    ○           

 8.01（ｂ）【原注】       ○        

 8.02（ａ）（1）【注】      ○         

 8.05ペナルティ【付記】       ○        

 8.05【原注】  ○             

 8.05ペナルティ【注一】       ○ ○       

 10.04（ａ）【注】      ○         

 10.19【注】             ○  

 10.20（ａ）【注】      ○         
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改正項目一覧表（1995年、2003年 規則改正はありませんでした） 

 規則項目 07 08 09 10 11 12 13 14 15      

 フェアボール第4図説明               

 巻頭フェアボールおよび

ファウルボールの基準を

改正 

      ○        

 野球競技場区画線（１）     ○          

 1.01   ○            

 1.04     ○          

 1.06     ○          

 1.09【軟式注】               

 1.10（ａ）（ｂ）（ｃ）     ○  ○        

 1.10（ｃ）【付記】               

 1.10（ｄ）               

 1.11（ｈ）               

 1.11（ｈ）【注】               

 1.15（ｃ） ○              

 1.15（ａ）および［注］追加        ○       

 1.16     ○          

 1.17［注］③追加        ○ ○      

 1.17【注三】④       ○        

 1.17【注四】 ○              

 2.03               

 2.32【注1】       ○        

 2.40［原注］追加        ○       

 2.44（ａ）［原注］追加        ○       

 2.44（ａ）【注】               

 2.44（ｃ）     ○          

 2.44（ｄ）    ○           

 2.44末尾削除        ○       

 2.46【注】【原注】 ○  ○            

 2.54  ○             

 2.73               

 2.76追加      ○         

 3.01（ｃ） ○              

 3.01（ｆ） ○              

 3.02ペナルティ ○              

 3.05（ｄ）追加       ○ ○       

 3.06［原注］         ○      

 3.10（ａ）     ○          

 3.10（ｃ）【原注】    ○           
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改正項目一覧表（1995年、2003年 規則改正はありませんでした） 

 規則項目 07 08 09 10 11 12 13 14 15      

 3.15【原注】例の移動       ○        

 3.15【付記】、改正      ○         

 4.01     ○          

 4.01（ｄ）    ○           

 4.03(d)削除 ○              

 4.05【原注】   ○      ○      

 4.10（ｄ） ○              

 4.11（ｃ） ○              

 4.11（ｄ） ○              

 4.12【注】 ○              

 4.12（ｂ）（４）改正        ○       

 4.12（ｄ）削除    ○           

 5.09（ｂ）     ○          

 5.09（ｂ）【注一】               

 5.09（ｂ）【注二】               

 5.10（ｆ）【注】 ○    ×          

 6.02（ｃ）【原注】 ○              

 6.02 (d)【原注】 ○              

 6.02 (d) (1) [原注]    ○           

 6.05（a）【原注】【注】 ○    ×          

 6.05（ｇ）     ○          

 6.05（ｈ）     ○          

 6.05（ｈ）【原注】   ○     ○       

 6.05（ｉ）    ○           

 6.05（ｋ）【原注】 ○              

 6.05（ｏ）追加      ○         

 6.06（ｃ）［原注］改正        ○       

 6.06（ｃ）【注二】               

 6.06（ｄ）【注】     ○          

 6.06（ｄ）【原注】 ○              

 6.08（ｂ）【注５】               

 6.08（ｃ）【原注】 ○              

 6.09（ｂ）【原注】 ○              

 6.10     ○          

 6.10（ｂ）(10)         ○      

 7.00補則（Ａ）（ｅ）（５）    ○           

 7.00補則（Ｂ）（ａ）（４）        ○       

 7.03（ｂ）   ○            

 7.04（ｃ）【注】 ○    ×          
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改正項目一覧表（1995年、2003年 規則改正はありませんでした） 

 規則項目 07 08 09 10 11 12 13 14 15      

 7.04（ｅ）     ○          

 7.05（ａ）【注一】               

 7.05【ｂｃｄｅ 注】   ○            

 7.05（ｅ）【注二】削除 ○              

 7.05（ｊ） ○    ×          

 7.07【注二】               

 7.07【注三】   ○            

 7.08（ａ）（1）【注一】  ○             

 7.08（ａ）（1）（2）【原注】       ○        

 7.08（ａ）【原注】【付記】削

除 

○              

 7.08（ｂ）【注一】【注二】

問・答 

              

 7.08（ｂ）【原注二】               

 7.08（ｄ）               

 7.08（ｅ）  ○             

 7.08（ｇ）【注二】               

 7.08（ｉ）【注】               

 7.08（ｌ）追加      ○         

 7.09（ａ）改正［原注］追加        ○       

 7.09（ｂ）（ｋ） ○   ○           

 7.09（ｃ）               

 7.09（ｃ）【注】               

 7.09（ｅ）   ○            

 7.10（ａ）【原注】               

 7.10（ｂ）【付記】               

 7.10（ｄ）【注二】               

 7.11改正      ○         

 8.01（ａ）【注1】改正、同

（ｂ）【注】削除また、巻頭

の投球姿勢変更 

      ○        

 8.01（ａ）① ○              

 8.01 (a) (2)～(6) ﾍﾟﾅﾙﾃｨ 

(a) 

   ○           

 8.01（ｂ）② ○              

 8.01（ｂ）【原注】               

 8.01（ｆ）    ○           

 8.02（ａ）（1）【注】、追加 ○    ○ ○  ○       

 8.02(b)[原注]同［注］         ○      
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改正項目一覧表（1995年、2003年 規則改正はありませんでした） 

 規則項目 07 08 09 10 11 12 13 14 15      

 8.02（ｃ）【注二】  ○             

 8.02（ｂ）    ○           

 8.04 ○              

 8.05（ｂ）、［注］改正        ○       

 8.05（ｃ）［原注］改正、

［注］削除 

       ○       

 8.05(d)［原注］         ○      

 8.05（ｈ） ○              

 8.05ペナルティ【付記】               

 8.05【原注】               

 8.05ペナルティ【注一】、

削除 

  ○   ○         

 9.02     ○          

 9.02（c）［原注2］         ○      

 10.01改正、同（ａ）【原

注】後段と【注】削除 

      ○ ○       

 10.04（ａ）【注】               

 10.10（ａ）       ○        

 10.19【注】               

 10.20（ａ）【注】               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 211 

改正項目一覧表（1995年、2003年 規則改正はありませんでした） 

2016年より規則条文構成が変更となりました。＜ ＞は旧項目番号 

 規則項目 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    

 2.01〈1.04〉の【注】 〇        ○ ○     

 2.03         ○      

 2.05         ○      

 3.01 【軟式注】の改正    〇 〇      ○     

 3.02(a)（d）           ○    

 3.02(c)【原注】の改正      〇   ○      

 3.03(j)           ○    

 3.05の改正・同【注】  〇             

 3.05〈1.13〉に【注】 〇              

 3.06の改正・同【注】  〇             

 3.06〈1.14〉の改正および

【注】を追加 

〇              

 3.07(a)の前段および同

【注】の改正 

 〇             

 3.08本文           ○    

 3.08（ｂ）（ｃ）及び（ｃ）注          ○     

 3.08(d)〈1.16(d)〉の改正 〇              

 【3.03～3.09原注】を

【3.08原注】とする 

 〇             

 3.09本文           ○    

 3.09【注3】③       〇        

 3.10の改正   〇            

 4.03(e)           ○    

 4.08（ｃ）および同注    〇           

 5.02         ○  ○    

 (3)5.03(b (3)5.03(b )、同ペナ

ルティ【 、同ペナルティ【 5.03 5.03 原注 】 

  〇            

 5.04(b)(2)〈6.02(b)〉【原注】 〇  〇            

 5.04(b)の改正  〇        ○     

 5.04(b)(4)(A)〈6.02(d)(1)〉

の改正および【注】を追

加、【原注】を削除 

〇  〇            

 5.05(a)(4)の改正     〇          

 5.05(b)(1)【原注】の改正   〇            

 5.05(b)(2)の改正     〇          

 5.06(b)(3)(c)および同【原

注】の改正 

 〇             

 5.06(b)(4)(H)【規則説明】   〇            
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 改正項目一覧表（1995年、2003年 規則改正はありませんでした） 

2016年より規則条文構成が変更となりました。＜ ＞は旧項目番号 

 規則項目 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    

 5.06(b)(4)（I）     〇          

 5.06(b)(4)(I)【注】   〇            

 5.06(c)(7)     〇      ○    

 5.07(a)(1)①および(2)②     〇  〇    ○    

 5.07(a)(2)【注1】  〇     〇    ○    

 5.07(a)(2)【注2】     〇          

 5.07(a)(2)【原注】   〇            

 5.07(a)【原注】   〇   〇         

 5.07(b)    〇           

 5.07(d)     〇      ○    

 5.08(b)   〇         ○    

 5.08(b)【原注】   〇            

 【5.08原注】の表現を一

部改め、配列を変更 

 〇             

 5.09(a)(1)【原注】  〇             

 5.09(a)(2)       〇         

 5.09(a)(11)原注          ○     

 5.09(b)(1)       〇        

 5.09(b)(7)      〇      ○    

 5.09(b)(7)【注2】①②     〇          

 5.09(b)(9)【原注】  〇             

 5.09（c）(1)【原注】    〇           

 5.09（c）(3)  〇             

 5.09(c)   〇            

 5.10(d)   〇            

 5.10（e)           ○    

 5.10(g)（2）     〇 〇    ○ ○    

 5.10（ｋ）          ○  ○    

 5.10(ℓ)【原注】    〇       ○    

 5.10(m)の改正     〇          

 5.10(ｍ)および同【注】    〇      ○     

 5.11        〇       

 5.12(b)(6)   〇             

 6.01(a)(1)前段  〇     〇        

 6.01(a)(5)【原注】    〇           

 6.01(a)(8)           ○    

 6.01(a)(10)       〇         

 6.01(a)(10)〈7.09(j)〉【原注】 〇              
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 改正項目一覧表（1995年、2003年 規則改正はありませんでした） 

2016年より規則条文構成が変更となりました。＜ ＞は旧項目番号 

 規則項目 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    

 6.01(b)   〇            

 6.01(d)【原注】      〇         

 6.01(h)(1)【付記】   〇        ○    

 6.01(i)(【原注】および

【注】を含む)  

〇      〇        

 6.01(j)および同【注】  〇             

 6.02 (a)(1)     〇      ○    

 6.02(c)(9)【原注】   〇            

 6.02(d)          ○     

 6.03(a)(4)を追加

6.03(a)(3)後段を【6.03a3・

4例外】とし、同【原注】を

【6.03a3・4原注】とする 

 〇             

 6.03(a)(4)〈6.06(d)〉 〇              

 6.04(d)【原注】      〇         

 7.01         ○      

 7.01(ｃ)（ｄ）          ○     

 7.01(e)（ｆ）（ｇ）        〇  ○     

 7.02(a)（ｂ）（ｃ）（ｄ）        〇  ○     

 7.02(a)(3)〈4.12(a)(3)〉 〇              

 7.02【注】          ○     

 7.03(a)(7)    〇           

 7.03(c)〈4.16〉 〇              

 7.04      〇         

 8.01（ｂ）           ○    

 8.02（ｂ）    〇           

 8.02（ｃ）    〇           

 8.04         ○      

 審判員に対する一般指示の改正      〇         

 卷頭（13ページ）の「投球姿勢」       〇        

 9.01の改正     〇          

 9.01(b)(3)      〇         

 9.14(d)   〇            

 補則「ボールデッドの際の走者の帰 

塁に関する処置」（1)(e)(2)の改正 

    〇          

 定義7   〇            

 定義14          ○     

 定義34      〇         
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 改正項目一覧表（1995年、2003年 規則改正はありませんでした） 

2016年より規則条文構成が変更となりました。＜ ＞は旧項目番号 

 規則項目 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    

 定義38の改正   〇        ○    

 定義44（ｄ）の改正    〇           

 定義46の改正      〇         

 定義63の改正          ○     

 定義64           ○    

 定義76を改正  〇   〇          

 定義80を改正  〇   〇          

 ベンチ前のキャッチボー

ルの禁止 

  〇 〇           

 “ミットを動かすな”運動

の展開 

  〇 〇           

 軸足の踵を上げてから

塁に送球する動作 

       〇       

 


